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『
朱
子
語
類
』
巻
一
七
「
大
学
」
四
（
29   
〜
62   
条
）

或
問
上　

經
一
章

此
篇
所
講
在
明
明
徳
一
段
（
承
前
）

29
条問

。
或
問
、
所
以
明
而
新
之
者
、
非
可
以
私
意
苟
且
為
也
。
私
意
是
說
著
不
得

人
為
、
苟
且
是
說
至
善
。

曰
。
才
苟
且
、
如
何
會
到
極
處
。

賀
孫
舉
程
子
義
理
精
微
之
極
。

曰
。
大
抵
至
善
只
是
極
好
處
、
十
分
端
正
恰
好
、
無
一
毫
不
是
處
、
無
不
到
處
。

且
如
事
君
、
必
當
如
舜
之
所
以
事
堯
、
而
後
喚
做
敬
。
治
民
、
必
當
如
堯
之
所
以

治
民
、
而
後
喚
做
仁
。
不
獨
如
此
、
凡
事
皆
有
箇
極
好
處
。

今
之
人
、
多
是
理
會
得
半
截
、
便
道
了
。
待
人
看
來
、
喚
做
好
也
得
、
喚
做
不

好
也
得
。
自
家
本
不
曾
識
得
到
、
少
刻
也
會
入
於
老
、
也
會
入
於
佛
、
也
會
入
於

申
韓
之
刑
名
。
止
緣
初
間
不
理
會
到
十
分
、少
刻
便
沒
理
會
那
箇
是
白
、那
箇
是
皂
、

那
箇
是
酸
、
那
箇
是
鹹
。
故
大
學
必
使
人
從
致
知
直
截
要
理
會
透
、
方
做
得
、
不

要
恁
地
半
間
半
界
、
含
含
糊
糊
。

某
與
人
商
量
一
件
事
、
須
是
要
徹
底
教
盡
。
若
有
些
子
未
盡
處
、
如
何
住
得
。

若
有
事
到
手
、
未
是
處
、
須
著
極
力
辨
別
教
是
。
且
看
孟
子
、
那
箇
事
恁
地
含
糊

放
過
。
有
一
字
不
是
、
直
爭
到
底
。
這
是
他
見
得
十
分
極
至
、
十
分
透
徹
、
如
何

不
說
得
。　

賀
孫

〔
校
勘
〕

○
「
所
以
明
而
新
之
者
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
所
以
明
而
新
之
者
」
の
上
に
「
而

吾
之
」
の
三
字
が
有
り
、
ま
た
「
非
可
以
」
の
上
に
「
又
」
字
が
有
る
。

○
「
賀
孫
舉
程
子
義
理
精
微
之
極
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
賀
孫
舉
程
子
以
義
理
精

微
之
極
姑
以
至
善
目
之
之
語
」
に
作
る
。

○
「
今
之
人
多
是
理
會
得
半
截
」  

成
化
本
、朝
鮮
整
版
本
、朝
鮮
古
写
本
は
「
今
人
」

に
作
る
。

○
「
含
含
糊
糊
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
含
含
胡
胡
」
に
作
る
。

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

岩
本
真
利
絵
・
宇
佐
美
文
理
・
小
笠
智
章
・
中
純
夫
・
福
谷
彬
・
廖
明
飛
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ど
な
く
し
て
道
教
に
入
る
か
も
知
れ
ず
、
仏
教
に
入
る
か
も
知
れ
ず
、
申
不
害
・

韓
非
の
刑
名
の
学
に
入
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
最
初
に
完
全
な
と
こ
ろ
ま
で
わ

か
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
ほ
ど
な
く
し
て
、
何
が
白
く
、
何
が
黒
く
、
何
が
酸
っ

ぱ
く
、
何
が
塩
辛
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
だ
か
ら
、『
大
学
』

は
必
ず
人
に
「
致
知
」
と
い
う
こ
と
か
ら
直
截
に
取
り
組
ま
せ
透
徹
さ
せ
、
そ
れ

で
は
じ
め
て
や
り
遂
げ
た
と
し
、
あ
の
よ
う
に
一
知
半
解
で
曖
昧
模
糊
に
は
さ
せ

な
い
の
だ
。

私
は
人
と
あ
る
こ
と
を
話
し
合
う
と
、
徹
底
的
に
尽
く
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
も

し
少
し
で
も
不
完
全
な
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
の
ま
ま
に
で
き
る

だ
ろ
う
。
も
し
あ
る
事
に
直
面
す
る
と
、
正
し
く
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
、
力

を
尽
く
し
て
分
析
し
て
正
す
。
ま
た
、『
孟
子
』
を
見
る
に
、
あ
の
よ
う
に
曖
昧

に
見
過
ご
す
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。
一
字
で
も
間
違
い
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
徹
底

的
に
争
う
。
こ
れ
は
孟
子
が
完
全
な
る
極
致
を
、
完
全
に
透
徹
し
て
理
解
し
て
い

て
、
言
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。  

葉
賀
孫
録

〔
注
〕

（
1
）「
或
問
、
所
以
明
而
新
之
者
、
非
可
以
私
意
苟
且
為
也
」　
『
大
学
或
問
』「
然

德
之
在
己
而
當
明
、
與
其
在
民
而
當
新
者
、
則
又
皆
非
人
力
之
所
爲
、
而
吾

之
所
以
明
而
新
之
者
、
又
非
可
以
私
意
苟
且
而
爲
也
。
是
其
所
以
得
之
於
天

而
見
於
日
用
之
閒
者
、
固
已
莫
不
各
有
本
然
一
定
之
則
。」
現
行
の
『
或
問
』

で
は
、『
語
類
』
の
本
条
の
引
用
の
前
に
「
而
吾
之
」
の
三
字
が
多
く
、
こ

れ
は
朝
鮮
古
写
本
の
本
条
で
の
『
或
問
』
の
引
用
に
同
じ
。

（
2
）「
程
子
義
理
精
微
之
極
」　
『
大
学
或
問
』「
程
子
所
謂
以
其
義
理
精
微
之
極
、

○
「
那
箇
事
恁
地
含
糊
放
過
」  

朝
鮮
古
写
本
は
「
那
箇
事
恁
地
含
糊
放
過
去
」
に

作
る
。
朝
鮮
整
版
本
は
「
糊
」
を
「
胡
」
に
作
る
。

○
「
直
爭
到
底
」  
朝
鮮
古
写
本
は
「
直
須
爭
到
底
」
に
作
る
。

〔
訳
〕質

問
。「『
大
学
或
問
』
に
「「
明
ら
か
に
し
て
、
之
を
新
た
に
す
る
所
以
は
「
私

意
」「
苟
且
」
を
以
て
為
す
べ
き
に
非
ず
。」
と
あ
り
ま
す
。（『
或
問
』
で
）「
私
意
」

云
々
と
言
う
の
は
、人
為
的
で
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
て
、「
苟
且
」

云
々
と
言
う
の
は
「
至
善
」
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。」

先
生
が
仰
っ
た
。「
わ
ず
か
で
も
「
苟
且
」
で
あ
れ
ば
、
ど
う
や
っ
て
極
所
に

至
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。」

私
（
葉
賀
孫
）
は
程
子
の
「
義
理
精
微
の
極
」
の
説
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。

先
生
は
仰
っ
た
。「
大
抵
「
至
善
」
と
い
う
の
は
、
極
め
て
良
い
と
こ
ろ
の
こ

と
で
、
完
全
に
正
し
く
て
ち
ょ
う
ど
よ
く
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
正
し
く
な
い
も

の
が
無
く
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
至
ら
な
い
と
こ
ろ
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
君
に
事
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
必
ず
舜
が

尭
に
事
え
る
よ
う
に
す
べ
き
で
、
そ
れ
で
こ
そ
「
敬
」
と
呼
ぶ
の
だ
。
民
を
治
め

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
必
ず
尭
が
民
を
治
め
る
よ
う
に
す
べ
き
で
、

そ
れ
で
こ
そ
「
仁
」
と
呼
ぶ
の
だ
。
こ
れ
ら
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
事
に
は
そ

れ
ぞ
れ
こ
の
理
想
的
な
状
態
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

今
の
人
は
、
多
く
は
半
分
ほ
ど
取
り
組
ん
で
、
も
う
終
わ
り
だ
と
言
う
。
そ
れ

を
他
人
か
ら
見
れ
ば
、
よ
い
と
言
っ
て
も
よ
い
し
、
よ
く
な
い
と
も
言
っ
て
も
よ

い
、
と
い
う
有
様
だ
。
自
分
で
は
全
く
知
り
尽
く
し
て
い
な
い
も
の
だ
か
ら
、
ほ
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也
。
…
法
堯
舜
、
則
盡
君
臣
之
道
而
仁
矣
。
不
法
堯
舜
、
則
慢
君
賊
民
而
不

仁
矣
。
二
端
之
外
、更
無
他
道
。
出
乎
此
、則
入
乎
彼
矣
、可
不
謹
哉
。」　
「
喚

做
〜
」
は
「
〜
と
呼
ぶ
」。

（
5
）「
治
民
、必
當
如
堯
之
所
以
治
民
、而
後
喚
做
仁
。」　
『
孟
子
』「
離
婁
上
」「
不

以
堯
之
所
以
治
民
治
民
、賊
其
民
者
也
。孔
子
曰
。道
二
。仁
與
不
仁
而
已
矣
。」

（
6
）「
多
是
理
會
得
半
截
、
便
道
了
」　
「
理
會
得
半
截
」
は
後
出
の
「
不
理
會
到

十
分
」
と
同
義
。「
半
截
」
は
半
分
、
中
途
半
端
。『
語
類
』
巻
一
四
、一
二
五

条
、
葉
賀
孫
録
「
這
箇
道
理
、
須
是
理
會
得
五
六
分
以
上
、
方
見
得
這
邊
重
、

那
邊
輕
、
後
面
便
也
易
了
。
而
今
未
理
會
到
半
截
以
上
、
所
以
費
力
。」「
便

道
了
」
は
、「
も
う
そ
れ
で
終
わ
り
だ
と
言
う
」。『
朱
子
語
類
考
文
解
義
』「
便

道
了　

了
、
了
畢
也
。」『
語
類
』
巻
六
〇
、一
五
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅳ1424

）

「
黄
先
之
問
盡
心
。
曰
。
盡
心
、
是
竭
盡
此
心
。
今
人
做
事
、
那
曾
做
得
盡
。

只
盡
得
四
五
分
心
、
便
道
了
。」

（
7
）「
待
人
看
來
、喚
做
好
也
得
、喚
做
不
好
也
得
」　
「
そ
れ
を
他
人
か
ら
見
れ
ば
、

よ
い
と
言
っ
て
も
よ
い
し
、
よ
く
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。」
当
人
の
取
り

組
み
方
の
程
度
が
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
中
途
半
端
（「
理
會
得
半
截
」）
な
こ
と

を
指
す
。「
〜
也
得
、
〜
也
得
」
は
、「
〜
で
も
い
い
し
、
〜
で
も
い
い
」。

こ
こ
で
の
「
得
」
は
、
現
代
語
の
「
行
」（x

in
g

）
に
同
じ
。『
語
類
』
巻

一
五
、一
一
六
条
、
記
録
者
名
欠
（
Ⅰ305

）「
聖
賢
下
語
、
一
字
是
一
字
、

不
似
今
人
作
文
字
、
用
這
箇
字
也
得
、
改
做
那
一
字
也
得
。」

（
8
）「
申
韓
之
刑
名
」　

申
韓
は
、
申
不
害
と
韓
非
子
。
戦
国
時
代
の
法
家
。
刑

名
は
形
名
に
同
じ
。
申
不
害
や
韓
非
子
は
、
名
（
言
）
と
形
（
事
）、
名
目

と
実
質
の
一
致
、
所
謂
「
形
名
参
同
」
を
重
視
し
た
。『
韓
非
子
』「
定
法
」

有
不
可
得
而
名
者
、
故
姑
以
至
善
目
之
。
而
傳
所
謂
君
之
仁
、
臣
之
敬
、
子

之
孝
、
父
之
慈
、
與
人
交
之
信
、
乃
其
目
之
大
者
也
。」『
河
南
程
氏
遺
書
』

巻
一
五
「
入
關
語
錄
」「
止
於
至
善
、不
明
乎
善
。
此
言
善
者
、義
理
之
精
微
、

無
可
得
名
。
且
以
至
善
目
之
。
繼
之
者
善
、
此
言
善
、
却
言
得
輕
。
但
謂
繼

斯
道
者
莫
非
善
也
、
不
可
謂
惡
。」

（
3
）「
至
善
只
是
極
好
處
、
十
分
端
正
恰
好
」  

朱
子
は
『
大
学
』
の
「
至
善
」
の

語
を
し
ば
し
ば
口
語
で
「
極
好
處
」
や
「
恰
好
處
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
は

以
下
を
参
照
。『
語
類
』
巻
一
四
、九
七
条
、
李
方
子
録
「
至
善
、
猶
今
人
言

極
好
。」
同
、
九
九
条
、
潘
履
孫
録
「
至
善
是
極
好
處
。」『
語
類
』
巻

一
四
、一
一
四
条
、
陳
淳
録
「
至
善
只
是
些
子
恰
好
處
。」『
語
類
』
巻

一
五
、一
三
八
条
、周
明
作
録
「
至
善
只
是
做
得
恰
好
。」「
十
分
」
は
『
語
類
』

巻
一
四
、九
六
条
、
葉
賀
孫
録
に
既
出
（
訳
注
一
四
九
頁
）。「
端
正
」
は
「
正

し
い
」
の
意
。『
語
類
』
巻
一
八
、一
三
二
条
、
黃
士
毅
録
（
Ⅱ424

）「
因
舉

左
氏
傳
云
。
正
曲
為
直
、
正
直
為
正
。
曲
是
體
段
不
直
、
既
為
整
直
、
只
消

安
排
教
端
正
、
故
云
正
直
。」「
恰
好
」
は
「
ち
ょ
う
ど
よ
い
、
ぴ
っ
た
り
」

の
意
。『
語
類
』
巻
二
、八
条
、
李

祖
録
（
Ⅰ13

）「
天
行
至
健
、
一
日
一

夜
一
周
、
天
必
差
過
一
度
。
日
一
日
一
夜
一
周
恰
好
。
月
却
不
及
十
三
度
有

奇
。」

（
4
）「
且
如
事
君
、必
當
如
舜
之
所
以
事
堯
、而
後
喚
做
敬
」　
『
孟
子
』「
離
婁
上
」

「
孟
子
曰
。
規
矩
、
方
員
之
至
也
。
聖
人
、
人
倫
之
至
也
。
欲
為
君
盡
君
道
、

欲
為
臣
盡
臣
道
、
二
者
皆
法
堯
舜
而
已
矣
。
不
以
舜
之
所
以
事
堯
事
君
、
不

敬
其
君
者
也
。
孔
子
曰
。
道
二
。
仁
與
不
仁
而
已
矣
。」
朱
注
「
法
堯
舜
以

盡
君
臣
之
道
、
猶
用
規
矩
以
盡
方
員
之
極
、
此
孟
子
所
以
道
性
善
而
稱
堯
舜
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去
。
凡
事
未
到
手
、
則
姑
晦
之
。
俟
到
手
、
然
後
為
。」

（
15
）「
且
看
孟
子
、
那
箇
事
恁
地
含
糊
放
過
。
有
一
字
不
是
、
直
爭
到
底
。」　

具

体
的
に
は
、
自
国
へ
「
利
」
を
も
た
ら
す
こ
と
を
孟
子
に
期
待
し
た
梁
恵
王

に
対
し
て
、
孟
子
が
「
利
」
で
は
な
く
「
義
」
を
こ
そ
求
め
る
べ
き
と
説
い

た
こ
と
を
指
す
。『
孟
子
』「
梁
恵
王
上
」「
王
曰
。
叟
不
遠
千
里
而
來
、
亦

將
有
以
利
吾
國
乎
。
孟
子
對
曰
。
王
何
必
曰
利
。
亦
有
仁
義
而
已
矣
。」『
語
類
』

巻
五
一
、三
条
、
孟
子
一
「
梁
惠
王
上
」、
葉
賀
孫
録
（
Ⅳ1219

）「
孟
子
大

綱
都
剖
析
得
分
明
。
如
說
義
利
等
處
、
如
答
宋

處
、
見
得
事
只
有
箇
是
非
、

不
通
去
說
利
害
。
看
來
惟
是
孟
子
說
得
斬
釘
截
鐵
。」、
ま
た
、「
那
箇
事
」

の
「
那
」
は
現
代
語
の
「

」
に
同
じ
で
、「
那
箇
事
」
で
「
ど
れ
が
」
の
意
、

こ
こ
は
反
語
な
の
で
、「
〜
な
も
の
が
あ
ろ
う
か
」。

（
16
）「
這
是
他
見
得
十
分
極
至
、
十
分
透
徹
、
如
何
不
說
得
。」　

孟
子
が
「
説
か

ざ
る
を
得
ず
し
て
説
い
た
」
と
す
る
の
は
『
孟
子
』
の
以
下
の
内
容
を
踏
ま

え
る
。『
孟
子
』「
滕
文
公
下
」「
公
都
子
曰
。
外
人
皆
稱
夫
子
好
辯
、
敢
問

何
也
。
孟
子
曰
。
予
豈
好
辯
哉
。
予
不
得
已
也
。」
集
注
引
尹
氏
説
「
學
者

於
是
非
之
原
、
亳
釐
有
差
、
則
害
流
於
生
民
、
禍
及
於
後
世
、
故
孟
子
辨
邪

說
如
是
之
嚴
、
而
自
以
為
承
三
聖
之
功
也
。」

30
条問

。
或
問
說
明
德
處
云
。
所
以
應
乎
事
物
之
間
、
莫
不
各
有
當
然
之
則
。
其
說

至
善
處
、又
云
、所
以
見
於
日
用
之
間
者
、莫
不
各
有
本
然
一
定
之
則
。
二
處
相
類
、

何
以
別
。

第
四
三
「
今
申
不
害
言
術
、
而
公
孫
鞅
為
法
。
術
者
、
因
任
而
授
官
、
循
名

而
責
實
、操
殺
生
之
柄
、課
群
臣
之
能
者
也
、此
人
主
之
所
執
也
。」『
韓
非
子
』

「
二
柄
」
第
七
「
人
主
將
欲
禁
姦
、
則
審
合
刑
名
者
、
言
異
事
也
（
注
「
異
」

当
作
「
与
」）。
為
人
臣
者
陳
而
言
、
君
以
其
言
授
之
事
、
專
以
其
事
責
其
功
。

功
當
其
事
、
事
當
其
言
、
則
賞
。
功
不
當
其
事
、
事
不
當
其
言
、
則
罰
。
故

群
臣
其
言
大
而
功
小
者
則
罰
、
非
罰
小
功
也
、
罰
功
不
當
名
也
。
群
臣
其
言

小
而
功
大
者
亦
罰
、
非
不
說
於
大
功
也
、
以
為
不
當
名
也
害
甚
於
有
大
功
、

故
罰
。」『
韓
非
子
』「
主
道
」
第
五
「
有
言
者
自
為
名
、
有
事
者
自
為
形
、

形
名
參
同
、
君
乃
無
事
焉
。」

（
9
）「
止
緣
初
間
不
理
會
到
十
分
」　
「
初
間
」
は
「
最
初
」。「
少
刻
」
は
「
ほ
ど

な
く
」。「
那
」
は
、
ど
れ
。

（
10
）「
故
大
學
必
使
人
從
致
知
直
截
要
理
會
透
」　
「
直
截
」
は
、「
全
く
、完
全
に
」。

（
11
）「
半
間
半
界
」　
「
曖
昧
」
の
意
。『
語
類
』
巻
七
五
、四
二
条
、
葉
賀
孫
録

（
Ⅴ1919

）「
蓋
字
、
便
是
一
箇
半
間
半
界
底
字
。」

（
12
）「
含
含
糊
糊
」　
「
曖
昧
」
の
意
。『
語
類
』
巻
五
三
、六
七
条
、
李
方
子
録

（
Ⅳ1293

）「
又
言
、
四
者
時
時
發
動
、
特
有
正
不
正
耳
。
如
暴
戾
愚
狠
、
便

是
發
錯
了
羞
惡
之
心
。
含
糊
不
分
曉
、
便
是
發
錯
了
是
非
之
心
。」

（
13
）「
住
得
」  

「
住
」
は
「
止
ま
る
、
留
ま
る
」
の
意
。「
做
得
好
」
の
「
好
」
は

補
語
、「
得
」
は
結
果
補
語
を
導
く
助
字
。『
語
類
』
巻
一
百
、六
二
条
「
邵

子
之
書
」
包
揚
録
、（
Ⅶ2554

）「
建
陽
舊
有
一
村
僧
宗
元
、
一
日
走
上
徑
山
、

住
得
七
八
十
日
、
悟
禪
而
歸
。」

（
14
）「
若
有
事
到
手
」　
「
到
手
」
は
、
手
の
届
く
範
囲
に
至
る
。『
語
類
』
巻

一
〇
八
、四
二
条
、
李
方
子
録
（
Ⅶ2685

）「
有
言
。
世
界
無
有
管
、
久
將
脫
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之
所
以
明
而
新
之
者
、
又
非
可
以
私
意
苟
且
而
爲
也
。
是
其
所
以
得
之
於
天

而
見
於
日
用
之
閒
者
、
固
已
莫
不
各
有
本
然
一
定
之
則
。」

（
3
）「
都
一
般
」　
「
ど
ち
ら
も
同
じ
だ
。」「
都
」
は
「
す
べ
て
」。「
一
般
」
は
、「
同

じ
で
あ
る
」

（
4
）「
至
善
只
是
明
德
極
盡
處
」　
『
大
学
章
句
』
経
「
大
學
之
道
、
在
明
明
德
、

在
親
民
、在
止
於
至
善
。」
朱
注
「
至
善
、則
事
理
當
然
之
極
也
。
言
明
明
德
、

新
民
、
皆
當
至
於
至
善
之
地
而
不
遷
。」『
語
類
』
巻
一
四
、一
〇
八
条
、
楊

道
夫
録「
問
。
明
徳
至
善
、莫
是
一
个
否
。
曰
。
至
善
是
明
徳
中
有
此
極
至
處
。」

同
、
一
一
四
条
、
陳
淳
録
「
問
。
至
善
、
不
是
明
徳
外

有
所
謂
善
、
只
就

明
徳
中
到
極
處
、便
是
否
。
曰
。
是
。
明
徳
中
也
有
至
善
、新
民
中
也
有
至
善
、

皆
要
到
那
極
處
。」

（
5
）「
至
纖
至
悉
」　
「
こ
の
上
な
く
緻
密
に
周
到
に
」『
語
類
』
巻
一
一
七
、二
四

条
「
訓
門
人
五
」
訓
陳
淳
（
Ⅶ2814

）「
這
道
理
在
天
地
間
、須
是
真
窮
到
底
、

至
纖
至
悉
、
十
分
透
徹
、
無
有
不
盡
。」

31
条仁

甫
問
。
以
其
義
理
精
微
之
極
、
有
不
可
得
而
名
者
、
故
姑
以
至
善
目
之
。

曰
。
此
是
程
先
生
說
。
至
善
、
便
如
今
人
說
極
是
。
且
如
說
孝
、
孟
子
說
、
博

好
飲
酒
、不
顧
父
母
之
養
、此
是
不
孝
。
到
得
會
奉
養
其
親
、也
似

強
得
這
箇
、

又
須
著
如
曾
子
之
養
志
、而
後
為
能
養
。
這
又
似
好
了
、又
當
如
所
謂
、先
意
承
志
、

諭
父
母
於
道
、
不
遺
父
母
惡
名
、
使
國
人
稱
願
道
、
幸
哉
有
子
如
此
、
方
好
。

又
云
孝
莫
大
於
尊
親
、
其
次
能
養
、
直
是
到
這
裏
、
方
喚
做
極
是
處
、
方
喚
做

曰
。
都
一
般
。
至
善
只
是
明
德
極
盡
處
、
至
纖
至
悉
、
無
所
不
盡
。　

淳

〔
校
勘
〕

○
「
問
或
問
說
明
德
處
」　

朝
鮮
古
写
本
「
或
問
說
明
德
處
」
に
作
る
。

〔
訳
〕お

尋
ね
し
た
。「『
或
問
』
の
「
明
德
」
に
つ
い
て
説
く
と
こ
ろ
で
、「
事
物
の

間
に
應
ず
る
所
以
は
、各
お
の
當
然
の
則
有
ら
ざ
る
な
し
。」と
あ
り
ま
す
。『
或
問
』

の
「
至
善
」
に
つ
い
て
説
く
と
こ
ろ
で
は
、
ま
た
「
日
常
の
間
に
見
は
る
所
以
の

者
は
、
各
お
の
「
本
然
一
定
の
則
」
有
ら
ざ
る
な
し
。」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
二

箇
所
は
類
似
し
て
い
ま
す
が
、
ど
う
違
う
の
で
す
か
。」

先
生「
同
じ
こ
と
だ
。「
至
善
」と
は「
明
德
」を
極
め
尽
く
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、
こ
の
上
な
く
緻
密
に
周
到
に
尽
く
さ
な
い
と
こ
ろ
が
無
い
よ
う
に
す
る
と
い

う
こ
と
だ
。」　

陳
淳
録

〔
注
〕

（
1
）「
所
以
應
乎
事
物
之
間
、
莫
不
各
有
當
然
之
則
」　

現
行
の
『
大
学
或
問
』

に
は
こ
の
句
は
無
い
。
近
い
表
現
と
し
て
は
格
物
補
伝
に
つ
い
て
説
く
と
こ

ろ
で
以
下
の
記
述
が
あ
る
。「
曰
、
吾
聞
之
也
。
天
道
流
行
、
造
化
發
育
。

凡
有
聲
色
貌
象
而
盈
於
天
地
之
閒
者
、
皆
物
也
。
旣
有
是
物
、
則
其
所
以
爲

是
物
者
、
莫
不
各
有
當
然
之
則
而
自
不
容
已
。」

（
2
）「
所
以
見
於
日
用
之
間
者
、
莫
不
各
有
本
然
一
定
之
則
」　
『
大
学
或
問
』「
然

德
之
在
己
而
當
明
、
與
其
在
民
而
當
新
者
、
則
又
皆
非
人
力
之
所
爲
、
而
吾



九
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

葉
賀
孫
録

〔
注
〕

（
1
）「
仁
甫
問
」　
「
仁
甫
」
は
徐
容
の
字
。「
朱
子
語
録
姓
氏
」
に
よ
る
と
、
徐

容
は
永
嘉
の
人
で
本
条
の
記
録
者
の
葉
賀
孫
と
は
同
郷
、
辛
亥
の
年

（
一
一
九
一
年
）
に
記
録
を
開
始
し
て
い
る
。
な
お
、
田
中
氏
の
考
証
に
由

る
と
、
徐
容
が
朱
子
の
元
に
あ
っ
た
の
は
短
い
一
次
に
限
る
も
の
（
二
〇
一

頁
）
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
本
条
の
記
録
は
一
一
九
一
年

の
も
の
と
な
る
。

（
2
）「
以
其
義
理
精
微
之
極
、
有
不
可
得
而
名
者
、
故
姑
以
至
善
目
之
。」　
『
大

學
或
問
』「
程
子
所
謂
以
其
義
理
精
微
之
極
、
有
不
可
得
而
名
者
、
故
姑
以

至
善
目
之
。」『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
一
五
「
入
關
語
録
」「
止
於
至
善
、
不

明
乎
善
。
此
言
善
者
、
義
理
之
精
微
、
無
可
得
名
。
且
以
至
善
目
之
。」『
程

氏
遺
書
』
の
こ
の
条
は
『
大
学
』
の
「
至
善
」
の
「
善
」
と
『
中
庸
』
の
「
不

明
乎
善
、
不
誠
乎
身
矣
。」
の
「
善
」
を
合
わ
せ
て
説
明
し
て
い
る
。

（
3
）「
至
善
、
便
如
今
人
説
極
是
」　
「
如
今
」
は
、
今
。「
極
是
」
云
々
に
つ
い

て
は
以
下
を
参
照
。『
語
類
』
巻
一
四
、九
六
条
、
葉
賀
孫
録
「
至
善
、
只
是

十
分
是
處
。」
九
七
条
、
李
方
子
録
「
至
善
、
猶
今
人
言
極
好
。」

（
4
）「
且
如
說
孝
、
孟
子
說
、
博

好
飲
酒
、
不
顧
父
母
之
養
、
此
是
不
孝
」  『
孟

子
』「
離
婁
下
」「
孟
子
曰
。
世
俗
所
謂
不
孝
者
五
。
惰
其
四
支
、
不
顧
父
母

之
養
、
一
不
孝
也
。
博

好
飲
酒
、
不
顧
父
母
之
養
、
二
不
孝
也
。
好
貨
財
、

私
妻
子
、
不
顧
父
母
之
養
、
三
不
孝
也
。
從
耳
目
之
欲
、
以
為
父
母
戮
、
四

不
孝
也
。
好
勇

很
、
以
危
父
母
、
五
不
孝
也
。」

至
善
處
。　

賀
孫

〔
校
勘
〕

○
諸
本
異
同
無
し
。

〔
訳
〕徐

容
（
字
、
仁
甫
）
が
質
問
し
た
。「
義
理
の
極
限
ま
で
精
緻
な
と
こ
ろ
は
、

名
状
し
難
い
も
の
が
あ
る
の
で
、仮
に「
至
善
」と
い
う
言
葉
で
こ
れ
を
表
現
し
た
、

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」

先
生
が
仰
っ
た
。「
そ
れ
は
程
頤
先
生
が
言
っ
た
こ
と
だ
。
至
善
と
い
う
の
は
、

ち
ょ
う
ど
今
の
人
が「
ま
っ
た
く
正
し
い
」と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
例
え
ば「
孝
」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
孟
子
は
「
博
奕
し
て
飲
酒
を
好
み
、
父
母
を
養

う
こ
と
を
顧
み
な
い
の
は
不
孝
だ
。」
と
言
う
。
自
分
の
親
を
大
事
に
養
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
や
は
り
ず
っ
と
ま
し
の
よ
う

に
思
え
る
が
、
更
に
曽
子
が
「
志
を
養
う
」
よ
う
に
し
て
（
親
の
意
向
を
察
し
て

そ
れ
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
）、
そ
れ
で
始
め
て
養
う
こ
と
が
で
き
る
と
言

う
の
だ
。
こ
れ
で
も
よ
い
よ
う
だ
が
、ち
ょ
う
ど
（『
礼
記
』
祭
義
篇
の
）
所
謂
「
意

に
先
ん
じ
て
志
を
承
け
、
父
母
を
道
に
諭
し
」「
父
母
の
惡
名
を
遺
さ
ず
」「
國
人

を
し
て
稱
願
し
て
幸
な
る
か
な
子
有
る
は
此
く
の
如
し
と
道
は
し
む
」
の
よ
う
に

し
て
、
そ
れ
で
こ
そ
よ
い
の
だ
。

ま
た
「
孝
は
、親
を
尊
ぶ
よ
り
大
な
る
無
く
、そ
の
次
は
能
く
養
う
（『
礼
記
』「
祭

義
」）」
と
言
い
、
こ
こ
（「
尊
親
」）
に
至
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
「
ま
っ
た
く
正

し
い
」
と
こ
ろ
と
言
え
る
の
で
あ
り
、は
じ
め
て
至
善
の
と
こ
ろ
と
言
え
る
の
だ
。」   
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可
能
也
、卒
為
難
。
父
母
既
沒
、慎
行
其
身
、不
遺
父
母
惡
名
、可
謂
能
終
矣
。」

（
9
）「
直
是
到
這
裏
、
方
喚
做
極
是
處
」　
「
直
是
…
方
〜
」
で
、「
…
し
て
こ
そ

は
じ
め
て
〜
」
の
意
。

32
条郭

德
元
問
。
或
問
。
有
不
務
明
其
明
德
、
而
徒
以
政
教
法
度
為
足
以
新
民
者
。

又
有
自
謂
足
以
明
其
明
德
、
而
不
屑
乎
新
民
者
。
又
有
略
知
二
者
之
當
務
、
而
不

求
止
於
至
善
之
所
在
者
。
此
三
者
、
求
之
古
今
人
物
、
是
有
甚
人
相
似
。

曰
。
如
此
等
類
甚
多
。
自
謂
能
明
其
德
而
不
屑
乎
新
民
者
、
如
佛
、
老
便
是
。

不
務
明
其
明
德
、
而
以
政
教
法
度
為
足
以
新
民
者
、
如
管
仲
之
徒
便
是
。
略
知
明

德
新
民
、
而
不
求
止
於
至
善
者
、
如
前
日
所
論
王
通
便
是
。

（
原
注
「
卓
錄
云
。
又
有
略
知
二
者
之
當
務
、
顧
乃
安
於
小
成
、
因
於
近
利
、

而
不
求
止
於
至
善
之
所
在
者
、
如
前
日
所
論
王
通
之
事
是
也
。」）

看
他
於
己
分
上
亦
甚
修
飭
、
其
論
為
治
本
末
、
亦
有
條
理
、
甚
有
志
於
斯
世
。

只
是
規
模
淺
狹
、
不
曾
就
本
原
上
著
功
、
便
做
不
徹
。
須
是
無
所
不
用
其
極
、
方

始
是
。

看
古
之
聖
賢
別
無
用
心
、
只
這
兩
者
是
喫
緊
處
。
明
明
德
、
便
欲
無
一
毫
私
欲
。

新
民
、
便
欲
人
於
事
事
物
物
上
皆
是
當
。
正
如
佛
家
說
、
為
此
一
大
事
因
緣
出
見

於
世
、
此
亦
是
聖
人
一
大
事
也
。
千
言
萬
語
、
只
是
說
這
箇
道
理
。
若
還
一
日
不

扶
持
、
便
倒
了
。
聖
人
只
是
常
欲
扶
持
這
箇
道
理
、
教
他

天
柱
地
。　

文
蔚

（
5
）「
也
似

強
得
這
箇
」　
「

」
は
、甚
だ
、極
め
て
、大
い
に
。「
強
」
は
、勝
っ

て
い
る
、
ま
し
で
あ
る
。

（
6
）「
又
須
著
如
曾
子
之
養
志
」　
「
須
著
〜
」
は
「
必
ず
〜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」。『
朱
子
語
類
訳
注
』
巻
一
四
、三
二
条
、
葉
賀
孫
録
（
四
一
頁
）、
既
出
。

『
孟
子
』「
離
婁
上
」「
孟
子
曰
。
事
孰
為
大
、
事
親
為
大
。
守
孰
為
大
、
守

身
為
大
。
不
失
其
身
而
能
事
其
親
者
、
吾
聞
之
矣
。
失
其
身
而
能
事
其
親
者
、

吾
未
之
聞
也
。
孰
不
為
事
。
事
親
、
事
之
本
也
。
孰
不
為
守
。
守
身
、
守
之

本
也
。
曾
子
養
曾
皙
、
必
有
酒
肉
。
將
徹
、
必
請
所
與
。
問
有
餘
、
必
曰
有
。

曾
皙
死
、曾
元
養
曾
子
、必
有
酒
肉
。
將
徹
、不
請
所
與
。
問
有
餘
、曰
亡
矣
。

將
以
復
進
也
。
此
所
謂
養
口
體
者
也
。
若
曾
子
、
則
可
謂
養
志
也
。
事
親
若

曾
子
者
、
可
也
。」
朱
注
「
曾
子
養
其
父
、
每
食
必
有
酒
肉
。
食
畢
將
徹
去
、

必
請
於
父
曰
。
此
餘
者
與
誰
、
或
父
問
此
物
尚
有
餘
否
。
必
曰
有
。
恐
親
意

更
欲
與
人
也
。
曾
元
不
請
所
與
。
雖
有
言
無
、
其
意
將
以
復
進
於
親
、
不
欲

其
與
人
也
。
此
但
能
養
父
母
之
口
體
而
已
。
曾
子
則
能
承
順
父
母
之
志
、
而

不
忍
傷
之
也
。」

（
7
）「
先
意
承
志
、
諭
父
母
於
道
」  

『
禮
記
』「
祭
義
」「
曾
子
曰
。
孝
有
三
。
大

孝
尊
親
、
其
次
弗
辱
、
其
下
能
養
。
公
明
儀
問
於
曾
子
。
曰
。
夫
子
可
以
為

孝
乎
。
曾
子
曰
。
是
何
言
與
。
是
何
言
與
。
君
子
之
所
為
孝
者
、
先
意
承
志
、

諭
父
母
於
道
。
參
直
養
者
也
。
安
能
為
孝
乎
。」
本
条
の
「
孝
莫
大
於
尊
親
、

其
次
能
養
」
の
語
も
こ
れ
に
基
づ
く
。

（
8
）「
不
遺
父
母
惡
名
…
國
人
稱
願
道
、
幸
哉
有
子
如
此
」  『
禮
記
』「
祭
義
」「
君

子
之
所
謂
孝
也
者
、
國
人
稱
願
然
曰
幸
哉
有
子
如
此
、
所
謂
孝
也
已
。
衆
之

本
教
曰
孝
、
其
行
曰
養
。
養
可
能
也
、
敬
為
難
。
敬
可
能
也
、
安
為
難
。
安



九
二

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

先
生
「
こ
れ
ら
の
よ
う
な
人
は
と
て
も
多
い
。
自
分
の
徳
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
で
き
る
と
自
任
し
、
民
を
新
た
に
す
る
こ
と
に
は
関
わ
ろ
う
と
し
な
い
（
自

己
の
修
養
は
し
て
も
、
そ
れ
を
他
者
へ
と
波
及
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い
）
の
は
、

仏
陀
や
老
子
が
そ
れ
だ
。
自
分
の
修
養
を
し
な
い
で
、
政
教
や
法
律
に
よ
っ
て
民

を
新
た
に
で
き
る
と
考
え
る
の
は
管
仲
の
徒
が
そ
れ
だ
。
明
德
新
民
を
ぼ
ん
や
り

理
解
し
、
至
善
に
止
ま
る
こ
と
を
求
め
な
い
の
は
、
以
前
話
し
た
王
通
な
ど
が
そ

れ
だ
。」

（
卓
録
に
言
う
。
明
明
德
と
新
民
の
ど
ち
ら
も
当
然
の
務
め
で
あ
る
こ
と
は
大

体
知
り
つ
つ
も
、
実
際
に
は
小
成
に
安
ん
じ
て
、
目
先
の
利
益
に
引
っ
張
ら
れ
、

至
善
の
あ
る
と
こ
ろ
に
止
ま
ろ
う
と
し
な
い
の
は
、
以
前
話
し
た
王
通
の
こ
と
な

ど
が
こ
れ
だ
。）

王
通
が
自
分
の
こ
と
に
努
め
励
み
、
政
治
の
本
末
を
論
じ
て
は
筋
道
が
あ
る
の

を
見
る
に
、大
い
に
経
世
済
民
に
志
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、学
問
の
枠
組
み
が
狭
く
、

全
く
根
本
か
ら
取
り
組
ま
ず
、
や
っ
て
も
不
徹
底
だ
っ
た
の
だ
。
極
限
ま
で
到
ら

な
い
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
し
て
始
め
て
よ
い
。

古
の
聖
賢
は
他
に
心
を
砕
く
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、た
だ
こ
の
二
者
（
明

明
徳
と
新
民
）
こ
そ
が
重
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
明
徳
を
明
ら
か
に

す
る
際
に
は
、
些
か
も
私
欲
が
な
い
よ
う
に
す
る
。
民
を
新
た
に
す
る
際
に
は
、

民
が
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
に
対
し
て
適
切
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ち
ょ
う

ど
、
仏
教
が
言
う
と
こ
ろ
の
、「
こ
の
一
大
事
の
因
縁
の
為
に
、
世
に
出
現
す
」
と

い
う
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
も
聖
人
の
一
大
事
（
目
的
）
な
の
だ
。（
聖
賢
が
説
い

た
）
あ
ら
ゆ
る
言
葉
は
ひ
た
す
ら
こ
の
道
理
を
説
い
て
い
る
。
も
し
一
日
で
も
支

え
ら
れ
な
い
と
す
ぐ
に
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
う
。
聖
人
は
ひ
た
す
ら
常
に
こ
の
道

〔
校
勘
〕

○
「
郭
德
元
問
」　

朝
鮮
古
写
本
「
德
元
問
」
に
作
る
。

○
「
如
前
日
所
論
王
通
便
是
」　

  

朝
鮮
古
写
本
は
「
如
前
日
所
論
王
通
便
是
如
此
」

に
作
り
、
ま
た
割
り
注
の
「
卓
錄
云
…
」
の
部
分
が
無
く
、
代
わ
り
に
「
先
生

前
此
数
日
作
王
通
論
其
間
有
此
語
」
の
語
が
あ
る
。
ま
た
朝
鮮
古
写
本
は
こ
の

条
全
体
の
後
に
、以
下
の
割
り
注
が
あ
る
。（
句
読
点
は
訳
者
が
補
う
）「
卓
録
同
。

問
。
秦
漢
以
下
、
無
一
人
知
講
學
明
理
、
所
以
無
善
治
。
曰
然
。
因
泛
論
歷
代
、

以
及
本
朝
。太
宗
真
宗
之
朝
、可
以
有
為
而
不
為
。太
宗
每
日
看
太
平
廣
記
數
卷
、

若
能
推
此
心
去
講
學
、那
裏
得
來
。
不
過
寫
字
作
詩
、君
臣
之
間
以
此
度
日
而
已
。

真
宗
東
封
西
祀
、
糜
費
巨
萬
計
、
不
曾
做
得
一
事
。
仁
宗
有
意
於
為
治
、
不
肯

安
於
小
成
、要
做
極
治
之
事
、只
是
資
質
慈
仁
、却
不
甚
通
曉
用
人
、驟
進
驟
退
、

終
不
曾
做
得
一
事
。
然
百
姓
戴
之
如
父
母
、
契
丹
初
陵
中
國
、
後
來
却
服
仁
宗

之
德
也
。
是
慈
仁
之
效
、
緣
它
至
誠
惻
怛
故
能
動
人
如
此
。」
な
お
朝
鮮
古
写

本
の
こ
の
部
分
は
、『
語
類
』
巻
一
二
七
「
本
朝
」、「
太
宗
真
宗
朝
」、
八
条

（
Ⅷ
３
０
４
４
）
の
黄
卓
録
と
し
て
、
収
録
さ
れ
て
い
る
。

〔
訳
〕郭

友
仁
（
字
、
德
元
）
が
質
問
し
た
。「『
或
問
』
に
は
、『
其
の
明
德
を
明
ら

か
に
す
る
に
務
め
ず
し
て
、
徒
に
政
敎
法
度
を
以
て
以
て
民
を
新
た
に
す
る
に
足

る
と
為
す
者
有
り
、
又
自
ら
以
て
其
の
明
德
を
明
ら
か
に
す
る
に
足
り
と
謂
い
、

民
を
新
た
に
す
る
を
屑
と
せ
ざ
る
者
有
り
、
又
略
ぼ
二
者
の
當
に
務
む
べ
き
を
知

り
て
、
至
善
の
在
る
所
に
止
ま
る
を
求
め
ざ
る
者
有
り
。』
と
あ
り
ま
す
。
こ
の

三
者
は
古
今
の
人
物
に
求
め
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
人
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
か
。」



九
三

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

物
評
価
に
つ
い
て
は
、『
論
語
』
の
中
に
管
仲
の
為
人
に
つ
い
て
、「
器
が
小

さ
く
、
礼
を
知
ら
な
い
」
こ
と
を
批
判
す
る
条
（「
八
佾
」）
と
、
諸
侯
を
糾

合
し
た
功
績
を
賞
賛
す
る
条
（「
憲
問
」）
と
が
あ
る
。
朱
子
は
『
論
語
』
の

前
者
の
条
に
表
れ
る
管
仲
の
為
人
に
「
明
明
德
」
が
十
分
で
な
い
点
を
見
出

し
、
後
者
の
条
に
表
れ
る
管
仲
の
政
治
的
功
績
に
「
新
民
」
に
従
事
す
る
姿

勢
を
見
出
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
論
語
』
の
原
文
と
朱
子
の
注
は

以
下
の
通
り
。『
論
語
』「
八
佾
」「
子
曰
。
管
仲
之
器
小
哉
。
或
曰
。
管
仲

儉
乎
。
曰
。
管
氏
有
三
歸
、
官
事
不
攝
、
焉
得
儉
。
然
則
管
仲
知
禮
乎
。
曰
。

邦
君
樹
塞
門
、
管
氏
亦
樹
塞
門
。
邦
君
為
兩
君
之
好
、
有
反

、
管
氏
亦
有

反

。
管
氏
而
知
禮
、
孰
不
知
禮
。」
朱
注
「
管
仲
、
齊
大
夫
、
名
夷
吾
、

相
桓
公
霸
諸
侯
。
器
小
、
言
其
不
知
聖
賢
大
學
之
道
、
故
局
量
褊
淺
、
規
模

卑
狹
、不
能
正
身
脩
德
以
致
主
於
王
道
。…
蘇
氏
曰
。自
修
身
正
家
以
及
於
國
、

則
其
本
深
、
其
及
者
遠
、
是
謂
大
器
。
揚
雄
所
謂
大
器
猶
規
矩
準
繩
、
先
自

治
而
後
治
人
者
是
也
。
管
仲
三
歸
反

、
桓
公
內
嬖
六
人
、
而
霸
天
下
、
其

本
固
已
淺
矣
。
管
仲
死
、
桓
公
薨
、
天
下
不
復
宗
齊
。」
ま
た
、『
論
語
』「
憲

問
」
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。「
子
曰
桓
公
九
合
諸
侯
、
不
以
兵
車
、
管
仲

之
力
也
。
如
其
仁
、
如
其
仁
。」
朱
子
は
憲
問
篇
の
こ
の
条
に
対
し
て
、「
如

其
仁
、
言
誰
如
其
仁
者
、
又
再
言
以
深
許
之
。
蓋
管
仲
雖
未
得
為
仁
人
、
而

其
利
澤
及
人
、
則
有
仁
之
功
矣
」
と
注
し
て
、
孔
子
は
管
仲
に
「
仁
之
功
」

が
あ
る
こ
と
を
褒
め
称
え
た
と
し
、「
仁
者
」
で
あ
る
と
許
し
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
断
る
書
き
方
を
す
る
。
ま
た
、
管
仲
の
政
治
を
「
政

教
法
度
」
に
よ
る
も
の
と
見
な
す
の
は
、『
孟
子
』
が
管
仲
を
覇
道
の
推
進

者
と
評
価
し
、
覇
道
は
し
ば
し
ば
法
家
的
政
治
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
に
よ

理
を
把
持
し
よ
う
と
し
て
、
天
を
支
え
地
を
柱
と
さ
せ
る
の
だ
。  

陳
文
蔚
録

〔
注
〕

（
1
）「
郭
德
元
」　

郭
友
仁
、
字
德
元
、
山
陽
人
、
寓
臨
安
（「
朱
子
語
録
姓
氏
」）。

記
録
は
一
一
九
八
年
の
も
の
と
さ
れ
る
。
陳
栄
捷
『
朱
子
門
人
』
二
〇
三
頁
。

（
2
）「
或
問
。
有
不
務
明
其
明
德
…
」　

現
行
の
『
或
問
』
で
の
記
述
は
以
下
の

通
り
。『
或
問
』「
於
是
乃
有
不
務
明
其
明
德
、
而
徒
以
政
敎
法
度
爲
足
以
新

民
者
、
又
有
愛
身
獨
善
、
自
謂
足
以
明
其
明
德
、
不
屑
乎
新
民
者
、
又
有
略

知
二
者
之
當
務
、
顧
乃
安
於
小
成
、
狃
於
近
利
、
而
不
求
止
於
至
善
之
所
在

者
。」

（
3
）「
自
謂
能
明
其
德
而
不
屑
乎
新
民
者
、
如
佛
老
便
是
」  

「
佛
老
」
と
並
称
し

て
も
、
朱
子
に
と
っ
て
ま
ず
念
頭
に
あ
る
の
は
仏
教
で
あ
る
こ
と
は
三
浦
國

雄
『「
朱
子
語
類
」
抄
』
四
四
九
頁
を
参
照
。
仏
教
が
「
明
明
德
」
に
つ
い

て
は
意
欲
的
で
あ
っ
て
も
、「
新
民
」
に
積
極
的
で
な
い
と
朱
子
が
考
え
る

の
は
、
仏
教
の
出
家
を
、
儒
教
が
尊
ぶ
「
五
倫
」
の
よ
う
な
社
会
関
係
を
捨

て
る
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、朱
子
は
「
佛
老
」
が
「
明
明
德
」

す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
自
謂
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
朱
子
は 

「
佛
老
」

の
「
明
明
德
」
を
真
の
「
明
明
德
」
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

次
条
を
参
照
。

（
4
）「
而
徒
以
政
教
法
度
為
足
以
新
民
者
、
如
管
仲
之
徒
便
是
」  

「
政
教
法
度
」

の
語
は
以
下
が
早
い
。『
孟
子
』「
盡
心
上
」「
孟
子
曰
。
仁
言
不
如
仁
聲
之

入
人
深
也
。」
趙
岐
注
「
仁
言
、
政
敎
法
度
之
言
也
。
仁
聲
、
樂
聲
雅
頌
也
。

仁
言
之
政
雖
明
、
不
如
雅
頌
感
人
心
之
深
也
。」
儒
家
に
お
け
る
管
仲
の
人



九
四

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

は
「
不
得
巳
而
用
兩
漢
之
制
、
此
皆
卑
陋
之
說
」（『
朱
文
公
文
集
』
巻

三
六
、「
答
陳
同
甫
書
」）
と
し
て
斥
け
る
。
朱
子
の
こ
の
書
簡
で
の
王
通
評

価
は
、『
語
類
』
の
本
条
の
「
至
善
に
止
ま
る
」
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
と

す
る
王
通
評
価
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
漢
以
降
の

歴
史
の
中
か
ら
比
較
的
良
い
も
の
を
見
つ
け
る
の
み
で
、
絶
対
的
・
理
想
的

な
有
り
方
を
考
え
よ
う
と
し
な
い
王
通
の
姿
勢
を
朱
子
は
批
判
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
文
蔚
録
、
卓
錄
の
い
ず
れ
に
も
「
前
日
所
論
」

の
語
が
あ
る
が
、
本
条
の
質
問
者
の
郭
友
仁
に
は
以
下
の
記
録
が
あ
る
。『
語

類
』
巻
一
三
七
「
戰
國
漢
唐
諸
子
」
四
二
条
、
郭
友
仁
録
（
Ⅷ3266

）「
張

毅
然
漕
試
回
。
先
生
問
曰
。
今
歲
出
何
論
題
。
曰
。
論
題
云
云
、
出
文
中
子
。

曰
。
如
何
做
。
張
曰
。
大
率
是
罵
他
者
多
。
先
生
笑
曰
。
他
雖
有
不
好
處
、

也
須
有
好
處
。
故
程
先
生
言
。
他
雖
則
附
會
成
書
、
其
間
極
有
格
言
、
荀
揚

道
不
到
處
。
豈
可
一
向
罵
他
。
友
仁
請
曰
。
願
聞
先
生
之
見
。
曰
。
文
中
子

他
當
時
要
為
伊
周
事
業
、
見
道
不
行
、
急
急
地
要
做
孔
子
、
他
要
學
伊
周
、

其
志
甚
不
卑
。
但
不
能
勝
其
好
高
自
大
欲
速
之
心
、
反
有
所
累
。
二
帝
三
王

却
不
去
學
、却
要
學
兩
漢
、此
是
他
亂
道
處
。
亦
要
作
一
篇
文
字
說
這
意
思
。」

そ
の
他
に
王
通
と
『
大
学
』
の
三
綱
領
と
を
関
連
さ
せ
て
説
く
も
の
と
し
て

以
下
の
例
も
あ
る
。『
語
類
』巻
一
三
七
、二
〇
条
、錢
木
之
録（
Ⅷ3260

）「
王

通
見
識
高
明
、
如
說
治
體
處
極
高
、
但
於
本
領
處
欠
。
如
古
人
明
德
、
新
民
、

至
善
等
處
、
皆
不
理
會
、
却
要

合
漢
魏
以
下
之
事
、
整
頓
為
法
、
這
便
是

低
處
。
要
之
、
文
中
論
治
體
處
、
高
似
仲
舒
、
而
本
領
不
及
、
爽
似
仲
舒
、

而
純
不
及
。」

（
6
）「
別
無
用
心
、
只
這
兩
者
是
喫
緊
處
」　
「
他
に
心
を
砕
く
も
の
が
あ
る
わ
け

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。（『
漢
書
』
巻
九
、
元
帝
本
紀
「
嘗
侍
燕
從
容
言
、

陛
下
持
刑
太
深
、
宜
用
儒
生
。
宣
帝
作
色
曰
。
漢
家
自
有
制
度
、
本
以
霸
王

道
雜
之
、奈
何
純
任
德
教
、用
周
政
乎
。」）
管
仲
の
書
と
し
て
伝
わ
る
『
管
子
』

は
、
陳
振
孫
『
直
齋
書
録
解
題
』
で
は
法
家
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

朱
子
は
「
管
子
之
書
雜
。
管
子
以
功
業
著
者
、
恐
未
必
曾
著
書
。」（『
語
類
』

巻
一
三
七
、四
条
、
黃

録
（
Ⅷ3252

）
と
し
て
、
こ
の
書
を
必
ず
し
も
管

仲
の
自
著
と
は
考
え
て
い
な
い
。

（
5
）「
略
知
明
德
新
民
、
而
不
求
止
於
至
善
者
、
如
前
日
所
論
王
通
便
是
」　

王

通
（
五
八
四
〜
六
一
七
）、
字
は
仲
淹
、
号
は
文
中
子
、
絳
州
龍
門
の
人
。

主
著
に
『
文
中
子
』（
ま
た
は
『
中
説
』）
が
あ
る
。『
文
中
子
』
は
『
論
語
』

を
模
倣
し
て
、
王
通
が
自
ら
を
孔
子
に
擬
え
て
記
し
た
書
物
と
し
て
知
ら
れ

る
が
、
北
宋
の
頃
に
は
既
に
『
文
中
子
』
の
内
容
が
王
通
当
初
の
ま
ま
で
な

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。『
文
中
子
』
の
思
想
的
傾
向
と
し
て
特
徴
的

な
こ
と
の
一
つ
は
、
漢
代
以
降
の
歴
史
上
の
制
度
の
有
効
性
を
是
認
し
て
い

こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
例
え
ば
「
皇
墳
帝
典
不
得
而
識
矣
…
如
不
得
已
、

其
兩
漢
之
制
乎
。」（
巻
十
、
關
朗
篇
）
の
よ
う
に
、
上
古
の
理
想
政
治
を
現

在
で
は
知
り
よ
う
が
な
い
も
の
と
し
て
棚
上
げ
に
し
、
漢
朝
の
政
治
政
策
に

よ
っ
て
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
説
く
。
宋
学
者
の
間
で
は
、
こ
の
語
は
『
文

中
子
』
の
思
想
を
端
的
に
表
す
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

事
功
派
と
評
せ
ら
れ
る
陳
亮
は
「
仲
淹
取
其
以
仁
義
公
恕
統
天
下
」（『
陳
亮

集
』
巻
二
四
「
答
朱
元
晦
秘
書
」
第
七
書
）
と
し
て
、
漢
朝
の
制
度
の
根
本

に
は
道
徳
性
が
あ
る
こ
と
を
正
し
く
評
価
し
た
も
の
と
し
て
こ
の
言
葉
を
高

く
評
価
す
る
一
方
、
ど
こ
ま
で
も
上
古
の
理
想
を
追
い
求
め
る
立
場
の
朱
子



九
五

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

（
11
）「
文
蔚
」　

 「
朱
子
語
録
姓
氏
」
に
よ
る
と
陳
文
蔚
は
字
が
才
卿
で
、
上
饒
の

人
、
記
録
は
戊
申
（
一
一
八
八
年
）
以
降
の
も
の
と
さ
れ
る
。
陳
栄
捷
『
朱

子
門
人
』
二
〇
九
頁
。

33
条問

。
明
德
而
不
能
推
之
以
新
民
、
可
謂
是
自
私
。

曰
。
德
既
明
、
自
然
是
能
新
民
。
然
亦
有
一
種
人
不
如
此
、
此
便
是
釋
老
之
學
。

此
箇
道
理
、
人
人
有
之
、
不
是
自
家
可
專
獨
之
物
。
既
是
明
得
此
理
、
須
當
推
以

及
人
、
使
各
明
其
德
。
豈
可
說
我
自
會
了
、
我
自
樂
之
、
不
與
人
共
。

因
說
、
曾
有
學
佛
者
王
天
順
、
與
陸
子
靜
辨
論
云
。
我
這
佛
法
、
和
耳
目
鼻
口

髓
腦
、
皆
不
愛
惜
、
要
度
天
下
人
、
各
成
佛
法
、
豈
得
是
自
私
。
先
生
笑
曰
。
待

度
得
天
下
人
各
成
佛
法
、
卻
是
教
得
他
各
各
自
私
。

陸
子
靜
從
初
亦
學
佛
、
嘗
言
。
儒
佛
差
處
是
義
利
之
間
。
某
應
曰
。
此
猶
是
第

二
著
、
只
它
根
本
處
便
不
是
。
當
初
釋
迦
為
太
子
時
、
出
遊
、
見
生
老
病
死
苦
、

遂
厭
惡
之
、
入
雪
山
修
行
。
從
上
一
念
、
便
一
切
作
空
看
、
惟
恐
割
棄
之
不
猛
、

屏
除
之
不
盡
、
吾
儒
卻
不
然
。
蓋
見
得
無
一
物
不
具
此
理
、
無
一
理
可
違
於
物
。

佛
說
萬
理
俱
空
、
吾
儒
說
萬
理
俱
實
。
從
此
一
差
、
方
有
公
私
義
利
之
不
同
。
今

學
佛
者
云
。
識
心
見
性
、
不
知
是
識
何
心
、
是
見
何
性
。　

德
明

〔
校
勘
〕

○
朝
鮮
古
写
本
巻
一
七
は
本
条
を
収
録
し
な
い
。

○
「
自
然
是
能
新
民
」　

成
化
本
「
自
然
是
着
新
民
」
に
作
る
。

で
は
な
く
、た
だ
こ
の
二
者
（
明
明
徳
と
新
民
）
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
」「
別

無
…
只
…
」の
用
例
は
以
下
の
通
り
。『
語
類
』巻
五
三
、一
二
条
、沈
僩
録（
Ⅳ

1280
）「
天
地
以
生
物
為
心
。
天
包
着
地
、

無
所
作
為
、
只
是
生
物
而
已
。」

（
7
）「
為
此
一
大
事
因
縁
出
見
於
世
」  

『
妙
法
蓮
華
經
』「
序
品
」（
大
正
、
冊
九
、

七
ａ
）「
諸
佛
世
尊
、
唯
以
一
大
事
因
緣
故
出
現
於
世
。
舍
利
弗
云
。
何
名

諸
佛
世
尊
唯
以
一
大
事
因
緣
故
出
現
於
世
。
諸
佛
世
尊
、
欲
令
衆
生
開
佛
知

見
、
使
得
清
淨
故
、
出
現
於
世
、
欲
示
衆
生
佛
之
知
見
故
、
出
現
於
世
。
欲

令
衆
生
悟
佛
知
見
故
、
出
現
於
世
。
欲
令
衆
生
入
佛
知
見
道
故
、
出
現
於
世
。

舍
利
弗
。
是
為
諸
佛
以
一
大
事
因
緣
故
出
現
於
世
。」

（
8
）「
千
言
萬
語
」　
『
二
程
集
』「
河
南
程
氏
遺
書
」
巻
一
「
聖
賢
千
言
萬
語
、

只
是
欲
人
將
已
放
之
心
、
約
之
使
反
、
復
入
身
來
、
自
能
尋
向
上
去
、
下
學

而
上
逹
也
。」

（
9
）「
便
倒
了
」　
「
倒
」
は
「
倒
れ
る
、
ひ
っ
く
り
か
え
る
、
つ
ぶ
れ
る
、
破
滅

に
陥
る
。」

（
10
）「

天
柱
地
」　

天
地
を
支
え
る
。
経
世
済
民
に
尽
力
す
る
こ
と
。『
全
唐
詩
』

巻
八
五
六
、
吕
巖
、
七
言
「
誰
識
寰
中
逹
者
人
、
生
平
觧
法
水
中
銀
。
一
條

拄

天
地
、
三
尺
昆
吾
斬
鬼
神
。
大
醉
醉
來
眠
月
洞
、
髙
吟
吟
去
傲
紅
塵
。

自
從
悟
裏
終
身
後
、贏
得
蓬
壺
永

春
。」『
唐
文
粹
』
巻
九
三
、司
空
圖
「
題

柳
柳
州
集
後
」「
愚
嘗
覽
韓
吏
部
歌
詩
累
百
首
、其
驅
駕
氣
勢
、若
掀
雷
扶
電
、

扶
於
天
地
之
垠
物
状
其
變
不
得

舞
而

其
呼
吸
也
。」宋
、釋
普
濟
撰『
五

燈
㑹
元
』
巻
十
六
、
青
原
下
十
一
世
、
雲
居
舜
禪
師
法
嗣
「
金
陵
蔣
山
法
泉

佛
慧
禪
師
、
随
州
時
氏
子
。
僧
問
。
…
師
曰
。
…
問
祖
師
面
壁
意
旨
如
何
。

師
曰
。

天
拄
地
。」



九
六

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

た
す
ら
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
切
を
空
虚
な
も
の
と
見
な
し
、
ひ
た
す
ら

捨
て
去
る
こ
と
が
勇
猛
で
な
い
こ
と
、
除
き
去
る
こ
と
が
完
全
で
な
い
こ
と
を
恐

れ
る
ば
か
り
だ
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
こ
そ
我
々
の
儒
教
は
異
な
る
の
だ
。
思
う

に
、（
儒
教
で
は
）
一
物
も
こ
の
理
を
具
有
し
な
い
も
の
は
無
く
、
一
理
も
物
に

違
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
仏
教
で
は
、万
理
は
全
て
空
虚
と
言
い
、我
々

儒
教
で
は
万
理
は
全
て
実
有
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
違
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
公

私
や
義
利
の
違
い
が
あ
る
の
だ
。
今
の
仏
教
を
学
ぶ
者
は
「
心
を
識
り
て
性
を
見

る
」
と
言
う
が
、
一
体
、
何
の
心
を
識
り
、
何
の
性
を
見
る
と
い
う
の
か
。」　

廖

徳
明
録

〔
注
〕

（
1
）「
明
德
而
不
能
推
之
以
新
民
」　
『
大
学
或
問
』「
所
謂
明
明
德
於
天
下
者
、

自
明
其
明
德
而
推
以
新
民
、
使
天
下
之
人
皆
有
以
明
其
明
德
也
。」

（
2
）「
可
謂
是
自
私
」　

程
子
は
し
ば
し
ば
仏
教
批
判
の
文
脈
で
「
自
私
」
と
い

う
語
を
用
い
て
い
る
。『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
二
上
「
佛
者
、
一
黠
胡
爾
。

佗
本
是
箇
自
私
獨
善
、
枯
槁
山
林
、
自
適
而
已
。」
同
上
「
人
能
放
這
一
箇

身
公
共
放
在
天
地
萬
物
中
一
般
看
、
則
有
甚
妨
礙
。
雖
萬
身
、
曾
何
傷
。
乃

知
釋
氏
苦
根
塵
者
、
皆
是
自
私
者
也
。」
同
、
巻
十
五
「
釋
氏
之
學
、
又
不

可
道
他
不
知
、
亦
儘
極
乎
高
深
。
然
要
之
、
卒
歸
乎
自
私
自
利
之
規
模
。」

（
3
）「
德
既
明
、
自
然
是
能
新
民
」　
『
大
学
或
問
』「
今
吾
既
幸
有
以
自
明
矣
、

則
視
彼
衆
人
之
同
得
乎
此
而
不
能
自
明
者
、
方
且
甘
心
迷
惑
、
没
溺
於
卑
汚

茍
賤
之
中
而
不
自
知
也
。
豈
不
為
之
惻
然
而
思
有
以
救
之
哉
。
故
必
推
吾
之

所
自
明
者
以
及
之
、
始
於
齊
家
、
中
於
治
國
、
而
終
及
於
平
天
下
、
使
彼
有

〔
訳
〕質

問
し
た
。「
德
を
明
か
に
し
て
も
、
こ
れ
を
推
し
広
げ
て
民
を
新
た
に
で
き

な
い
の
は
、「
自
私
」
と
言
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」

先
生
「
明
徳
が
明
か
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
自
然
と
民
を
新
た
に
で
き
る
も
の

だ
。
し
か
し
、
中
に
は
そ
う
で
な
い
者
も
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
仏
教

や
道
教
な
の
だ
。
こ
の
道
理
は
人
は
誰
で
も
持
っ
て
い
る
が
、
自
分
が
占
有
し
て

よ
い
物
で
は
な
い
。
こ
の
道
理
を
明
か
に
し
て
し
ま
え
ば
、
推
し
進
め
て
人
に
及

ぼ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
德
を
明
か
に
さ
せ
る
べ
き
な
の
だ
。
ど
う
し
て
、
自

分
は
全
部
分
か
っ
た
、
自
分
だ
け
で
楽
し
み
、
他
人
と
は
（
こ
の
明
徳
を
）
共
有

し
た
く
な
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。」

こ
れ
に
因
ん
で
私
は
言
っ
た
。「
仏
教
を
学
ぶ
者
で
あ
る
王
天
順
と
い
う
者
が
、

以
前
陸
九
淵
に
対
し
て
議
論
し
て
以
下
の
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。「
我
が
仏
法
で

は
、
耳
目
鼻
口
髓
腦
す
ら
も
惜
し
ま
ず
、
天
下
の
人
に
そ
れ
ぞ
れ
仏
法
を
成
就
さ

せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
、「
自
私
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。」

と
。」
先
生
は
笑
っ
て
仰
っ
た
。「
天
下
の
人
に
そ
れ
ぞ
れ
仏
法
を
成
就
さ
せ
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
却
っ
て
彼
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
「
自
私
」
に
さ
せ
る
と

い
う
だ
け
だ
。

陸
九
淵
も
若
年
時
か
ら
仏
教
を
学
ん
で
い
た
が
、
こ
う
言
っ
て
い
た
よ
。「
儒

教
と
仏
教
の
違
い
は
義
と
利
と
の
違
い
だ
。」
と
。
私
は
答
え
て
や
っ
た
よ
。「
そ

れ
は
第
二
義
だ
。
そ
の
（
仏
教
の
）
根
本
の
と
こ
ろ
が
、ま
ず
違
う
の
だ
。」
と
ね
。

最
初
に
釈
迦
は
太
子
の
時
に
郊
外
に
出
か
け
「
生
老
病
死
」
の
四
苦
を
目
の
当
た

り
に
し
、
遂
に
こ
れ
ら
を
嫌
悪
し
て
雪
山
に
入
っ
て
修
行
し
た
。
そ
の
こ
と
を
ひ



九
七

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

維
摩
等
經
則
嘗
見
之
」
と
言
い
、
仏
典
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
朱

文
公
文
集
』
巻
四
九
「
答
陳
膚
仲
孔
碩
」
に
「
陸
學
固
有
似
禪
處
」
と
言
う

よ
う
に
、
朱
子
は
し
ば
し
ば
陸
九
淵
の
学
問
は
禅
に
接
近
す
る
も
の
と
批
判

し
て
い
る
。
陸
九
淵
が
儒
教
と
仏
教
の
違
い
に
つ
い
て
「
義
利
」
を
用
い
て

説
明
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。『
陸
九
淵
集
』巻
二「
與
王
順
伯
」

「
兄
前
與
家
兄
大

謂
儒
釋
同
。
某
嘗
以
義
利
二
字
判
儒
釋
、
又
曰
公
私
、

其
實
卽
義
利
也
。
惟
義
惟
公
、
故
經
世
。
惟
利
惟
私
、
故
出
世
。
儒
者
雖
至

於
無
聲
臭
方
體
、
皆
主
於
經
世
。
釋
氏
雖
盡
未
來
際
普
度
之
、
皆
主
於
出
世
。

從
其
教
之
所
由
起
者
觀
之
、
則
儒
釋
之
辯
判
然
矣
。」
こ
の
書
簡
は
陸
九
淵

の
年
譜
に
よ
る
と
淳
煕
三
年
（
一
一
七
六
年
）
陸
九
淵
が
三
八
歳
の
時
の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
時
九
淵
は
義
利
の
区
別
に
よ
っ
て
儒
釈
の
違
い
を
説
明
す

る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
修
養
の
面
で
は
儒
釈
に
共
通
の
面
を
認
め
つ
つ
も
、

経
世
致
用
へ
向
か
う
意
志
の
有
無
に
儒
釈
の
違
い
を
見
出
し
、
広
く
天
下
国

家
の
為
に
自
己
を
修
養
す
る
儒
の
立
場
を
「
義
」、
一
己
の
修
養
に
努
め
る

の
み
と
す
る
仏
教
の
立
場
を
「
利
」
と
し
て
対
比
し
て
い
る
。『
語
類
』
の

本
条
で
朱
子
が
「
某
應
曰
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
朱
子
が
陸
九
淵
に
実
際

に
面
会
し
た
際
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
朱
子
が
陸
九
淵
と
面
会

し
た
の
は
、呂
祖
謙
の
仲
介
で
両
者
が
討
論
を
行
っ
た
淳
熙
二
年
（
一
一
七
五

年
）
の
鵝
湖
の
会
と
、淳
煕
八
年
（
一
一
八
一
年
）
に
陸
九
淵
が
南
康
に
至
っ

て
朱
子
を
訪
問
し
た
際
の
二
度
で
あ
る
。
南
康
訪
問
の
際
に
は
朱
子
に
請
わ

れ
て
陸
九
淵
は
白
鹿
堂
書
院
で
講
演
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
彼
は
『
論
語
』

の「
君
子
喩
於
義
、小
人
於
喩
利
」に
基
づ
い
て「
義
利
」を
論
じ
て
い
る（『
陸

九
淵
集
』
巻
二
三
「
白
鹿
堂
書
院
論
語
講
義
」）。
本
条
で
朱
子
が
陸
九
淵
と

是
明
德
而
不
能
自
明
者
、
亦
皆
有
以
自
明
而
去
其
舊
染
之
汚
焉
。
是
則
所
謂

新
民
者
、
而
亦
非
有
所
付

増
益
之
也
。」

（
4
）「
此
箇
道
理
、
人
人
有
之
、
不
是
自
家
可
專
獨
之
物
」　
『
大
学
或
問
』「
然

其
所
謂
明
德
者
、
又
人
人
之
所
同
得
、
而
非
有
我
之
得
私
也
。」

（
5
）「
既
是
明
得
此
理
、
須
當
推
以
及
人
」　
『
大
学
章
句
』
経
、
朱
注
「
新
者
、

革
其
舊
之
謂
也
、
言
既
自
明
其
明
德
、
又
當
推
以
及
人
、
使
之
亦
有
以
去
其

舊
染
之
汚
也
。」

（
6
）「
曾
有
學
佛
者
王
天
順
」　

王
天
順
は
未
詳
。
以
下
に
い
う
王
厚
之
、
字
順

伯
の
こ
と
を
指
す
か
。『
宋
元
学
案
』
巻
五
八
は
「
象
山
学
侶
」
と
し
た
上
で
、

以
下
の
よ
う
に
記
す
。「
王
厚
之
、
字
順
伯
、
其
先
本
臨
川
人
魏
公
安
禮
之

後
也
。」
本
条
の
注
（
10
）
で
引
く
陸
九
淵
の
「
與
王
順
伯
」
の
内
容
か
ら
、

王
厚
之
は
「
儒
釋
」
の
共
通
性
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

（
7
）「
和
耳
目
鼻
口
髓
腦
」　
「
和
…
」
は
、「
…
さ
え
、…
す
ら
」。
現
代
語
の
「
連

…
」
と
同
じ
。

（
8
）「
要
度
天
下
人
、各
成
佛
法
」　
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
經
卷
』「
序
品
」
第
一
（
大

正
、
冊
八
、二
二
二
ａ
）「
舍
利
弗
。
於
汝
意
云
何
。
諸
聲
聞
・
辟
支
佛
頗
有

是
念
、我
等
當
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
、度
一
切
衆
生
、令
得
無
餘
涅
槃
不
。

舍
利
弗
言
。
不
也
、
世
尊
。」

（
9
）「
待
度
得
天
下
人
各
成
佛
法
」　
「
待
」
は
、「
〜
し
よ
う
と
す
る
」。『
宋
元

語
言
詞
典
』「
待　

打
算
、
將
要
。」

（
10
）「
陸
子
靜
從
初
亦
學
佛
、
嘗
言
、
儒
佛
差
處
是
義
利
之
間
」　

陸
子
靜
は
陸

九
淵
（
一
一
三
九
〜
一
一
九
三
）、子
靜
は
そ
の
字
。
陸
九
淵
は
『
陸
象
山
集
』

巻
二
「
與
王
順
伯
書
二
」
に
「
某
雖
不
曾
看
釋
藏
經
教
、
然
如
楞
嚴
、
圓
覺
、



九
八

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

の
外
で
老
人
、
病
人
、
死
者
、
修
行
者
に
出
会
い
、
彼
ら
の
苦
し
み
を
目
に

し
て
、出
家
を
決
意
し
た
と
い
う
所
謂「
四
門
出
遊
」の
伝
説
に
基
づ
く
。『
過

去
現
在
因
果
經
』
巻
二
（
大
正
、
冊
三
、
頁
六
二
九
ｃ
〜
六
三
一
）「
爾
時

太
子
、
與
諸
官
屬
、
前
後
導
從
、
出
城
東
門
。
…
時
淨
居
天
、
化
作
老
人
。

頭
白
背
傴
、
拄

羸
歩
。
太
子
即
便
問
從
者
言
。
此
為
何
人
。
從
者
答
曰
。

此
老
人
也
。
…
爾
時
太
子
、百
官
導
從
、出
城
南
門
。
時
淨
居
天
、化
作
病
人
。

…
太
子
即
問
。
此
為
何
人
。
從
者
答
曰
。
此
病
人
也
。
…
爾
時
太
子
、
與
優

陀
夷
、百
官
導
從
。
…
出
城
西
門
。
時
淨
居
天
、…
化
為
死
人
。
…
太
子
問
言
。

此
為
何
物
。
…
優
陀
夷
…
答
言
。
是
死
人
也
。
…
是
時
太
子
、
啟
王
出
遊
。

王
不
忍
違
、
便
與
優
陀
夷
及
餘
官
屬
、
前
後
導
從
、
出
城
北
門
、
到
彼
園
所
。

太
子
下
馬
、
止
息
於
樹
。
除
去
侍
衛
、
端
坐
思
惟
、
念
於
世
間
老
病
死
苦
。

時
淨
居
天
、
化
作
比
丘
。
…
子
見
已
、
即
便
問
言
。
汝
是
何
人
。
比
丘
答
言
。

我
是
比
丘
。」

（
13
）「
入
雪
山
修
行
」　
『
佛
祖
歷
代
通
載
』
卷
二
十
二
（
大
正
、
冊
四
九
、七
一
六

ｃ
〜
七
一
七
ａ
）「
乃
於
梵
天
命
煩
陀
王
老
君
弟
子
、
乘
月
精
託
陰
天
竺
摩

耶
夫
人
胎
、
至
十
年
四
月
八
日
右
脇
降
生
。
後
入
雪
山
修
行
六
年
、
道
成
類

佛
陀

、
號
末
牟
尼
。
至
匡
王
四
年
解
化
。」

（
14
）「
一
切
作
空
看
」　
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
』「
初
分
諸
功
德
相
品
」
第

六
十
八
之
二
（
大
正
、
冊
六
、
頁
九
六
二
ｃ
）「
有
情
及
法
、
一
切
皆
空
。」

（
15
）「
惟
恐
割
棄
之
不
猛
、
屏
除
之
不
盡
」　

原
始
仏
教
に
お
け
る
空
の
観
念
は

無
常
観
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。「
最
初
期
の
仏
教
に
お
け
る
空
観
は
、

無
常
説
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
無
常
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
虚

妄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。」（『
仏
教
思
想
』6「
空
」上
、

の
や
り
と
り
を
回
想
す
る
の
は
、
こ
の
時
の
テ
ー
マ
に
因
ん
で
交
わ
さ
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
11
）「
某
應
曰
、
此
猶
是
第
二
著
」　
「
第
二
著
」
は
、
最
上
策
に
対
す
る
第
二
策
、

第
一
義
に
対
す
る
第
二
義
。
こ
こ
で
は
下
文
の
「
根
本
處
」
に
対
し
て
、
第

二
義
、
副
次
的
な
事
柄
を
指
す
。「
著
」
は
「
着
」
に
通
じ
元
来
は
将
棋
な

ど
に
お
け
る
指
し
手
を
意
味
す
る
が
、転
じ
て
策
、方
法
の
意
と
も
な
る
。『
宋

元
語
言
詞
典
』「
一
着
、計
策
、辦
法
。」、『
漢
語
大
詞
典
』「「
一
著
」
亦
作
「
一

着
」。
①
本
謂
下
棋
落
一
子
。
亦
指
行
事
的
一
個
歩
驟
。」『
語
類
』
巻

一
五
、一
条
、葉
賀
孫
録
（
Ⅰ282
）「
若
知
不
到
、便
都
沒
分
明
。
若
知
得
到
、

便
著
定
恁
地
做
、
更
無
第
二
著
、
第
三
著
。」
ま
た
、
こ
の
陸
象
山
と
王
順

伯
と
の
議
論
に
対
す
る
朱
子
の
見
解
は
、『
語
類
』
の
以
下
の
条
に
も
見
え
る
。

『
語
類
』
巻
一
二
四
、三
五
条
、
甘
節
録
（
Ⅷ2975
）「
向
見
陸
子
静
與
王
順

伯
論
儒
釋
、
某
嘗
竊
笑
之
。
儒
釋
之
分
、
只
争
虚
實
而
已
。」『
語
類
』
巻

一
二
四
、三
六
条
、
萬
人
傑
録
（
Ⅷ2975

）「
先
生
問
人
傑

後
見
陸
象
山
如

何
。
曰
。
…
曰
。
…
至
如
與
王
順
伯
書
、
論
釋
氏
義
利
公
私
、
皆
説
不
著
。

盖
釋
氏
之
言
見
性
、只
是
虛
見
。
儒
者
之
言
性
、止
是
仁
義
禮
智
、皆
是
實
事
。

今
專
以
義
利
公
私
斷
之
、宜
順
伯
不
以
為
然
也
。」
同
、三
七
条
、黄　

録
（
Ⅷ

2976

）「
向
來
見
子
静
與
王
順
伯
論
佛
云
、
釋
氏
與
吾
儒
、
所
見
亦
同
、
只

是
義
利
公
私
之
間
不
同
。
此
説
不
然
。
如
此
却
是
吾
儒
與
釋
氏
同
一
箇
道
理
。

若
是
同
時
、
何
緣
得
有
義
利
不
同
。
只
彼
源
頭
便
不
同
。
吾
儒
萬
理
皆
實
、

釋
氏
萬
理
皆
空
。」

（
12
）「
當
初
釋
迦
為
太
子
時
、
出
遊
、
見
生
老
病
死
苦
、
遂
厭
惡
之
…
」  

釈
迦
が

太
子
の
時
、
王
城
の
東
西
南
北
の
門
か
ら
郊
外
に
出
掛
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
門



九
九
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朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

問
。
無
所
擇
於
地
而
安
、
莫
是
素
富
貴
行
乎
富
貴
、
素
貧
賤
行
乎
貧
賤
否
。

曰
。
這
段
須
看
意
思
接
續
處
。
如
能
得
上
面
帶
箇
慮
字
、
能
慮
上
面
帶
箇
安
字
、

能
安
上
面
帶
箇
靜
字
、
能
靜
上
面
帶
箇
定
字
、
有
定
上
面
帶
箇
知
止
字
、
意
思
都

接
續
。
既
見
得
事
物
有
定
理
、而
此
心
恁
地
寧
靜
了
。
看
處
在
那
裏
、在
這
邊
也
安
、

在
那
邊
也
安
、
在
富
貴
也
安
、
在
貧
賤
也
安
、
在
患
難
也
安
。
不
見
事
理
底
人
、

有
一
件
事
、
如
此
區
處
不
得
、
恁
地
區
處
又
不
得
、
這
如
何
會
有
定
。
才
不
定
、

則
心
下
便
營
營
皇
皇
。心
下
才
恁
地
、又
安
頓
在
那
裏
得
。看
在
何
處
、只
是
不
安
。   

賀
孫

〔
校
勘
〕

○
「
有
箇
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
箇
」
を
「
个
」
に
作
る
。（
以
下
同
じ
。）

○
「
須
看
」　

萬
暦
本
、朝
鮮
古
写
本
、和
刻
本
は
「
須
」
を
「

」
に
作
る
。（
以

下
同
じ
。）

○
「
那
裏
」　

成
化
本
、
萬
暦
本
、
朝
鮮
古
写
本
は
「
裏
」
を
「
裡
」
に
作
る
。

○
「
這
邊
」「
那
邊
」　

萬
暦
本
は
「
邊
」
を
「
邉
」
に
作
る
。

○
「
在
患
難
也
安
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
安
」
の
下
に
「
看
如
何
公
且
看
」
の
六

字
が
あ
る
。

〔
訳
〕

「
能
く
止
ま
る
所
を
知
れ
ば
、
則
ち
方
寸
の
間
、
事
事
物
物
皆
な
定
理
有
り
。」

に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
。

先
生
「
定
・
靜
・
安
の
三
つ
は
似
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
説
明
す
れ
ば
そ

の
相
違
は
非
常
に
大
き
い
。「
有
定
」
と
い
う
の
は
、
事
柄
の
道
理
に
お
い
て
説

中
村
元
「
空
の
意
義
」
四
一
頁
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
三
年
）。
無
常
観

に
立
脚
し
て
生
死
を
厭
離
す
る
見
解
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
道
宣
『
廣

弘
明
集
』
巻
二
十
七
上
「
淨
住
子
淨
行
法
門
」「
剋
責
身
心
門
」
六
「
若
出

家
之
人
、
觀
空
。
無
常
、
厭
離
生
死
、
行
出
世
法
。」『
法
苑
珠
林
』
卷

九
十
九
「
六
度
篇
」
第
八
十
五
之
三
「
忍
辱
部
」「
勸
忍
」「
又
若
出
家
之
人
、

能
觀
苦
・
空
・
無
常
・
無
我
、
厭
離
生
死
、
至
求
出
世
。」『
語
類
』
巻

一
二
二
、沈
僩
録
「
佛
家
有
白
骨
觀
。
初
想
其
形
從
一
㸃
精
氣
始
、漸
漸
胞
胎
、

孕
育
生
産
、
稚
乳
長
大
壯
實
、
衰
老
病
死
、
以
致
屍
骸
、
胖
脹
枯
僵
。
久
之

化
為
白
骨
。
既
想
為
白
骨
、
則
視
其
身
常
如
白
骨
、
所
以
厭
弃
脱
離
而
無
留

戀
之
念
也
。
此
又
釋
氏
之
最
下
者
。」

（
16
）「
今
學
佛
者
云
識
心
見
性
」　

 『
六
祖
大
師
法
寶
壇
經
』「
般
若
」
第
二
（
大
正
、

冊
四
八
）「
菩
薩
戒
經
云
。
我
本
元
自
性
清
淨
。
若
識
自
心
見
性
。
皆
成
佛
道
。」

『
祖
庭
事
苑
』
巻
五
「
且
吾
祖
教
外
別
傳
之
道
、
不
立
文
字
、
直
指
人
心
、

見
性
成
佛
。」『
祖
庭
事
苑
』
巻
八
「
達
磨
西
來
。
不
立
文
字
。
單
傳
心
印
。

直
指
人
心
。
見
性
成
佛
。」

知
止
而
後
有
定
以
下
一
段

34
条問

。
能
知
所
止
、
則
方
寸
之
間
、
事
事
物
物
皆
有
定
理
矣
。

曰
。
定
靜
安
三
項
若
相
似
、
説
出
來

不
同
。
有
定
、
是
就
事
理
上
説
。
言
知

得
到
時
、
見
事
物
上
各
各
有
箇
合
當
底
道
理
。
靜
、
只
就
心
上
説
。



一
〇
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

〔
注
〕

（
1
）「
能
知
所
止
、
則
方
寸
之
間
、
事
事
物
物
皆
有
定
理
矣
。」　
『
或
問
』「
知
止

云
者
、
物
格
知
至
而
於
天
下
之
事
皆
有
以
知
其
至
善
之
所
在
、
是
則
吾
所
當

止
之
地
也
。
能
知
所
止
、則
方
寸
之
間
、事
事
物
物
皆
有
定
理
矣
。
理
既
有
定
、

則
無
以
動
其
心
而
能
靜
矣
。」『
語
類
』
巻
一
四
、一
二
九
条
、
葉
賀
孫
録

（
Ⅰ274

）「
問
定
而
後
能
靜
。
曰
。
定
、
是
見
得
事
事
物
物
上
千
頭
百
緒
皆

有
定
理
。」『
語
類
』
巻
一
四
、一
五
七
条
、
胡
泳
録
（
Ⅰ278

）「
或
問
定
靜

安
慮
四
節
。
曰
。
物
格
知
至
、
則
天
下
事
事
物
物
皆
知
有
箇
定
理
。」
な
お
、

あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
は
理
が
あ
る
と
い
う
の
は
程
伊
川
の
格
物
論
に
も
と
づ
い

た
も
の
で
あ
る
。『
河
南
程
氏
遺
書
』
卷
一
九
、
伊
川
先
生
語
五
、
楊
遵
道

録
「
問
。
格
物
是
外
物
、
是
性
分
中
物
。
曰
。
不
拘
。
凡
眼
前
無
非
是
物
。

物
物
皆
有
理
。
如
火
之
所
以
熱
、水
之
所
以
寒
、至
於
君
臣
父
子
間
皆
是
理
。」

「
方
寸
」
は
一
寸
四
方
の
意
で
、
心
を
い
う
。『
語
類
』
巻
一
三
、一
二
八
条
、

余
大
雅
録
（
Ⅰ241

）「
困
厄
有
輕
重
、
力
量
有
小
大
。
若
能
一
日
十
二
辰
點

檢
自
己
、
念
慮
動
作
都
是
合
宜
、
仰
不
愧
、
俯
不

、
如
此
而
不
幸
填
溝
壑
、

喪
軀
殞
命
、
有
不
暇
恤
、
只
得
成
就
一
箇
是
處
。
如
此
、
則
方
寸
之
間
、
全

是
天
理
、
雖
遇
大
困
厄
、
有
致
命
遂
志
而
已
。」
朱
子
「
中
庸
章
句
序
」「
然

人
莫
不
有
是
形
、
故
雖
上
智
不
能
無
人
心
。
亦
莫
不
有
是
性
、
故
雖
下
愚
不

能
無
道
心
。
二
者
雜
於
方
寸
之
間
、
而
不
知
所
以
治
之
…
」

（
2
）「
定
靜
安
三
項
若
相
似
」　
『
語
類
』
巻
一
四
、一
四
〇
条
、
金
去
偽
録

（
Ⅰ275
）「
定
靜
安
頗
相
似
。
定
、
謂
所
止
各
有
定
理
。
靜
、
謂
遇
物
來
能

不
動
。
安
、謂
隨
所
寓
而
安
、蓋
深
於
靜
也
。」『
語
類
』
巻
一
四
、一
四
一
条
、

黄　

録
（
Ⅰ275
）「
定
靜
安
三
字
大
略
相
類
。
然
定
是
心
中
知
為
人
君
止
於

い
て
い
る
の
だ
。（
止
ま
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
）
知
り
至
れ
ば
、
何
の
も
の
ご
と

に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
然
る
べ
き
道
理
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
、
と
い
う
こ
と

を
言
う
。「
靜
」
と
い
う
の
は
、
た
だ
心
に
お
い
て
説
い
て
い
る
の
だ
。」

質
問
し
た
。「「
地
に
擇
ぶ
所
無
く
し
て
安
ん
ず
」
と
は
、（『
中
庸
』
の
）「
富

貴
に
素
し
て
は
富
貴
を
行
ひ
、
貧
賤
に
素
し
て
は
貧
賤
を
行
ふ
。」
の
意
味
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。」

先
生
「
こ
の
段
落
で
は
、
文
脈
上
意
味
が
接
続
す
る
部
分
に
注
意
す
べ
き
だ
。

例
え
ば
、「
能
得
」
の
前
に
「
慮
」
の
字
が
付
い
て
お
り
、「
能
慮
」
の
前
に
「
安
」

の
字
が
付
い
て
お
り
、「
能
安
」
の
前
に
「
靜
」
の
字
が
付
い
て
お
り
、「
能
靜
」

の
前
に
「
定
」
の
字
が
付
い
て
お
り
、「
有
定
」
の
前
に
「
知
止
」
が
付
い
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が
す
べ
て
接
続
し
て
い
る
の
だ
。
事
柄
が
一
定
の
道
理
を
有
す

る
こ
と
を
把
握
で
き
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
心
は
こ
の
よ
う
に
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。

（
だ
か
ら
）
ど
の
よ
う
な
場
面
に
身
を
置
い
て
も
（
安
ら
か
で
あ
り
）、
こ
ち
ら
に

お
い
て
も
安
ら
か
で
あ
り
、
あ
ち
ら
に
お
い
て
も
安
ら
か
で
あ
り
、
富
貴
に
お
い

て
も
安
ら
か
で
あ
り
、
貧
賤
に
お
い
て
も
安
ら
か
で
あ
り
、
苦
境
に
お
い
て
も
安

ら
か
で
あ
る
。（
逆
に
）
事
柄
の
道
理
を
把
握
で
き
て
い
な
い
人
は
、
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
処
理
し
て
も
う
ま
く
い
か
ず
、
そ
の
よ
う
に
処
理
し
て

も
う
ま
く
い
か
な
い
か
ら
、
ど
う
し
て
（
志
向
が
）
一
定
の
も
の
と
な
り
得
る
だ

ろ
う
か
。
わ
ず
か
で
も
一
定
し
て
い
な
い
な
ら
、
心
が
不
安
で
落
ち
着
か
な
く
な

る
。
心
が
わ
ず
か
で
も
そ
う
な
る
と
、
体
ど
こ
に
落
ち
着
か
せ
れ
ば
よ
い
と
い
う

の
か
。
ど
こ
に
お
い
て
も
、
た
だ
不
安
な
だ
け
だ
。」　

葉
賀
孫
録



一
〇
一

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

患
難
、
君
子
無
入
而
不
自
得
焉
。」
朱
注
「
素
、
猶
見
在
也
。
言
君
子
但
因

見
在
所
居
之
位
而
為
其
所
當
為
、
無
慕
乎
其
外
之
心
也
。」

（
7
）「
如
能
得
上
面
帶
箇
慮
字
…
意
思
都
接
續
」　
『
大
学
章
句
』
経
「
大
學
之
道
、

在
明
明
德
、
在
親
民
、
在
止
於
至
善
。
知
止
而
后
有
定
、
定
而
后
能
靜
、
靜

而
后
能
安
、
安
而
后
能
慮
、
慮
而
后
能
得
。」「
帯
」
は
「
付
帯
」
の
意
。

（
8
）「
恁
地
」　

そ
の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
。「
地
」
は
副
詞
接
尾
辞
、「
底
」
と

同
じ
く
元
朝
以
後
は
「
的
」
と
な
っ
た
。
太
田
辰
夫
『
新
訂　

中
国
歴
代
口

語
文
』
九
九
頁
参
照
。

（
9
）「
看
處
在
那
裏
」　
「
ど
の
よ
う
な
場
面
に
身
を
置
い
て
も
」「
ど
こ
に
お
い

て
も
」
の
意
。
田
中
謙
二
氏
は
、『
語
類
』
に
特
有
の
語
法
で
、「
看
」
の
下

文
に
疑
問
形
式
が
来
れ
ば
、「
儘
管
」
ま
た
は
「
不
管
」
の
意
。
ま
た
、「
看
」

の
下
文
が
疑
問
形
式
で
は
な
く
て
も
「
儘
管
」「
不
管
」
の
意
に
解
釈
す
べ

き
場
合
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。『
朱
子
語
類
外
任
篇
訳
注
』

一
〇
八
・
一
一
三
頁
参
照
。『
語
類
』
巻
一
四
、一
五
七
条
、
胡
泳
録
（
Ⅰ

278

）「
看
安
頓
在
甚
處
、
如
處
富
貴
貧
賤
患
難
、
無
往
而
不
安
。」『
語
類
』

巻
一
四
、一
四
三
条
、
沈
僩
録
（
Ⅰ275

）「
靜
固
安
、
動
亦
安
、
看
處
甚
事

皆
安
然
不
撓
。」

（
10
）「
在
這
邊
也
安
、在
那
邊
也
安
、在
富
貴
也
安
、在
貧
賤
也
安
、在
患
難
也
安
」   

『
語
類
』
巻
一
四
、一
三
八
条
、
甘
節
録
（
Ⅰ275

）「
能
安
者
、
以
地
位
言
之

也
。
在
此
則
此
安
、
在
彼
則
彼
安
。
在
富
貴
亦
安
、
在
貧
賤
亦
安
。」『
語
類
』

巻
一
四
、一
五
九
条
、
陳
芝
録
（
Ⅰ278

）「
又
問
。
至
於
安
時
、
無
勉
強
意

思
否
。
曰
。
在
貧
賤
也
安
、
在
富
貴
也
安
、
在
這
裏
也
安
、
在
那
裏
也
安
。

今
人
有
在
這
裏
不
安
了
、
在
那
裏
也
不
會
安
。
心
下
無
理
會
、
如
何
會
去
思

仁
、
為
人
臣
止
於
敬
。
心
下
有
箇
定
理
、
便
別
無
膠
擾
、
自
然
是
靜
。
如
此
、

則
隨
所
處
而
安
。」『
語
類
』
巻
一
四
、一
五
九
条
、
陳
芝
録
（
Ⅰ278

）「
問
。

定
、
即
心
有
所
向
、
不
至
走
作
、
便
靜
。
靜
、
便
可
以
慮
、
何
必
待
安
。
曰
。

安
主
事
而
言
、不
安
便
不
能
思
。
譬
如
靜
坐
、有
件
事
來
撓
、思
便
不
得
專
一
。

定
靜
安
都
相
似
、
未
到
安
處
、
思
量
未
得
。」

（
3
）「

」　
「

」
は
「
殺
」
の
俗
字
だ
が
、「
は
な
は
だ
、
非
常
に
」
の
意
の

俗
語
。
三
浦
国
雄
『「
朱
子
語
類
」
抄
』
七
一
頁
参
照
。

（
4
）「
有
定
、是
就
事
理
上
説
、言
知
得
到
時
、見
事
物
上
各
各
有
箇
合
當
底
道
理
。

靜
、
只
就
心
上
説
。」　
『
語
類
』
巻
一
四
、一
二
九
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅰ274

）

「
問
定
而
後
能
靜
。
曰
。
定
、是
見
得
事
事
物
物
上
千
頭
百
緒
皆
有
定
理
。
靜
、

只
就
自
家
一
箇
心
上
説
。」『
語
類
』
巻
一
四
、一
三
〇
条
、
黄
義
剛
録

（
Ⅰ274

）「
定
以
理
言
、
故
曰
有
。
靜
以
心
言
、
故
曰
能
。」『
語
類
』
巻

一
四
、一
三
一
条
、
湯
泳
録
（
Ⅰ274

）「
定
是
理
、
靜
在
心
。
既
定
於
理
、

心
便
會
靜
。
若
不
定
於
理
、則
此
心
只
是
東
去
西
走
。」「
知
得
到
時
」
は
「
物

格
知
至
」
の
「
知
至
」
と
同
義
。「
合
當
」
は
「
当
然
…
す
べ
き
で
あ
る
」「
然

る
べ
き
」。

（
5
）「
無
所
擇
於
地
而
安
」　
『
或
問
』「
心
既
能
靜
、則
無
所
擇
於
地
而
安
矣
。」『
大

学
章
句
』
経
「
靜
而
后
能
安
、
安
而
后
能
慮
」
朱
注
「
安
、
謂
所
處
而
安
。」

（
6
）「
莫
是
素
富
貴
行
乎
富
貴
、
素
貧
賤
行
乎
貧
賤
否
。」　
「
莫
是
…
否
」
は
、

…
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
語
類
』
巻
一
三
、一
六
条
、
黄
榦
録
（
Ⅰ224

）

「
問
。
莫
是
本
來
全
是
天
理
否
。
曰
。
人
生
都
是
天
理
。
人
欲
卻
是
後
來
沒

巴
鼻
生
底
。」『
中
庸
章
句
』
第
十
四
章
「
君
子
素
其
位
而
行
、
不
願
乎
其
外
。

素
富
貴
行
乎
富
貴
、
素
貧
賤
行
乎
貧
賤
、
素
夷
狄
行
乎
夷
狄
、
素
患
難
行
乎



一
〇
二

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

心
若
不
靜
、則
既
要
如
彼
、又
要
如
此
、身
何
緣
得
安
。」「
又
安
頓
在
那
裏
得
」

の
「
得
」
は
現
代
語
「
行
」（
よ
い
）
に
あ
た
る
。
三
浦
国
雄
『「
朱
子
語
類
」

抄
』
五
〇
頁
参
照
。

35
条能

慮
、
則
隨
事
觀
理
、
極
深
研
幾
。
曰
。
到
這
處
、
又
更
須
審
一
審
。
慮
字
看

來
更
重
似
思
字
。
聖
人
下
得
言
語
恁
地
鎮
重
、
恁
地
重
三
疊
四
、
不
若
今
人
只
説

一
下
便
了
。
此
聖
人
所
以
爲
聖
人
。　

賀
孫

〔
校
勘
〕

○
「
極
深
研
幾
」　

呂
留
良
本
、
伝
経
堂
本
、
朝
鮮
整
版
本
は
「
深
」
を
「　

」

に
作
る
。

○
「
更
須
」　

朝
鮮
整
版
本
は
「
更
」
を
「　

」
に
作
る
。（
以
下
同
じ
）

〔
訳
〕

「
能
く
慮
れ
ば
、
則
ち
事
に
隨
ひ
理
を
觀
、
深
き
を
極
め
て
幾
を
研
く
。」（
に

つ
い
て
）
先
生
が
言
わ
れ
た
。「
こ
こ
に
至
っ
た
な
ら
ば
、
あ
ら
た
め
て
ち
ょ
っ

と
検
討
す
べ
き
だ
。
思
う
に
「
慮
」
の
字
は
「
思
」
の
字
よ
り
意
味
が
重
い
。
聖

人
は
文
字
で
表
現
す
る
際
に
こ
の
よ
う
に
慎
重
で
、
こ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
詳
し

く
、
現
在
の
人
が
た
だ
一
回
だ
け
説
い
た
ら
お
わ
り
と
す
る
の
と
は
違
う
。
こ
れ

こ
そ
聖
人
の
聖
人
た
る
所
以
な
の
で
あ
る
。」　

葉
賀
孫
録

慮
。」
な
お
、「
富
貴
」「
貧
賤
」「
患
難
」
に
つ
い
て
は
、『
中
庸
章
句
』
第

十
四
章
の
言
葉
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
の
注
（
6
）
参
照
。

（
11
）「
區
處
」　
「
処
理
す
る
」「
処
置
す
る
」。

（
12
）「
才
不
定
、則
心
下
便
營
營
皇
皇
。」　
「
才
…
便
…
」、「
わ
ず
か
に
…
す
れ
ば
、

も
う
…
」。「
營
營
」
と
「
皇
皇
」
と
は
い
ら
だ
つ
、
不
安
、
落
ち
着
か
な
い

の
意
。『
語
類
』
巻
一
二
、一
四
一
条
、
余
大
雅
録
（
Ⅰ217

）「
若
不
做
這
工

夫
（
静
坐
）、
卻
要
讀
書
看
義
理
、
恰
似
要
立
屋
無
基
地
、
且
無
安
頓
屋
柱
處
。

今
且
説
那
營
營
底
心
、會
與
道
理
相
入
否
、會
與
聖
賢
之
心
相
契
否
。」『
孟
子
』

「
滕
文
公
」
下
「
周
霄
問
曰
。
古
之
君
子
仕
乎
。
孟
子
曰
。
仕
。
傳
曰
。
孔

子
三
月
無
君
、
則
皇
皇
如
也
。」
朱
注
「
皇
皇
、
如
有
所
求
而
不
得
。」

（
13
）「
心
下
才
恁
地
、
又
安
頓
在
那
裏
得
。
看
在
何
處
、
只
是
不
安
。」　
「
心
下
」

は
俗
語
、現
代
語
の
「
心
中
」
の
意
。「
安
頓
」
は
「
落
ち
着
か
せ
る
」「
ち
ゃ

ん
と
置
く
」
の
意
。「
看
在
何
處
」
は
、「
ど
こ
に
お
い
て
も
」
の
意
。
注

（
9
）
参
照
。『
朱
子
語
類
訳
注
』
巻
十
四
、一
四
三
頁
参
照
。『
語
類
』
巻

一
四
、一
三
五
条
、
黄
義
剛
録
（
Ⅰ274

）「
問
。
安
、
謂
所
處
而
安
。
莫
是

把
捉
得
定
時
、
處
事
自
不
爲
事
物
所
移
否
。
曰
。
這
箇
本
是
一
意
。
但
靜
是

就
心
上
説
、安
是
就
身
上
説
。
而
今
人
心
才
不
靜
時
、雖
有
意
去
安
頓
那
物
事
、

自
是
不
安
。
若
是
心
靜
、
方
解
去
區
處
、
方
解
穩
當
。」
ま
た
、『
語
類
』
巻

一
四
、一
五
七
条
、
胡
泳
録
（
Ⅰ278

）「
或
問
定
靜
安
慮
四
節
。
曰
。
物
格

知
至
、則
天
下
事
事
物
物
皆
知
有
箇
定
理
。
定
者
、如
寒
之
必
衣
、飢
之
必
食
、

更
不
用
商
量
。
所
見
既
定
、
則
心
不
動
搖
走
作
、
所
以
能
靜
。
既
靜
、
則
隨

所
處
而
安
。
看
安
頓
在
甚
處
、
如
處
富
貴
貧
賤
患
難
、
無
往
而
不
安
。
靜
者
、

主
心
而
言
。
安
者
、
主
身
與
事
而
言
。
若
人
所
見
未
定
、
則
心
何
緣
得
靜
。



一
〇
三

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

是
略
省
一
省
。
不
是
恁
驚
惶
震
懼
、
略
是
箇
敬
模
樣
如
此
…
孟
子
曰
操
則
存
、

操
亦
不
是
著
力
把
持
、
只
是
操
一
操
、
便
在
這
裏
。
如
人
之
氣
、
才
呼
便
出
、

吸
便
入
。」

（
3
）「
慮
字
看
來
更
重
似
思
字
」　
「
看
來
」、
思
う
に
。「
似
」
は
「
於
」
と
同
じ

く
比
較
を
表
す
。
三
浦
国
雄
『「
朱
子
語
類
」
抄
』
四
六
〇
頁
参
照
。「
慮
」

と
「
思
」
の
比
較
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。『
語
類
』
巻
一
四
、一
四
三
条
、

沈
僩
録
（
Ⅰ275

）「
慮
者
、
思
之
精
審
也
。」『
語
類
』
巻
一
四
、一
五
〇
条
、

李
方
子
録
（
Ⅰ277

）「
慮
、
是
思
之
重
復
詳
審
者
。」『
語
類
』
巻

一
四
、一
五
四
条
、
潘
履
孫
録
（
Ⅰ277

）「
慮
、
謂
會
思
量
事
。
凡
思
天
下

之
事
、莫
不
各
得
其
當
、是
也
。」『
語
類
』
巻
一
四
、一
五
九
条
、陳
芝
録
（
Ⅰ

278

）「
曰
。
慮
是
思
之
周
密
處
。」

（
4
）「
聖
人
下
得
言
語
恁
地
鎮
重
」  

「
下
得
言
語
」
の
「
得
」
は
、
リ
ズ
ム
上
か

ら
添
え
ら
れ
た
語
で
意
味
は
な
い
。
三
浦
國
雄
『「
朱
子
語
類
」
抄
』
三
四

頁
参
照
。「
下
言
語
」
は
「
文
字
で
表
現
す
る
」。『
語
類
』
卷
五
七
、二
六
条
、

記
録
者
名
欠
（
Ⅳ1345

）「
曰
。
看
他
説
意
思
自
別
。
孟
子
之
意
是
欲
見
其

曲
折
而
詳
言
之
、
尹
先
生
之
言
是
姑
舉
其
首
尾
而
略
言
之
。
自
孟
子
後
、
更

無
人
會
下
這
般
言
語
。」『
語
類
』
巻
八
五
、七
条
、陳
文
蔚
録
（
Ⅵ2194

）「
只

是
儀
禮
有
士
相
見
禮
、
禮
記
卻
無
士
相
見
義
。
後
來
劉
原
父
補
成
一
篇
。
文

蔚
問
。
補
得
如
何
。
曰
。
他
亦
學
禮
記
下
言
語
、只
是
解
他
儀
禮
。」「
下
言
語
」

に
類
似
す
る
表
現
と
し
て
「
下
字
」
が
有
る
。『
語
類
』
巻
一
四
、一
七
条
、

陳
淳
録
（
Ⅰ251

）「
大
學
一
字
不
胡
亂
下
、亦
是
古
人
見
得
這
道
理
熟
。」『
語

類
』
巻
一
九
、四
四
条
、
徐

録
（
Ⅱ437

）「
論
語
愈
看
愈
見
滋
味
出
。
若

欲
草
草
去
看
、
儘
説
得
通
、
恐
未
能
有
益
。
凡
看
文
字
、
須
看
古
人
下
字
意

〔
注
〕

（
1
）「
能
慮
、
則
隨
事
觀
理
、
極
深
研
幾
。」　
『
或
問
』「
能
慮
、
則
隨
事
觀
理
、

極
深
研
幾
、
無
不
各
得
其
所
止
之
地
而
止
之
矣
。」「
隨
事
觀
理
」
は
程
伊
川

の
言
葉
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
二
五
、
伊
川
先

生
語
一
一
、
暢
潛
道
録
「
隨
事
觀
理
、
而
天
下
之
理
得
矣
。
天
下
之
理
得
、

然
後
可
以
至
於
聖
人
。」
朱
子
は
「
即
事
觀
理
」
と
も
い
う
。『
或
問
』「
故

致
知
之
道
、
在
乎
即
事
觀
理
以
格
夫
物
。」『
周
易
』
繫
辭
上
傳
「
夫
易
、
聖

人
之
所
以
極
深
而
研
幾
也
。」
朱
注
「
研
猶
審
也
。
幾
、微
也
。
所
以
極
深
者
、

至
精
也
。
所
以
研
幾
者
、
至
變
也
。」
な
お
、『
或
問
』
の
こ
の
「
極
深
研
幾
」

と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
弟
子
に
表
現
が
穏
当
で
は
な
い
の
で
は
、
と
す
る

疑
問
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。『
語
類
』
巻
一
四
、一
四
六

条
、
銭
木
之
録
（
Ⅰ276

）「
子
升
問
。
知
止
與
能
慮
、
先
生
昨
以
比
易
中
深

與
幾
、
或
問
中
卻
兼
下
極
深
研
幾
字
、
覺
未
穩
。
曰
。
當
時
下
得
也
未
仔
細
。

要
之
、
只
著
得
研
幾
字
。」

（
2
）「
到
這
處
、
又
更
須
審
一
審
」　

こ
の
「
審
」
は
「
研
幾
」
の
「
研
」
の
同

意
語
で
あ
ろ
う
。『
語
類
』
巻
一
四
、一
六
三
条
、
銭
木
之
録
（
Ⅰ280
）「
子

升
問
知
止
能
慮
之
別
。
曰
。
知
止
、
是
知
事
物
所
當
止
之
理
。
到
得
臨
事
、

又
須
研
幾
審
處
、
方
能
得
所
止
。」
ま
た
前
注
参
照
。「 

動
詞 

」＋「
一
」＋ 

動
詞 

」
は
「
ち
ょ
っ
と
〜
す
る
」
の
意
。『
語
類
』
巻
一
四
、一
六
一
条
、
楊

道
夫
録
（
Ⅰ279

）「
問
。
定
靜
安
矣
、
如
之
何
而
復
有
慮
。
曰
。
慮
是
事
物

之
來
、
略
審
一
審
。」『
語
類
』
巻
九
、六
八
条
、
楊
驤
録
（
Ⅰ158

）「
理
㑹

道
理
、
到
衆
説
紛
然
處
、
却
好
定
著
精
神
、
看
一
看
。」『
語
類
』
巻

六
二
、九
四
条
、
林
賜
録
（
Ⅳ1503

）「
公
莫
看
得
戒
謹
恐
懼
太
重
了
。
此
只



一
〇
四

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

36
条安

卿
問
。
知
止
是
始
、
能
得
是
終
。
或
問
言
非
有
等
級
之
相
懸
、
何
也
。

曰
。
也
不
是
無
等
級
、中
間
許
多
只
是
小
階
級
、無
那
大
階
級
。
如
志
學
至
從
心
、

中
間
許
多
便
是
大
階
級
、
步
却
闊
。
知
止
至
能
得
、
只
如
志
學
至
立
相
似
、
立
至

不
惑
相
似
。
定
靜
安
皆
相
類
、
只
是
中
間
細
分
別
恁
地
。

問
。
到
能
得
處
、
是
學
之
大
成
、
抑
後
面
更
有
工
夫
。

曰
。
在
己
已
盡
了
、
更
要
去
齊
家
治
國
平
天
下
、
亦
只
是
自
此
推
去
。　

〔
校
勘
〕

○
「
也
不
是
無
等
級
」　

朝
鮮
古
写
本
は
こ
の
六
字
が
見
え
な
い
。

○
「
只
是
小
階
級
」　

萬
暦
本
、呂
留
良
本
、伝
経
堂
本
、和
刻
本
は
「
只
」
を
「
定
」

に
作
る
。

○
「
只
如
志
學
至
立
相
似
、
立
至
不
惑
相
似
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
立
」
で
は
な

く
「
而
立
」
に
作
り
、「
只
如
志
學
至
而
立
相
似
、
而
立
至
不
惑
相
似
」
と
な
っ

て
い
る
。

○
「
在
己
」　

成
化
本
、
呂
留
良
本
、
和
刻
本
は
「
己
」
を
「
巳
」
に
作
る
。

○
「

」　

朝
鮮
古
写
本
は
「

」（
記
録
者
名
＝
徐

）
を
「
淳
」（
陳
淳
）
に

作
る
。

〔
訳
〕陳

淳
（
字
は
安
卿
）
が
お
尋
ね
し
た
。「「
知
止
」
は
初
め
で
あ
り
、「
能
得
」

は
終
わ
り
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
『
或
問
」
に
「
等
級
の
相
懸
た
る
有
る
に
非
ず
」

思
是
如
何
。
且
如
前
輩
作
文
、一
篇
中
須
看
它
用
意
在
那
裏
。」「
鎮
重
」は「
丁

重
」「
丁
寧
」
の
意
。「
鄭
重
」
と
も
い
う
。『
語
類
』
巻
六
三
、一
四
四
条
、

葉
賀
孫
録
（
Ⅳ1555

）「
曰
。
某
嘗
言
左
氏
不
是
儒
者
、
只
是
箇
曉
事
該
博
、

會
做
文
章
之
人
。
若
公
穀
二
子
、
卻
是
箇
不
曉
事
底
儒
者
、
故
其
説
道
理
及

禮
制
處
不
甚
差
、
下
得
語
恁
地
鄭
重
。（
原
注
：
廣
錄
云
、
只
是
説
得

鄭
重
滯
泥
、
正
如
世
俗
所
謂
山
東
學
究
是
也
。）」

（
5
）「
重
三
疊
四
」　

重
複
、
繰
り
返
す
。『
語
類
』
巻
八
〇
、六
条
、
陳
文
蔚
録

（
Ⅵ2066

）「
詩
、
人
只
見
他
恁
地
重
三
疊
四
説
、
將
謂
是
無
倫
理
次
序
、
不

知
他
一
句
不
胡
亂
下
。」『
語
類
』
巻
一
一
八
、五
二
条
、
訓
楊
與
立
・
劉
黻

（
Ⅶ2852

）「
先
生
誨
與
立
等
曰
…
又
曰
。
經
書
中
所
言
只
是
這
一
箇
道
理
、

都
重
三
疊
四
説
在
裏
、
只
是
許
多
頭
面
出
來
。」

（
6
）「
不
若
今
人
只
説
一
下
便
了
」　
「
不
若
」
は
現
代
語
の
「
不
像
」
の
意
。「
一

下
」
は
「
一
回
」
の
意
。「
便
了
」
は
そ
れ
で
お
し
ま
い
、
そ
れ
で
お
わ
り
、

そ
れ
で
よ
し
と
す
る
。「
便
休
」
と
も
い
う
。『
語
類
』
巻
一
四
、一
一
三
条
、

葉
賀
孫
録
（
Ⅰ270

）「
明
德
新
民
、
二
者
皆
要
至
於
極
處
。
明
德
不
是
只
略

略
地
明
得
便
了
、
新
民
不
是
只
略
略
地
新
得
便
休
、
須
是
要
止
於
極
至
處
。」

（
7
）「
此
聖
人
所
以
爲
聖
人
」　
『
孟
子
』公
孫
丑
上「
曰
。
然
則
有
同
與
。
曰
。
有
。

得
百
里
之
地
而
君
之
、
皆
能
以
朝
諸
侯
有
天
下
。
行
一
不
義
、
殺
一
不
辜
而

得
天
下
、
皆
不
為
也
。
是
則
同
。」
朱
注
「
有
、
言
有
同
也
。
以
百
里
而
王

天
下
、德
之
盛
也
。
行
一
不
義
、殺
一
不
辜
而
得
天
下
有
所
不
為
、心
之
正
也
。

聖
人
之
所
以
為
聖
人
、
其
根
本
節
目
之
大
者
、
惟
在
於
此
。
於
此
不
同
、
則

亦
不
足
以
為
聖
人
矣
。」



一
〇
五

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

る
。

（
2
）「
知
止
是
始
、
能
得
是
終
」　
『
大
学
章
句
』
経
「
知
止
而
后
有
定
、
定
而
后

能
靜
、
靜
而
后
能
安
、
安
而
后
能
慮
、
慮
而
后
能
得
。」

（
3
）「
或
問
言
非
有
等
級
之
相
懸
」　
『
或
問
』「
其
間
四
節
、
蓋
亦
推
言
其
所
以

然
之
故
、有
此
四
者
、非
如
孔
子
之
志
學
以
至
從
心
、孟
子
之
善
信
以
至
聖
神
、

實
有
等
級
之
相
懸
、
為
終
身
經
歷
之
次
序
也
。」「
等
級
」
は
段
階
、
階
梯
、

段
差
。『
語
類
』
巻
一
四
、三
条
、
徐

録
（
Ⅰ249

）「
大
學
一
篇
有
等
級
次

第
、
總
作
一
處
、
易
曉
、
宜
先
看
。」『
語
類
』
巻
一
五
、一
四
一
条
、
黃
榦

録
（
Ⅰ309

）「
大
學
明
明
德
於
天
下
以
上
、
皆
有
等
級
。
到
致
知
格
物
處
、

便
較
親
切
了
、
故
文
勢
不
同
。
不
曰
致
知
者
先
格
其
物
、
只
曰
致
知
在
格
物

也
。」

（
4
）「
小
階
級
」「
大
階
級
」　
「
階
級
」
は
前
文
の
「
等
級
」
と
と
も
に
、
段
階
、

階
梯
、
段
差
の
意
。『
語
類
』
巻
一
〇
三
、一
二
条
、
黃
榦
録
（
Ⅶ2602

）「
若

只
靠
著
靜
後
聽
他
自
長
進
、
便
卻
不
得
。
然
為
學
自
有
許
多
階
級
、
不
可
不

知
也
。」

（
5
）「
如
志
學
至
從
心
、
中
間
許
多
便
是
大
階
級
、
步
却
闊
。」　
『
論
語
』「
為
政
」

篇
「
子
曰
。
吾
十
有
五
而
志
于
學
、
三
十
而
立
、
四
十
而
不
惑
、
五
十
而
知

天
命
、
六
十
而
耳
順
、
七
十
而
從
心
所
欲
、
不
踰
矩
。」『
語
類
』
巻

二
三
、一
〇
五
条
、
呂
燾
録
（
Ⅱ558

）「
問
十
五
志
學
章
。
曰
。
這
一
章
若

把
做
學
者
功
夫
等
級
分
明
、
則
聖
人
也
只
是
如
此
。
但
聖
人
出
於
自
然
、
做

得
來
較
易
。」「
步
闊
」
は
「
歩
幅
が
広
い
」
の
意
。『
語
類
』
巻
四
九
、二
七
条
、

陳
淳
録
（
Ⅳ1203

）「
如
升
階
、
升
第
一
級
了
、
便
因
這
一
級
進
到
第
二
級
、

又
因
第
三
級
進
到
四
級
。
只
管
恁
地
挨
將
去
、
只
管
見
易
、
不
見
其
難
、
前

と
述
べ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。」

先
生
「
段
差
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
中
に
た
だ
小
さ
な
段
差
が
多
く

あ
る
に
す
ぎ
ず
、大
き
な
段
差
は
な
い
。
例
え
ば
、（『
論
語
』
為
政
篇
の
）「
志
学
」

か
ら
「
從
心
」
に
至
る
ま
で
の
多
く
（
の
道
の
り
）
は
、
大
き
な
段
差
で
あ
っ
て
、

そ
の
歩
幅
は
広
い
。「
知
止
」
か
ら
「
能
得
」
ま
で
は
、ま
さ
に
「
志
学
」
か
ら
「
而

立
」
ま
で
の
よ
う
で
あ
り
、「
而
立
」
か
ら
「
不
惑
」
ま
で
の
よ
う
で
あ
る
。
定
・

靜
・
安
の
三
者
は
み
な
類
似
し
、
た
だ
そ
の
中
に
そ
の
よ
う
な
細
か
い
区
別
が
あ

る
の
だ
。」

質
問
し
た
。「「
能
得
」の
と
こ
ろ
に
至
れ
ば
、学
問
の
大
成
と
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

或
い
は
そ
の
後
さ
ら
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。」

先
生
「
自
分
に
お
い
て
は
す
で
に
十
分
だ
が
、
さ
ら
に
斉
家
・
治
国
・
平
天
下

を
す
る
べ
き
だ
。
こ
れ
も
た
だ
自
分
自
身
か
ら
推
し
広
め
て
い
く
だ
け
だ
。」　

徐

録
〔
注
〕

（
1
）「
安
卿
」　

陳
淳
の
字
。『
朱
子
語
録
姓
氏
』所
収
。
校
勘
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

朝
鮮
古
写
本
で
は
本
条
の
記
録
者
を
徐

で
は
な
く
、
陳
淳
と
す
る
。
あ
と

で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
条
の
「
問
。
到
能
得
處
」
以
降
の
部
分
は
、
現
行

本
の
巻
一
四
に
陳
淳
録
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
陳
淳

と
徐

の
両
人
の
同
内
容
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
田
中
謙

二
『
朱
門
弟
子
師
事
年
攷
』
に
よ
る
と
、
徐

と
陳
淳
と
の
同
席
の
時
期
は

紹
煕
元
年
（
一
一
九
〇
）
十
一
月
か
ら
翌
二
年
（
一
一
九
一
）
二
月
の
間
で
、

僅
か
三
ヶ
月
間
の
み
で
あ
る
。
本
条
は
ま
さ
に
そ
の
間
の
も
の
と
考
え
ら
れ
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〔
校
勘
〕

○
「
而
止
之
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
止
」
を
「
上
」
に
誤
る
。

○
「
修
身
」　

成
化
本
、朝
鮮
古
写
本
は
「
修
」
を
「
脩
」
に
作
る
。（
以
下
同
じ
。）

○
「
但
以
」　

和
刻
本
は
「
但
」
を
「
伹
」
に
誤
る
。

○
「
惟
能
」　

朝
鮮
整
版
本
は
「
惟
」
を
「
爲
」
に
作
り
、巻
末
の
「
考
異
」
に
「
爲

一
作
惟
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

○
「

」　

朝
鮮
古
写
本
は
「

」（
記
録
者
名
＝
徐

）
を
割
注
で
「
淳
○

同
」

に
作
る
。

〔
訳
〕質

問
し
た
。「『
或
問
』
に
「
誠
意
よ
り
以
て
平
天
下
に
至
る
ま
で
、
夫
の
至
善

を
得
て
之
に
止
ま
ら
ん
こ
と
を
求
む
る
所
以
な
り
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ

に
よ
る
と
、「
能
得
」
と
は
既
に
斉
家
・
治
国
の
こ
と
を
も
含
め
て
説
い
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
ま
た
一
昨
日
の
夜
に
「
能
得
」
の
後
、「
さ
ら
に
斉
家
・

治
国
・
平
天
下
を
す
べ
き
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
か
。」

先
生
「
修
身
に
つ
い
て
言
う
と
、
す
で
に
十
分
だ
よ
ね
。
し
か
し
な
が
ら
、
明

明
徳
に
つ
い
て
言
う
と
、
自
分
に
お
い
て
も
尽
く
さ
な
い
と
こ
ろ
は
な
く
、
万
物

の
道
に
お
い
て
理
も
尽
く
さ
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
（
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）。
例
え
ば
、「
至
誠
」（
な
る
こ
と
）
が
よ
く
そ
の
（
賦
与
さ
れ
る
天
命
の
）

性
を
尽
く
し
、
た
だ
そ
の
性
を
尽
く
せ
ば
、
万
物
の
道
理
を
も
尽
く
さ
な
い
こ
と

が
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
、（
我
が
）
性
を
尽
く
せ
ば
、た
だ
ち
に
人
の
性
を
尽
く
し
、

人
の
性
を
尽
く
せ
ば
、
た
だ
ち
に
物
の
性
を
尽
く
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。」　

徐

録

面
遠
處
只
管
會
近
。
若
第
一
級
便
要
跳
到
第
三
級
、
舉
步
闊
了
便
費
力
、
只

管
見
難
、只
管
見
遠
。」『
語
類
』
巻
八
五
、二
五
条
、沈
僩
録
（
Ⅵ2197

）「
問

聘
禮
所
言
「
君
行
一
、
臣
行
二
」
之
義
。
曰
。
君
行
步
闊
而
遲
、
臣
行
步
狹

而
疾
、
故
君
行
一
步
而
臣
行
兩
步
、
蓋
不
敢
同
君
之
行
而
踐
其
跡
也
。」

（
6
）「
知
止
至
能
得
、只
如
志
學
至
立
相
似
、立
至
不
惑
相
似
」　

こ
の
場
合
の
「
只

如
」
は
現
代
語
の
「
就
像
」
の
意
。「
志
學
」「
立
」「
不
惑
」
に
つ
い
て
は

前
注
参
照
。

（
7
）「
問
。
到
能
得
處
、
是
學
之
大
成
、
抑
後
面
更
有
工
夫
。」
云
　々
『
語
類
』

巻
一
四
、一
五
二
条
、陳
淳
録
（
Ⅰ277
）「
問
。
到
能
得
處
、學
之
工
夫
盡
否
。

曰
。
在
己
之
功
亦
備
矣
。
又
要
明
明
德
於
天
下
、
不
止
是
要
了
自
家
一
身
。」

こ
の
よ
う
に
、
本
条
の
後
半
は
、『
語
類
』
巻
一
四
に
陳
淳
録
と
し
て
収
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

古
之
欲
明
明
德
於
天
下
一
段

37
条問

。
或
問
自
誠
意
以
至
於
平
天
下
、
所
以
求
得
夫
至
善
而
止
之
、
是
能
得
已
包

齊
家
治
國
説
了
。
前
晚
何
故
又
云
、
能
得
後
、
更
要
去
齊
家
治
國
平
天
下
。

曰
。
以
修
身
言
之
、
都
已
盡
了
。
但
以
明
明
德
言
之
、
在
己
無
所
不
盡
、
萬
物

之
理
亦
無
所
不
盡
。
如
至
誠
惟
能
盡
性
、
只
盡
性
時
、
萬
物
之
理
都
無
不
盡
了
。

故
盡
其
性
便
盡
人
之
性
、
盡
人
之
性
便
盡
物
之
性
。　



一
〇
七

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

各
親
其
親
、各
長
其
長
、而
天
下
無
不
平
矣
。
明
德
之
功
、果
能
若
是
、不
亦
善
乎
。

然
以
堯
舜
之
聖
、
閨
門
之
內
、
或
未
盡
化
、
況
謂
天
下
之
大
、
能
服
堯
舜
之
化
而

各
明
其
德
乎
。

曰
。
大
學
明
明
德
於
天
下
、
只
是
且
説
箇
規
模
如
此
。
學
者
須
是
有
如
此
規
模
、

却
是
自
家
本
來
合
如
此
、
不
如
此
、
便
是
欠
了
他
底
。

且
如
伊
尹
思
匹
夫
不
被
其
澤
、
如
己
推
而
納
之
溝
中
。
伊
尹
也
只
大
概
要
恁
地
、

又
如
何
使
得
無
一
人
不
被
其
澤
。
又
如
説
比
屋
可
封
、
也
須
有
一
家
半
家
不
恁
地

者
。
只
是
見
得
自
家
規
模
自
當
如
此
、
不
如
此
不
得
。
到
得
做
不
去
處
、
却
無
可

奈
何
。

規
模
自
是
著
恁
地
、
工
夫
便
却
用
寸
寸
進
。
若
無
規
模
・
次
第
、
只
管
去
細
碎

處
走
、
便
入
世
之
計
功
謀
利
處
去
。
若
有
規
模
而
又
無
細
密
工
夫
、
又
只
是
一
箇

空
規
模
。
外
極
規
模
之
大
、
內
推
至
於
事
事
物
物
處
、
莫
不
盡
其
工
夫
、
此
所
以

爲
聖
賢
之
學
。　

道
夫

〔
校
勘
〕

○
「
明
德
之
功
」　

朝
鮮
古
写
本
は
こ
の
前
に
「
伯
羽
謂
」
の
三
字
が
あ
る
。

○
「
大
学
明
明
德
」　

和
刻
本
は
「
明
德
」
の
二
文
字
を
割
注
と
な
っ
て
い
る
。

○
「
大
概
」　

成
化
本
、
萬
暦
本
、
呂
留
良
本
、
伝
経
堂
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
朝

鮮
整
版
本
、
和
刻
本
は
「
概
」
を
「

」
に
作
る
。

○
「
奈
何
」　

萬
暦
本
、
呂
留
良
本
、
伝
経
堂
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
和
刻
本
は
「
奈
」

を
「
柰
」
に
作
る
。

○
「
規
模
自
是
著
恁
地
」 

成
化
本
、
萬
暦
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
和
刻
本
は
「
著
」

を
「
着
」
に
作
る
。

〔
注
〕

（
1
）「
或
問
自
誠
意
以
至
於
平
天
下
、
所
以
求
得
夫
至
善
而
止
之
」　
『
大
学
或
問
』

「
格
物
致
知
誠
意
正
心
修
身
者
、
明
明
德
之
事
也
。
齊
家
治
國
平
天
下
者
、

新
民
之
事
也
。
格
物
致
知
所
以
求
知
至
善
之
所
在
、
自
誠
意
以
至
於
平
天
下
、

所
以
求
得
夫
至
善
而
止
之
也
。」

（
2
）「
前
晚
何
故
又
云
、能
得
後
、更
要
去
齊
家
治
國
平
天
下
。」　
「
前
晩
」
は
「
一

昨
夜
」
の
意
。
校
勘
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
朝
鮮
古
写
本
は
記
録
者
を
陳
淳

と
し
、
徐

の
記
録
内
容
と
同
じ
だ
と
す
る
。
同
様
に
陳
淳
と
徐

と
同
席

の
前
条
に
「
在
己
已
盡
了
、
更
要
去
齊
家
治
國
平
天
下
、
亦
只
是
自
此
推
去
」

が
見
え
る
か
ら
、
本
条
の
「
前
晚
」
云
々
は
ま
さ
に
前
条
の
こ
と
を
指
し
、

本
条
は
そ
の
翌
翌
日
の
記
録
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）「
如
至
誠
惟
能
盡
性
」
云
　々
『
中
庸
章
句
』
第
二
二
章
「
唯
天
下
至
誠
、

爲
能
盡
其
性
、能
盡
其
性
、則
能
盡
人
之
性
、能
盡
人
之
性
、則
能
盡
物
之
性
、

能
盡
物
之
性
、
則
可
以
贊
天
地
之
化
育
、
可
以
贊
天
地
之
化
育
、
則
可
以
與

天
地
參
矣
。」
朱
注
「
天
下
至
誠
、
謂
聖
人
之
德
之
實
、
天
下
莫
能
加
也
。

盡
其
性
者
徳
無
不
實
、
故
無
人
欲
之
私
、
而
天
命
之
在
我
者
、
察
之
由
之
、

巨
細
精
粗
、
無
毫
髪
之
不
盡
也
。
人
物
之
性
、
亦
我
之
性
、
但
以
所
賦
形
氣

不
同
而
有
異
耳
。
能
盡
之
者
、
謂
知
之
無
不
明
而
處
之
無
不
當
也
…
此
自
誠

而
明
者
之
事
也
。」

38
条蜚

卿
言
。
或
問
云
人
皆
有
以
明
其
明
德
、則
各
誠
其
意
、各
正
其
心
、各
修
其
身
、



一
〇
八

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

か
は
き
っ
と
あ
る
も
の
だ
。
た
だ
自
己
の
枠
組
み
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
で
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
も
し
（
そ
の

枠
組
み
の
完
遂
を
目
指
し
て
努
力
し
て
）
や
っ
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
な
ら
仕
方

な
い
の
だ
。

枠
組
み
は
当
然
そ
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
工
夫
は
少
し
ず
つ
段
階
的
に
進

め
て
い
く
べ
き
だ
。
も
し
も
枠
組
み
や
順
序
が
な
い
ま
ま
に
、
ひ
た
す
ら
細
か
い

と
こ
ろ
に
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
け
ば
、
世
間
に
あ
り
が
ち
な
功
利
打
算
に
陥
っ
て

し
ま
う
。
逆
に
た
と
え
枠
組
み
が
あ
っ
て
も
、
綿
密
な
工
夫
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ

は
た
だ
の
空
虚
な
規
模
に
過
ぎ
な
い
。
外
に
は
そ
の
枠
組
み
は
壮
大
を
極
め
て
、

中
に
は
天
下
の
事
事
物
物
に
ま
で
推
し
拡
げ
て
い
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
夫
は
必
ず

そ
の
極
言
ま
で
尽
く
す
。
こ
れ
こ
そ
聖
賢
の
学
た
る
所
以
で
あ
る
。」　

楊
道
夫
録

〔
注
〕

（
1
）「
蜚
卿
」 

童
伯
羽
の
字
。『
朱
子
語
録
姓
氏
』
所
収
。
田
中
謙
二
『
朱
門
弟
子

師
事
年
攷
』
に
よ
れ
ば
、
童
伯
羽
の
師
事
期
は
淳
煕
十
六
年
（
一
一
八
九
）

よ
り
紹
煕
二
年
（
一
一
九
一
）
に
至
る
と
す
る
。
本
条
の
記
録
者
で
あ
る
楊

道
夫
と
は
親
し
い
関
係
に
あ
り
、
田
中
氏
は
「
崇
安
の
朱
門
に
楊
道
夫
と
師

事
し
た
童
伯
羽
は
、
そ
の
記
録
年
（
一
一
九
〇
）
に
、
相
伴
っ
て
漳
州
の
朱

門
に
学
ん
だ
ら
し
い
」と
指
摘
し
て
い
る
。
田
中
謙
二『
朱
門
弟
子
師
事
年
攷
』

一
二
五
〜
一
二
六
頁
参
照
。

（
2
）「
或
問
云
人
皆
有
以
明
其
明
德
…
而
天
下
無
不
平
矣
。」　
『
大
学
或
問
』「
所

謂
明
明
德
於
天
下
者
、
自
明
其
明
德
而
推
以
新
民
、
使
天
下
之
人
皆
有
以
明

其
明
德
也
。
人
皆
有
以
明
其
明
德
、
則
各
誠
其
意
、
各
正
其
心
、
各
修
其
身
、

○
「
細
密
」　

成
化
本
、
萬
暦
本
は
「
密
」
を
「
宻
」
に
作
る
。

〔
訳
〕童

伯
羽
（
字
は
蜚
卿
）
が
お
尋
ね
し
た
。「『
或
問
』
に
「
人
皆
な
以
て
其
の
明

德
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
各
お
の
其
の
意
を
誠
に
し
、
各
お
の
其

の
心
を
正
し
く
し
、
各
お
の
其
の
身
を
修
め
、
各
お
の
其
の
親
を
親
と
し
、
各
お

の
其
の
長
を
長
と
す
れ
ば
、
天
下
平
か
な
ら
ざ
る
こ
と
無
し
。」
と
述
べ
て
お
り
、

も
し
徳
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
效
果
が
本
当
に
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
何
と
よ

い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
尭
・
舜
の
よ
う
な
聖
人
で
も
、
一
門

の
家
族
た
ち
す
べ
て
を
感
化
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
ま
し

て
や
広
い
天
下
の
人
々
が
、
尭
・
舜
の
教
化
を
受
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
明
徳
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
し
ょ
う
か
。」

先
生
が
言
わ
れ
た
。「『
大
学
』「
明
德
を
天
下
に
明
ら
か
に
す
」
る
の
は
、
た

だ
ひ
と
ま
ず
（
学
問
の
）
枠
組
み
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
お

い
た
の
で
あ
る
。
学
ぶ
者
は
ぜ
ひ
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
有
す
る
よ
う
に
す
べ
き

で
、
し
か
も
こ
れ
は
自
分
が
本
来
そ
う
で
あ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
で
な

い
と
、（
本
来
性
が
）
欠
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
伊
尹
が
庶
民
の
一
人
で
も
（
尭
舜
が
与
え
た
よ
う
な
）
恩
沢
を
受
け

な
い
者
が
あ
る
と
、
自
分
が
彼
ら
を
溝
の
中
に
突
き
落
と
し
た
か
の
よ
う
に
（
責

任
を
）
感
じ
た
の
で
あ
る
。
伊
尹
も
お
お
む
ね
そ
う
あ
り
た
い
と
考
え
た
ま
で
の

こ
と
で
あ
っ
て
、
が
、
そ
の
恩
沢
を
被
ら
な
い
者
は
只
の
一
人
も
い
な
い
、
な
ど

と
い
う
こ
と
が
（
現
実
に
）
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
。
ま
た
、「
比
屋
し
て
封
ず

可
し
」
と
は
い
う
も
の
の
、
報
ず
る
に
は
値
し
な
い
よ
う
な
家
も
、
一
軒
か
半
軒



一
〇
九

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

も
丹
朱
の
よ
う
な
不
肖
子
で
あ
っ
た
。『
孟
子
』「
萬
章
」
上
「
丹
朱
之
不
肖
、

舜
之
子
亦
不
肖
。」『
史
記
』
巻
一
「
五
帝
本
紀
」「
舜
子
商
均
亦
不
肖
、
舜

乃
豫
薦
禹
於
天
。」

（
4
）「
曰
。
大
學
明
明
德
於
天
下
、
只
是
且
説
箇
規
模
如
此
。」　
「
規
模
」
は
、

規
模
、
ス
ケ
ー
ル
、
枠
組
み
、
骨
組
み
。『
語
類
』
巻
一
四
、三
条
、
徐

録

（
Ⅰ249

）「
某
要
人
先
讀
大
學
、
以
定
其
規
模
。」

（
5
）「
學
者
須
是
有
如
此
規
模
、
却
是
自
家
本
來
合
如
此
」　
「
須
是
」
は
ぜ
ひ
…
。

「
是
」
は
接
尾
辞
。「
却
是
」
は
「
か
え
っ
て
」
の
意
。「
是
」
は
接
尾
辞
。

大
田
辰
夫
『
新
訂　

中
国
歴
代
口
語
文
』
九
九
頁
参
照
。「
自
家
」
は
現
代

語
の
「
自
己
」。
一
人
称
を
表
す
。
接
尾
辞
「
家
」
を
伴
っ
て
人
称
を
表
す

語
法
は
、
魏
晋
南
北
朝
期
か
ら
用
い
ら
れ
る
。『
朱
子
語
類
訳
注
』
巻

一
五
、一
三
二
頁
参
照
。「
合
」
は
現
代
語
の
「
該
」「
応
該
」
と
同
じ
く
「
す

べ
き
だ
」
の
意
。

（
6
）「
便
是
欠
了
他
底
」　
「
欠
」
は
他
動
詞
、「
他
底
」
は
目
的
語
。『
語
類
』
巻

二
五
、七
八
条
、
呂
燾
録
（
Ⅱ620

）「
曰
。
若
只
據
自
家
以
為
有
便
有
、
無

便
無
、
如
此
卻
是
私
意
了
。
這
箇
乃
是
自
家
欠
了
他
底
、
蓋
是
自
家
空
在
這

裏
祭
、誠
意
卻
不
達
於
彼
、便
如
不
曾
祭
相
似
。」『
語
類
』
巻
四
一
、三
五
条
、

周
謨
録
（
Ⅲ1051

）「
如
説
「
反
身
而
誠
、
樂
莫
大
焉
」、
所
謂
誠
者
、
必
須

實
能
盡
得
此
理
。
仁
義
禮
智
、
無
一
些
欠
闕
他
底
、
如
何
不
樂
。」『
語
類
』

巻
五
二
、八
六
条
、
陳
文
蔚
録
（
Ⅳ1249

）「
文
蔚
問
。
塞
天
地
莫
只
是
一
箇

無
虧
欠
否
。
曰
。
他
本
自
無
虧
欠
、只
為
人
有
私
曲
、便
欠
卻
他
底
。」『
語
類
』

巻
六
〇
、七
一
条
、
林
恪
録
（
Ⅳ1435

）「「
反
身
而
誠
」、
見
得
本
具
是
理
、

而
今
亦
不
曾
虧
欠
了
他
底
。」

各
親
其
親
、
各
長
其
長
、
而
天
下
無
不
平
矣
。」『
孟
子
』「
離
婁
」
上
「
孟

子
曰
。
道
在
爾
而
求
諸
逺
、
事
在
易
而
求
諸
難
。
人
人
親
其
親
、
長
其
長
、

而
天
下
平
。」
朱
注
「
親
長
在
人
為
甚
爾
、
親
之
長
之
在
人
為
甚
易
、
而
道

初
不
外
是
也
。
舍
此
而
他
求
、
則
遠
且
難
、
而
反
失
之
。
但
人
人
各
親
其
親
、

各
長
其
長
、
則
天
下
自
平
矣
。」

（
3
）「
然
以
堯
舜
之
聖
、
閨
門
之
內
、
或
未
盡
化
」　

朱
子
「
中
庸
章
句
序
」「
夫

堯
舜
禹
、
天
下
之
大
聖
也
。」『
礼
記
』
学
記
「
是
故
樂
在
宗
廟
之
中
、
君
臣

上
下
同
聽
之
、
則
莫
不
和
敬
…
在
閨
門
之
内
、
父
子
兄
弟
同
聽
之
、
則
莫
不

和
親
。」
尭
は
息
子
の
丹
朱
が
不
肖
な
の
で
天
子
の
地
位
を
許
さ
ず
、
舜
に

禅
譲
し
た
。『
尚
書
』「
益
稷
」「
無
若
丹
朱
傲
、惟
慢
遊
是
好
。」
孔
伝
「
丹
朱
、

堯
子
、
舉
以
戒
之
。」『
尚
書
大
伝
』
虞
夏
伝
「
堯
為
天
子
、
丹
朱
為
太
子
、

舜
為
左
右
。
堯
知
丹
朱
之
不
肖
、
必
將
壞
其
宗
廟
、
滅
其
社
稷
、
而
天
下
同

賊
之
。
故
堯
推
尊
舜
、
而
尙
之
屬
諸
侯
焉
、
致
天
下
於
大
麓
之
野
。」
舜
の

両
親
と
弟
と
は
道
徳
的
欠
点
が
著
し
く
、
舜
は
彼
ら
を
感
化
さ
せ
た
と
い
う
。

『
尚
書
』「
堯
典
」「
岳
曰
。（
舜
）
瞽
子
、
父
頑
、
母
嚚
、
象
傲
。
克
諧
以
孝
、

烝
烝
乂
、
不
格
姦
。」
孔
伝
「
無
目
曰
瞽
。
舜
父
有
目
、
不
能
分

好
惡
、

故
時
人
謂
之
瞽
、配
字
曰

。

、無
目
之
稱
。
心
不
則
德
義
之
經
爲
頑
。
象
、

舜
弟
之
字
。
傲
慢
不
友
。
言
並
惡
。」『
孟
子
』「
萬
章
」
上
「
萬
章
曰
。
父

母
使
舜
完
廩
、
捐
階
、
瞽

焚
廩
。
使
浚
井
、
出
、
從
而
揜
之
。
象
曰
。
謨

蓋
都
君
咸
我
績
。
牛
羊
父
母
、
倉
廩
父
母
、
干
戈
朕
、
琴
朕
、

朕
、
二
嫂

使
治
朕
棲
。
象
往
入
舜
宫
、舜
在
牀
琴
。
象
曰
。
鬱
陶
思
君
爾
。
忸
怩
。
舜
曰
。

惟
兹
臣
庶
、
汝
其
于
予
治
。
不
識
舜
不
知
象
之
將
殺
己
與
。（
孟
子
）
曰
。

奚
而
不
知
也
。
象
憂
亦
憂
、
象
喜
亦
喜
。」
な
お
、
舜
の
息
子
で
あ
る
商
均



一
一
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

國
多
賢
人
、
故
唐
虞
之
時
、
可
比
屋
而
封
、
至
功
成
事
就
、
則
加
賞
焉
。」『
文

選
』
巻
三
五
、張
景
陽
「
七
命
」
八
首
「
下
有
可
封
之
民
、上
有
大
哉
之
君
。」

李
善
注
「『
尚
書
大
傳
』
曰
。
周
人
可
比
屋
而
封
。」『
新
語
』「
無
為
」「
故
曰
。

堯
舜
之
民
、
可
比
屋
而
封
、
桀
紂
之
民
、
可
比
屋
而
誅
者
、
教
化
使
然
也
。」

ま
た
、『
論
衡
』「
率
性
」「
傳
曰
。
堯
舜
之
民
、
可
比
屋
而
封
、
桀
紂
之
民
、

可
比
屋
而
誅
。」「
也
須
有
一
家
半
家
不
恁
地
者
」
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

『
語
類
』
巻
三
三
、六
一
条
、
呂
燾
録
（
Ⅲ843

）「
問
必
也
聖
乎
、
堯
舜
其
猶

病
諸
。
曰
。
此
兩
句
當
連
看
。
蓋
云
便
是
聖
人
、
也
有
做
不
得
處
。
且
如
堯

舜
雖
曰
比
屋
可
封
、
然
在
朝
亦
有
四
凶
之
惡
。」

（
10
）「
只
是
見
得
自
家
規
模
自
當
如
此
、
不
如
此
不
得
」　
「
見
得
」
は
わ
か
る
、

現
れ
る
。「
不
得
」
は
い
け
な
い
。
現
代
語
の
「
不
行
」
の
意
に
近
い
。

（
11
）「
到
得
做
不
去
處
」　
「
做
不
去
」
と
「
做
得
去
」
と
は
よ
く
セ
ッ
ト
で
使
わ

れ
て
い
る
。「
去
」は
可
能
を
表
す
の
に
対
し
て
、「
不
去
」は
不
可
能
を
表
す
。

『
語
類
』
巻
三
四
、一
九
二
条
、
董
銖
録
（
Ⅲ900

）「
須
把
自
身
來
體
取
、
做

得
去
、方
是
無
疑
。
若
做
不
去
、須
要
講
論
。」『
語
類
』
巻
五
二
、一
一
六
条
、

葉
賀
孫
録
（
Ⅳ1259

）「
且
如
今
人
有
氣
魄
、
合
做
事
、
便
做
得
去
。
若
無

氣
魄
、
雖
自
見
得
合
做
事
、
卻
做
不
去
。」

（
12
）「
規
模
自
是
著
恁
地
、
工
夫
便
却
用
寸
寸
進
」　
「
著
」
は
「
須
著
（
着
）」

の
二
文
字
で
「
必
ず
〜
す
べ
き
で
あ
る
」
の
意
を
表
す
が
、
単
独
で
も
「
〜

す
べ
き
で
あ
る
」
の
意
を
表
す
。
張
相
『
詩
詞
曲
語
辭
匯
釋
』（
中
華
書
局
、

三
一
三
頁
）
巻
三
「
著
（
着
）」
十
八
「
着
猶
得
也
、
要
也
。」『
朱
子
語
類

訳
注
』
巻
十
五
、五
六
頁
参
照
。『
語
類
』
巻
一
一
八
、八
一
条
、
沈
僩
録

（
Ⅶ2858

）「
曰
。
如
何
去
討
靜
得
、
有
事
時
須
著
應
…
又
曰
。
不
可
有
厭
煩

（
7
）「
且
如
伊
尹
思
匹
夫
不
被
其
澤
、如
己
推
而
納
之
溝
中
」　
「
且
如
」は
例
え
ば
。

『
孟
子
』「
萬
章
」
上
「（
伊
尹
）
思
天
下
之
民
匹
夫
匹
婦
有
不
被
堯
舜
之
澤
者
、

若
己
推
而
内
之
溝
中
。
其
自
任
以
天
下
之
重
如
此
、
故
就
湯
而
説
之
以
伐
夏

救
民
。」
ま
た
、
同
じ
く
『
孟
子
』「
萬
章
」
上
に
「
孟
子
曰
、
…
伊
尹
耕
於

有
莘
之
野
、
而
樂
堯
舜
之
道
焉
。
非
其
義
也
、
非
其
道
也
、
禄
之
以
天
下
、

弗
顧
也
。
繫
馬
千
駟
、
弗
視
也
。
非
其
義
也
、
非
其
道
也
、
一
介
不
以
與
人
、

一
介
不
以
取
諸
人
。」
と
あ
り
、
伊
尹
は
尭
・
舜
の
道
を
楽
し
む
者
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
成
湯
の
賢
臣
で
あ
る
伊
尹
に
対
す
る
宋
代
の
評
価
は
極
め
て

高
い
。
例
え
ば
、
朱
子
は
「
中
庸
章
句
序
」
で
伊
尹
を
道
統
を
伝
え
る
一
人

と
見
な
し
、「
夫
堯
舜
禹
、
天
下
之
大
聖
也
…
自
是
以
來
、
聖
聖
相
承
。
若

成
湯
・
文
・
武
之
爲
君
、
皋
陶
・
伊
（
尹
）・
傅
（
説
）・
周
・
召
之
爲
臣
、

既
皆
以
此
而
接
夫
道
統
之
傳
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
周
敦
頤
は
伊
尹
・

顏
淵
を
「
大
賢
」
と
し
、『
通
書
』「
志
学
」
に
「
聖
希
天
、賢
希
聖
、士
希
賢
。

伊
尹
・
顏
淵
、
大
賢
也
。
伊
尹
耻
其
君
不
及
堯
舜
、
一
夫
不
得
其
所
、
若
撻

于
市
。
顔
淵
不
遷
怒
、
不
貳
過
、
三
月
不
違
仁
。
志
伊
尹
之
所
志
、
學
顏
子

之
所
學
。
過
則
聖
、及
則
賢
、不
及
則
亦
不
失
於
令
名
。」
と
あ
る
。
こ
の
「
志

伊
尹
之
所
志
、
學
顏
子
之
所
學
」
は
宋
学
者
の
一
種
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
も
み

な
さ
れ
る
。

（
8
）「
又
如
何
使
得
無
一
人
不
被
其
澤
」　
「
使
得
」
は
「
…
と
い
う
結
果
に
な
っ

て
し
ま
う
」、現
代
語
と
同
じ
。
三
浦
国
雄
『「
朱
子
語
類
」
抄
』
五
四
頁
参
照
。

（
9
）「
又
如
説
比
屋
可
封
、
也
須
有
一
家
半
家
不
恁
地
者
」　
「
比
屋
可
封
」
は
、

土
地
や
爵
位
を
（
聖
人
の
教
化
を
受
け
た
家
々
に
対
し
て
）
軒
並
み
に
与
え

る
価
値
が
あ
る
。『
漢
書
』巻
九
九
上「
王
莽
伝
」「
莽
乃
上
奏
曰
。
明
聖
之
世
、
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點
雖
見
得
、
卻
又
不
肯
去
做
到
盡
處
。
且
如
邵
康
節
、
只
緣
他
見
得
如
此
、

便
把
來
做
幾
大
作
弄
、
更
不
加
細
密
工
夫
。
某
嘗
謂
、
曾
子
父
子
正
相
反
。

曾
參
初
頭
都
不
會
、
只
從
頭
自
一
事
一
物
上
做
去
、
及
四
方
八
面
都
做
了
、

卻
到
大
處
。
及
他
見
得
大
處
時
、
其
他
小
處
、
一
一
都
了
也
。
點
合
下
見
得

大
處
、
卻
不
肯
去
做
小
底
、
終
不
及
他
兒
子
也
。」

（
16
）「
又
只
是
一
箇
空
規
模
」　
「
空
規
模
」
は
空
っ
ぽ
の
枠
組
み
の
意
で
、『
語
類
』

で
は
他
に
用
例
が
無
い
。「
空
＋
名
詞
」
の
形
で
比
較
的
よ
く
似
た
語
と
し

て
は
、
例
え
ば
、「
空
殼
子
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。『
語
類
』
巻

一
四
、一
二
条
、
潘
履
孫
録
（
Ⅰ250

）「
大
學
一
書
、
如
行
程
相
似
。
自
某

處
到
某
處
幾
里
、
自
某
處
到
某
處
幾
里
、
識
得
行
程
、
須
便
行
始
得
。
若
只

讀
得
空
殼
子
、
亦
無
益
也
。」

（
17
）「
外
極
規
模
之
大
、
內
推
至
於
事
事
物
物
處
、
莫
不
盡
其
工
夫
」　

朱
子
「
大

学
章
句
序
」「
若
曲
禮
少
儀
内
則
弟
子
職
諸
篇
、
固
小
學
之
支
流
餘
裔
、
而

此
篇
者
、
則
因
小
學
之
成
功
、
以
著
大
學
之
明
法
、
外
有
以
極
其
規
模
之
大
、

而
内
有
以
盡
其
節
目
之
詳
者
也
。」『
語
類
』
巻
一
四
、六
〇
条
、
沈
僩
録

（
Ⅰ259

）「
問
。
外
有
以
極
其
規
模
之
大
、
內
有
以
盡
其
節
目
之
詳
。
曰
。

這
个
須
先
識
得
外
面
一
个
規
模
如
此
大
了
、
而
内
做
工
夫
以
實
之
。
所
謂
規

模
之
大
、
凡
人
為
學
、
便
當
以
明
明
德
新
民
止
於
至
善
及
明
明
德
於
天
下
為

事
、
不
成
只
要
獨
善
其
身
便
了
。
須
是
志
於
天
下
、
所
謂
志
伊
尹
之
所
志
、

學
顏
子
之
所
學
也
。
所
以
大
學
第
二
句
便
説
在
新
民
。」『
語
類
』
巻

一
四
、六
一
条
、
楊
道
夫
録
（
Ⅰ260

）「
明
德
・
新
民
、
便
是
節
目
。
止
於

至
善
、
便
是
規
模
之
大
。」『
語
類
』
巻
一
三
七
、一
七
条
、
沈
僩
録
（
Ⅷ

3257

）「
韓
退
之
只
曉
得
箇
大
綱
、
下
面
工
夫
都
空
虛
、
要
做
更
無
下
手
處
、

好
靜
之
心
。
人
在
世
上
、
無
無
事
底
時
節
。
要
無
事
時
、
除
是
死
也
。
隨
事

來
便
著
應
他
。」「
規
模
」
と
「
工
夫
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

『
語
類
』
巻
一
五
、一
四
六
条
、
徐

録
（
Ⅰ311

）「
初
間
欲
明
明
德
於
天
下

時
、規
模
便
要
恁
地
了
。
既
有
恁
地
規
模
、當
有
次
序
工
夫
。
既
有
次
序
工
夫
、

自
然
有
次
序
功
效
：
物
格
而
后
知
至
、
知
至
而
后
意
誠
、
意
誠
而
后
心
正
、

心
正
而
后
身
修
、
身
修
而
后
家
齊
、
家
齊
而
后
國
治
、
國
治
而
后
天
下
平
。

只
是
就
這
規
模
恁
地
廣
開
去
、
如
破
竹
相
似
、
逐
節
恁
地
去
。」『
語
類
』
巻

四
九
、二
七
条
、
陳
淳
録
（
Ⅳ1204
）「
曰
。
博
學
是
都
要
理
會
過
、
近
思
是

注
心
著
力
處
。
博
學
是
箇
大
規
模
、
近
思
是
漸
進
工
夫
。
如
明
明
德
於
天
下

是
大
規
模
、
其
中
格
物
致
知
誠
意
正
心
修
身
齊
家
等
便
是
次
序
。（
原
注
略
）

如
博
學
亦
豈
一
日
便
都
學
得
了
、
亦
是
漸
漸
學
去
。」

（
13
）「
只
管
去
細
碎
處
走
」　
「
只
管
」、
ひ
た
す
ら
。「
細
碎
處
」
は
細
か
い
部
分

や
枝
葉
末
節
の
意
。
そ
の
反
対
は
「
大
体
」「
大
概
」。『
語
類
』
巻

八
六
、二
〇
条
、葉
賀
孫
録
（
Ⅵ2210

）「
又
云
。
後
人
皆
以
周
禮
非
聖
人
書
。

其
間
細
碎
處
雖
可
疑
、
其
大
體
直
是
非
聖
人
做
不
得
。」『
語
類
』
巻

一
二
一
、三
七
条
、
沈
僩
録
（
Ⅷ2929

）「
又
曰
。
看
書
且
要
依
文
看
得
大
概

意
思
了
、
卻
去
考
究
細
碎
處
。」

（
14
）「
計
功
謀
利
」　

効
果
や
利
益
を
図
る
。『
語
類
』
巻
六
七
、一
四
条
、
李
方

子
録
（
Ⅴ1649

）「
有
人
云
。
草
草
看
過
易
傳
一
遍
、後
當
詳
讀
。
曰
。
不
可
。

此
便
是
計
功
謀
利
之
心
。
若
劈
頭
子
細
看
、
雖
未
知
後
面
凡
例
、
而
前
看
工

夫
亦
不
落
他
處
。」

（
15
）「
若
有
規
模
而
又
無
細
密
工
夫
」　
『
語
類
』
巻
四
〇
、四
六
条
、
曽
祖
道
録

（
Ⅲ1038

）「
如
漆
雕
開
、
見
大
意
則
不
如
（
曽
）
點
、
然
卻
是
他
肯
去
做
。
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な
く
こ
の
理
を
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
是
非
と
も
知
る
こ
と
が
そ
の
極
限
に
ま
で

到
る
こ
と（
＝
知
至
）が
必
要
だ
。
も
し
も
知
が
そ
の
極
限
に
ま
で
到
ら
な
い
な
ら
、

善
を
為
そ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
で
す
ぐ
さ
ま
お
前
（
の
意
）
と
と
も
に
善
を
な
そ

う
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
悪
を
為
さ
ぬ
よ
う
に
と
願
っ
て
も
、
そ
れ
で
す
ぐ

さ
ま
お
前
（
の
意
）
と
と
も
に
悪
を
為
さ
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
知
が
そ
の

極
限
に
ま
で
到
れ
ば
、（
そ
れ
は
）
た
だ
ち
に
飢
渇
す
れ
ば
飲
食
を
欲
す
る
よ
う

な
も
の
な
の
だ
。
か
り
に
読
書
し
な
い
時
で
あ
っ
て
も
、
身
も
心
も
こ
こ
（
心
）

に
収
斂
す
る
よ
う
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
程
先
生
（
程
頤
）
の
お
っ

し
ゃ
っ
た
敬
で
あ
る
。（
程
頤
の
お
し
ゃ
っ
た
）「
整
齊
厳
粛
（
外
貌
を
整
え
て
心

を
厳
か
に
す
る
）」
と
は
た
だ
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
工

夫
を
し
て
こ
そ
、「
整
齊
厳
粛
」（
収
斂
）
が
よ
く
わ
か
る
の
だ
。  

葉
賀
孫
録

〔
注
〕

（
1
）「
或
問
心
之
神
明
、
妙
衆
理
而
宰
萬
物
」　
『
大
学
或
問
』
に
「
若
夫
知
則
心

之
神
明
、
妙
衆
理
而
宰
萬
物
者
也
。
人
莫
不
有
、
而
或
不
能
使
其
表
裏
洞
然

無
所
不
盡
、
則
隱
微
之
閒
、
眞
妄
錯
雜
、
雖
欲
勉
強
以
誠
之
、
亦
不
可
得
而

誠
矣
。」
と
あ
る
。
ま
た
、「
神
明
」
と
「
宰
」
と
に
つ
い
て
は
、張
載
の
「
心

統
性
情
」
に
関
す
る
次
の
言
葉
も
参
考
に
な
る
。『
語
類
』
巻
九
八
、四
三
条
、

周
謨
録
（
Ⅶ2514

）「
心
是
神
明
之
舍
、為
一
身
之
主
宰
。
性
便
是
許
多
道
理
、

得
之
於
天
而
具
於
心
者
。
發
於
智
識
念
慮
處
、皆
是
情
、故
曰
心
統
性
情
也
。」

（
三
浦
國
雄
『「
朱
子
語
類
」
抄
』
三
七
九
頁
参
照
。
四
二
条
と
す
る
。）

（
2
）「
心
無
事
時
、
都
不
見
、
到
得
應
事
接
物
、
便
在
這
裏
。
應
事
了
、
又
不
見
。」   

心
を
鏡
に
喩
え
た
条
に
類
似
の
内
容
が
見
ら
れ
る
。『
語
類
』
巻

其
作
用
處
全
疏
、
如
何
敢
望
王
通
。」

39
条　問

或
問
心
之
神
明
、妙
衆
理
而
宰
萬
物
。
曰
。
神
是
恁
地
精
彩
、明
是
恁
地
光
明
。

又
曰
。
心
無
事
時
、都
不
見
。
到
得
應
事
接
物
、便
在
這
裏
。
應
事
了
、又
不
見
、

恁
地
神
出
鬼
没
。　

又
曰
。
理
是
定
在
這
裏
、心
便
是
運
用
這
理
底
、須
是
知
得
到
。

知
若
不
到
、欲
爲
善
也
、未
肯
便
與
你
爲
善
、欲
不
爲
惡
、也
未
肯
便
不
與
你
爲
惡
。

知
得
到
了
、直
是
如
飢
渴
之
於
飲
食
。
而
今
不
讀
書
時
、也
須
收
斂
身
心
教
在
這
裏
、

乃
程
夫
子
所
謂
敬
也
。
整
齊
嚴
肅
、
雖
只
是
恁
地
、
須
是
下
工
夫
、
方
見
得
。　

賀
孫

〔
校
勘
〕

○
「
問
或
問
」
の
「
問
」　

朝
鮮
古
写
本
に
は
無
し
。

〔
訳
〕

『
大
学
或
問
』の「
心
の
神
明
、衆
理
に
妙
に
し
て
万
物
を
宰
す
」を
問
う
た
。（
先

生
は
）
言
わ
れ
た
。「
神
は
こ
の
よ
う
に
鮮
や
か
な
こ
と
、
明
は
こ
の
よ
う
に
明

る
い
こ
と
だ
。」

さ
ら
に
言
わ
れ
た
。「（
心
に
）
何
も
事
の
な
い
時
に
は
、
心
は
全
く
見
え
な
い
。

物
事
に
接
し
応
じ
る
時
に
な
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
こ
こ
に
あ
る
。
事
に
応
じ
終
わ
れ

ば
、
ま
た
見
え
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
神
出
鬼
没
な
の
だ
。」

さ
ら
に
言
わ
れ
た
。「
理
は
必
ず
こ
こ
（
心
）
に
あ
り
、
心
と
は
言
う
ま
で
も
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一
五
、一
五
一
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅰ312

）「
到
知
至
時
、
方
知
得
到
。」

（
6
）「
知
若
不
到
、欲
為
善
、也
未
肯
便
與
你
為
善
」　

以
下
、「
知
至
」
と
「
意
誠
」

の
関
係
を
説
く
。『
語
類
』
巻
一
五
、九
八
条
、
湯
泳
録
（
Ⅰ301

）
に
「
知

若
至
、
則
意
無
不
誠
。」
同
一
五
一
条
、
葉
賀
孫
録
に
「
到
知
至
時
、
方
知

得
到
。
能
知
得
到
、
方
會
意
誠
。
可
者
必
為
、
不
可
者
決
不
肯
為
。」
と
あ

る
よ
う
に
、「
知
至
」
は
「
意
誠
」
の
前
提
と
な
る
。
こ
こ
で
の
「
知
若
不
到
」

は
「
知
至
」
が
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
、「
欲
為
善
」
云
々
は
「
意
誠
」
が

実
現
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
す
。「
未
肯
便
與
你
為
善
」
は
、
為
善
を
望
む

自
分
（「
你
」）
と
は
別
に
、
為
善
を
望
ま
な
い
も
う
一
人
の
自
分
が
い
て
、

為
善
を
妨
げ
て
い
る
事
態
を
指
す
。
類
例
を
挙
げ
る
。『
語
類
』
巻

一
六
、一
二
六
条
、林
恪
録
（
Ⅱ342

）「
亞
夫
問
致
知
誠
意
。
曰
。
心
是
大
底
、

意
是
小
的
。
心
要
恁
地
做
、
却
被
意
從
後
面
牽
將
去
。
且
如
心
愛
做
箇
好
事
、

又
被
一
箇
意
道
不
須
恁
地
做
也
得
。
且
如
心
要
孝
、又
有
不
孝
底
意
思
牽
了
。」

（
7
）「
知
得
到
了
、
直
是
如
飢
渇
之
於
飲
食
」　
「
飢
渴
之
於
飲
食
」
は
、
飢
え
た

り
喉
の
渇
い
た
時
に
は
、
飲
食
を
欲
す
る
こ
と
。『
孟
子
』
公
孫
丑
上
「
飢

者
易
爲
食
、渇
者
易
爲
飲
。」
に
よ
る
。「
直
是
」
は
「
只
是
」
に
同
じ
。
た
だ
、

た
だ
ち
に
、
全
く
。
こ
の
部
分
は
「
知
至
」
に
よ
っ
て
「
意
誠
」
が
実
現
す

る
こ
と
を
言
う
。「
意
誠
」
を
飢
渇
飲
食
に
喩
え
る
例
と
し
て
は
、
以
下
を

参
照
。『
語
類
』
巻
一
六
、一
二
六
条
、
林
恪
録
（
Ⅱ342

）「
須
是
誠
、
則
自

然
表
裏
如
一
。
非
是
爲
人
而
做
、
求
以
自
快
乎
己
耳
。
如
飢
之
必
食
、
渇
之

必
飲
、
無
一
毫
不
實
之
意
。」

（
8
）「
而
今
不
讀
書
時
」
云
　々

読
書
す
る
際
は
読
書
に
専
心
す
る
こ
と
で
自
ず

と
心
身
が
収
斂
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
際
に
も
心
身
の
収
斂
、
即
ち
敬
の

一
六
、一
四
七
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅱ347

）「
人
心
如
一
箇
鏡
、
先
未
有
一
箇

影
象
、
有
事
物
來
、
方
始
照
見
妍
醜
。
若
先
有
一
箇
影
象
在
裏
、
如
何
照
得
。

人
心
本
是
湛
然
虚
明
、
事
物
之
來
、
隨
感
而
應
、
自
然
見
得
高
下
輕
重
。
事

過
便
當
依
前
恁
地
虚
、
方
得
。」
な
お
、
心
の
あ
り
方
は
無
事
と
有
事
（
應

事
接
物
）
の
別
な
く
常
に
し
っ
か
り
と
把
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（「
在
這
裏
」「
常
在
」）、
と
い
う
の
が
朱
熹
の
基
本
的
主
張
で
あ
る
。『
語
類
』

巻
一
二
、四
九
条
、
萬
人
傑
録
（
Ⅰ204

）「
人
之
一
心
、
當
應
事
時
、
常
如

無
事
時
、
便
好
。」『
語
類
』
巻
一
一
五
、三
二
条
、
訓
徐

（
Ⅶ2779

）「
問
。

有
事
時
應
事
、
無
事
時
、
心
如
何
。
曰
。
無
事
時
、
只
得
無
事
、
有
事
時
也

如
無
事
時
模
様
。
只
要
此
心
常
在
。
所
謂
動
亦
定
、
靜
亦
定
也
。」『
語
類
』

巻
一
一
九
、一
二
条
、
訓
劉
砥
（
Ⅶ2872

）「
問
。
有
事
時
須
應
事
接
物
、
無

事
時
、此
心
如
何
。
曰
。
無
事
時
、亦
只
如
有
事
時
模
様
。
只
要
此
心
常
在
也
。」

ま
た
、
心
の
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
、『
孟
子
』「
告
子
」
上
「
孔
子
曰
。

操
則
存
、
舍
則
亡
。
出
入
無
時
、
莫
知
其
鄉
。
惟
心
之
謂
與
。」
に
類
似
し

て
い
る
。
朱
注
は
「
孔
子
言
心
、
操
之
則
在
此
、
舍
之
則
失
去
、
其
出
入
無

定
時
、
亦
無
定
處
如
此
。
孟
子
引
之
、
以
明
心
之
神
明
不
測
、
得
失
之
易
、

而
保
守
之
難
。不
可
頃
刻
失
其
養
。學
者
當
無
時
而
不
用
其
力
、使
神
清
氣
定
。

程
子
曰
。
心
豈
有
出
入
。
亦
以
操
舍
而
言
耳
。
操
之
之
道
、敬
以
直
内
而
已
。」

（
3
）「
恁
地
神
出
鬼
沒
」　
『
淮
南
子
』「
兵
略
訓
」「
善
者
之
動
也
、
神
出
而
鬼
行
、

星
耀
而
玄
逐
、
進
退

伸
、
不
見
朕
㙬
。」

（
4
）「
心
便
是
運
用
這
理
底
」　

次
条
に
も
「
所
以
謂
之
妙
衆
理
、
猶
言
能
運
用

衆
理
也
。」
と
あ
る
。「
運
用
」
に
関
し
て
は
次
条
参
照
。

（
5
）「
須
是
知
得
到
」　
「
知
得
到
」
は
、「
知
至
」
と
同
義
。『
語
類
』
巻
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巻
一
五
、五
四
条
「
一
者
無
他
、
只
是
整
齊
（
原
注
「
一
作
莊
整
」）
嚴
肅
、

則
心
便
一
。」、
同
、
一
七
七
条
「
所
謂
敬
者
、
主
一
之
謂
敬
、
所
謂
一
者
、

無
適
之
謂
一
。」

40
条德

元
問
。
何
謂
妙
衆
理
。

曰
。
大
凡
道
理
皆
是
我
自
有
之
物
、
非
從
外
得
。
所
謂
知
者
、（
原
注
「
或
録

此
下
云
。
便
只
是
理
。
才
知
得
」）、
便
只
是
知
得
我
底
道
理
。
非
是
以
我
之
知
去

知
彼
道
理
也
。
道
理
固
本
有
、
用
知
、
方
發
得
出
來
。
若
無
知
、
道
理
何
從
而
見
。

（
原
注
「
或
録
云
。
才
知
得
底
、
便
是
自
家
先
有
之
道
理
也
。
只
是
無
知
、
則
道

無
安
頓
處
。
故
須
知
、然
後
道
理
有
所
湊
泊
也
。
如
夏
熱
冬
寒
、君
仁
臣
敬
、非
知
、

如
何
知
得
。」）
所
以
謂
之
妙
衆
理
、
猶
言
能
運
用
衆
理
也
。
運
用
字
有
病
、
故
只

下
得
妙
字
。（
原
注
「
或
録
云
、「
蓋
知
得
此
理
也
。」）

又
問
。
知
與
思
、
於
身
最
切
緊
。

曰
。
然
。
二
者
只
是
一
事
。
知
如
手
、思
是
使
那
手
去
做
事
、思
所
以
用
夫
知
也
。   

僩〔
校
勘
〕

○
「
德
元
問
」
に
続
い
て
朝
鮮
古
写
本
は
「
或
問
知
妙
衆
理
而
宰
萬
物
者
也
」
の

十
二
字
有
り
。

○
「
所
謂
知
者
」
に
続
く
小
字
注
「
或
録
此
下
云
便
只
是
理
才
知
得
」
の
十
二
字   

朝
鮮
古
写
本
は
こ
れ
を
欠
く
。
ま
た
、
以
下
の
小
字
注
「
或
録
云
、
才
知
得
底
、

工
夫
が
必
要
、
と
の
意
。『
張
載
集
』
経
学
理
窟
「
義
理
」「
讀
書
少
、
則
無

由
考
校
得
義
精
。
盖
書
以
維
持
此
心
。
一
時
放
下
、則
一
時
德
性
有
懈
。
讀
書
、

則
此
心
常
在
。
不
讀
書
、
則
終
看
義
理
不
見
。」
と
あ
る
。『
語
類
』
巻

一
一
、三
条
、
襲
蓋
卿
録
（
Ⅰ176

）
に
「
人
常
讀
書
、
庶
幾
可
以
管
攝
此
心
、

使
之
常
存
。
横
渠
有
言
。
書
所
以
維
持
此
心
。
一
時
放
下
、則
一
時
徳
性
有
懈
。

其
何
可
廢
。」、『
語
類
』
巻
四
九
、二
七
条
、
陳
淳
録
（
Ⅳ1204

）「
横
渠
云
。

讀
書
以
維
持
此
心
。
一
時
放
下
、
則
一
時
徳
性
有
懈
。」、『
語
類
』
巻

一
一
四
、三
三
条
、
訓
潘
時
挙
（
Ⅶ2761

）「
先
生
曰
。
書
所
以
維
持
此
心
。

若
一
時
放
下
、
則
一
時
德
性
有
懈
。
若
能
時
時
讀
書
、
則
此
心
庶
可
無
間
斷

矣
。」、『
語
類
』
巻
一
一
九
、八
条
、
訓
包
揚
、
黄
義
剛
録
（
Ⅶ2870

）「
張

子
曰
。
書
所
以
維
持
此
心
。
一
時
放
下
、
則
一
時
德
性
有
懈
。
也
是
説
得
維

持
字
好
。
盖
不
讀
書
、
則
此
心
便
無
用
處
。」

（
9
）「
收
斂
身
心
教
在
這
裏
」　
「
收
斂
身
心
」
は
、
己
に
有
す
る
理
が
十
全
に
発

露
す
る
よ
う
に
、
外
来
の
事
物
に
対
し
て
心
身
を
研
ぎ
澄
ま
し
た
状
態
に
す

る
こ
と
。
巻
一
七
、八
条
、
潘
履
孫
録
（
Ⅱ371

）「
其
心
収
斂
不
容
一
物
」、

十
八
条
、
沈
僩
録
（
Ⅱ373

）「
心
主
這
一
事
、
不
為
他
事
所
亂
、
便
是
不
容

一
物
也
。」
な
ど
を
参
照
。「
敬
」
を
「
收
斂
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
例
に
は
、

『
語
類
』
巻
一
二
、七
七
条
、
甘
節
録
（
Ⅰ208

）「
敬
只
是
收
斂
來
。
程
夫
子

亦
説
敬
。」『
語
類
』
巻
一
二
、一
〇
二
条
、
甘
節
録
（
Ⅰ211

）「
敬
只
是
收

斂
來
。
又
曰
。
敬
是
始
終
一
事
。」
な
ど
が
あ
る
。

（
10
）「
乃
程
夫
子
所
謂
敬
也
」　

程
頤
の
「
敬
」
に
対
す
る
定
義
と
し
て
は
「
整

斉
厳
粛
」（
外
貌
を
整
え
て
心
を
専
一
に
す
る
）、「
主
一
無
適
」（
心
を
専
一

に
保
っ
て
あ
ら
ぬ
か
た
に
向
か
わ
せ
な
い
）
が
著
明
。『
河
南
程
氏
遺
書
』



一
一
五

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

道
理
は
何
を
よ
す
が
に（
己
の
う
ち
に
）表
れ
よ
う
か
。（
あ
る
記
録
で
は
言
う
。「
わ

ず
か
で
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
は
、
そ
れ
は
己
が
も
と
も
と
有
し
て
い
る
道

理
な
の
で
あ
る
。
た
だ
知
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
道
理
に
落
ち
着
く
先
が
な
い
。

従
っ
て
、
知
が
あ
っ
て
こ
そ
道
理
に
留
ま
る
先
が
あ
る
の
だ
。
夏
は
暑
く
冬
は
寒

く
、
君
主
は
仁
、
臣
下
は
敬
と
い
う
よ
う
な
の
は
、
知
で
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
知

り
得
よ
う
か
。」）
だ
か
ら
『
衆
理
に
妙
な
り
』
と
言
い
、
衆
理
を
運
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
言
う
だ
が
、『
運
用
』
の
語
に
は
弊
害
が
あ
る
か
ら
、『
妙
』
の

語
を
用
い
た
の
だ
。」（
あ
る
記
録
で
は
言
う
。「
理
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。」）

ま
た
質
問
し
た
。「『
知
』
と
『
思
』
と
は
、我
が
身
に
と
っ
て
最
も
切
実
で
す
。」

（
先
生
は
）
言
わ
れ
た
。「
そ
う
だ
。
二
者
は
た
だ
一
事
だ
。『
知
』
は
手
の
よ

う
で
、『
思
』
は
そ
の
手
を
使
っ
て
事
を
做
す
。『
思
』
は
そ
の
『
知
』
を
実
際
に

働
か
せ
る
手
段
で
あ
る
。」　

沈
僩
録

〔
注
〕

（
1
）「
德
元
問
。
何
謂
妙
衆
理
。」　

郭
友
仁
、
字
徳
元
、
戊
午
所
聞
。『
朱
子
語

録
姓
氏
』
所
収
。
因
み
に
本
条
の
記
録
者
で
あ
る
沈
僩
は
戊
午
以
後
所
聞
。

巻
一
六
、二
三
二
条
、
沈
僩
録
（
Ⅱ365

）
に
も
「
德
元
問
」
と
あ
る
。
ま
た

本
巻
四
三
条
、
沈
僩
録
（
Ⅱ383

）
に
も
「
郭
兄
問
」
と
あ
る
。「
妙
衆
理
」

は
『
大
学
或
問
』
の
語
。
前
条
注
（
1
）
参
照
。

（
2
）「
大
凡
道
理
、
皆
是
我
自
有
之
物
」　

所
謂
「
性
則
理
」
に
基
づ
く
。『
語
類
』

巻
一
、八
条
、
林

孫
録
（
Ⅰ2

）「
合
天
地
萬
物
而
言
、
只
是
一
箇
理
。
及

在
人
則
又
各
自
有
一
箇
理
。」
巻
六
三
、九
六
条
、
沈
僩
録
（
Ⅳ1541

）「
它

便
是
自
家
先
有
之
道
理
也
。
只
是
無
知
、
則
道
無
安
頓
處
。
故
須
知
、
然
後
道

理
有
所
湊
泊
也
。
如
夏
熱
冬
寒
、
君
仁
臣
敬
、
非
知
、
如
何
知
得
」、「
或
録
云
、

蓋
知
得
此
理
也
。」
の
二
つ
も
、
朝
鮮
古
写
本
は
欠
く
。

○
小
字
注
「
蓋
知
得
此
理
也
」
の
「
蓋
」　

和
刻
本
は
「
盖
」
に
作
る
。

○
「
僩
」
以
下　

朝
鮮
古
写
本
は
以
下
の
記
録
（
一
九
六
字
）
を
小
字
注
と
し
て

引
く
。「
或
録
云
。
郭
兄
問
。
或
問
妙
衆
理
而
宰
萬
物
者
也
、何
以
謂
之
妙
衆
理
。

豈
非
以
知
能
採
頤
衆
理
之
妙
、
而
為
之
主
宰
乎
。
曰
。
大
凡
道
理
、
皆
是
我
自

有
之
物
。
非
從
外
得
。
所
謂
知
者
、
便
只
是
理
。
才
知
得
、
便
是
自
知
得
我
之

道
理
。
非
是
我
以
知
去
知
那
道
理
也
。
道
理
固
本
有
、
須
用
知
、
方
発
得
出
来
。

若
無
知
、道
理
何
從
而
見
。
才
知
得
底
、便
是
自
家
先
有
之
道
理
也
。
只
是
無
知
、

則
道
無
安
頓
處
。
故
須
知
、然
後
道
理
有
所
湊
泊
也
。
如
冬
寒
夏
熱
、君
仁
自
發
、

非
知
、
如
何
知
得
。
所
以
謂
之
妙
萬
理
、
如
云
能
運
用
萬
理
。
只
是
運
用
字
又

有
病
。
故
只
下
得
个
妙
字
。
蓋
知
得
此
理
也
。」

〔
訳
〕徳

元
が
質
問
し
た
。「
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
『
衆
理
に
妙
な
り
』
と
い
う
の
で

す
か
。」

（
先
生
は
）
言
わ
れ
た
。「
お
よ
そ
道
理
は
す
べ
て
我
々
が
初
め
か
ら
有
し
て
い

る
も
の
で
、
自
分
の
外
か
ら
獲
得
す
る
の
で
は
な
い
。
所
謂
『
知
』
と
は
、（
あ

る
記
録
で
は
こ
の
下
に
言
う
、「
理
で
あ
っ
て
、
知
り
得
れ
ば
」）
己
に
備
わ
っ
た

道
理
を
知
る
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
自
分
の
知
に
基
づ
い
て
あ
ち
ら
に
あ
る
道

理
を
知
り
に
行
く
こ
と
で
は
な
い
。
道
理
は
も
と
も
と
備
わ
っ
て
お
り
、
知
を
働

か
せ
て
初
め
て
（
己
の
う
ち
に
）
表
れ
て
来
る
。
知
（
の
働
き
）
が
な
け
れ
ば
、
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（
7
）「
猶
言
能
運
用
衆
理
也
」　
「
理
を
運
用
す
る
」
と
の
表
現
の
例
は
、他
に
『
語

類
』
巻
六
〇
、四
五
条
、
沈
僩
録
（
Ⅳ1430

）「
心
之
知
覺
、
又
是
那
氣
之
虛

靈
底
。
聰
明
視
聽
、
作
為
運
用
、
皆
是
有
這
知
覺
、
方
運
用
得
這
道
理
。」

（
8
）「
知
與
思
」　
『
語
類
』
巻
五
、九
九
条
、
黄
卓
録
（
Ⅰ98

）「
問
。
知
與
思
、

於
人
身
最
緊
要
。
曰
。
然
二
者
也
只
是
一
事
。
知
與
手
相
似
。
思
是
交
這
手

去
做
事
也
。
思
所
以
用
夫
知
也
。」

（
9
）「
於
身
最
切
緊
」　
「
切
緊
」
の
用
例
は
、『
語
類
』
で
は
こ
の
条
の
み
。
注

（
8
）
に
引
く
巻
五
、
黄
卓
録
の
「
緊
要
」、
巻
一
〇
、三
条
、
蕭
佐
録

（
Ⅰ161

）「
學
問
、
就
自
家
身
己
上
切
要
處
理
會
方
是
、
那
讀
書
底
已
是
第

二
義
。」
の
「
切
要
」
に
同
じ
。

41
条問

。
知
如
何
宰
物
。
曰
。
無
所
知
覺
、
則
不
足
以
宰
制
萬
物
。
要
宰
制
他
、
也

須
是
知
覺
。　

道
夫

〔
校
勘
〕

○
「
問
」
と
「
知
如
何
宰
物
」
の
間　
　

朝
鮮
古
写
本
に
は
「
知
則
心
之
神
明
妙

衆
理
而
宰
萬
物
者
也
」
の
十
五
字
有
り
。

緊
要
處
、
全
在
道
不
遠
人
一
句
。
言
人
人
有
此
道
、
只
是
人
自
遠
其
道
、
非

道
遠
人
也
。
人
人
本
自
有
許
多
道
理
、
只
是
不
曾
依
得
這
道
理
、
却
做
從
不

是
道
理
處
去
。
今
欲
治
之
、
不
是
別
討
箇
道
理
治
他
、
只
是
將
他
元
自
有
底

道
理
、
還
以
治
其
人
。
如
人
之
孝
、
他
本
有
此
孝
、
它
却
不
曾
行
得
這
孝
、

却
亂
行
從
不
孝
處
去
。
君
子
治
之
、
非
是
別
討
箇
孝
去
治
它
、
只
是
與
他
說
、

你
這
箇
不
是
、
你
本
有
此
孝
、
却
如
何
錯
行
從
不
孝
處
去
。
其
人
能
改
、
即

是
孝
矣
。
不
是
將
他
人
底
道
理
去
治
他
、
又
不
是
分
我
底
道
理
與
他
。
他
本

有
此
道
理
、
我
但
因
其
自
有
者
還
以
治
之
而
已
。」
巻
一
二
〇
、一
一
三
条
、

呉
必
大
録
（
Ⅶ2913

）「
道
理
固
是
自
家
本
有
、
但
如
今
隔
一
隔
了
、
須
逐

旋
揩
磨
呼
喚
得
歸
。然
無
一
喚
便
見
之
理
。如
金
溪
只
要
自
得
、若
自
得
底
是
、

固
善
。
若
自
得
底
非
、
却
如
何
。」

（
3
）「
所
謂
知
者
、
便
只
是
知
得
我
底
道
理
」　
『
語
類
』
巻
一
五
、一
一
九
条
、

林
恪
録
（
Ⅰ305

）「
格
物
者
、
窮
事
事
物
物
之
理
。
致
知
者
、
知
事
事
物
物

之
理
、
無
所
不
知
。」

（
4
）「
安
頓
」　

ち
ゃ
ん
と
置
く
、
落
ち
着
く
。『
語
類
』
巻
一
四
、九
一
条
の
注

（
12
）
を
参
照
。

（
5
）「
湊
泊
」　

留
ま
る
、落
ち
着
く
。『
語
類
』
に
用
例
は
多
い
。
巻
四
、四
一
条
、

沈
僩
録
（
Ⅰ65

）「
人
之
所
以
生
、
理
與
氣
合
而
已
。
天
理
固
浩
浩
不
窮
、

然
非
是
氣
、
則
雖
有
是
理
而
無
所
湊
泊
。」、
巻
一
二
、一
三
七
条
、
蕭
佐
録

（
Ⅰ216

）「
明
道
教
人
靜
坐
、
李
先
生
亦
教
人
靜
坐
。
蓋
精
神
不
定
、
則
道

理
無
湊
泊
處
。」
な
ど
。

（
6
）「
君
仁
臣
敬
」　
『
大
学
章
句
』
伝
三
章
「
為
人
君
、
止
於
仁
。
為
人
臣
、
止

於
敬
。」



一
一
七

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

小
字
注
と
し
、
且
つ
そ
の
末
尾
に
「
荅
」
の
一
字
、
同
じ
く
小
字
を
付
す
。

〔
訳
〕

「『
或
問
』
の
『
宰
万
物
』
の
宰
は
『
主
宰
』
の
宰
で
す
か
、『
宰
制
』
の
宰
で

す
か
。」

（
先
生
は
）
言
わ
れ
た
。「『
主
』
は
つ
ま
り
は
『
宰
』
で
あ
り
、『
宰
』
は
つ
ま

り
は
『
制
』
だ
。」

さ
ら
に
質
問
し
た
。「『
孟
子
集
注
』
に
『
心
は
衆
理
を
具
へ
て
万
事
に
応
ず
』

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
『
衆
理
に
妙
に
し
て
万
物
を
宰
す
』
と
あ
る
の
と
、
ど

う
な
の
で
し
ょ
う
か
。」

（
先
生
は
）
言
わ
れ
た
。「『
妙
』
字
の
ほ
う
が
や
や
は
っ
き
り
す
る
が
、
た
だ

し
非
常
に
穏
当
適
切
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、『
具
』
字
だ
と
平
明
穏
当
だ
。」  

潘
履
孫
録

〔
注
〕

（
1
）「
孟
子
集
注
言
…
…
」　
「
尽
心
」
上
「
盡
其
心
」
の
朱
子
集
注
に
「
心
者
、

人
之
神
明
、
所
以
具
衆
理
而
應
萬
事
者
也
。」
と
す
る
。
ま
た
、『
大
學
章
句
』

経
「
大
學
之
道
、
在
明
明
德
、
在
親
民
、
在
止
於
至
善
。」
の
朱
注
も
「
明

德
者
、
人
之
所
得
乎
天
、
而
虛
靈
不
昧
、
以
具
衆
理
而
應
萬
事
者
也
。」
と

す
る
。

（
2
）「
穩
當
」　

穏
や
か
で
適
切
。
巻
一
四
、四
八
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅰ257

）「
把

來
看
、
又
見
不
穩
當
、
又
著
改
幾
字
。」
同
、
一
三
五
条
、
黄
義
剛
録

（
Ⅰ274

）「
若
是
心
静
、
方
解
去
區
處
、
方
解
穩
當
。」

〔
訳
〕質

問
し
た
。「
知
は
ど
の
よ
う
に
も
の
を
宰
す
る
（
つ
か
さ
ど
る
）
の
で
す
か
。」

（
先
生
は
）
言
わ
れ
た
。「
知
覚
す
る
物
が
な
け
れ
ば
万
物
を
宰
制
で
き
な
い
。
そ

れ
を
宰
制
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
や
は
り
知
覚
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。」　

楊
道
夫

録〔
注
〕

（
1
）「
知
如
何
宰
物
」　
『
大
学
或
問
』「
若
夫
知
、
則
心
之
神
明
、
妙
衆
理
而
宰

萬
物
者
也
。」

（
2
）「
宰
制
萬
物
」　
「
宰
制
」
は
、
制
御
・
整
序
す
る
。『
史
記
』
巻
二
十
三
、

禮
書
「
太
史
公
曰
、洋
洋
美
德
乎
。
宰
制
萬
物
、役
使
羣
衆
。
豈
人
力
也
哉
。」

42
条或

問
。
宰
萬
物
、
是
主
宰
之
宰
、
宰
制
之
宰
。

曰
。
主
便
是
宰
、
宰
便
是
制
。

又
問
。
孟
子
集
注
言
。
心
者
、
具
衆
理
而
應
萬
事
。
此
言
妙
衆
理
而
宰
萬
物
、

如
何
。

曰
。
妙
字
便
稍
精
彩
、
但
只
是
不
甚
穩
當
、
具
字
便
平
穩
。　

履
孫

〔
校
勘
〕

○
「
或
問
」
と
「
宰
萬
物
」
と
の
間　
　

朝
鮮
古
写
本
に
は
「
知
者
妙
衆
理
而
宰

萬
物
」
の
小
字
注
九
字
が
有
り
、
続
く
「
宰
萬
物
是
主
宰
之
宰
宰
制
之
宰
」
も



一
一
八

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

則
仁
不
遠
矣
。
龜
山
此
語
極
好
。

又
或
人
問
龜
山
曰
。
以
先
知
覺
後
知
、知
、覺
如
何
分
。
龜
山
曰
。
知
是
知
此
事
、

覺
是
覺
此
理
。
且
如
知
得
君
之
仁
、
臣
之
敬
、
子
之
孝
、
父
之
慈
、
是
知
此
事
也
。

又
知
得
君
之
所
以
仁
、臣
之
所
以
敬
、父
之
所
以
慈
、子
之
所
以
孝
、是
覺
此
理
也
。   

僩〔
校
勘
〕

○
「
與
其
所
當
然
之
則
」
と
「
曰
」
と
の
間　

朝
鮮
古
写
本
に
は
次
の
六
十
八
字

が
あ
る
。「
當
然
之
則
如
君
之
仁
臣
之
敬
子
之
孝
父
之
慈
所
以
然
之
故
如
君
何

故
用
仁
臣
何
故
用
敬
父
何
故
用
慈
子
何
故
用
孝
畢
竟
未
暁
敢
以
君
何
故
用
仁
問

先
生
伏
望
教
誡
俾
知
所
以
然
之
故
」

○
「
蓋
君
是
箇
主
腦
」
の
「
蓋
」　

和
刻
本
は
以
下
す
べ
て
「
盖
」
に
作
る
。

○
「
蓋
君
是
箇
主
腦
」
の
「
箇
」  

朝
鮮
古
写
本
は
以
下
す
べ
て
「
个
」
に
作
る
。

○
「
便
行
不
得
」
の
下　

朝
鮮
古
写
本
に
は
「
自
然
用
如
此
」
の
五
字
有
り
。

○
「
非
是
説
爲
君
了
」
の
「
是
説
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
説
是
」
に
作
る
。

○
「
不
得
已
用
仁
愛
」
と
「
自
是
理
合
如
此
」
と
の
間　

朝
鮮
古
写
本
に
は
「
行
之
」

の
二
字
有
り
。

○
「
每
常
思
量
著
」
の
「
著
」　

和
刻
本
は
「
着
」
に
作
る
。

○
「
春
夏
秋
冬
」
と
「
金
木
水
火
土
」
と
の
間　

朝
鮮
古
写
本
に
は
「
初
有
陰
陽

有
陰
陽
便
有
四
象
」
の
十
一
字
有
り
。

○
小
字
注
「
初
有
陰
陽
有
陰
陽
便
有
此
四
者
」　

朝
鮮
古
写
本
に
は
無
し
。

○
「
便
有
仁
義
禮
智
之
性
」
の
下　

朝
鮮
古
写
本
に
は
「
自
它
原
頭
處
便
如
此
了
」

の
九
字
有
り
。

43
条郭

兄
問
。
莫
不
有
以
知
夫
所
以
然
之
故
、
與
其
所
當
然
之
則
。

曰
。
所
以
然
之
故
、
卽
是
更
上
面
一
層
。
如
君
之
所
以
仁
、
蓋
君
是
箇
主
腦
、

人
民
土
地
皆
屬
它
管
、
它
自
是
用
仁
愛
。
試
不
仁
愛
看
、
便
行
不
得
。
非
是
説
爲

君
了
、
不
得
已
用
仁
愛
、
自
是
理
合
如
此
。
試
以
一
家
論
之
、
爲
家
長
者
便
用
愛

一
家
之
人
、
惜
一
家
之
物
、
自
是
理
合
如
此
、
若
天
使
之
然
。
每
常
思
量
著
、
極

好
笑
、
自
那
原
頭
來
便
如
此
了
。

又
如
父
之
所
以
慈
、
子
之
所
以
孝
、
蓋
父
子
本
同
一
氣
、
只
是
一
人
之
身
、
分

成
兩
箇
、
其
恩
愛
相
屬
、
自
有
不
期
然
而
然
者
。
其
它
大
倫
皆
然
、
皆
天
理
使
之

如
此
、
豈
容
強
爲
哉
。

且
以
仁
言
之
、只
天
地
生
這
物
時
便
有
箇
仁
、它
只
知
生
而
已
。
從
他
原
頭
下
來
、

自
然
有
箇
春
夏
秋
冬
、
金
木
水
火
土
。（
原
注
「
初
有
陰
陽
、
有
陰
陽
、
便
有
此

四
者
。」）
故
賦
於
人
物
、
便
有
仁
義
禮
智
之
性
。
仁
屬
春
、
屬
木
。
且
看
春
間
天

地
發
生
藹
然
和
氣
、
如
草
木
萌
芽
、
初
間
僅
一
針
許
、
少
間
漸
漸
生
長
、
以
至
枝

葉
花
實
、
變
化
萬
狀
、
便
可
見
他
生
生
之
意
。
非
仁
愛
、
何
以
如
此
。
緣
他
本
原

處
有
箇
仁
愛
溫
和
之
理
如
此
、
所
以
發
之
於
用
、
自
然
慈
祥
惻
隱
。
孟
子
説
「
惻

隱
之
端
」、
惻
隱
又
與
慈
仁
不
同
、
惻
隱
是
傷
痛
之
切
。
蓋
仁
、
本
只
有
慈
愛
、

緣
見
孺
子
入
井
、
所
以
傷
痛
之
切
。

義
屬
金
、
是
天
地
自
然
有
箇
清
峻
剛
烈
之
氣
。
所
以
人
稟
得
、
自
然
有
裁
制
、

便
自
然
有
羞
惡
之
心
。
禮
智
皆
然
。
蓋
自
本
原
而
已
然
、
非
旋
安
排
教
如
此
也
。

昔
龜
山
問
一
學
者
、
當
見
孺
子
入
井
時
、
其
心

惕
、
惻
隱
、
何
故
如
此
。
學

者
曰
。
自
然
如
此
。
龜
山
曰
。
豈
可
只
説
自
然
如
此
了
便
休
。
須
是
知
其
所
自
來
、



一
一
九

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

て
お
り
、
そ
う
あ
ろ
う
と
期
さ
な
く
て
も
そ
う
な
る
も
の
が
も
と
も
と
有
る
か
ら

だ
。
そ
の
他
の
人
倫
の
大
道
も
皆
そ
う
で
あ
り
、
す
べ
て
天
理
が
そ
の
よ
う
に
し

む
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
無
理
に
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
仁
と
い
う
点
か
ら
言
う
の
な
ら
、
た
だ
、
天
地
が
或
る
物
を
生
じ
る
時

に
は
、
た
だ
ち
に
（
そ
の
物
に
）
仁
が
備
わ
る
の
だ
が
、（
そ
れ
で
も
）
天
地
は

た
だ
生
じ
る
こ
と
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
天
地
の
生
生
の
根
源
か
ら
個
々
の
存
在

が
生
ま
れ
て
く
る
時
に
は
、
自
然
に
春
夏
秋
冬
の
四
時
や
、
金
木
水
火
土
の
五
行

が
備
わ
る
（
原
注
：
初
め
に
陰
陽
が
有
り
、
陰
陽
が
あ
れ
ば
す
ぐ
さ
ま
こ
の
四
者

が
あ
る
。）。
だ
か
ら
、
人
や
物
に
（
こ
の
根
源
の
も
つ
も
の
が
）
賦
与
さ
れ
れ
ば
、

す
ぐ
さ
ま
仁
義
礼
智
の
性
が
備
わ
る
。
仁
は
春
に
属
し
、
木
に
属
す
る
。
そ
れ
に
、

春
、
天
地
が
靄
然
た
る
和
気
を
生
じ
る
様
を
看
れ
ば
、
草
木
が
芽
吹
い
て
、
初
め

は
わ
ず
か
な
針
先
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
次
第
に
成
長
し
て
枝

葉
を
茂
ら
せ
花
を
咲
か
せ
実
を
結
ぶ
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
、
そ
こ
に

た
や
す
く
天
地
の
『
生
生
』
の
意
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
仁
愛
で
な
け
れ
ば
、

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。
天
地
の
生
生
の
根
源
に
こ
の
よ
う
に
仁
愛
温

和
の
理
が
有
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
発
現
さ
れ
て
、
自
ず
と
慈
し
み
深
く
善

良
で
思
い
や
り
が
あ
り
他
者
を
傷
む
の
だ
。
孟
子
は
『
惻
隠
が
（
仁
の
）
端
緒
で

あ
る
』
と
説
い
た
が
、
惻
隠
は
慈
仁
と
は
異
な
り
、
惻
隠
と
は
傷
む
心
の
切
実
な

こ
と
だ
。
仁
に
は
本
来
、
慈
愛
が
あ
る
だ
け
だ
が
、
幼
児
の
井
戸
に
陥
ろ
う
と
す

る
の
を
目
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
切
実
に
傷
ま
し
く
思
う
の
だ
。

義
が
金
に
属
す
る
の
は
、
天
地
が
も
と
も
と
清
く
て
厳
し
く
つ
よ
い
気
を
有
し

て
い
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
人
が
こ
れ
を
稟
け
取
る
と
、
自
ず
と
物
事
を
裁
断
制
割

す
る
能
力
が
身
に
備
わ
り
、
自
ず
と
羞
悪
の
心
が
備
わ
る
。
礼
も
智
も
す
べ
て
こ

○
「
仁
屬
春
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
仁
則
屬
春
」
に
作
る
。

○
「
且
看
春
間
天
地
發
生
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
天
地
」
の
二
字
を
欠
く
。

○
「
少
間
漸
漸
生
長
」
の
「
長
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
發
」
に
作
る
。

○
「
便
可
見
他
生
生
之
意
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
生
之
」
の
二
字
を
欠
く
。

○
「
所
以
傷
痛
之
切
」　

朝
鮮
古
写
本
は
末
尾
に
「
也
」
の
一
字
有
り
。

○
「
僩
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
卓
」
に
作
る
。
本
条
が
、
沈
僩
と
黄
卓
と
が
同
席

し
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

〔
訳
〕郭

兄
が
（『
或
問
』
の
）「
以
て
夫か

の
然
る
所
以
の
故
と
、
其
の
當
に
然
る
べ
き

所
の
則
を
知
る
こ
と
有
ら
ざ
る
は
莫
し
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

（
先
生
は
）
言
わ
れ
た
。「『
所
以
然
之
故
』
は
も
う
ひ
と
つ
上
の
段
階
だ
。
た

と
え
ば
、
君
主
が
仁
で
あ
る
所
以
（
理
由
・
根
拠
）
は
、
恐
ら
く
、
君
主
は
領
袖
で
、

人
民
や
土
地
は
君
主
の
つ
か
さ
ど
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
君
主
は
自
然
と
仁
愛
を

働
か
せ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
。
仮
に
仁
愛
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で

も
う
や
っ
て
行
け
な
い
。
君
主
と
な
っ
た
か
ら
仕
方
な
し
に
仁
愛
を
働
か
せ
る
と

言
う
の
で
は
な
い
。
も
と
も
と
理
と
し
て
こ
う
す
べ
き
だ
か
ら
だ
。
家
で
言
う
な

ら
、
家
長
で
あ
れ
ば
た
だ
ち
に
家
の
者
た
ち
に
愛
を
向
け
、
家
の
物
を
大
切
に
す

る
の
は
、
も
と
も
と
理
と
し
て
こ
う
す
べ
き
だ
か
ら
で
、
天
が
そ
の
よ
う
に
し
む

け
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。（
こ
の
こ
と
は
）
常
々
考
え
る
た
び
に
、
常
に
極
め

て
お
も
し
ろ
い
。
お
お
も
と
の
と
こ
ろ
か
ら
し
て
こ
う
な
の
だ
。

ま
た
、
た
と
え
ば
父
が
慈
で
あ
る
所
以
、
子
が
孝
で
あ
る
所
以
も
、
父
子
は
も

と
も
と
同
一
の
気
で
、
一
人
の
身
が
分
か
れ
て
二
つ
に
な
り
、
恩
愛
は
つ
ら
な
っ
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（
3
）「
所
以
然
之
故
、
即
是
更
上
面
一
層
」　
「
更
上
面
一
層
」
は
、
も
う
一
層
高

次
の
、
更
に
一
層
根
源
的
な
。
下
文
「
自
那
原
頭
來
便
如
此
了
」
の
「
原
頭
」

と
対
応
す
る
。『
語
類
』
巻
六
二
、七
二
条
、
沈
僩
録
（
Ⅳ1496

）「
而
今
學

者
看
來
、
須
是
先
曉
得
這
一
層
、
却
去
理
會
那
上
面
一
層
方
好
。
而
今
都
是

和
這
下
面
一
層
也
不
曾
見
得
、所
以
和
那
上
面
一
層
也
理
會
不
得
。」、『
語
類
』

巻
一
三
七
、二
四
条
、
沈
僩
録
（
Ⅷ3262

）「
韓
退
之
却
見
得
又
較
活
、
然
亦

只
是
見
得
下
面
一
層
、
上
面
一
層
、
都
不
曾
見
得
。
大
概
此
諸
子
之
病
皆
是

如
此
、
都
只
是
見
得
下
面
一
層
、
源
頭
處
都
不
曉
。」

（
4
）「
如
君
之
所
以
仁
」　
『
礼
記
』「
礼
運
」「
何
謂
人
義
。
父
慈
。
子
孝
。
兄
良
。

弟
弟
。
夫
義
。
婦
聽
。
長
惠
。
幼
順
。
君
仁
。
臣
忠
。
十
者
謂
之
人
義
。」、『
大

学
章
句
』
伝
三
章
「
為
人
君
、
止
於
仁
。
為
人
臣
、
止
於
敬
。
為
人
子
、
止

於
孝
。
為
人
父
、
止
於
慈
。
與
國
人
交
、
止
於
信
。」
ま
た
、
本
条
に
論
ず

る
人
倫
道
徳
の
「
所
以
」
に
つ
い
て
は
、『
語
類
』
巻
一
四
、三
八
条
、
葉
賀

孫
録
（
Ⅰ255

）「
試
看
天
下
豈
有
假
做
得
仁
、
假
做
得
義
、
假
做
得
禮
、
假

做
得
智
。
所
以
説
信
者
、
以
言
其
實
有
而
非
偽
也
。
更
自
一
身
推
之
於
家
、

實
是
有
父
子
、有
夫
婦
、有
兄
弟
。
推
之
天
地
之
間
、實
是
有
君
臣
、有
朋
友
。

都
不
是
待
後
人
旋
安
排
、是
合
下
元
有
此
。」、巻
一
八
、九
三
条
、周
謨
録
（
Ⅱ

414

）「
問
。
或
問
、
物
有
當
然
之
則
、
亦
必
有
所
以
然
之
故
、
如
何
。
曰
。

如
事
親
當
孝
、
事
兄
當
弟
之
類
、
便
是
當
然
之
則
。
然
事
親
如
何
却
須
要
孝
、

從
兄
如
何
却
須
要
弟
、
此
即
所
以
然
之
故
。」
な
ど
。

（
5
）「
主
腦
」　

領
袖
。
巻
一
四
、三
八
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅰ255

）「
亦
有
主
腦
、

便
是
有
君
臣
。
只
緣
本
來
都
是
天
地
所
生
、
共
這
根
蔕
、
所
以
大
率
多
同
。」

（
6
）「
試
不
仁
愛
看
」　

仮
に
仁
愛
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
。「
試
…
看
」
は
、「
試

う
な
の
だ
。（
天
地
の
生
生
の
）
本
源
か
ら
し
て
す
で
に
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、（
現

実
に
合
わ
せ
て
）
あ
れ
こ
れ
は
か
ら
っ
て
そ
う
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。

昔
、
亀
山
（
楊
時
）
が
あ
る
人
に
問
う
た
。『（
孟
子
が
）
幼
児
が
今
に
も
井
戸

に
陥
ろ
う
と
す
る
の
を
目
に
し
た
時
に
は
、
そ
の
心
は

惕
・
惻
隠
だ
と
（
言
っ

た
の
）は
、な
ぜ
そ
う
な
の
か
。』と
。
学
ぶ
者
は『
自
然
に
そ
う
な
る
の
で
す
』と
。

亀
山
は
言
っ
た
。『
自
然
に
そ
う
な
る
の
だ
と
言
い
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
終
わ
り

な
の
で
は
な
い
。
そ
の
根
拠
を
知
れ
ば
、
仁
も
人
か
ら
遠
く
離
れ
た
存
在
で
は
な

い
。』
亀
山
の
こ
の
語
は
極
め
て
良
い
。

ま
た
、
あ
る
人
が
亀
山
に
問
う
た
。『（『
孟
子
』
の
）
先
に
知
っ
た
者
に
よ
っ

て
後
に
知
る
（
べ
き
）
者
に
覚
ら
せ
る
と
あ
り
ま
す
が
、
知
と
覚
と
は
ど
の
よ
う

に
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。』
亀
山
は
言
っ
た
。『
知
は
こ
の
事
を
知
る
こ
と
、
覚
は

こ
の
理
を
覚
る
こ
と
だ
。』
も
し
、
君
の
仁
、
臣
の
敬
、
子
の
孝
、
父
の
慈
を
知

る
の
な
ら
ば
、そ
れ
が
『（
こ
の
）
事
を
知
る
』
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

君
主
の
仁
で
あ
る
所
以
、
臣
の
敬
す
る
所
以
、
父
の
慈
で
あ
る
所
以
、
子
の
孝
で

あ
る
所
以
を
知
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
が
『
そ
の
理
を
覚
っ
た
』
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。」　

 

沈
僩
録

〔
注
〕

（
1
）「
郭
兄
問
」　

郭
兄
は
郭
友
仁
、
字
德
元
（『
朱
子
語
録
姓
氏
』
所
収
）
か
。

本
巻
四
〇
条
、
沈
僩
録
の
注
（
1
）「
德
元
問
」
を
参
照
。

（
2
）「
所
以
然
之
故
、
與
其
所
當
然
之
則
」　
『
大
学
或
問
』「
至
於
天
下
之
物
、

則
必
各
有
所
以
然
之
故
與
其
所
當
然
之
則
、
所
謂
理
也
。」、
同
、「
自
其
一

物
之
中
、
莫
不
有
以
見
其
所
當
然
而
不
容
已
、
與
其
所
以
然
而
不
可
易
者
。」



一
二
一

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

是
也
。」

（
13
）「
只
天
地
生
這
物
時
、
便
有
箇
仁
」　
『
孟
子
或
問
』「
仁
者
天
地
生
物
之
心
、

而
人
之
所
得
以
為
心
者
也
。」『
孟
子
』「
公
孫
丑
」
上
「
孟
子
曰
矢
人
豈
不

仁
於
函
人
哉
」
章
、
朱
注
「
仁
義
禮
智
、
皆
天
所
與
之
良
貴
、
而
仁
者
天
地

生
物
之
心
、
得
之
最
先
而
兼
統
四
者
、
所
謂
元
者
善
之
長
也
。」

（
14
）「
從
他
原
頭
下
來
、
自
然
有
箇
春
夏
秋
冬
、
金
木
水
火
土
」、
原
注
「
初
有

陰
陽
、
有
陰
陽
、
便
有
此
四
者
」　
『
易
』
繋
辞
上
「
是
故
易
有
太
極
、
是
生

兩
儀
。
兩
儀
生
四
象
、
四
象
生
八
卦
。」『
礼
記
』
礼
運
「
是
故
夫
禮
必
本
於

大
一
。
分
而
為
天
地
。
轉
而
為
陰
陽
。
變
而
為
四
時
。」
な
ど
に
基
づ
く
か
。

ち
な
み
に
五
行
説
で
は
、
四
時
（
中
央
を
加
え
て
「
五
時
」）
や
方
角
、
五

常
は
次
の
よ
う
に
配
さ
れ
る
。

五
行
…
… 

木　

火　

 

土　

 

金　

水

四
時
…
… 

春　

夏
（
土
用
）
秋　

冬

五
方
…
… 

東　

南
（
中
央
）
西　

北

五
常
…
… 

仁　

礼　

 

信　

 

義　

智

（
15
）「
仁
屬
春
、
屬
木
」　
『
白
虎
通
』「
三
綱
六
紀
」「
五
性
者
何
謂
。
仁
義
礼
智

信
也
。
…
五
蔵
者
何
也
。
謂
肝
心
肺
腎
脾
也
。
…
五
藏
、肝
仁
、肺
義
、心
礼
、

腎
智
、
脾
信
也
。
肝
所
以
仁
者
何
。
肝
、
木
之
精
也
。
…
肺
所
以
義
者
何
。

肺
者
、
金
之
精
。
…
心
所
以
為
礼
何
。
心
、
火
之
精
也
。
…
腎
所
以
智
何
。

腎
者
、
水
之
精
。
…
脾
所
以
信
何
。
脾
者
、
土
之
精
也
。」『
搜
神
記
』
卷

一
二
「
天
有
五
氣
、
萬
物
化
成
。
木
清
則
仁
。
火
清
則
礼
。
金
清
則
義
。
水

清
則
智
。
土
清
則
信
。」

（
16
）
靄
然
和
気
」　

お
だ
や
か
で
や
わ
ら
い
だ
気
。

み
に
…
し
て
み
れ
ば
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
巻
、
一
〇
条
、

葉
賀
孫
録
（
Ⅱ371

）「
此
事
最
易
見
。
試
自
體
察
看
、
便
見
。」
本
巻
、

一
〇
条
、
葉
賀
孫
録
「
此
事
最
易
見
。
試
自
體
察
看
、
便
見
。」、
本
条
「
試

以
一
家
論
之
」。
ま
た
、
注
（
4
）
に
引
く
巻
一
四
、三
八
条
、
葉
賀
孫
録
を

参
照
。
た
だ
し
こ
こ
（「
試
不
仁
愛
看
」）
で
は
「
仮
に
…
で
あ
れ
ば
」
の
意

を
表
す
。

（
7
）「
便
用
愛
一
家
之
人
」　
「
便
用
」
は
「
便
以
」
に
同
じ
。『
語
類
』
巻

一
五
、五
一
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅰ292

）「
到
那
裏
便
用
子
細
研
究
」
巻

一
五
、五
二
条
、
楊
驤
録
（
Ⅰ292
）「
若
難
理
會
底
便
理
會
不
得
、
是
此
心

尚
昏
未
明
、
便
用
提
醒
他
。」

（
8
）「
若
天
使
之
然
」　
『
孟
子
』「
滕
文
公
」
上
「
且
天
之
生
物
也
、
使
之
一
本
、

而
夷
子
二
本
故
也
。」
朱
注
「
且
人
物
之
生
、
必
各
本
於
父
母
而
無
二
、
乃

自
然
之
理
、
若
天
使
之
然
也
。」

（
9
）「
毎
常
思
量
著
、極
好
笑
」　
「
著
」
は
、動
作
の
状
態
を
表
す
。「
好
笑
」
は
、

お
も
し
ろ
い
。
ま
た
、お
か
し
い
。
お
も
し
ろ
く
て
笑
っ
て
し
ま
う
。『
語
類
』

巻
五
、三
二
条
、輔
廣
録
（
Ⅰ85

）「
説
到
此
、自
好
笑
。」、巻
一
三
、九
一
条
、

黃
士
毅
録
（
１237

）「
須
是
信
得
及
。
這
件
物
事
好
笑
、不
信
、便
了
不
得
。」

（
10
）「
又
如
父
之
所
以
慈
、
子
之
所
以
孝
」　

本
条
注
（
4
）
を
参
照
。

（
11
）「
蓋
父
子
本
同
一
氣
」　
『
宋
書
』
巻
五
五
「
傅
隆
」「
父
子
至
親
、分
形
同
氣
。」

（
12
）「
大
倫
」　

五
倫
。『
論
語
』
微
子
「
子
路
曰
、
不
仕
無
義
。
長
幼
之
節
、
不

可
廢
也
。
君
臣
之
義
、
如
之
何
其
廢
之
。
欲
潔
其
身
、
而
亂
大
倫
。
君
子
之

仕
也
、
行
其
義
也
。
道
之
不
行
、
已
知
之
矣
。」
集
注
「
倫
、
序
也
。
人
之

大
倫
有
五
、
父
子
有
親
、
君
臣
有
義
、
夫
婦
有
別
、
長
幼
有
序
、
朋
友
有
信
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255

）「
推
之
天
地
之
間
、
實
是
有
君
臣
、
有
朋
友
。
都
不
是
待
後
人
旋
安
排
、

是
合
下
元
有
此
。」

（
25
）「
昔
龜
山
問
一
學
者
」　
『
龜
山
集
』
巻
十
一
、語
録
二
「
李
似
祖
・
曹
令
德
問
。

…
曰
。
孺
子
將
入
於
井
而
人
見
之
者
、
必
有
惻
隠
之
心
。
疾
痛
非
在
己
也
。

而
為
之
疾
痛
、
何
也
。
似
祖
曰
。
出
於
自
然
、
不
可
已
也
。
曰
。
安
得
自
然

如
此
。
若
體
究
此
理
、
知
其
所
從
來
、
則
仁
之
道
不
遠
矣
。」

（
26
）「
豈
可
只
説
自
然
如
此
了
便
休
」　
「
便
休
」
は
、
そ
れ
で
お
し
ま
い
、
そ
れ

で
お
わ
り
、
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
。

（
27
）「
仁
不
遠
矣
」　
『
論
語
』「
述
而
」「
子
曰
。
仁
遠
乎
哉
。
我
欲
仁
、斯
仁
至
矣
。」

（
28
）「
以
先
知
覺
後
知
」　
『
孟
子
』「
万
章
」
上
「
天
之
生
此
民
也
、
使
先
知
覺

後
知
、使
先
覺
覺
後
覺
也
。
予
、天
民
之
先
覺
者
也
。
予
將
以
斯
道
覺
斯
民
也
。

非
予
覺
之
、
而
誰
也
。」
集
注
「
此
亦
伊
尹
之
言
也
。
知
、
謂
識
其
事
之
所

當
然
。
覺
、
謂
悟
其
理
之
所
以
然
。
覺
後
知
後
覺
、
如
呼
寐
者
而
使
之
寤
也
。

言
天
使
者
、
天
理
當
然
、
若
使
之
也
。
…
…
」

（
29
）「
龜
山
曰
。
知
是
知
此
事
、覺
是
覺
此
理
」　

楊
時
編
『
二
程
粋
言
』
巻
上
「
或

問
。
釋
氏
有
言
下
覺
、
何
如
。
子
曰
。
何
必
浮
屠
氏
。
孟
子
言
之
矣
。
以
先

知
覺
後
知
、
以
先
覺
覺
後
覺
。
知
者
知
此
事
也
。
覺
者
覺
此
理
也
。」『
語
類
』

巻
二
三
、九
四
条
、
竇
從
周
録
（
Ⅱ554

）「
伊
川
說
、
以
先
知
覺
後
知
、
以

先
覺
覺
後
覺
、
知
是
知
此
事
、
覺
是
覺
此
理
、
亦
此
意
。」『
語
類
』
巻

五
八
、二
八
条
、
楊
道
夫
録
（
Ⅳ1363

）「
道
夫
問
覺
。
曰
。
程
子
云
、
知
是

知
此
事
、
覺
是
覺
此
理
。
盖
知
是
知
此
一
事
、
覺
是
忽
然
自
理
㑹
得
。」

（
30
）「
君
之
仁
、臣
之
敬
、子
之
孝
、父
之
慈
」　
『
大
学
章
句
』
伝
三
章
「
為
人
君
、

止
於
仁
。
為
人
臣
、
止
於
敬
。
為
人
子
、
止
於
孝
。
為
人
父
、
止
於
慈
。
與

（
17
）「
初
間
」　

は
じ
め
は
。

（
18
）「
少
間
」　

し
ば
ら
く
す
る
と
、
や
が
て
。

（
19
）「
生
生
之
意
」　
『
易
』「
繋
辞
上
伝
」「
生
生
之
謂
易
。」
天
地
が
も
の
を
生

ん
で
や
ま
な
い
こ
と
を
言
う
。

（
20
）「
慈
祥
」　

慈
し
み
深
く
善
良
な
こ
と
。『
儀
礼
』「
士
相
見
礼
」「
與
衆
言
、

言
忠
信
慈
祥
。」

（
21
）「
惻
隠
」、孟
子
『
惻
隠
之
端
』、「

惕
」「
羞
悪
之
心
」　
『
孟
子
』「
公
孫
丑
」

上
「
孟
子
曰
、
人
皆
有
不
忍
人
之
心
。
先
王
有
不
忍
人
之
心
、
斯
有
不
忍
人

之
政
矣
。
以
不
忍
人
之
心
、
行
不
忍
人
之
政
、
治
天
下
可
運
之
掌
上
。
所
以

謂
人
皆
有
不
忍
人
之
心
者
、
今
人
乍
見
孺
子
將
入
於
井
、
皆
有

惕
惻
隱
之

心
。
非
所
以
內
交
於
孺
子
之
父
母
也
、
非
所
以
要
譽
於
鄉
黨
朋
友
也
、
非
惡

其
聲
而
然
也
。
由
是
觀
之
、無
惻
隱
之
心
、非
人
也
。
無
羞
惡
之
心
、非
人
也
。

無
辭
讓
之
心
、
非
人
也
。
無
是
非
之
心
、
非
人
也
。
惻
隱
之
心
、
仁
之
端
也
。

羞
惡
之
心
、
義
之
端
也
。
辭
讓
之
心
、
禮
之
端
也
。
是
非
之
心
、
智
之
端
也
。」

（
22
）「
惻
隱
是
傷
痛
之
切
」　

注
（
22
）
に
引
く
『
孟
子
』「
公
孫
丑
」
上
の
「
皆

有

惕
惻
隱
之
心
」
の
集
注
、「

惕
、
驚
動
貌
。
惻
、
傷
之
切
也
。
隱
、

痛
之
深
也
。
此
即
所
謂
不
忍
人
之
心
也
。」

（
23
）「
裁
制
」　
（
天
地
の
生
生
の
）
定
め
。『
易
』
兌
。
こ
こ
で
は
裁
断
制
割
の
意
。

（
24
）「
非
旋
安
排
教
如
此
也
」　
「
旋
」
は
、
そ
の
時
に
な
っ
て
。「
安
排
」
は
、

あ
れ
こ
れ
計
ら
う
。「
旋
安
排
」
の
三
文
字
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
三

浦
國
雄
『「
朱
子
語
類
」
抄
』
三
九
八
頁
参
照
。『
河
南
『
程
氏
遺
書
』
巻

一
五
「
不
可
道
上
面
一
段
事
、
無
形
無
兆
、
却
待
人
旋
安
排
、
引
入
來
教
入

塗
轍
。」
注
（
4
）
に
引
く
『
語
類
』
巻
一
四
、三
八
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅰ



一
二
三

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

天
道
流
行
、
造
化
發
育
、
凡
有
聲
色
貌
象
而
盈
於
天
地
之
間
者
、
皆
物
也
。

既
有
是
物
、
則
其
所
以
為
是
物
者
、
莫
不
各
有
當
然
之
則
而
自
不
容
已
。
是

皆
得
於
天
之
所
賦
而
非
人
之
所
能
為
也
。
…
又
次
而
及
於
身
之
所
接
、
則
有

君
臣
父
子
夫
婦
長
幼
朋
友
之
常
、
是
皆
必
有
當
然
之
則
而
自
不
容
已
、
所
謂

理
也
。」

（
2
）「
若
果
見
得
不
容
已
處
」　

こ
こ
で
の
「
不
容
已
處
」
は
「
所
當
然
而
不
容
已
」

を
指
す
。
前
注
及
び
以
下
を
参
照
。『
大
学
或
問
』「
若
其
用
力
之
方
、
則
或

考
之
事
為
之
著
、或
察
之
念
慮
之
微
、或
求
之
文
字
之
中
、或
索
之
講
論
之
際
、

使
於
身
心
性
情
之
德
、
人
倫
日
用
之
常
、
以
至
天
地
鬼
神
之
變
、
鳥
獸
草
木

之
宜
、
自
其
一
物
之
中
、
莫
不
有
以
見
其
所
當
然
而
不
容
已
、
與
其
所
以
然

而
不
可
易
者
、
必
其
表
裏
精
粗
、
無
所
不
盡
、
而
又
益
推
其
類
以
通
之
。
至

於
一
日
脫
然
而
貫
通
焉
、
則
於
天
下
之
物
、
皆
有
以
究
其
義
理
精
微
之
所
極
、

而
吾
之
聰
明
睿
智
亦
皆
有
以
極
其
心
之
本
體
而
無
不
盡
矣
。
此
愚
之
所
以
補

乎
本
傳
闕
文
之
意
、
雖
不
能
盡
用
程
子
之
言
、
然
其
指
趣
要
歸
、
則
不
合
者

鮮
矣
。
讀
者
其
亦
深
考
而
實
識
之
哉
。」

（
3
）「
默
會
」　

耳
目
に
由
ら
ず
に
体
認
・
感
得
す
る
。『
語
類
』
で
の
用
例
は
、

他
に
巻
一
一
五
、一
一
条
、
訓
道
夫
（
Ⅶ2771

）「
夫
所
謂
體
認
者
、
若
曰
體

之
於
心
而
識
之
、
猶
所
謂
默
會
也
。」
の
み
。

治
國
平
天
下
者
諸
侯
之
事
一
段

〔
校
勘
〕

○
「
諸
侯
之
事
」　

朝
鮮
古
写
本
、
朝
鮮
整
版
本
は
「
侯
」
を
「
象
」
に
作
る
。

國
人
交
、
止
於
信
。」

44
条或

問
格
物
章
、
本
有
所
以
然
之
故
。
曰
、
後
來
看
得
、
且
要
見
得
所
當
然
是
要

切
處
。
若
果
見
得
不
容
已
處
、
則
自
可
默
會
矣
。

〔
校
勘
〕

○
朝
鮮
古
写
本
に
、
こ
の
条
は
見
当
た
ら
な
い
。

〔
訳
〕

「『
或
問
』
の
「
格
物
」
の
章
に
は
、も
と
は
「
所
以
然
の
故
」
が
有
り
ま
し
た
が
。」

（
先
生
は
）
言
わ
れ
た
。「
後
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
、『
所
当
然
』
を
理
解
で

き
る
か
が
肝
心
な
と
こ
ろ
な
の
だ
。
も
し
も
（『
所
当
然
』
の
う
ち
に
）
必
然
的

に
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
）
と
い
う
と
こ
ろ
を
理
解

で
き
た
ら
、
自
ず
と
（
耳
目
に
由
ら
ず
に
）
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。」

〔
注
〕

（
1
）「
或
問
格
物
章
、
本
有
所
以
然
之
故
」　

現
行
本
『
大
学
或
問
』
に
落
ち
着

く
以
前
に
、「
格
物
」
の
説
明
に
「
所
以
然
之
故
」
を
用
い
て
い
た
こ
と
を

示
す
。
本
条
は
、『
大
学
或
問
』
の
成
立
過
程
の
み
な
ら
ず
、
朱
熹
の
思
想

の
成
熟
へ
の
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
重
要
な
手
が
か
り
の
一
つ
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
現
行
本
『
大
学
或
問
』「
格
物
章
」
は
、「
曰
。
吾
聞
之
也
。



一
二
四

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

事
柄
は
全
て
私
の
為
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
、
や
み
く
も
に
そ
ん
な

風
に
強
い
て
信
じ
込
も
う
と
す
る
よ
う
で
は
駄
目
だ
。
是
非
と
も
、
学
問
に
従
事

し
て
そ
の
よ
う
な
境
地
に
ま
で
到
達
し
、
た
く
さ
ん
の
経
験
と
研
鑽
と
を
積
ん
だ

後
に
な
っ
て
、
初
め
て
そ
の
よ
う
に
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。」　

楊
道
夫
録

〔
注
〕

（
1
）「
南
軒
」　

張

、字
欽
夫
、敬
夫
、号
南
軒
（
一
一
三
三
〜
一
一
八
〇
）。『
宋

史
』
巻
四
二
九
「
道
学
伝
」、『
宋
元
学
案
』
巻
五
〇
「
南
軒
学
案
」。

（
2
）「
為
己
者
、
無
所
為
而
然
也
」  

『
大
学
或
問
』
に
張

語
と
し
て
引
か
れ
る
。

な
お
こ
の
語
は
、
通
行
本
の
張

文
集
に
は
見
ら
れ
ず
、
宋
残
本
「
孟
子
講

義
序
」
に
の
み
見
え
る
。『
大
学
或
問
』「
曰
。
治
國
平
天
下
者
、
天
子
諸
侯

之
事
也
。
卿
大
夫
以
下
、
皆
無
與
焉
。
今
大
學
之
敎
、
乃
例
以
明
明
德
於
天

下
為
言
、
豈
不
為
思
出
其
位
、
犯
非
其
分
、
而
何
以
得
為
為
己
之
學
哉
。
曰
。

天
之
明
命
、
有
生
之
所
同
得
、
非
有
我
之
得
私
也
。
是
以
君
子
之
心
、
豁
然

大
公
、
其
視
天
下
無
一
物
而
非
吾
心
之
所
當
愛
、
無
一
事
而
非
吾
職
之
所
當

為
。
…
大
抵
以
學
者
而
視
天
下
之
事
、
以
為
己
事
之
所
當
然
而
為
之
、
則
雖

甲
兵
錢
穀

豆
有
司
之
事
、
皆
為
己
也
。
以
其
可
以
求
知
於
世
而
為
之
、
則

雖
割
股
廬
墓
、
敝
車
羸
馬
、
亦
為
人
耳
。
善
乎
張
子
敬
夫
之
言
曰
。
為
己
者
、

無
所
為
而
然
者
也
。
此
其
語
意
之
深
切
、蓋
有
前
賢
所
未
發
者
。」「
為
己
」「
為

人
」
は
『
論
語
』
に
典
拠
を
持
つ
語
。「
為
己
は
、
自
分
自
身
に
得
る
所
の

あ
る
こ
と
を
目
指
し
て
行
う
こ
と
。「
為
人
」
は
、
他
人
か
ら
評
価
さ
れ
る

こ
と
を
目
指
し
て
行
う
こ
と
。『
論
語
』「
憲
問
」「
子
曰
。
古
之
學
者
為
己
、

今
之
學
者
為
人
。」
朱
注
「
程
子
曰
。
為
己
、
欲
得
之
於
己
也
。
為
人
、
欲

45
条問

。
南
軒
謂
、
為
己
者
、
無
所
為
而
然
也
。

曰
。
只
是
見
得
天
下
事
皆
我
所
合
當
為
而
為
之
、
非
有
所
因
而
為
之
。
然
所
謂

天
下
之
事
皆
我
之
所
當
為
者
、
只
恁
地
強
信
不
得
。
須
是
學
到
那
田
地
、
經
歴
磨

錬
多
後
、
方
信
得
過
。　

道
夫

〔
校
勘
〕

○「
只
是
見
得
天
下
事
皆
我
所
合
當
為
而
為
之
」　

朝
鮮
古
写
本
は「
只
是
」を「
只
」

に
作
る
。・

○
「
非
有
所
因
而
為
之
」　

朝
鮮
古
写
本
、
朝
鮮
整
版
本
は
「
為
之
」
を
「
為
也
」

に
作
る
。
朝
鮮
整
版
本
巻
末
「
考
異
」「
為
也　

也
一
作
之
」

○
「
須
是
學
到
那
田
地
」　

萬
暦
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
和
刻
本
は
「
須
」
を
「

」

に
作
る
。

○
「
經
歴
磨
錬
」　

萬
暦
本
、
和
刻
本
は
「
經
」
を
「
経
」
に
作
る
。

〔
訳
〕南

軒
の
「
己
の
為
に
す
る
と
は
、
何
か
他
の
目
的
の
為
に
で
は
な
く
、（
純
粋

に
そ
の
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
）
そ
の
よ
う
に
行
う
こ
と
で
あ

る
。」
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
。

先
生
「
そ
れ
は
つ
ま
り
、
天
下
の
事
柄
は
全
て
私
の
為
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
、

と
認
識
し
た
上
で
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
何
か
他
に
理

由
が
有
っ
て
そ
う
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
け
れ
ど
も
、
天
下
の



一
二
五

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

可
論
治
體
。
王
伯
之
辨
、莫
明
於
孟
子
。
大
抵
王
者
之
政
、皆
無
所
為
而
為
之
。

伯
者
則
莫
非
有
為
而
然
也
。
無
所
為
者
天
理
、
義
之
公
也
。
有
所
為
者
人
欲
、

利
之
私
也
。」
巻
一
七
「
温
嶠
得
失
」「
昔
人
之
事
業
、皆
非
有
所
為
而
為
之
。」

『
朱
文
公
文
集
』
巻
八
九
「
右
文
殿
修
撰
張
公
神
道
碑
」「
公
諱

、
字
敬
夫
。

…
蓋
其
常
言
有
曰
。
學
莫
先
於
義
利
之
辨
。
而
義
也
者
、
本
心
之
所
當
為
而

不
能
自
已
。
非
有
所
為
而
為
之
者
也
。
一
有
所
為
而
後
為
之
、
則
皆
人
欲
之

私
而
非
天
理
之
所
存
矣
。
嗚
呼
。
至
哉
言
也
。
其
亦
可
謂
擴
前
聖
之
所
未
發

而
同
於
性
善
養
氣
之
功
者
歟
。」

（
3
）「
天
下
事
皆
我
所
合
當
為
而
為
之
」　
『
大
学
或
問
』（
前
注
既
引
）「
是
以
君

子
之
心
、
豁
然
大
公
、
其
視
天
下
無
一
物
而
非
吾
心
之
所
當
愛
、
無
一
事
而

非
吾
職
之
所
當
為
。」「
合
當
」
は
、
当
然
〜
す
べ
き
で
あ
る
。

（
4
）「
非
有
所
因
而
為
之
」　
「
有
所
因
而
為
之
」
は
注
（
2
）
に
い
う
「
有
所
為

而
為
之
」
に
相
当
す
る
。

（
5
）「
只
恁
地
強
信
不
得
」　

や
み
く
も
に
そ
ん
な
風
に
無
理
に
信
じ
込
も
う
と

し
て
は
い
け
な
い
。「
恁
地
」
は
、「
如
此
」
と
同
義
で
、
こ
の
よ
う
に
。「
強

信
」
は
、
強
い
て
信
ず
る
。「
不
得
」
は
現
代
語
の
「
不
行
」
と
同
義
。
だ

め
だ
。

（
6
）「
須
是
學
到
那
田
地
、
經
歴
磨
錬
多
後
、
方
信
得
過
」　
「
須
…
方
」
は
、「
是

非
と
も
…
し
て
、
そ
れ
で
こ
そ
」
の
意
。「
田
地
」
は
、
地
歩
・
境
地
・
境
涯
。

「
經
歴
磨
錬
」は
経
験
し
研
鑽
す
る
。「
信
得
過
」は
、信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
得
過
」
は
、
動
詞
の
後
ろ
に
つ
い
て
可
能
を
表
す
。「
信
得
過
」
の
否
定
形

は
「
信
不
過
」

見
知
於
人
也
。」「
無
所
為
而
然
」
は
「
有
所
為
而
然
」（
何
か
他
の
目
的
の

為
に
行
動
す
る
、
利
害
打
算
に
よ
っ
て
行
動
す
る
、
功
利
的
に
振
る
舞
う
）

の
対
概
念
で
、
純
粋
に
そ
の
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
目
的
と
し
て
行
動
す
る

こ
と
。
中
華
書
局
理
学
叢
書
『
張

集
』
所
収
『
新
刊
南
軒
先
生
文
集
』（
底

本
は
嘉
靖
元
年
劉
氏
翠
巌
堂
慎
思
齋
刊
本
）
巻
一
四
「
孟
子
講
義
序
」「
學

者
潜
心
孔
孟
、
必
得
其
門
而
入
、
愚
以
為
莫
先
於
義
利
之
辯
。
蓋
聖
學
、
無

所
為
而
然
也
。
無
所
為
而
然
者
、
命
之
所
以
不
已
、
性
之
所
以
不
偏
、
而
教

之
所
以
無
窮
也
。
凡
有
所
為
而
然
者
、
皆
人
欲
之
私
而
非
天
理
之
所
存
。
此

義
利
之
分
也
。
…
孔
子
曰
。
古
之
學
者
為
己
、
今
之
學
者
為
人
。
為
人
者
、

無
適
而
非
利
。
為
己
者
、
無
適
而
非
義
。
曰
利
、
雖
在
己
之
事
、
亦
為
人
也
。

曰
義
、
則
施
諸
人
者
、
亦
莫
非
為
己
也
。
嗟
乎
、
義
利
之
辨
大
矣
。」
中
華

書
局
本
が
附
録
と
し
て
収
録
す
る
台
湾
故
宮
博
物
院
蔵
宋
残
本
は
、
右
の
末

尾
を
「
曰
義
、
則
施
諸
人
者
、
皆
為
己
也
。
為
己
者
、
無
所
為
而
然
者
也
。

嗟
乎
、
義
利
之
説
大
矣
。」
に
作
る
。
高
畑
常
信
氏
は
、「
孟
子
講
義
序
」
等

に
見
ら
れ
る
通
行
本
と
宋
刊
本
（
台
湾
故
宮
博
物
院
蔵
）
と
の
間
に
見
ら
れ

る
異
同
に
つ
い
て
、
通
行
本
に
は
張

が
後
年
に
施
し
た
推
敲
の
あ
と
が
見

ら
れ
る
、
と
指
摘
す
る
。
高
畑
常
信
『
宋
代
湖
南
学
の
研
究
』
秋
山
書
店
、

一
九
九
六
年
、
一
八
三
〜
一
九
一
頁
。
し
て
み
れ
ば
、
宋
刊
本
（
宋
残
本
）

に
の
み
見
ら
れ
る
表
現
は
、
後
年
に
お
け
る
推
敲
改
訂
を
経
る
前
の
張

初

年
の
思
想
内
容
を
伝
え
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
以
下
に
関

連
す
る
語
を
引
い
て
お
き
た
い
（
張

語
は
い
ず
れ
も
も
中
華
書
局
本
『
新

刊
南
軒
先
生
文
集
集
』
に
拠
る
）。
巻
一
四
「

範
序
」「
古
之
君
子
、
皆
非

有
所
為
而
為
之
。」
巻
一
六
「
漢
家
雜
伯
」「
學
者
要
須
先
明
王
伯
之
辨
而
後
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に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
世
間
の
連
中
は
、
わ
ず
か
ば
か
り
で

も
読
書
す
る
と
な
る
と
、
す
ぐ
も
う
そ
い
つ
を
利
用
し
て
時
文
を
上
手
に
こ
し
ら

え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
人
の
為
に
す
る
こ
と
の
甚
だ
し
い
例
だ
。　

葉

賀
孫
録

〔
注
〕

（
1
）「
問
為
己
」　
「
為
己
」
は
「
為
人
」
の
対
概
念
。
前
条
の
注
（
2
）
を
参
照
。

（
2
）「
這
須
要
自
看
」　
「
自
看
」
は
、
自
分
で
考
え
る
、
自
分
で
わ
か
る
、
自
分

で
得
心
す
る
。『
語
類
』
巻
六
、九
〇
条
、
蕭
佐
録
（
Ⅰ115

）「
此
等
處
、
須

人
自
看
。
如
何
一
一
說
得
。
日
日
將
來
看
、
久
後
須
會
見
得
。」
同
、
巻
六
、

一
一
七
条
、
陳
淳
録
（
Ⅰ119

）「
須
自
看
得
、
便
都
理
會
得
。」

（
3
）「
逐
日
之
間
」　
「
逐
日
」
は
、
毎
日
、
日
々
。

（
4
）「
只
是
道
我
合
當
做
、
便
如
此
做
」　

た
だ
自
分
の
為
す
べ
き
事
柄
だ
と
考

え
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
行
う
ま
で
の
こ
と
だ
。「
道
」
は
、
思
う
、
考

え
る
。
後
出
の
「
只
道
自
家
合
當
如
此
讀
」
の
「
道
」
も
同
義
。「
合
當
」
は
、

当
然
〜
す
べ
き
で
あ
る
。

（
5
）「
這
便
是
無
所
為
」　
「
無
所
為
」
は
「
無
所
為
而
然
」「
無
所
為
而
為
」
と

同
義
。
前
条
注
（
2
）
を
参
照
。

（
6
）「
且
如
讀
書
」　
「
且
如
」
は
、
例
え
ば
。

（
7
）「
只
道
自
家
合
當
如
此
讀
」　
「
自
家
」
は
、
自
分
。

（
8
）「
合
當
如
此
理
會
身
己
」　
「
身
己
」
は
、
自
己
、
自
身
。「
理
會
身
己
」
は
、

自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て
取
り
組
む
、
自
己
に
切
実
な
問
題
と
し
て
取
り
組

む
、
自
己
の
本
分
と
し
て
取
り
組
む
。
以
下
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
從
自
家

46
条問

為
己
。

曰
。
這
須
要
自
看
。
逐
日
之
間
、
小
事
大
事
、
只
是
道
我
合
當
做
、
便
如
此
做
、

這
便
是
無
所
為
。

且
如
讀
書
、
只
道
自
家
合
當
如
此
讀
、
合
當
如
此
理
會
身
己
。
才
説
要
人
知
、

便
是
有
所
為
。
如
世
上
人
才
讀
書
、便
安
排
這
箇
好
做
時
文
。
此
又
為
人
之
甚
者
。   

賀
孫

〔
校
勘
〕

○
朝
鮮
古
写
本
巻
一
七
は
本
条
を
収
録
し
な
い
。

○
「
這
須
要
自
看
」　

萬
暦
本
、
和
刻
本
は
「
須
」
を

」
に
作
る
。

○
「
便
是
有
所
為
」　

朝
鮮
整
版
本
は
「
便
是
」
を
「
是
便
」
に
作
る
。

〔
訳
〕

「
己
の
為
に
す
る
」
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
。

先
生
「
こ
れ
は
是
非
と
も
自
分
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
々
の
生
活

に
お
い
て
、
小
事
で
あ
れ
大
事
で
あ
れ
、
た
だ
、
こ
れ
は
自
分
の
為
す
べ
き
事
柄

だ
と
思
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
、
そ
れ
が
つ
ま
り
は
、
為
に
す
る
と
こ
ろ

が
な
い
（
＝
他
の
目
的
の
為
に
す
る
の
で
は
な
い
）、と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

例
え
ば
読
書
す
る
場
合
、
た
だ
、
自
分
は
こ
う
し
て
読
書
す
べ
き
な
の
だ
と
思

う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
我
が
身
に
切
実
に
取
り
組
む
べ
き
な
の
だ
。
人
に
知
ら

れ
た
い
、
と
ほ
ん
の
少
し
で
も
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
為



一
二
七

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

儀
三
千
、
皆
是
人
所
合
當
做
而
不
得
不
然
者
、
非
是
聖
人
安
排
這
物
事
約
束

人
。」「
好
做
」
は
、
上
手
に
こ
し
ら
え
る
、
し
っ
か
り
や
る
。『
語
類
』
巻

二
九
、一
二
六
条
、
記
録
者
名
欠
「
又
云
。
亦
須
看
子
路
所
以
不
及
顏
子
處
、

顏
子
所
以
不
及
聖
人
處
、吾
所
以
不
及
賢
者
處
、却
好
做
工
夫
。」「
時
文
」
は
、

科
挙
の
答
案
。『
朱
文
公
文
集
』
巻
四
八
「
答
呂
子
約
」
第
一
四
書
「
讀
書

窮
理
、
須
認
正
意
。
切
忌
如
此
緣
文
生
意
、
附
㑹
穿
穴
。
只
好
做
時
文
、
不

是
講
學
也
。」

47
条為

己
者
、
無
所
為
而
然
。
無
所
為
、
只
是
見
得
自
家
合
當
做
、
不
是
要
人
道
好
。

如
甲
兵
錢
穀

豆
有
司
、
到
當
自
家
理
會
便
理
會
、
不
是
為
別
人
了
理
會
。

如
割
股
廬
墓
、一
則
是
不
忍
其
親
之
病
、一
則
是
不
忍
其
親
之
死
、這
都
是
為
己
。

若
因
要
人
知
了
去
恁
地
、
便
是
為
人
。

器
遠
問
。
子
房
以
家
世
相
韓
故
、從
少
年
結
士
、欲
為
韓
報
仇
、這
是
有
所
為
否
。

曰
。
他
當
初
只
一
心
欲
為
國
報
仇
。
只
見
這
是
箇
臣
子
合
當
做
底
事
、
不
是
為

別
人
、
不
是
要
人
知
。　

賀
孫

〔
校
勘
〕

○
「
他
當
初
只
一
心
欲
為
國
報
仇
」　

朝
鮮
整
版
本
は
「
他
」
を
「
佗
」
に
作
る
。

○
「
只
見
這
是
箇
臣
子
合
當
做
底
事
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
箇
」
を
「
个
」
に
作
る
。

身
己
做
」「
理
會
身
己
上
事
」「
理
會
自
己
本
分
上
事
」
等
と
も
表
現
さ
れ
る
。

ま
た
巻
一
二
〇
の
用
例
で
は
本
条
同
様
、「
為
己
」
を
説
く
文
脈
で
言
及
さ

れ
て
い
る
。『
語
類
』
巻
八
、九
一
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅰ141

）「
今
世
儒
者
、

能
守
經
者
、
理
會
講
解
而
已
。
看
史
傳
者
、
計
較
利
害
而
已
。
那
人
直
是
要

理
會
身
己
、
從
自
家
身
己
做
去
。
不
理
會
自
身
己
、
說
甚
別
人
長
短
。」
同
、

巻
一
一
六
、一
一
条
、
訓
踊
淵
（
Ⅶ2789

）「
先
生
問
㬊
淵
、
平
日
如
何
做
工

夫
。
看
甚
文
字
。
曰
。
舊
治
春
秋
並
史
書
。
…
曰
。
春
秋
是
學
者
末
後
事
、

惟
是
理
明
義
精
、
方
見
得
。
春
秋
是
言
天
下
之
事
。
今
不
去
理
會
身
己
上
事
、

却
去
理
會
天
下
之
事
、
到
理
會
得
天
下
事
、
於
身
己
上
却
不
曾
處
置
得
。
所

以
學
者
讀
書
、
先
要
理
會
自
己
本
分
上
事
。」
同
、
巻
一
二
〇
、九
一
条
、
葉

賀
孫
録
（
Ⅶ2908

）「
與
馮
德
貞
說
為
己
為
人
、曰
。
若
不
為
己
、看
做
甚
事
、

都
只
是
為
別
人
。
雖
做
得
好
、
亦
不
關
己
。
自
家
去
從
師
、
也
不
是
要
理
會

身
己
。
自
家
去
取
友
、
也
不
是
要
理
會
身
己
。
只
是
漫
恁
地
、
只
是
要
人
說

道
也
曾
如
此
、
要
人
說
道
好
。」

（
9
）「
才
説
要
人
知
、
便
是
有
所
為
」　
「
才
…
便
…
」
は
、「
わ
ず
か
で
も
…
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
即
ち
…
…
で
あ
る
。」「
有
所
為
」
は
「
有
所
為
而
然
」「
有

所
為
而
為
」
と
同
義
。
前
条
注
（
2
）
参
照
。

（
10
）「
便
安
排
這
箇
好
做
時
文
」　
「
読
書
を
借
用
し
て
時
文
を
巧
み
に
こ
し
ら
え

よ
う
と
す
る
」「
安
排
」
は
、『
語
類
』
で
は　
「
何
待
安
排
」（
巻
八
）、「
不

容
安
排
」（
巻
一
〇
）、「
未
要
如
此
安
排
」（
巻
一
二
）
等
の
よ
う
に
、
目
的

語
を
伴
わ
ず
に
単
独
で
用
い
ら
れ
る
用
例
（
あ
れ
こ
れ
は
か
ら
う
の
意
）
が

多
い
。
こ
こ
で
は
目
的
語
を
伴
っ
て
、案
配
す
る
、借
用
す
る
、手
を
加
え
る
、

の
意
。『
語
類
』
巻
一
八
、七
九
条
。
楊
道
夫
録
（
Ⅱ409

）「
曲
禮
三
百
、
威
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〔
注
〕

（
1
）「
為
己
者
、
無
所
為
而
然
」　
『
大
学
或
問
』「
善
乎
張
子
敬
夫
之
言
曰
。
為

己
者
、
無
所
為
而
然
者
也
。」
四
五
条
の
注
（
2
）
を
参
照
。

（
2
）「
如
甲
兵
錢
穀

豆
有
司
」　
『
大
学
或
問
』「
大
抵
以
學
者
而
視
天
下
之
事
、

以
為
己
事
之
所
當
然
而
為
之
、則
雖
甲
兵
錢
穀

豆
有
司
之
事
、皆
為
己
也
。」

（
3
）「
甲
兵
錢
穀
」　
「
甲
兵
」
は
軍
事
、
軍
務
。「
錢
穀
」
は
財
政
、
財
務
。『
春

秋
左
氏
伝
』
哀
公
十
年
、伝
「
孔
文
子
之
將
攻
大
叔
也
、訪
於
仲
尼
。
仲
尼
曰
。

胡
簋
之
事
、
則
嘗
學
之
矣
。
甲
兵
之
事
、
未
之
聞
也
。
退
、
命
駕
而
行
。」

注
「
胡
簋
、禮
器
名
。
夏
曰
胡
、周
曰
簋
。」
音
義
「
簋
音
軌
。」
疏
「
正
義
曰
。

胡
簋
、
行
禮
所
用
之
器
、
故
以
胡
簋
言
禮
事
。」
な
お
次
注
に
示
す
よ
う
に
、

直
接
の
典
拠
で
あ
る
『
論
語
』
に
お
い
て
は
「
有
司
」
は
「

豆
」
を
承
け

る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
以
下
の
韓
愈
の
用
例
に
徴
す
れ
ば
、「

豆
」
の
み
な
ら
ず
「
甲
兵
」「
銭
穀
」
も
含
め
て
「
有
司
之
事
」
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
考
え
て
よ
い
。『
韓
昌
黎
文
集
校
注
』
巻
三
「
上
宰
相
書
」「
幸

今
天
下
無
事
、
小
大
之
官
、
各
守
其
職
、
錢
穀
甲
兵
之
問
、
不
至
於
廟
堂
。

論
道
經
邦
之
暇
、
捨
此
宜
無
大
者
焉
。」

（
4
）「

豆
有
司
」　
「

豆
」
は
祭
器
、
祭
祀
。「
有
司
」
は
「
有
司
之
事
」
の

意
で
、
役
人
の
仕
事
、
役
人
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
い
仕
事
。『
論
語
』「
泰
伯
」

「

豆
之
事
、
則
有
司
存
。」

（
5
）「
不
是
為
別
人
了
理
會
」　

他
者
か
ら
の
評
価
を
得
る
た
め
に
取
り
組
む
の

で
は
な
い
。「
為
…
了
」
は
、
…
の
為
に
。
現
代
語
の
「
為
了
…
」
と
同
じ
。

（
6
）「
如
割
股
廬
墓
」　
『
大
学
或
問
』「
以
其
可
以
求
知
於
世
而
為
之
、
則
雖
割

股
廬
墓
、
敝
車
羸
馬
、
亦
為
人
耳
。」
な
お
こ
こ
で
割
股
・
廬
墓
・
敝
車
・

〔
訳
〕己

の
為
に
す
る
と
は
、
何
か
他
の
目
的
の
為
に
で
は
な
く
、（
純
粋
に
そ
の
行

為
を
遂
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
）
行
う
こ
と
だ
。
何
か
他
の
目
的
の
為
に
す

る
の
で
は
な
い
、
と
は
、
そ
れ
が
自
分
の
為
す
べ
き
事
柄
だ
と
い
う
自
覚
が
有
っ

た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
に
素
晴
ら
し
い
と
ほ
め
て
も
ら
い
た
い
為
で
は
な

い
。例

え
ば
甲
兵
（
軍
務
）・
銭
穀
（
財
務
）・
豆
（
祭
祀
）
と
い
っ
た
有
司
の
事
（
役

人
仕
事
）
で
あ
っ
て
も
、
自
分
が
取
り
組
む
べ
き
局
面
に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
取
り

組
む
の
で
あ
っ
て
、
誰
か
他
の
人
（
か
ら
の
評
価
賞
賛
）
の
為
に
取
り
組
む
の
で

は
な
い
。

割
股
や
廬
墓
も
、
一
方
は
自
分
の
親
が
病
に
あ
る
こ
と
に
耐
え
難
い
か
ら
で
あ

り
、
他
方
は
自
分
の
親
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
耐
え
難
い
か
ら
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
す
べ
て
己
の
為
に
す
る
行
為
だ
。
も
し
も
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
為
に

割
股
や
廬
墓
を
行
お
う
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
人
の
為
に
す
る
行
為
だ
。

器
遠
が
お
尋
ね
し
た
。「
子
房
（
張
良
）
は
、
父
祖
が
代
々
、
韓
の
宰
相
で
あ
っ

た
が
故
に
、（
秦
に
よ
っ
て
韓
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
）
若
い
頃
か
ら
仲
間
と
共
謀
し
、

韓
の
為
に
仇
に
報
い
よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
為
に
す
る
所
が
有
っ
て
の
行
為

な
の
で
し
ょ
う
か
。」

先
生
「
彼
は
当
初
か
ら
、
た
だ
一
心
に
国
の
た
め
に
仇
に
報
い
よ
う
と
し
た
ま

で
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
臣
子
た
る
者
の
当
然
に
為
す
べ
き
事
柄
だ
と
考
え
た
か

ら
な
の
で
あ
っ
て
、
他
人
の
為
で
も
な
け
れ
ば
、
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
為
で

も
な
か
っ
た
の
だ
。」　

葉
賀
孫
録            
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板
を
屋
根
替
わ
り
に
さ
し
わ
た
し
た
仮
小
屋
）
に
起
居
し
た
。『
儀
礼
』「
既

夕
礼
」「
居
倚
廬
、寢
苫
枕
塊
。」
鄭
注
「
倚
木
為
廬
、在
中
門
外
東
方
北
戸
。」

『
儀
礼
』「
喪
服
」
子
夏
伝
「
居
倚
廬
、
寢
苫
枕
塊
、
哭
晝
夜
無
時
、
歠
粥
、

朝
一
溢
米
、
夕
一
溢
米
、
寢
不
說

帶
。
既
虞
、
翦
屏
柱
楣
、
寢
有
席
、
食

疏
食
、
水
飲
、
朝
一
哭
、
夕
一
哭
而
已
。」
鄭
注
「
楣
、
謂
之
梁
。
拄
楣
、

所
謂
梁
闇
。
疏
猶
麤
也
。」
賈
公
彦
疏
「
云
居
倚
廬
者
、
孝
子
所
居
、
在
門

外
東
壁
、倚
木
為
廬
。
…
依
公
羊
傳
云
、天
子
九
虞
、諸
矦
七
虞
、大
夫
五
虞
、

士
三
虞
。
今
傳
言
旣
虞
、謂
九
虞
七
虞
五
虞
三
虞
之
後
、乃
改
舊
廬
西
鄉
開
戸
、

翦
去
戸
傍
兩
廂
屏
之
餘
草
。
拄
楣
者
、
前
梁
謂
之
楣
、
楣
下
兩
頭
豎
拄
施
梁
、

乃
夾
戸
傍
之
屛
也
。」『
晋
書
』
巻
七
四
「
桓
雲
」「
遭
母
憂
去
職
。
葬
畢
、

起
為
江
州
刺
史
、稱
疾
、廬
於
墓
次
。」『
晋
書
』
巻
八
九
、忠
義
「
韋
忠
」「
年

十
二
、
喪
父
。
哀
慕
毀
悴
、

而
後
起
。
司
空
裴
秀
弔
之
、
匍
匐
號
訴
、
哀

慟
感
人
。
…
服

、遂
廬
於
墓
所
。」『
隋
書
』
巻
七
二
、孝
義
「
田
德
懋
」「
丁

父
艱
、
哀
毀
骨
立
、
廬
於
墓
側
、
負
土
成
墳
。
上
聞
而
嘉
之
、
遣
員
外
散
騎

侍
郎
元
志
就
吊
焉
。
復
降
璽
書
曰
。
…
哀
毀
過
禮
、
倚
廬
墓
所
、
負
土
成
墳
。

…
」

（
9
）「
一
則
是
不
忍
其
親
之
病
、
一
則
是
不
忍
其
親
之
死
」　
「
一
則
〜
、
一
則
〜
」

の
用
例
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。『
論
語
』「
里
仁
」「
子
曰
。
父
母
之
年
、

不
可
不
知
也
。
一
則
以
喜
、
一
則
以
懼
。」

（
10
）「
這
都
是
為
己
」　
「
都
」
は
、
全
て
。

（
11
）「
若
因
要
人
知
了
去
恁
地
」　
「
も
し
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
て
こ
の
よ

う
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
」「
去
」
は
、
動
詞
の
前
に
つ
い
て
意
志

を
示
す
。
〜
し
よ
う
と
す
る
。「
恁
地
」
は
こ
こ
で
は
「
恁
地
做
」
と
同
義

羸
馬
を
列
挙
す
る
の
は
、
蘇
軾
の
語
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。『
経
進

東
坡
文
集
事
略
』
巻
二
九
「
議
學
校
貢
舉
狀
」「
上
以
孝
取
人
、則
勇
者
割
股
、

怯
者
廬
墓
。
上
以
亷
取
人
、
則
弊
車
羸
馬
、
惡
衣
菲
食
、
凡
可
以
中
人
意
、

無
所
不
至
矣
。
徳
行
之
弊
、
一
至
於
此
乎
。」

（
7
）「
割
股
」　
「
割
股
」
は
、
自
分
の
股
の
肉
を
割
い
て
食
に
供
す
る
行
為
。「

股
」
と
も
い
う
。
古
く
は
『
荘
子
』
に
も
記
述
は
あ
る
が
、
子
が
親
の
病
気

を
治
す
た
め
に
自
分
の
股
の
肉
を
割
く
、
と
い
う
風
俗
が
流
布
し
始
め
る
の

は
唐
代
以
降
で
あ
る
。
則
天
武
后
期
の
王
友
貞
の
事
例
が
古
く
、
次
い
で
開

元
期
に
は
陳
藏
器
『
本
草
拾
遺
』
に
股
肉
の
薬
効
が
明
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

『
荘
子
』「
盗
跖
」「
介
子
推
、至
忠
也
。
自
割
其
股
、以
食
文
公
。」『
旧
唐
書
』

巻
一
九
二
、
隠
逸
「
王
友
貞
」「
王
友
貞
、
懐
州
河
内
人
也
。
父
知
敬
、
則

天
時
麟
臺
少
監
、
以
工
書
知
名
。
友
貞
弱
冠
時
、
母
病
篤
。
醫
言
唯
啖
人
肉

乃
差
。
友
貞
獨
念
、無
可
求
治
、乃
割
股
肉
以
飴
親
。
母
病
尋
差
。
則
天
聞
之
、

令
就
其
家
驗
問
、
特
加
旌
表
。」『
新
唐
書
』
巻
一
九
五
「
孝
友
伝
」
序
「
唐

時
陳
藏
器
著
本
草
拾
遺
、
謂
人
肉
治
羸
疾
。
自
是
民
間
以
父
母
疾
、
多

股

肉
而
進
。
…
或
給
帛
、
或
旌
表
門
閭
、
皆
名
在
國
史
。」『
黄
氏
日
抄
』
巻

九
一
「
題
盧
計
議
先
父
孝
行
傳
」「
開
元
間
、
陳
藏
器
撰
本
草
拾
遺
、
言
人

肉
治
羸
疾
、故

股
事
始
見
於
唐
。」な
お『
語
類
』巻
一
四
、一
一
五
条
の「

股
」
に
対
す
る
注
を
参
照
。

（
8
）「
廬
墓
」　

服
喪
後
に
、
墓
の
傍
ら
に
廬い

お
りを
設
け
て
起
居
す
る
こ
と
。
礼
の

規
程
で
は
子
は
、親
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
墓
に
埋
葬
さ
れ
る
ま
で
は
、「
倚
廬
」

（
自
宅
門
外
の
東
壁
に
板
を
立
て
か
け
た
だ
け
の
戸
外
の
仮
小
屋
）
に
起
居

し
、
埋
葬
し
て
虞
祭
を
行
っ
た
後
は
同
じ
場
所
で
「
梁
闇
」（
梁は

り

を
設
け
て
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京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

二
十
九
年
、
帝
東
逰
至
陽
武
。
韓
人
張
良
狙
擊
、
誤
中
副
車
。
令
天
下
大
索

十
日
、
不
得
。
…
」
書
法
「
於
是
韓
既
滅
矣
、
書
韓
人
、
何
。
良
之
心
、
未

嘗
無
韓
也
、
故
心
在
乎
韓
。
韓
雖
亡
而
張
良
書
韓
人
。」

48
条行

夫
問
。
為
己
者
無
所
為
而
然
。

曰
。
有
所
為
者
、
是
為
人
也
。
這
須
是
見
得
天
下
之
事
、
實
是
己
所
當
為
、
非

吾
性
分
之
外
所
能
有
、
然
後
為
之
、
而
無
為
人
之
弊
耳
。

且
如
哭
死
而
哀
、
非
為
生
者
。
今
人
弔
人
之
喪
、
若
以
為
亡
者
平
日
與
吾
善
厚
、

真
箇
可
悼
、
哭
之
發
於
中
心
、
此
固
出
於
自
然
者
。
又
有
一
般
人
、
欲
亡
者
家
人

知
我
如
此
而
哭
者
、
便
不
是
、
這
便
是
為
人
。

又
如
人
做
一
件
善
事
、
是
自
家
自
肯
去
做
、
非
待
人
教
自
家
做
、
方
勉
強
做
、

此
便
不
是
為
人
也
。

道
夫
曰
。
先
生
所
説
錢
穀
・
甲
兵
・
割
股
・
廬
墓
、
已
甚
分
明
、
在
人
所
見
如

何
爾
。

又
問
。
割
股
一
事
如
何
。

曰
。
割
股
固
自
不
是
。
若
是
誠
心
為
之
、
不
求
人
知
、
亦
庶
幾
。

今
有
以
此
要
譽
者
。
因
擧
一
事
為
問
。
先
生
詢
究
、
駭
愕
者
久
之
、
乃
始
正
色

直
辭
曰
。
只
是
自
家
過
計
了
。
設
使
後
來
如
何
、
自
家
也
未
到
得
如
此
、
天
下
事
、

惟
其
直
而
已
。
試
問
郷
鄰
、
自
家
平
日
是
甚
麼
樣
人
。
官
司
推
究
亦
自
可
見
。

行
夫
曰
。
亦
著
下
獄
使
錢
、
得
箇
費
力
去
。

曰
。
世
上
那
解
免
得
全
不
霑
濕
、
如
先
所
説
、
是
不
安
於
義
理
之
慮
。
若
安
於

と
み
て
お
く
。
な
お
割
股
・
廬
墓
に
関
わ
る
弊
害
の
事
例
に
関
し
て
は
、
以

下
を
参
照
。『
新
五
代
史
』
巻
五
六
「
何
澤
」「
五
代
之
際
、
民
苦
于
兵
。
往

往
因
親
疾
以
割
股
、
或
既
喪
而
割
乳
廬
墓
、
以
規
免
州
縣
賦
役
。
户
部
歳
給

符
、
不
可
勝
數
。
而
課
州
縣
出
紙
、
號
為

紙
。
澤
上
書
言
其
敝
。
明
宗

下
詔
、
悉
廢
户
部

紙
。」

（
12
）「
器
遠
問
」　

曹
叔
遠
、
字
は
器
遠
。『
宋
史
』
巻
四
一
六
「
曹
叔
遠
」「
曹

叔
遠
字
器
遠
、溫
州
瑞
安
人
。
少
學
于
陳
傅
良
、登
紹
熙
元
年
進
士
第
。」『
朱

子
門
人
』
一
九
四
頁
。

（
13
）「
子
房
」
云
　々

張
良
（
字
子
房
）
は
、
祖
父
と
父
が
宰
相
と
し
て
仕
え
た

韓
が
秦
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
為
、
そ
の
青
年
時
代
、
韓
の
仇
を
討
つ
べ
く

秦
始
皇
帝
の
命
を
狙
っ
た
。『
史
記
』
巻
一
五
「
六
国
年
表
」
に
拠
れ
ば
、

秦
が
韓
を
滅
ぼ
し
た
の
は
前
二
三
〇
年
。『
史
記
』
巻
五
五
「
留
侯
世
家
」「
留

侯
張
良
者
、
其
先
韓
人
也
。
大
父
開
地
、
相
韓
昭
侯
・
宣
惠
王
・
襄
哀
王
。

父
平
、
相
釐
王
・
悼
惠
王
。
悼
惠
王
二
十
三
年
、
平
卒
。
卒
二
十
歲
、
秦
滅
韓
。

良
年
少
、
未
宦
事
韓
。
韓
破
、
良
家
僮
三
百
人
、
弟
死
不
葬
、
悉
以
家
財
求

客
刺
秦
王
、
為
韓
報
仇
、
以
大
父
・
父
五
世
相
韓
故
。
良
嘗
學
禮
淮
陽
、
東

見
倉
海
君
。
得
力
士
、
為
鐵
椎
重
百
二
十
斤
。
秦
皇
帝
東
游
、
良
與
客
狙
擊

秦
皇
帝
博
浪
沙
中
、
誤
中
副
車
。
秦
皇
帝
大
怒
、
大
索
天
下
、
求
賊
甚
急
、

為
張
良
故
也
。
良
乃
更
名
姓
、
亡
匿
下

。」『
漢
書
』
巻
四
〇
「
張
良
」「
張

良
字
子
房
、
其
先
韓
人
也
。」
以
下
に
、『
史
記
』
と
同
様
の
記
述
が
続
く
。

（
14
）「
不
是
為
別
人
、
不
是
要
人
知
。」　

張
良
の
復
讐
行
為
に
対
す
る
朱
熹
の
肯

定
的
評
価
は
、『
資
治
通
鑑
綱
目
』
に
お
い
て
張
良
を
「
韓
人
張
良
」
と
表

記
し
た
点
に
も
現
れ
て
い
る
。『
資
治
通
鑑
綱
目
』
始
皇
二
九
年
「
癸
未
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で
、
然
る
後
に
こ
れ
を
実
践
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
れ
ば
人
の
為
に
す

る
と
い
う
弊
害
に
陥
る
こ
と
も
な
い
の
だ
。

例
え
ば
（『
孟
子
』
に
も
あ
る
よ
う
に
）
死
者
に
対
し
て
慟
哭
し
て
哀
し
む
の
は
、

遺
族
（
か
ら
の
評
価
）
の
為
に
そ
う
す
る
わ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。
今
、
人
の
逝

去
に
対
し
て
弔
意
を
表
す
場
合
、
も
し
も
故
人
が
そ
の
生
前
、
自
分
と
は
平
素
か

ら
懇
意
で
あ
っ
て
、
本
当
に
そ
の
死
を
痛
ま
し
く
思
い
、
衷
心
か
ら
慟
哭
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
自
然
に
根
ざ
し
た
行
為
な
の
だ
。
し
か
し
ま
た

そ
れ
と
は
別
に
、
自
分
の
振
る
舞
い
を
故
人
の
家
族
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
望

ん
で
慟
哭
す
る
よ
う
な
類
の
人
間
も
い
る
わ
け
で
、
そ
ん
な
の
は
駄
目
だ
し
、
そ

れ
は
ま
さ
に
人
の
為
に
す
る
行
為
な
の
だ
。

ま
た
、
人
が
何
か
善
行
を
を
行
う
場
合
、
自
分
自
身
か
ら
進
ん
で
そ
れ
を
行
う

の
で
あ
っ
て
、
他
者
か
ら
そ
う
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
て
初
め
て
重
い
腰
を
上
げ
て

行
う
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
人
の
為
に
す
る
行
為
で
は
な
い
。

道わ
た
く
し夫
が
言
う
。「
先
生
が
（『
大
学
或
問
』
の
中
で
）
説
明
さ
れ
た
銭
穀
・
甲
兵
・

割
股
・
廬
墓
の
例
は
極
め
て
明
快
で
あ
っ
て
、（
そ
れ
ら
が
為
己
と
な
る
か
為
人

と
な
る
か
は
）
そ
れ
を
実
践
す
る
人
の
認
識
如
何
に
係
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。」

ま
た
お
尋
ね
し
た
。「
割
股
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え

で
し
ょ
う
か
。」

先
生
「
割
股
は
も
ち
ろ
ん
、
よ
く
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
も
し
も
（
親
の
病
を

救
い
た
い
と
い
う
）
真
心
か
ら
そ
れ
を
行
う
の
で
あ
っ
て
、
人
に
知
ら
れ
る
こ
と

を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ま
あ
（
孝
子
と
し
て
の
）
道
に
近
い
と

言
え
よ
う
か
。」

「
今
で
は
、
割
股
に
よ
っ
て
栄
誉
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
も
お
り
ま
す
。」
そ
こ

義
理
之
慮
、
但
見
義
理
之
當
為
、
便
恁
滴
水
滴
凍
做
去
、
都
無
後
來
許
多
事
。　

道
夫

〔
校
勘
〕

○
「
行
夫
問
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
行
夫
問
」
の
後
に
「
南
軒
云
」
の
三
字
有
り
。

○
「
為
己
者
無
所
為
而
然
」　

朝
鮮
古
写
本
は
、こ
の
後
に
以
下
の
文
字
有
り
。「
也

這
是
見
得
凡
事
、
皆
吾
所
當
爲
、
非
求
人
知
、
不
求
人
誉
、
無
倚
無
靠
之
謂
否
。」

○
「
這
須
是
見
得
天
下
之
事
」　

萬
暦
本
、
朝
鮮
古
写
本
は
「
須
」
を
「

」
に

作
る
。

○
「
真
箇
可
悼
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
箇
」
を
「
个
」
に
作
る
。

○
「
駭
愕
者
久
之
」　

朝
鮮
古
写
本
に
は
こ
の
下
に
以
下
の
文
字
有
り
。「
再
問
、

如
今
都
不
問
如
何
、
都
不
只
自
認
自
家
不
是
然
、
其
曲
折
亦
甚
難
處
、
久
之
」

う
ち
「
不
只
」
の
二
文
字
は
双
行
小
注
。

○
「
自
家
平
日
是
甚
麼
樣
人
」　

萬
暦
本
、
和
刻
本
は
「
是
甚
」
の
二
文
字
を
双

行
小
字
に
作
る
。

○
「
得
箇
費
力
去
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
箇
」
を
「
个
」
に
作
る
。

〔
訳
〕行

夫
が
「
己
の
為
に
す
る
と
は
、為
に
す
る
所
が
無
く
そ
う
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
。

先
生
「
為
に
す
る
所
が
有
る
と
は
、
人
の
為
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
是

非
と
も
、
天
下
の
事
柄
が
真
に
自
分
に
と
っ
て
為
す
べ
き
対
象
な
の
で
あ
っ
て
、

自
己
の
本
分
と
は
無
関
係
に
存
在
し
得
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
、
と
認
識
し
た
上
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（
2
）「
為
己
者
無
所
為
而
然
」　
『
大
学
或
問
』「
善
乎
張
子
敬
夫
之
言
曰
。
為
己
者
、

無
所
為
而
然
者
也
。」
本
巻
四
五
条
の
注
（
2
）
を
参
照
。

（
3
）「
是
為
人
也
」　
『
論
語
』「
憲
問
」「
子
曰
。
古
之
學
者
為
己
、今
之
學
者
為
人
。」

（
4
）「
非
吾
性
分
之
外
所
能
有
」　
『
大
学
或
問
』「
是
以
君
子
之
心
、
豁
然
大
公
、

其
視
天
下
無
一
物
而
非
吾
心
之
所
當
愛
、
無
一
事
而
非
吾
職
之
所
當
為
。
雖

或
勢
在
匹
夫
之
賤
、
而
所
以
堯
舜
其
君
、
堯
舜
其
民
者
、
亦
未
嘗
不
在
其
分

内
也
。」「
性
分
」
は
、自
己
に
本
性
と
し
て
具
わ
っ
た
分
。
本
分
。『
後
漢
書
』

列
伝
巻
八
三
、
逸
民
伝
「
或
隱
居
以
求
其
志
、
或
回
避
以
全
其
道
、
或
靜
己

以
鎮
其
躁
、
或
去
危
以
圖
其
安
、
或
垢
俗
以
動
其

、
或
疵
物
以
激
其
清
。

然
觀
其
甘
心
畎
畝
之
中
、
憔
悴
江
海
之
上
、
豈
必
親
魚
鳥
樂
林
草
哉
、
亦
云

性
分
所
至
而
已 

。」『
語
類
』
巻
一
二
一
、三
〇
条
、
潘
植
録
（
Ⅷ2927

）「
諸

公
數
日
看
文
字
、
但
就
文
字
上
理
會
、
不
曾
切
己
。
凡
看
文
字
、
非
是
要
理

會
文
字
、
正
要
理
會
自
家
性
分
上
事
。」

（
5
）「
且
如
哭
死
而
哀
、
非
為
生
者
」　
『
孟
子
』「
盡
心
」
下
「
孟
子
曰
。
堯
舜
、

性
者
也
。
湯
武
、
反
之
也
。
動
容
周
旋
中
禮
者
、
盛
德
之
至
也
。
哭
死
而
哀
、

非
為
生
者
也
。
經
德
不
回
、
非
以
干
祿
也
。
言
語
必
信
、
非
以
正
行
也
。
君

子
行
法
、
以
俟
命
而
已
矣
。」
朱
注
「
經
、
常
也
。
回
、
曲
也
。
三
者
亦
皆

自
然
而
然
、
非
有
意
而
為
之
也
。
皆
聖
人
之
事
、
性
之
之
徳
也
。」

（
6
）「
真
箇
可
悼
」　
「
真
箇
」
は
、
真
に
、
本
当
に
。

（
7
）「
又
有
一
般
人
」　
「
一
般
」
は
、
一
種
の
、
あ
る
種
の
。

（
8
）「
是
自
家
自
肯
去
做
」　
「
自
家
」
は
、
自
分
。

（
9
）「
方
勉
強
做
」　
「
勉
強
」
は
、
無
理
に
、
無
理
し
て
。『
中
庸
章
句
』
二
〇

章
「
或
安
而
行
之
、
或
利
而
行
之
、
或
勉
强
而
行
之
。
及
其
成
功
、
一
也
。」

で
一
つ
の
事
例
を
挙
げ
て
お
尋
ね
し
た
。
先
生
は
（
そ
の
事
例
に
つ
い
て
）
詳
し

く
お
尋
ね
に
な
っ
た
上
で
、
ひ
と
し
き
り
驚
愕
さ
れ
た
後
、
や
お
ら
顔
つ
き
を
改

め
、
厳
し
い
口
調
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
そ
れ
は
た
だ
、
自
分
が
考
え
違
い
を
し

て
い
る
だ
け
の
こ
と
だ
。
た
と
え
事
後
に
ど
う
な
る
に
せ
よ
、
自
分
自
身
に
そ
ん

な
思
惑
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
天
下
の
事
柄
は
た
だ
率
直
に
行
う
う
ま
で
の
こ
と

だ
。
自
分
が
平
素
、
ど
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
か
、
試
み
に
地

元
の
隣
人
達
に
尋
ね
て
み
れ
ば
よ
い
。
官
憲
が
調
べ
れ
ば
、（
事
の
真
相
も
）
自

ず
と
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。」

行
夫
が
言
う
。「
そ
れ
で
も
い
っ
た
ん
獄
に
入
れ
ら
れ
て
（
獄
吏
を
丸
め
込
む

た
め
に
）
お
金
を
使
う
と
し
た
ら
、
面
倒
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。」

先
生
「
世
の
中
に
は
全
く
何
事
に
も
巻
き
込
ま
れ
な
い
で
済
む
こ
と
な
ん
て
、

ど
う
し
て
有
ろ
う
か
。
先
ほ
ど
話
題
に
な
っ
た
例
に
し
て
も
、
義
理
を
熟
慮
す
る

こ
と
の
み
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
義
理
を
熟
慮

す
る
こ
と
の
み
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
た
だ
義
理
と
し
て
為
す
べ
き

事
柄
を
見
極
め
た
上
で
、
後
は
水
が
し
た
た
り
落
ち
る
は
し
か
ら
凍
り
つ
く
よ
う

に
（
間
髪
を
容
れ
ず
に
）
や
っ
て
い
く
ば
か
り
な
の
で
あ
っ
て
、
事
後
の
多
く
の

事
柄
な
ど
（
眼
中
に
）
あ
り
は
し
な
い
の
だ
。」　

楊
道
夫
録

〔
注
〕

（
1
）「
行
夫
問
」　

蔡

、
字
行
夫
。『
朱
子
語
録
姓
氏
』
に
拠
れ
ば
壬
子
（
紹
熙

三
年
一
一
九
二
）
所
録
。
本
条
の
記
録
者
楊
道
夫
は
己
酉
（
淳
煕
一
六
年

一
一
八
九
）
以
後
所
聞
で
あ
り
、
両
者
の
同
席
例
は
確
認
さ
れ
て
い
る
。
田

中
謙
二
「
朱
門
弟
子
師
事
年
攷
」
一
二
八
頁
。
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『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

毀
傷
支
體
以
為
養
、
在
教
未
聞
有
如
此
者
。
苟
不
傷
於
義
、
則
聖
賢
當
先
衆

而
為
之
也
。
是
不
幸
因
而
致
死
、
則
毀
傷
滅
絕
之
罪
有
歸
矣
。
其
為
不
孝
、

得
無
甚
乎
。
苟
有
合
孝
之
道
、
又
不
當
旌
門
、
蓋
生
人
之
所
宜
為
、
曷
足
為

異
乎
。
…
矧
非
是
而
希
免
輸
者
乎
。
曾
不
以
毀
傷
為
罪
、
滅
絕
為
憂
、
不
腰

於
市
而
已
黷
於
政
、
況
復
旌
其
門
。」『
語
類
』
巻
五
九
、五
八
条
、
林
子
蒙

録
（
Ⅳ1390

）「
理
義
之
悅
我
心
章
、
云
。
…
今
人
割
股
救
親
、
其
事
雖
不

中
節
、
其
心
發
之
甚
善
、
人
皆
以
為
美
。
又
如
臨
難
赴
死
、
其
心
本
於
愛
君
、

人
莫
不
悦
之
、而
皆
以
為
不
易
。」
同
、五
九
条
、葉
賀
孫
録
（
Ⅳ1391

）「
如

割
股
以
救
母
、
固
不
是
王
道
之
中
、
然
人
人
都
道
是
好
、
人
人
皆
知
愛
其
親
、

這
豈
不
是
理
義
之
心
人
皆
有
之
。」『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
二
「
篤
行
趙
君
彦

遠
墓
碣
銘
」「
其
配
令
人
李
氏
、
…
居
家
以
孝
聞
、
既
嫁
事
姑
如
母
、
嘗

股
以
愈
其
疾
。」

（
13
）「
亦
庶
幾
」  

「
庶
幾
」
は
、
十
全
な
あ
り
方
や
正
し
い
あ
り
方
に
ほ
ぼ
近
い
、

の
意
。『
周
易
』「
繫
辭
下
傳
」「
子
曰
。
顏
氏
之
子
、
其
殆
庶
幾
乎
。
有
不

善
未
嘗
不
知
、
知
之
未
嘗
復
行
也
。」
本
義
「
殆
、
危
也
。
庶
幾
、
近
意
、

言
近
道
也
。」

（
14
）「
今
有
以
此
要
譽
者
」　

こ
の
語
は
朱
熹
の
言
葉
の
続
き
と
見
な
す
こ
と
も

可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
王
星
賢
の
点
校
に
従
っ
て
門
人
語
と
し
て
解
釈

し
た
。
な
お
褒
賞
目
当
て
に
割
肝
を
装
っ
た
事
例
に
つ
い
て
、
以
下
の
記
録

が
あ
る
。『
宋
会
要
輯
稿
』
禮
六
一
、
旌
表
（
礼
六
一
之
五
）「
大
觀
三
年
七

月
九
日
、
權
知
兖
州
王
詔
言
。
檢
准
崇
寧
四
年
十
二
月
二
十
六
日
敕
節
文
、

今
後
如
有
為
祖
父
母
割
肝
之
人
、
支
絹
五
匹
、
米
麵
各
一
石
、
酒
二
斗
。
竊

見
本
州
諸
縣
、
累
申
諸
色
人
割
肝
。
官
司
驗
視
、
多
見
肋
脅
間
微
有
瘢
㾗
。

（
10
）「
先
生
所
説
錢
穀
、
甲
兵
、
割
股
、
廬
墓
」　
『
大
学
或
問
』「
大
抵
以
學
者

而
視
天
下
之
事
、
以
為
己
事
之
所
當
然
而
為
之
、
則
雖
甲
兵
錢
穀

豆
有
司

之
事
、
皆
為
己
也
。
以
其
可
以
求
知
於
世
而
為
之
、
則
雖
割
股
廬
墓
、
敝
車

羸
馬
、
亦
為
人
耳
。」
本
巻
四
五
条
の
注
（
2
）
を
参
照
。

（
11
）「
已
甚
分
明
」　
「
已
甚
」
は
、
極
め
て
、
甚
だ
。

（
12
）「
割
股
固
自
不
是
」　
「
固
自
」
は
、も
と
よ
り
、も
ち
ろ
ん
。
こ
こ
で
の
「
自
」

は
「
本
自
」「
已
自
」「
都
自
」
等
の
「
自
」
と
同
じ
く
、
単
に
二
音
節
に
す

る
た
め
に
添
え
ら
れ
た
も
の
。
三
浦
國
雄『
朱
子
語
類
抄
』七
一
頁
参
照
。「
割

股
」
は
身
体
髪
膚
の
毀
傷
を
戒
め
る
『
孝
経
』
の
教
え
に
背
反
す
る
も
の
で

は
あ
る
も
の
の
、
親
の
病
気
を
救
い
た
い
と
願
う
孝
子
の
真
情
に
根
ざ
す
行

為
と
し
て
唐
代
以
来
、
旌
表
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
割
股
に
対
す
る
批
判

は
、
つ
と
に
韓
愈
に
見
え
る
が
、
前
条
や
本
条
に
見
ら
れ
る
通
り
朱
熹
は
、

動
機
が
純
粋
な
孝
心
に
根
ざ
す
限
り
に
お
い
て
、
割
股
を
是
認
し
て
い
る
。

小
林
義
廣
氏
は
、
割
股
に
対
す
る
士
大
夫
の
評
価
に
つ
い
て
、
唐
〜
北
宋
の

批
判
的
見
解
か
ら
南
宋
以
降
の
肯
定
的
見
解
へ
、
と
い
う
変
化
の
傾
向
を
指

摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
塩
卓
悟
氏
は
、
両
宋
を
通
し
て
宋
代
士
大
夫

は
お
お
む
ね
割
股
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
小
林
義

廣
「
宋
代
の
割
股
の
風
習
と
士
大
夫
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』

一
九
、一
九
九
五
年
）。
塩
卓
悟
「
唐
宋
人
肉
食
考
」『
洛
北
史
学
』
一
二
号
、

二
〇
一
〇
年
。『
韓
昌
黎
文
集
』
外
集
「

人
對
」「

有
以
孝
為
旌
門
者
。

乃
本
其
自
於

人
、
曰
。
彼
自
剔
股
以
奉
母
、
疾

。
大
夫
以
聞
其
令
尹
、

令
尹
以
聞
其
上
、
上
俾
聚
土
以
旌
其
門
、
使
勿
輸
賦
、
以
為
後
勸
。

大
夫

常
曰
。
他
邑
有
是
人
乎
。
愈
曰
。
母
疾
、
則
止
於
烹
粉
藥
石
以
為
是
、
未
聞
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政
紕
蠹
、
正
色
直
辭
、
有
犯
無
隱
。」（『
礼
記
』「
檀
弓
」
上
「
事
親
、
有
隠

而
無
犯
。
…
事
君
、
有
犯
而
無
隠
。」）

（
17
）「
只
是
自
家
過
計
了
」　
「
過
計
」
は
計
画
を
誤
る
、
見
込
み
違
い
を
す
る
。

（
18
）「
設
使
後
來
如
何
」　
「
設
使
」
は
、
た
と
え
…
で
も
。

（
19
）「
天
下
事
、惟
其
直
而
已
」　
『
論
語
精
義
』
為
政
「
哀
公
問
曰
。
何
為
則
民
服
。

孔
子
對
曰
。
舉
直
錯
諸
枉
、
則
民
服
。
舉
枉
錯
諸
直
、
則
民
不
服
。」
注
「
謝

曰
。
天
下
之
道
二
、
枉
直
而
已
。」

（
20
）「
自
家
平
日
是
甚
麼
樣
人
」　
「
甚
麼
樣
」
は
、
ど
の
よ
う
な
。

（
21
）「
亦
著
下
獄
使
錢
」　
「
著
」
は
、
〜
す
べ
き
で
あ
る
、
〜
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
語
類
』
巻
一
四
、三
〇
条
、
葉
賀
孫
録
「
看
大
學
、
固
是
著
逐
句
看
去
。」

（
22
）「
得
箇
費
力
去
」　
「
費
力
」
は
、
骨
が
折
れ
る
、
手
こ
ず
る
。

（
23
）「
那
解
免
得
全
不
霑
濕
」　
「
那
」
は
、
ど
う
し
て
。「
解
」
は
、
で
き
る
。

可
能
を
表
す
助
字
。「
霑
濕
」
は
「
沾
濕
」
と
も
作
り
、
濡
れ
る
意
。
こ
こ

で
は
影
響
を
蒙
る
、
巻
き
込
ま
れ
る
の
意
に
解
し
た
。

（
24
）「
滴
水
滴
凍
」　

水
が
一
滴
一
滴
と
落
ち
る
そ
ば
か
ら
凍
る
こ
と
。
転
じ
て
、

①
時
間
の
速
や
か
な
る
こ
と
。
間
髪
を
容
れ
な
い
こ
と
。
②
水
が
す
っ
か
り

氷
と
為
っ
て
水
の
原
形
を
残
さ
な
い
意
か
ら
、
も
の
を
究
尽
す
る
意
に
も
用

い
ら
れ
る
（
大
修
館
書
店
『
禅
学
大
辞
典
』）。
こ
こ
で
は
①
の
意
に
と
っ
た
。

『
語
類
』
巻
二
六
、五
〇
条
。
沈
僩
録
（
Ⅱ653

）「
盖
惡
不
仁
底
、
真
是
壁
立

千
仭
、
滴
水
滴
凍
做
得
事
成
。」
同
、
巻
七
九
、七
七
条
、
甘
節
録
（
Ⅴ

2041
）「
又
曰
。
皇
、
君
也
。
極
、
標
準
也
。
皇
極
之
君
、
常
滴
水
滴
凍
、

無
一
些
不
善
。」

若
果
傷
臓
腑
、
理
無
生
全
。
緣
愚
民
無
知
、
利
於
給
賜
、
妄
自
傷
殘
。
欲
乞

朝
廷
詳
酌
、
删
去
上
條
、
杜
絶
僞
冒
之
弊
。
詔
、
崇
寧
四
年
十
二
月
二
十
六

日
指
揮
、
更
不
施
行
。」
な
お
こ
こ
に
言
及
の
あ
る
崇
寧
四
年
十
二
月

二
十
六
日
条
に
拠
れ
ば
、
割
肝
に
対
す
る
褒
賞
は
割
股
に
対
す
る
褒
賞
規
程

に
準
じ
て
施
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
当
時
、
割
股
に
つ
い
て
も

割
肝
同
様
の
弊
害
が
存
在
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。『
宋
会
要
輯
稿
』
禮

六
一
、旌
表
（
礼
六
一
之
四
）「（
崇
寧
）
四
年
十
二
月
二
十
六
日
、興
元
府
言
。

城
固
縣
民
周
文
綰
妻
久
患
。
次
男
周
任
割
肝
與
母
、
即
日
平
安
。
除
已
比
附

割
股
、
支
與
倒
物
訖
、
今
後
如
有
似
此
為
祖
父
母
父
母
割
肝
、
乞
遍
下
諸
路

依
割
股
條
、
支
賞
施
行
。
禮
部
檢
准
敕
京
畿
轉
運
司
狀
陳
、
留
縣
王
堅
、
為

父
割
肝
、乞
優
加
支
賜
。
詔
支
絹
五
匹
、米
麵
各
一
石
、酒
二
斗
。
禮
部
勘
當
、

如
有
割
肝
之
人
、欲
依
上
件
則
例
支
給
。
從
之
。」（
崇
寧
四
年
は
一
一
〇
五
年
、 

大
観
三
年
は
一
一
〇
九
年
）

（
15
）「
因
擧
一
事
為
問
」　

こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
事
例
が
話
題
に
さ
れ
た
の
か
が

不
明
で
あ
る
た
め
、
以
下
の
訳
出
に
お
い
て
正
確
を
期
す
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
前
後
の
文
脈
か
ら
、
報
奨
旌
表
や
租
税
賦
役
の

免
を
目
当

て
に
割
股
を
行
う
弊
害
が
多
発
し
た
結
果
、
純
粋
な
動
機
か
ら
割
股
を
行
っ

た
者
ま
で
嫌
疑
を
受
け
逮
捕
投
獄
さ
れ
る
事
態
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
病
気

の
親
を
救
い
た
く
て
も
割
股
を
躊
躇
す
る
者
が
い
る
、
と
い
っ
た
内
容
が
話

題
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
し
た
。

（
16
）「
乃
始
正
色
直
辭
曰
」　
「
正
色
直
辭
」
は
、
顔
つ
き
を
改
め
て
厳
し
い
口
調

で
も
の
を
い
う
こ
と
。『
陳
書
』
巻
五
「
宣
帝
紀
」
太
建
四
年
「
九
月
庚
子
朔
、

日
有
蝕
之
。
辛
亥
、
大
赦
天
下
。
又
詔
曰
。
…
凡
厥
在
位
、
風
化
乖
殊
、
朝



一
三
五

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

お
尋
ね
し
た
。「（『
大
学
章
句
』
伝
一
章
の
）「
克よ

く
徳
を
明
ら
か
に
す
」
に
つ

い
て
、（『
章
句
』
の
注
に
は
）「
克
は
、能
で
あ
る
。」
と
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
『
或

問
』
に
は
「
能
く
そ
の
之
に
克か

つ
の
功
を
致
す
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
克
は
、

克
治
の
克
の
よ
う
で
も
あ
り
ま
。
如
何
で
し
ょ
う
か
。」

先
生
「
こ
の
克
字
は
、
能
字
と
同
じ
意
味
に
取
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な

が
ら
克
字
は
能
字
よ
り
も
重
い
。
能
字
に
は
力
強
さ
は
な
い
が
、
克
字
に
は
力
強

さ
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
他
の
人
に
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
た
だ
文
王
一

人
だ
け
が
（
明
明
徳
の
実
践
を
）
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
得
る
の
だ
。
も

し
単
に
「
能
く
徳
を
明
ら
か
に
す
」
と
表
現
す
る
だ
け
な
ら
、
語
気
が
す
っ
か
り

弱
ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

お
し
な
べ
て
文
字
に
は
、
訓
詁
字
義
は
同
じ
で
も
音
声
音
響
が
全
く
異
な
る
た

め
に
、力
強
さ
の
有
無
の
違
い
が
現
れ
る
、と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
「
克
」

と「
能
」の
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば「
厥
の
宅
心
を
克
く
す
」と
か
、

「
克
く
俊
徳
を
明
ら
か
に
す
」
の
類
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
が
わ
か
る
。」　

沈
僩
録

〔
注
〕

（
1
）「
克
明
德
、
克
、
能
也
」　
『
大
学
章
句
』
伝
一
章
「
康
誥
曰
。
克
明
德
。」

朱
注
「
康
誥
、
周
書
。
克
、
能
也
。」

（
2
）「
或
問
中
却
作
能
致
其
克
之
之
功
」　　
『
大
学
或
問
』「
曰
。
然
則
其
曰
克

明
德
者
、
何
也
。
曰
。
此
言
文
王
能
明
其
德
也
。
蓋
人
莫
不
知
德
之
當
明
而

欲
明
之
。
然
氣
稟
拘
之
於
前
、物
欲
蔽
之
於
後
、是
以
雖
欲
明
之
而
有
不
克
也
。

文
王
之
心
、
渾
然
天
理
、
亦
無
待
於
克
之
而
自
明
矣
。
然
猶
云
爾
者
、
亦
見

其
獨
能
明
之
而
他
人
不
能
。
又
以
見
夫
未
能
明
者
之
不
可
不
致
其
克
之
之
功

傳
一
章

然
則
其
曰
克
明
德
一
段

〔
校
勘
〕

○
「
然
則
其
曰
克
明
德
一
段
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
克
明
德
」
の
下
に
「
云
云
」

の
二
字
有
り
。　

49
条問

。
克
明
德
、
克
、
能
也
。
或
問
中
却
作
能
致
其
克
之
之
功
、
又
似
克
治
之
克
、

如
何
。

曰
。
此
克
字
雖
訓
能
字
、
然
克
字
重
於
能
字
。
能
字
無
力
、
克
字
有
力
。
便
見

得
是
他
人
不
能
、
而
文
王
獨
能
之
。
若
只
作
能
明
德
、
語
意
便
都
弱
了
。

凡
字
有
訓
義
一
般
而
聲
響
頓
異
、便
見
得
有
力
無
力
之
分
、如
克
之
與
能
、是
也
。

如
云
克
宅
厥
心
、
克
明
俊
德
之
類
、
可
見
。　

僩

〔
校
勘
〕

○
「
然
克
字
重
於
能
字
」　

呂
留
良
本
、
伝
経
堂
本
を
含
め
諸
本
は
全
て
「
重
於
」

を
「
重
如
」
に
作
る
。

○
「
他
人
不
能
」　

朝
鮮
整
版
本
は
「
他
」
を
「
佗
」
に
作
る
。

〔
訳
〕



一
三
六

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

者
、
何
哉
。
氣
禀
物
欲
害
之
也
。
蓋
氣
偏
而
失
之
太
剛
、
則
有
所
不
克
。
氣

偏
而
失
之
太
柔
、
則
有
所
不
克
。
聲
色
之
欲
蔽
之
、
則
有
所
不
克
。
貨
利
之

欲
蔽
之
、
則
有
所
不
克
。
不
獨
此
耳
。
凡
有
一
毫
之
偏
蔽
得
以
害
之
、
則
皆

有
所
不
克
。
唯
文
王
無
氣
禀
物
欲
之
偏
蔽
、
故
能
有
以
勝
之
而
無
難
也
。」

（
5
）「
他
人
不
能
、
而
文
王
獨
能
之
」『
大
学
或
問
』（
注
1
既
引
）「
文
王
之
心
、

渾
然
天
理
、
亦
無
待
於
克
之
而
自
明
矣
。
然
猶
云
爾
者
、
亦
見
其
獨
能
明
之

而
他
人
不
能
。」

（
6
）「
語
意
便
都
弱
了
」　

語
気
が
す
っ
か
り
弱
ま
っ
て
し
ま
う
。「
都
」は
、全
て
。

「
都
〜
了
」
は
、
す
っ
か
り
〜
し
て
し
ま
う
。「
了
」
は
「
都
」
と
呼
応
し
て

強
調
を
表
す
。

（
7
）「
訓
義
一
般
而
聲
響
頓
異
、」　
「
一
般
」
は
、
同
じ
。「
頓
」
は
、
ま
る
で
、

全
く
、全
て
。『
中
庸
或
問
』「
或
問
十
一
章
素
隱
之
說
。
曰
。
…
但
素
字
之
義
、

與
後
章
素
其
位
之
素
、不
應
頓
異
、則
又
若
有
可
疑
者
。」
な
お
こ
こ
で
「
能
」

字
と
「
克
」
字
の
語
気
の
相
違
が
両
字
の
「
聲
響
」
の
相
違
と
関
連
づ
け
て

説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
能
」
は
平
声
、「
克
」
は
入
声
で
、
後
者
の
方
が

よ
り
強
く
発
音
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
8
）「
如
云
克
宅
厥
心
」　
『
書
経
』「
立
政
」
原
文
に
従
っ
て
「
惟
克
厥
宅
心
」

に
作
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
訳
文
も
そ
の
方
向
で
解
釈
し
た
。『
書
経
』周
書「
立

政
」「
文
王
惟
克
厥
宅
心
」
集
伝
「
文
王
惟
能
其
三
宅
之
心
。
能
者
、能
之
也
。

知
之
至
、
信
之
篤
之
謂
也
。」
文
王
こ
そ
は
三
宅
（
地
方
長
官
、
公
卿
、
司

法
官
）
の
心
を
知
悉
し
信
任
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

の
「
三
宅
」
は
、
常
伯
・
常
任
・
準
人
を
指
す
。「
立
政
」
に
「
王
左
右
常
伯
、

常
任
、準
人
」
の
語
が
あ
り
、集
伝
は
「
王
左
右
之
臣
、有
牧
民
之
長
曰
常
伯
、

也
。」

（
3
）「
又
似
克
治
之
克
」　
「
克
治
」
は
克
服
究
治
の
意
。
病
弊
な
ど
を
克
服
除
去
、

打
破
克
服
す
る
こ
と
。
明
明
徳
を
実
現
す
る
（「
克
明
徳
」）
為
に
は
、
明
徳

の
発
現
を
妨
げ
る
気
稟
物
欲
の
蔽
を
打
破
克
服
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か

ら
、「
克
明
徳
」
の
「
克
」
に
は
「
能
」
と
「
克
治
」
の
両
義
が
含
意
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
南
宋
の
陳
大
猷
（
紹
定
二
年
一
二
二
九
進
士
）
は
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。『
書
集
傳
或
問
』
卷
上
「
堯
典
」「
克
、
本
訓
能
、
又

訓
勝
。
惟
其
勝
之
、
故
能
之
。
晦
菴
亦
以
為
克
難マ

マ

訓
能
、
然
能
字
不
如
克
字

有
力
。
故
曰
。
實
能
勝
其
事
之
謂
克
。」
な
お
「
克
治
」
の
用
例
は
以
下
を

参
照
。『
語
類
』
巻
一
三
、三
〇
条
、
李

祖
録
（
Ⅰ225

）「
須
先
就
氣
稟
偏

處
克
治
。」『
語
類
』
巻
二
二
、一
〇
六
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅱ528

）「
但
人
且

要
就
自
身
己
上
省
察
、
若
有
諂
與
驕
之
病
、
且
就
這
裏
克
治
。」
本
巻
二
三

条
に
も
以
下
の
用
例
が
あ
る
。「
理
者
、
如
一
寶
珠
。
在
聖
賢
、
則
如
置
在

清
水
中
、
其
輝
光
自
然
發
見
。
在
愚
不
肖
者
、
如
置
在
濁
水
中
、
須
是
澄
去

泥
沙
、
則
光
方
可
見
。
今
人
所
以
不
見
理
、
合
澄
去
泥
沙
、
此
所
以
須
要
克

治
也
。」

（
4
）「
能
字
無
力
、
克
字
有
力
」　
「
能
明
德
」
で
は
な
く
「
克
明
德
」
と
い
う
表

現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
徳
の
発
揮
を
妨
げ
る
気
稟
物
欲
の
蔽
を
打

破
克
服（
克
治
）す
る
、と
い
う
語
気
を
よ
り
強
く
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
、

と
の
意
。
因
み
に
『
大
学
或
問
』
の
「
然
氣
稟
拘
之
於
前
、
物
欲
蔽
之
於
後
、

是
以
雖
欲
明
之
而
有
不
克
也
。」
の
箇
所
は
『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
「
経

講
義
」
で
は
よ
り
詳
細
に
敷
衍
さ
れ
て
い
る
。「
其
曰
克
明
徳
者
、
見
人

皆
有
是
明
徳
而
不
能
明
、
惟
文
王
能
明
之
也
。
夫
人
之
所
以
不
能
明
其
明
徳



一
三
七

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

〔
校
勘
〕

○
「
問
。
全
體
大
用
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
問
」
と
「
全
體
大
用
」
の
間
に
「
或

問
說
明
命
處
云
」
が
入
る
。

○
「
如
何
是
體
、
如
何
是
用
」　

朝
鮮
古
写
本
で
は
「
日
用
間
如
何
全
體
大
用
処
」

に
作
る
。

○
「
體
與
用
不
相
離
。
且
如
身
是
體
、
要
起
行
去
、
便
是
用
。」　

朝
鮮
古
写
本
で

は
こ
の
句
は
こ
の
位
置
に
は
な
く
、「
可
見
」
と
「
如
喜
怒
哀
楽
」
の
間
に
「
體

與
用
不
相
離
、
如
這
身
是
體
起
來
運
行
、
便
是
用
」
と
あ
る
。

○
「
只
此
一
端
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
擧
此
一
節
」
に
作
る
。

○
「
便
可
見
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
亦
可
見
」
に
作
る
。

○
「
淳
錄
云
。
所
以
能
喜
怒
者
、
便
是
體
。

」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
淳

同
」

に
作
る
。

〔
訳
〕お

尋
ね
し
た
。「（『
大
学
或
問
』に
は
）「
全
体
大
用（
完
全
な
体
と
偉
大
な
る
用
）

は
日
々
の
生
活
の
中
で
発
現
し
な
い
時
が
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な

も
の
が
体
で
ど
の
よ
う
な
も
の
が
用
な
の
で
す
か
。」

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
体
と
用
は
離
れ
ら
れ
な
い
も
の
だ
。
例
え
ば
、
身

体
が
体
で
、
立
ち
上
が
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
つ
ま
り
用
で
あ
る
。
赤
子
が
は

い
は
い
し
て
井
戸
に
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
な
と
き
、
誰
で
も

惕
惻
隠
（
驚
い
て

痛
ま
し
く
思
う
）の
心
を
も
つ
。
こ
の
一
端
か
ら
、体
と
用
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

喜
怒
哀
楽
が
用
で
、
喜
怒
哀
楽
す
る
根
拠
が
つ
ま
り
体
で
あ
る
。」　

陳
淳
録
に
は

「
喜
怒
で
き
る
根
拠
が
体
で
あ
る
。」
と
あ
る
。　

徐

録

有
任
事
之
公
卿
曰
常
任
、
有
守
法
之
有
司
曰
準
人
。」
と
注
す
る
。
ま
た
同

じ
く
「
立
政
」
に
「
宅
乃
事
、
宅
乃
牧
、
宅
乃
準
、
茲
惟
后
矣
。（
乃な

ん
じの

事

に
宅お

り
、
乃
の
牧
に
宅
り
、
乃
の
準
に
宅
れ
ば
、
茲こ

れ

は
惟こ

れ

、
后き

み

た
り
矣
。）」

と
あ
り
、
集
伝
に
「
蘇
氏
曰
。
事
則
向
所
謂
常
任
也
。
牧
則
向
所
謂
常
伯
也
。

準
則
向
所
謂
準
人
也
。」
と
注
す
る
。
即
ち
「
三
宅
」
と
は
元
来
、
常
任
・

常
伯
・
準
人
の
官
に
そ
の
人
（
適
任
者
）
を
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
転

じ
て
常
任
・
常
伯
・
準
人
そ
の
も
の
を
も
指
す
。

（
9
）「
克
明
俊
德
」　
『
書
経
』虞
書「
堯
典
」「
克
明
俊
德
、以
親
九
族
。」集
伝「
明
、

明
之
也
。
俊
、
大
也
。
…
九
族
、
髙
祖
至
玄
孫
之
親
。
舉
近
以
該
遠
、
五
服

異
姓
之
親
、
亦
在
其
中
也
。」
ま
た
『
大
学
章
句
』
伝
一
章
「
帝
典
曰
。
克

明
峻
德
。」顧

諟
天
之
明
命
一
段

〔
校
勘
〕

○
朝
鮮
古
写
本
は
「
顧
諟
天
之
明
命
」
の
下
に
小
字
で
「
云
云
」
と
作
る
。

50
条問

。
全
體
大
用
、
無
時
不
發
見
於
日
用
之
間
。
如
何
是
體
、
如
何
是
用
。

曰
。
體
與
用
不
相
離
。
且
如
身
是
體
、要
起
行
去
、便
是
用
。
赤
子
匍
匐
將
入
井
、

皆
有

惕
惻
隱
之
心
。
只
此
一
端
、
體
用
便
可
見
。
如
喜
怒
哀
樂
是
用
、
所
以
喜

怒
哀
樂
是
體
。　

淳
錄
云
。
所
以
能
喜
怒
者
、
便
是
體
。　
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明
す
る
例
は
『
語
類
』
の
他
の
場
所
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
語
類
』

巻
一
、一
二
条
、
曾
祖
道
録
（
Ｉ3

）「
問
道
之
體
用
。
曰
。
假
如
耳
便
是
體
、

聽
便
是
用
、
目
是
體
、
見
是
用
。」

（
4
）「
要
起
行
去
」　
「
起
行
」に
は「
立
ち
上
が
っ
て
い
く
」と
い
う
意
味
が
あ
る
。

「
去
」
は
動
詞
の
あ
と
に
つ
い
て
、
人
や
も
の
が
動
作
に
伴
っ
て
空
間
的
・

時
間
的
・
心
理
的
に
視
点
の
置
か
れ
る
場
所
（
話
し
手
の
立
脚
点
）
か
ら
離

れ
遠
ざ
か
る
こ
と
を
表
す
。

（
5
）「
赤
子
匍
匐
將
入
井
、
皆
有

惕
惻
隱
之
心
」　
『
孟
子
』「
公
孫
丑
」
上
「
孟

子
曰
。
人
皆
有
不
忍
人
之
心
。
先
王
有
不
忍
人
之
心
、
斯
有
不
忍
人
之
政
矣
。

以
不
忍
人
之
心
、
行
不
忍
人
之
政
、
治
天
下
可
運
之
掌
上
。
所
以
謂
人
皆
有

不
忍
人
之
心
者
、
今
人
乍
見
孺
子
將
入
於
井
、
皆
有

惕
惻
隱
之
心
。
非
所

以
內
交
於
孺
子
之
父
母
也
、
非
所
以
要
譽
於
鄉
黨
朋
友
也
、
非
惡
其
聲
而
然

也
。
由
是
觀
之
、
無
惻
隱
之
心
、
非
人
也
。
無
羞
惡
之
心
、
非
人
也
。
無
辭

讓
之
心
、
非
人
也
。
無
是
非
之
心
、
非
人
也
。
惻
隱
之
心
、
仁
之
端
也
。
羞

惡
之
心
、
義
之
端
也
。
辭
讓
之
心
、
禮
之
端
也
。
是
非
之
心
、
智
之
端
也
。

人
之
有
是
四
端
也
、
猶
其
有
四
體
也
。
有
是
四
端
、
而
自
謂
不
能
者
、
自
賊

者
也
。
謂
其
君
不
能
者
、
賊
其
君
者
也
。
凡
有
四
端
於
我
者
、
知
皆
擴
而
充

之
矣
。
若
火
之
始
然
、
泉
之
始
達
、
苟
能
充
之
、
足
以
保
四
海
。
苟
不
充
之
、

不
足
以
事
父
母
。」
朱
注
「

惕
、
驚
動
貌
。
惻
、
傷
之
切
也
。
隱
、
痛
之

深
也
。
此
即
所
謂
不
忍
人
之
心
也
。
言
乍
見
之
時
、
便
有
此
心
、
隨
見
而
發
、

非
由
此
三
者
而
然
也
。
程
子
曰
。
滿
腔
子
是
惻
隱
之
心
。
謝
氏
曰
。
人
須
是

識
其
真
心
。
方
乍
見
孺
子
入
井
之
時
、
其
心

惕
、
乃
真
心
也
。
非
思
而
得
、

非
勉
而
中
、
天
理
之
自
然
也
。
內
交
・
要
譽
・
惡
其
聲
而
然
、
即
人
欲
之
私
矣
。

〔
注
〕

（
1
）「
全
體
大
用
、無
時
不
發
見
於
日
用
之
間
」　
『
大
学
或
問
』「
顧
諟
天
之
明
命
、

何
也
。
曰
。
人
受
天
地
之
中
以
生
、故
人
之
明
德
非
他
也
、即
天
之
所
以
命
我
、

而
至
善
之
所
存
也
。
是
其
全
體
大
用
、
蓋
無
時
而
不
發
見
於
日
用
之
間
。
人

惟
不
察
於
此
、
是
以
汨
於
人
欲
、
而
不
知
所
以
自
明
。
常
目
在
之
、
而
眞
若

見
其
參
於
前
、
倚
於
衡
也
、
則
成
性
存
存
、
而
道
義
出
矣
。」「
全
體
大
用
」

は
『
大
学
章
句
』
伝
五
章
に
見
え
る
。「
此
謂
知
本
、
此
謂
知
之
至
也
。
右

傳
之
五
章
、蓋
釋
格
物
致
知
之
義
、而
今
亡
矣
。
閒
嘗
竊
取
程
子
之
意
以
補
之
。

曰
。
所
謂
致
知
在
格
物
者
、
言
欲
致
吾
之
知
、
在
即
物
而
窮
其
理
也
。
蓋
人

心
之
靈
、
莫
不
有
知
、
而
天
下
之
物
、
莫
不
有
理
、
惟
於
理
有
未
窮
、
故
其

知
有
不
盡
也
。
是
以
大
學
始
教
、
必
使
學
者
即
凡
天
下
之
物
、
莫
不
因
其
巳

知
之
理
而
益
窮
之
、以
求
至
乎
其
極
。
至
於
用
力
之
久
、而
一
旦
豁
然
貫
通
焉
、

則
衆
物
之
表
裏
精
粗
無
不
到
、而
吾
心
之
全
體
大
用
、無
不
明
矣
。
此
謂
物
格
、

此
謂
知
之
至
也
。」『『
朱
子
語
類
』
譯
注　

巻
十
四
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
一
三
年
）
一
〇
三
頁
注
（
4
）
参
照
。「
日
用
之
間
」
は
日
々
の
生
活
。

出
典
は
『
易
』「
繫
辞
上
伝
」「
一
陰
一
陽
之
謂
道
。
繼
之
者
善
也
。
成
之
者

性
也
。
仁
者
見
之
謂
之
仁
。
知
者
見
之
謂
之
知
。
百
姓
日
用
而
不
知
。
故
君

子
之
道
鮮
矣
。」
で
あ
る
。『『
朱
子
語
類
』
譯
注　

巻
十
四
』
一
〇
七
頁
注

（
1
）
照
。

（
2
）「
體
與
用
不
相
離
」　
『
語
類
』
巻
一
六
、六
一
条
、黄
道
夫
録
（
Ⅱ326

）「
安

卿
問
。
全
體
大
用
。
曰
。
體
用
元
不
相
離
。
如
人
行
坐
、
坐
則
此
身
全
坐
、

便
是
體
、
行
則
此
體
全
行
、
便
是
用
。」

（
3
）「
身
是
體
、
要
起
行
去
、
便
是
用
」　

身
体
を
体
と
そ
の
作
用
を
体
用
で
説



一
三
九

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

不
過
如
此
耳
。
初
豈
實
有
一
物
可
以
見
其
形
象
耶
。　

壯
祖

〔
校
勘
〕

○
「
真
」　

成
化
本
、呂
留
良
本
、伝
経
堂
本
、朝
鮮
古
写
本
、朝
鮮
整
版
本
は
「
眞
」

に
作
る
。

○
「
而
道
義
出
矣
。
不
知
所
見
者
」　

朝
鮮
古
写
本
で
は
「
而
道
義
出
矣
」
と
「
不

知
所
見
者
」
の
間
に
「
常
反
覆
思
之
、
而
未
會
其
意
。
如
中
庸
言
、
如
在
其
上
、

如
其
左
右
、
是
言
鬼
神
之
德
、
如
此
其
盛
也
。
猶
曰
、
鬼
神
者
、
身
外
之
物
也
。

今
之
所
謂
德
者
、乃
天
之
所
以
命
我
、而
具
於
一
心
之
微
、初
豈
有
形
體
之
可
見
。

今
乃
曰
、
眞
若
見
其
參
於
前
、
而
倚
於
衡
。」
が
入
る
。

○
「
不
知
所
見
者
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
不
知
其
所
見
者
」
に
作
る
。

○
「
果
何
物
耶
」　

成
化
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
朝
鮮
整
版
本
は
「
耶
」
を
「
邪
」

に
作
る
。

○
「
著
」　

成
化
本
、
万
暦
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
和
刻
本
は
「
着
」
に
作
る
。

○
「
其
形
象
耶
」　

成
化
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
朝
鮮
整
版
本
は
「
耶
」
を
「
邪
」

に
作
る
。

〔
訳
〕お

尋
ね
し
た
。「『
大
学
或
問
』
に
は
「
い
つ
も
目
を
そ
こ
に
注
い
で
い
れ
ば
、

本
当
に
ま
る
で
（
立
っ
て
い
る
と
）
前
に
並
ん
で
立
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
か
の

よ
う
に
、（
輿
に
乗
っ
て
い
る
と
）
軛
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
か
の

よ
う
に
、
本
性
は
常
に
存
在
し
続
け
て
道
義
が
出
現
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
見
て

い
る
も
の
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
。」

…
惻
隱
・
羞
惡
・
辭
讓
・
是
非
、
情
也
。
仁
・
義
・
禮
・
智
、
性
也
。
心
、

統
性
情
者
也
。
端
、
緒
也
。
因
其
情
之
發
、
而
性
之
本
然
可
得
而
見
、
猶
有

物
在
中
而
緒
見
於
外
也
。」

（
6
）「
喜
怒
哀
樂
是
用
、
所
以
喜
怒
哀
樂
是
體
」　
『
中
庸
章
句
』
第
一
章
「
喜

怒
哀
樂
之
未
發
、
謂
之
中
。
發
而
皆
中
節
、
謂
之
和
。
中
也
者
、
天
下
之
大
本
也
。

和
也
者
、
天
下
之
達
道
也
。」
朱
注
「
喜
怒
哀
樂
、
情
也
。
其
未
發
、
則
性
也
、

無
所
偏
倚
、
故
謂
之
中
。
發
皆
中
節
、
情
之
正
也
、
無
所
乖
戾
、
故
謂
之
和
。
大

本
者
、
天
命
之
性
、
天
下
之
理
皆
由
此
出
、
道
之
體
也
。
達
道
者
、
循
性
之
謂
、

天
下
古
今
之
所
共
由
、
道
之
用
也
。
此
言
性
情
之
德
、
以
明
道
不
可
離
之
意
。」

未
発
・
已
発
を
体
用
に
配
す
る
例
と
し
て
以
下
を
参
照
。『
語
類
』
巻
五
、六
二
条
、

楊
道
夫
録
（
Ｉ90

）「
履
之
問
未
發
之
前
心
性
之
別
。
曰
。
心
有
體
用
、
未
發
之

前
是
心
之
體
、
已
發
之
際
乃
心
之
用
、
如
何
指
定
說
得
。
蓋
主
宰
運
用
底
便
是
心
、

性
便
是
會
恁
地
做
底
理
。
性
則
一
定
在
這
裏
、
到
主
宰
運
用
卻
在
心
。
情
只
是
幾

箇
路
子
、隨
這
路
子
恁
地
做
去
底
、卻
又
是
心
。」
同
巻
、七
六
条
、程
端
蒙
録
（
Ｉ

94

）「
故
以
其
未
發
而
全
體
者
言
之
、則
性
。
以
其
已
發
而
妙
用
者
言
之
、則
情
也
。」

51
条問

。
或
問
。
常
目
在
之
、
真
若
見
其
參
於
前
、
倚
於
衡
也
、
則
成
性
存
存
、
而

道
義
出
矣
。
不
知
所
見
者
、
果
何
物
耶
。

曰
。
此
豈
有
物
可
見
。
但
是
凡
人
不
知
省
察
、
常
行
日
用
、
每
與
是
德
相
忘
、

亦
不
自
知
其
有
是
也
。
今
所
謂
顧
諟
者
、
只
是
心
裏
常
常
存
著
此
理
在
。
一
出
言
、

則
言
必
有
當
然
之
則
、
不
可
失
也
。
一
行
事
、
則
事
必
有
當
然
之
則
、
不
可
失
也
。
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參
於
前
也
、
在
輿
則
見
其
倚
於
衡
也
、
夫
然
後
行
。
子
張
書
諸
紳
。」
が
出

典
で
あ
る
。
朱
注
に
は
「
其
者
、
指
忠
信
篤
敬
而
言
。
參
、
讀
如
毋
往
參
焉

之
參
、
言
與
我
相
參
也
。
衡
、
軛
也
。
言
其
於
忠
信
篤
敬
念
念
不
忘
、
隨
其

所
在
、
常
若
有
見
、
雖
欲
頃
刻
離
之
而
不
可
得
。」
と
あ
る
。「
參
」
は
並
ん

で
立
つ
。「
衡
」
は
「
軛
（
く
び
き
）」
の
こ
と
で
あ
る
。「
成
性
存
存
、
道

義
出
矣
」
は
『
易
』「
繫
辞
上
伝
」「
一
陰
一
陽
之
謂
道
。
繼
之
者
善
也
。
成

之
者
性
也
。
…
天
地
設
位
而
易
行
乎
其
中
矣
。
成
性
存
存
、
道
義
之
門
。」

が
出
典
で
あ
る
。『
周
易
本
義
』
に
は
「
天
地
設
位
而
變
化
、
猶
知
禮
存
性
、

而
道
義
出
矣
。
成
性
、
本
成
之
性
也
。
存
存
、
謂
存
而
又
不
已
之
意
也
。」

と
あ
り
、
ま
た
『
程
子
遺
書
』
巻
二
上
に
「
成
性
存
存
、
道
義
之
門
、
亦
是

萬
物
各
有
成
性
存
存
、
亦
是
生
生
不
已
之
意
。」
と
あ
る
。

（
2
）「
此
豈
有
物
可
見
」　
「
常
目
在
之
」
の
朱
熹
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、『
語
類
』

巻
一
六
、九
条
、
黄
義
剛
録
（
Ⅱ317

）
に
「
問
。
顧
諟
天
之
明
命
、
言
常
目

在
之
、
如
何
。
曰
。
顧
諟
、
是
看
此
也
。
目
在
、
是
如
目
存
之
、
常
知
得
有

此
理
、不
是
親
眼
看
。
立
則
見
其
參
於
前
、在
輿
則
見
倚
於
衡
、便
是
這
模
樣
。

只
要
常
常
提
撕
在
這
裏
、
莫
使
昏
昧
了
。
子
常
見
得
孝
、
父
常
見
得
慈
、
與

國
人
交
、
常
見
得
信
。」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
常
目
在
之
」
は
朱
熹
の
解
釈

で
は
実
際
に
見
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
目
が
対
象
を
見
て
い
る
か
の

よ
う
に
常
に
こ
の
理
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た

だ
、李
壮
祖
は「
常
目
在
之
」を
比
喩
で
は
な
く
実
際
の
動
作
と
考
え
た
た
め
、

朱
熹
の
真
意
を
汲
め
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
日
本
語
訳
で
は
李
壮

祖
の
「
常
目
在
之
」
に
つ
い
て
は
「
理
を
知
覚
す
る
」
で
は
な
く
「
目
を
そ

こ
に
注
ぐ
」
と
し
た
。

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
こ
れ
は
ど
う
し
て
実
際
に
見
え
る
物
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。
た
だ
人
は
お
し
な
べ
て
省
察
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
日
ご
ろ
の
生
活
の
な

か
で
は
い
つ
も
こ
の
徳
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
自
身
が
明
徳
を
備
え
て
い
る
こ
と
を

知
覚
で
き
な
い
の
だ
。
今
こ
こ
で
「
顧
諟
（
こ
れ
を
見
る
）」
と
い
う
の
は
、
た

だ
心
の
中
に
い
つ
も
こ
の
理
が
存
在
し
て
い
る
（
と
自
覚
す
る
）
こ
と
な
の
だ
。

ひ
と
た
び
言
葉
を
発
す
れ
ば
、
言
葉
に
は
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
準
則
が
あ

り
、
失
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ひ
と
た
び
行
動
を
起
こ
せ
ば
、
行
動
に
は
当
然
そ

う
あ
る
べ
き
と
い
う
準
則
が
あ
り
、
失
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

に
す
ぎ
な
い
。
一
体
ど
う
し
て
そ
の
形
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
物
が
実
際
あ
る
だ

ろ
う
か
。」　

李
壮
祖
録

〔
注
〕

（
1
）「
或
問
。
常
目
在
之
、
真
若
見
其
參
於
前
、
倚
於
衡
也
、
則
成
性
存
存
、
而

道
義
出
矣
」　
『
大
學
或
問
』中
の
内
容
に
つ
い
て
は
前
条
注（
1
）参
照
。「
常

目
在
之
」
は
『
大
学
』
の
朱
注
で
使
わ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。『
大
学
章
句
』

伝
一
章
「
大
甲
曰
。
顧
諟
天
之
明
命
。」
朱
注
「
顧
、
謂
常
目
在
之
也
。
諟
、

猶
此
也
、
或
曰
審
也
。
天
之
明
命
、
即
天
之
所
以
與
我
、
而
我
之
所
以
為
德

者
也
。
常
目
在
之
、則
無
時
不
明
矣
。」「
常
目
在
之
」と
い
う
語
の
出
典
は『
書
』

商
書
「
太
甲
」
上
「
伊
尹
作
書
曰
。
先
王
顧
諟
天
之
明
命
、
以
承
上
下
神
祇
、

社
稷
宗
廟
、
罔
不
祗
肅
。」
の
孔
伝
「
顧
、
謂
常
目
在
之
。」
で
あ
る
。『『
朱

子
語
類
』
譯
注　

巻
十
四
』
一
〇
一
頁
、
注
（
1
）
参
照
。「
見
其
參
於
前
、

倚
於
衡
也
」
は
『
論
語
』「
衛
霊
公
」「
子
張
問
行
。
子
曰
。
言
忠
信
、行
篤
敬
、

雖
蠻
貊
之
邦
行
矣
。
言
不
忠
信
、
行
不
篤
敬
、
雖
州
里
行
乎
哉
。
立
則
見
其
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洋
洋
乎
、
如
在
其
上
、
如
在
其
左
右
。」

52
条問

。
引
成
性
存
存
、
道
義
出
矣
、
何
如
。

曰
。
自
天
之
所
命
、
謂
之
明
命
、
我
這
裏
得
之
於
己
、
謂
之
明
德
、
只
是
一
箇

道
理
。
人
只
要
存
得
這
些
在
這
裏
。
才
存
得
在
這
裏
、
則
事
君
必
會
忠
、
事
親
必

會
孝
。
見
孺
子
、
則

惕
之
心
便
發
、
見
穿

之
類
、
則
羞
惡
之
心
便
發
。
合
恭

敬
處
、
便
自
然
會
恭
敬
、
合
辭
遜
處
、
便
自
然
會
辭
遜
。
須
要
常
存
得
此
心
、
則

便
見
得
此
性
發
出
底
都
是
道
理
。
若
不
存
得
這
些
、
待
做
出
、
那
箇
會
合
道
理
。   

賀
孫

〔
校
勘
〕

○
「
問
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
問
顧
諟
明
命
一
條
」
に
作
る
。

○
「
一
箇
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
箇
」
を
「
个
」
に
作
る
。

○
「
見
孺
子
」　

成
化
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
朝
鮮
整
版
本
は
「
見
孺
子
」
を
「
見

孺
子
入
井
」
に
作
る
。

○
「
須
要
」　

万
暦
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
和
刻
本
は
「
須
」
を
「

」
に
作
る
。

○
「
那
箇
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
箇
」
を
「
个
」
に
作
る
。

〔
訳
〕お

尋
ね
し
た
。「「
本
性
は
常
に
存
在
し
続
け
て
道
義
が
出
現
す
る
」
を
引
用
し

て
い
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
。」

（
3
）「
與
是
德
相
忘
」　
「
與
」
は
動
作
の
対
象
を
導
く
介
詞
。「
相
」
は
動
詞
の

前
に
つ
い
て
一
方
が
他
方
に
働
き
か
け
る
動
作
を
表
す
。
同
様
の
表
現
と
し

て
は
『
語
類
』
巻
四
三
、四
二
条
、
潘
履
孫
録
（
Ⅲ　

１
１
０
７
）「
今
人
處

於
中
國
、
飽
食
煖
衣
、
未
至
於
夷
狄
、
猶
且
與
之
相
忘
、
而
不
知
其
不
可
棄
、

而
況
之
夷
狄
、
臨
之
以
白
刃
、
而
能
不
自
棄
者
乎
。」

（
4
）「
心
裏
常
常
存
著
此
理
在
」　
「
心
裏
」
は
「
心
の
中
」。「
裏
」
は
名
詞
の
後

に
つ
い
て
「
〜
の
中
」
を
表
す
。「
著
」
は
動
詞
の
後
に
つ
い
て
動
作
の
持

続
を
表
す
。「
在
」
は
句
末
の
助
詞
で
「
焉
」
と
同
じ
。『『
朱
子
語
類
』
譯

注　

巻
十
五
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
一
六
三
頁
注
（
7
）
を
参
照
。

（
5
）「
一
出
言
、
則
言
必
有
當
然
之
則
」　
「
一
出
言
」
は
「
ひ
と
た
び
言
葉
を
発

す
れ
ば
」。『
礼
記
』「
祭
義
」
に
「
今
予
忘
孝
之
道
、
予
是
以
有
憂
色
也
。

壹
舉
足
而
不
敢
忘
父
母
、
壹
出
言
而
不
敢
忘
父
母
。
壹
舉
足
而
不
敢
忘
父
母
、

是
故
道
而
不
徑
、
舟
而
不
游
、
不
敢
以
先
父
母
之
遺
體
行
殆
。
壹
出
言
而
不

敢
忘
父
母
、是
故
惡
言
不
出
於
口
、忿
言
不
反
於
身
、不
辱
其
身
、不
羞
其
親
。

可
謂
孝
矣
。」
と
あ
る
。「
當
然
之
則
」
は
『
大
学
或
問
』
に
「
至
於
天
下
之
物
、

則
必
各
有
所
以
然
之
故
與
其
所
當
然
之
則
、
所
謂
理
也
。」
と
あ
る
。『『
朱

子
語
類
』譯
注　

巻
十
四
』一
八
〇
頁
注（
12
）及
び
三
浦『「
朱
子
語
類
」抄
』

一
七
八
〜
一
八
二
頁
参
照
。

〔
参
考
〕

朝
鮮
古
写
本
「
如
中
庸
言
、
如
在
其
上
、
如
其
左
右
、
是
言
鬼
神
之
德
、
如
此

其
盛
也
」   

『
中
庸
章
句
』
第
十
六
章
「
子
曰
。
鬼
神
之
為
德
、
其
盛
矣
乎
。
視
之

而
弗
見
、
聽
之
而
弗
聞
、
體
物
而
不
可
遺
、
使
天
下
之
人
、
齊
明
盛
服
、
以
承
祭
祀
。



一
四
二

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

而
我
之
所
以
為
德
者
也
。」
を
参
照
。「
我
這
裏
得
之
於
己
、
謂
之
明
德
」
に

つ
い
て
は
、『
大
学
章
句
』
経
一
章
「
大
學
之
道
、
在
明
明
德
、
在
親
民
、

在
止
於
至
善
。」
朱
注
「
明
德
者
、
人
之
所
得
乎
天
、
而
虛
靈
不
昧
、
以
具

理
而
應
萬
事
者
也
。」
を
参
照
。
ま
た
、『
語
類
』
巻
一
四
、六
四
条
、
游

敬
仲
録
（
Ⅰ260

）
に
は
「
天
之
賦
於
人
物
者
、
謂
之
命
。
人
與
物
受
之
者
、

謂
之
性
。
主
於
一
身
者
、謂
之
心
。
有
得
於
天
而
光
明
正
大
者
、謂
之
明
德
。」、

同
巻
、
第
一
一
五
条
、
胡
泳
録
（
Ｉ271

）
に
は
「
明
德
是
我
得
之
於
天
、

而
方
寸
中
光
明
底
物
事
。
統
而
言
之
、
仁
義
禮
智
、
以
其
發
見
而
言
之
、
如

惻
隱
羞
惡
之
類
、
以
其
見
於
實
用
言
之
、
如
事
親
從
兄
是
也
。」
と
あ
る
。

（
3
）「
人
只
要
存
得
這
些
在
這
裏
」　
「
存
」
は
「
保
ち
続
け
る
」。『
孟
子
』「
尽
心
」

上
「
存
其
心
、
養
其
性
、
所
以
事
天
也
。」
朱
注
「
存
、
謂
操
而
不
舎
。
養
、

謂
順
而
不
害
。
事
、
則
奉
承
而
不
違
也
。」『『
朱
子
語
類
』
譯
注　

巻
十
四
』

九
九
頁
注
（
2
）
参
照
。「
這
些
」
は
指
示
語
。「
在
這
裏
」
は
「〝
こ
こ
に

あ
る
〞
で
は
な
く
、『
語
類
』
に
特
徴
的
な
表
現
で
、
上
に
の
べ
る
動
作
・

状
態
の
確
実
さ
を
強
調
す
る
」（
三
浦
『「
朱
子
語
類
」
抄
』
五
〇
頁
）。

（
4
）「
才
」
は
「
た
だ
〜
さ
え
」。

（
5
）「
事
君
必
會
忠
、
事
親
必
會
孝
」　
「
事
君
」
に
つ
い
て
は
『『
朱
子
語
類
』

譯
注　

巻
十
四
』
一
一
一
頁
注
（
4
）、「
事
親
」
に
つ
い
て
は
同
書
二
二
七

頁
注
（
4
）
参
照
。「
會
」
は
「
〜
で
き
る
」。

（
6
）「
見
孺
子
、
則

惕
之
心
便
發
」　

本
巻
五
〇
条
注
（
5
）
引
用
の
『
孟
子
』

を
参
照
。

（
7
）「
見
穿

之
類
、
則
羞
惡
之
心
便
發
」　
「
穿

」
は
泥
棒
。『
論
語
』「
陽
貨
」

「
子
曰
。
色
厲
而
內
荏
、
譬
諸
小
人
、
其
猶
穿

之
盜
也
與
。」
朱
注
「
穿
、

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
天
か
ら
命
じ
ら
れ
た
も
の
を
明
命
と
い
い
、
自
分

が
こ
こ
で
そ
れ
を
自
分
に
獲
得
し
た
も
の
を
明
德
と
い
う
が
、
一
つ
の
道
理
に
す

ぎ
な
い
。
人
は
た
だ
し
っ
か
り
と
こ
れ
を
保
ち
続
け
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
っ

か
り
と
心
に
保
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
、
君
主
に
仕
え
る
の
に
必
ず

忠
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
親
に
仕
え
る
の
に
必
ず
孝
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
幼
児

（
が
井
戸
に
落
ち
る
の
）
を
見
れ
ば
、

惕
（
驚
き
）
の
心
が
発
現
し
、
泥
棒
の

た
ぐ
い
を
見
れ
ば
、
羞
悪
（
恥
じ
に
く
む
）
の
心
が
発
現
す
る
。
恭
敬
（
う
や
う

や
し
く
慎
ま
し
く
）
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
自
然
と
恭
敬
す
る
こ
と
が
で
き
、
辞
遜

（
謙
譲
）
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
自
然
と
辞
遜
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
心
を
常

に
必
ず
保
ち
続
け
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
う
す
れ
ば
こ
の
性
が
発
現
し
て
く
る
の

は
す
べ
て
道
理
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
こ
れ
を
保
ち
続
け
ら
れ
な
い
の

な
ら
、
お
の
ず
と
出
現
す
る
の
を
待
っ
て
も
、
一
体
何
が
道
理
に
合
致
し
う
る
だ

ろ
う
か
。」　

葉
賀
孫
録

〔
注
〕

（
1
）「
引
成
性
存
存
、
道
義
出
矣
」　

前
条
注
（
1
）
を
参
照
。

（
2
）「
自
天
之
所
命
、
謂
之
明
命
、
我
這
裏
得
之
於
己
、
謂
之
明
德
」　
「
自
天
之

所
命
、
謂
之
明
命
」
に
つ
い
て
は
、『
中
庸
章
句
』
第
一
章
「
天
命
之
謂
性
、

率
性
之
謂
道
、
脩
道
之
謂
教
。」
朱
注
「
命
、
猶
令
也
。
性
、
即
理
也
。
天

以
陰
陽
五
行
化
生
萬
物
、
氣
以
成
形
、
而
理
亦
賦
焉
、
猶
命
令
也
。
於
是
人

物
之
生
、
因
各
得
其
所
賦
之
理
、
以
為
健
順
五
常
之
德
、
所
謂
性
也
。」
お

よ
び『
大
学
章
句
』伝
一
章「
康
誥
曰
。
克
明
德
。
大
甲
曰
。
顧
諟
天
之
明
命
。

帝
典
曰
。
克
明
峻
德
。
皆
自
明
也
。」
朱
注
「
天
之
明
命
、即
天
之
所
以
與
我
、
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之
發
於
外
者
也
。
敬
者
、
恭
之
主
於
中
者
也
。」

（
9
）「
辭
遜
」　
「
辭
遜
」
は
「
恭
敬
」
と
同
じ
く
「
禮
」
が
発
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
論
語
』「
泰
伯
」「
子
曰
。
興
於
詩
、
立
於
禮
、
成
於
樂
。」
朱
注
「
禮
以
恭

敬
辭
遜
為
本
、
而
有
節
文
度
数
之
詳
。」
本
巻
五
〇
条
注
（
5
）
引
用
の
『
孟

子
』
の
「
辭
譲
」
と
同
義
で
あ
る
。
宋
の
英
宗
の
実
父
・
濮
王
の
諱
の
允
譲

を
忌
避
し
、「
辭
譲
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
が
「
辭
遜
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）「
須
要
常
存
得
此
心
」　
「
須
要
」
は
「
必
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

（
11
）「
待
做
出
、那
箇
會
合
道
理
」　
「
那
箇
」
は
「

箇
」
に
同
じ
。「
做
」
は
「
す

る
」。「
出
」
は
事
物
の
出
現
を
表
す
。
和
刻
本
で
は
「
待
做
出
那
箇
、
會
合

道
理
」
と
読
ん
で
い
る
。

是
三
者
固
皆
自
明
之
事
一
段

〔
校
勘
〕

○
「
自
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
目
」
に
作
る
。

53
条問

。
顧
諟
一
句
、
或
問
復
以
為
、
見
天
之
未
始
不
為
人
、
而
人
之
未
始
不
為
天
。

何
也
。

曰
。
只
是
言
人
之
性
本
無
不
善
、
而
其
日
用
之
間
、
莫
不
有
當
然
之
則
。
則
、

所
謂
天
理
也
。
人
若
每
事
做
得
是
、
則
便
合
天
理
。
天
人
本
只
一
理
。
若
理
會
得

此
意
、
則
天
何
嘗
大
、
人
何
嘗
小
也
。　

壯
祖

穿
壁
。

、
踰
牆
。
言
其
無
實
盗
名
、
而
常
畏
人
知
也
。」
な
お
、「
穿

」

の
語
は
『
語
類
』
巻
一
六
、五
八
条
、
林

孫
録
（
Ⅱ325

）
お
よ
び
同
巻
、

一
〇
六
条
、
沈
僴
録
（
Ⅱ336

）
に
既
出
。「
穿

」
と
「
羞
惡
之
心
」
を
結

び
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
下
記
の
例
が
あ
る
。『
語
類
』
巻
五
三
、二
三
条
、

甘
節
録
（
Ⅳ1282
）「
如
孺
子
入
井
、
如
何
不
推
得
其
他
底
出
來
、
只
推
得

惻
隱
之
心
出
來
。
蓋
理
各
有
路
。
如
做
得
穿

底
事
、
如
何
令
人
不
羞
惡
。

偶
遇
一
人
衣
冠
而
揖
我
、
我
便
亦
揖
他
、
如
何
不
恭
敬
。
事
有
是
非
、
必
辨

別
其
是
非
。
試
看
是
甚
麼
去
感
得
他
何
處
、
一
般
出
來
。」
同
巻
、
四
八
条
、

呂
燾
録
（
Ⅳ1288

〜1299

）「
問
。
喜
怒
哀
樂
未
發
已
發
之
別
。
曰
。
未
發

時
無
形
影
可
見
、
但
於
已
發
時
照
見
。
謂
如
見
孺
子
入
井
、
而
有

惕
惻
隱

之
心
、
便
照
見
得
有
仁
在
裏
面
。
見
穿

之
類
、
而
有
羞
惡
之
心
、
便
照
見

得
有
義
在
裏
面
。
…
然
而
仁
未
有
惻
隱
之
心
、
只
是
箇
愛
底
心
、
義
未
有
羞

惡
之
心
、
只
是
箇
斷
制
底
心
。
惟
是
先
有
這
物
事
在
裏
面
、
但
隨
所
感
觸
、

便
自
是
發
出
來
。
故
見
孺
子
入
井
、
便
是
惻
隱
之
心
。
見
穿

之
類
、
便
有

羞
惡
之
心
。
見
尊
長
之
屬
、
便
有
恭
敬
之
心
。
見
得
是
、
便
有
是
之
之
心
。

見
得
非
、
便
有
非
之
之
心
。
從
那
縫
罅
裏
迸
將
出
來
、
恰
似
寶
塔
裏
面
四
面

毫
光
放
出
來
。」

（
8
）「
合
恭
敬
」　
「
合
」
は
「
当
然
す
べ
き
で
あ
る
」。「
恭
敬
」
は
惻
隠
・
羞
悪
・

是
非
と
と
も
に
人
が
元
か
ら
持
っ
て
い
る
心
で
あ
り
、「
禮
」
が
発
現
し
た

も
の
で
あ
る
。『
孟
子
』「
告
子
」
上
「
惻
隱
之
心
、
人
皆
有
之
。
羞
惡
之
心
、

人
皆
有
之
。
恭
敬
之
心
、
人
皆
有
之
。
是
非
之
心
、
人
皆
有
之
。
惻
隱
之
心
、

仁
也
。
羞
惡
之
心
、
義
也
。
恭
敬
之
心
、
禮
也
。
是
非
之
心
、
智
也
。
仁
義

禮
智
、
非
由
外
鑠
我
也
、
我
固
有
之
也
、
弗
思
耳
矣
。」
朱
注
「
恭
者
、
敬
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（
3
）「
則
、
所
謂
天
理
」　
「
則
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
『
詩
』
大
雅
「
蒸
民
」

「
天
生
烝
民
、
有
物
有
則
。
民
之
秉
彝
、
好
是
懿
德
。」
お
よ
び
『
孟
子
』「
告

子
」
上
「
詩
云
。
天
生
蒸
民
、有
物
有
則
。
民
之
秉
彝
、好
是
懿
德
。
孔
子
曰
。

為
此
詩
者
、
其
知
道
乎
。
故
有
物
、
必
有
則
、
民
之
秉
彝
也
、
故
好
是
懿
德
。」

ま
た
、『
語
類
』
巻
一
五
、一
三
八
条
、
周
明
作
録
（
Ｉ309

）「
又
問
。
上
達

天
理
、
便
是
事
物
當
然
之
則
至
善
處
否
。
曰
。
只
是
合
禮
處
、
便
是
天
理
。

所
以
聖
人
教
人
致
知
格
物
、
亦
只
要
人
理
會
得
此
道
理
。」

（
4
）「
做
得
是
」　
「
得
」
は
動
詞
の
後
に
つ
い
て
補
語
を
導
く
。

（
5
）「
天
人
本
只
一
理
」　
『
朱
文
公
文
集
』
巻
四
四
「
答
方
伯
謨
」
第
一
書
「
天

人
一
理
、
人
之
動
、
乃
天
之
運
也
。」

（
6
）「
天
何
嘗
大
、
人
何
嘗
小
」　

朱
熹
は
、
天
と
人
に
は
物
理
的
大
小
が
あ
る

こ
と
は
動
か
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
が
、「
天
人
本
只
一
理
」
と
自
覚
す
れ

ば
天
と
人
の
大
小
は
問
題
に
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
語

類
』
巻
三
六
、一
二
九
条
、
林

孫
録
（
Ⅲ977

）「
因
說
此
章
問
曰
。
今
不

知
吾
之
心
、與
天
地
之
化
、是
兩
箇
物
事
、是
一
箇
物
事
。
公
且
思
量
。
良
久
、

乃
曰
。
今
諸
公
讀
書
、只
是
去
理
會
得
文
義
、更
不
去
理
會
得
意
。
聖
人
言
語
、

只
是
發
明
這
箇
道
理
。
這
箇
道
理
、
吾
身
也
在
裏
面
、
萬
物
亦
在
裏
面
、
天

地
亦
在
裏
面
。
通
同
只
是
一
箇
物
事
、
無
障
蔽
、
無
遮
礙
。
吾
之
心
、
即
天

地
之
心
。
聖
人
即
川
之
流
、
便
見
得
也
是
此
理
、
無
往
而
非
極
致
。
但
天
命

至
正
、
人
心
便
邪
。
天
命
至
公
、
人
心
便
私
。
天
命
至
大
、
人
心
便
小
。
所

以
與
天
地
不
相
似
。
而
今
講
學
、
便
要
去
得
與
天
地
不
相
似
處
、
要
與
天
地

相
似
。」

〔
校
勘
〕

○
「
壯
祖
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
處
謙
」
に
作
る
（
處
謙
は
李
壮
祖
の
字
）。

〔
訳
〕お

尋
ね
し
た
。「（『
大
学
』
の
）「
顧
諟
（
こ
れ
を
見
る
）」
の
句
に
つ
い
て
、『
或

問
』で
は
ま
た「
天
は
ま
さ
に
人
そ
の
も
の
で
、人
は
ま
さ
に
天
そ
の
も
の
で
あ
る
」

と
あ
る
の
は
何
で
す
か
。」

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
人
の
性
は
善
で
は
な
い
も
の
が
な
く
、
日
頃
の
生

活
の
な
か
で
、
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
準
則
が
な
い
こ
と
が
な
い
と
い
う
の

を
言
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
則
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
天
理
だ
。
ひ
と
が
も
し
ど
ん

な
こ
と
で
も
正
し
く
行
う
こ
と
が
で
き
た
ら
、
天
理
に
合
っ
て
い
る
。
天
と
人
は

も
と
も
と
理
を
一
つ
に
し
て
い
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
趣
旨
を
体
得

す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
天
が
ど
う
し
て
大
き
く
て
、
人
は
ど
う
し
て
小
さ
い
だ

ろ
う
か
。」　

李
壮
祖
録

〔
注
〕

（
1
）「
天
之
未
始
不
為
人
、而
人
之
未
始
不
為
天
」　
『
大
学
或
問
』「
曰
。
是
三
者
、

固
皆
自
明
之
事
也
。
然
其
言
之
亦
有
序
乎
。
曰
。
康
誥
通
言
明
德
而
已
。
太

甲
則
明
天
之
未
始
不
為
人
、
而
人
之
未
始
不
為
天
也
。
帝
典
則
專
言
成
德
之

事
、而
極
其
大
焉
。
其
言
之
淺
深
亦
略
有
序
矣
。」「
是
三
者
」
は
『
大
学
章
句
』

伝
一
章
「
康
誥
曰
。
克
明
德
。
大
甲
曰
。
顧
諟
天
之
明
命
。
帝
典
曰
。
克
明

峻
德
。
皆
自
明
也
。」「
未
始
不
」
は
「
未
嘗
不
」
と
同
じ
。

（
2
）「
當
然
之
則
」　

本
卷
五
一
条
注
（
5
）
参
照
。



一
四
五

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

〔
注
〕

（
1
）「
天
即
人
、
人
即
天
」　
『
礼
記
』「
禮
運
」「
故
人
者
、
天
地
之
心
也
、
五
行

之
端
也
、
食
味
、
別
聲
、
被
色
、
而
生
者
也
。」
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

湛
若
水
『
格
物
通
』
巻
一
四
「
臣
若
水
通
曰
。
記
曰
。
人
者
、
天
地
之
心
也
。

人
即
天
也
。」
ま
た
前
条
注
（
6
）
の
『
語
類
』
を
参
照
。

（
2
）「
人
之
始
生
、
得
於
天
也
」　

本
巻
五
二
条
注
（
2
）
の
『
中
庸
章
句
』
第

一
章
お
よ
び
『
大
学
章
句
』
伝
一
章
朱
注
参
照
。

（
3
）「
語
言
動
作
視
聽
、
皆
天
也
」　
『
河
南
『
程
氏
遺
書
』
巻
一
一
「
視
聽
思
慮

動
作
、
皆
天
也
。」

（
4
）「
說
話
、天
便
在
這
裏
」　
「
說
話
」
は
「
話
す
」。『
語
類
』
巻
一
六
、一
四
条
、

林

孫
録
（
Ⅱ317

）「
而
今
人
会
說
話
行
動
、
凡
百
皆
是
天
之
明
命
。
人
心

惟
危
、
道
心
惟
微
也
。
是
天
之
明
命
。」

（
5
）「
看
教
光
明
燦
爛
、
照
在
目
前
」　
「
教
」
は
使
役
で
「
看
教
」
は
「
見
て
〜

さ
せ
る
」
を
意
味
す
る
。「
光
明
燦
爛
、
照
在
目
前
」
は
『
語
類
』
巻

一
四
、七
三
条
、
記
録
者
名
缺
（
Ｉ261

）「
在
明
明
德
、
須
是
自
家
見
得
這

物
事
光
明
燦
爛
、
常
在
目
前
、
始
得
。」

54
条問

。
天
未
始
不
為
人
、
而
人
未
始
不
為
天
。

曰
。
天
即
人
、人
即
天
。
人
之
始
生
、得
於
天
也
。
既
生
此
人
、則
天
又
在
人
矣
。

凡
語
言
動
作
視
聽
、
皆
天
也
。
只
今
說
話
、
天
便
在
這
裏
。
顧
諟
、
是
常
要
看
教

光
明
燦
爛
、
照
在
目
前
。　

僴

〔
校
勘
〕

○
「
燦
」　

成
化
本
、
万
暦
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
朝
鮮
整
版
本
、
和
刻
本
は
「
粲
」

に
作
る
。

〔
訳
〕

「
天
は
ま
さ
に
人
そ
の
も
の
で
あ
る
し
、
人
は
ま
さ
に
天
そ
の
も
の
で
あ
る
」

に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
。

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
天
と
は
人
で
あ
り
、
人
と
は
天
で
あ
る
。
人
が
生

ま
れ
た
当
初
、
天
か
ら
（
明
徳
を
）
得
て
い
る
。
す
で
に
こ
の
人
を
生
ん
だ
の
で

あ
る
か
ら
、
天
も
人
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
。
お
よ
そ
言
葉
・
動
作
・
視
聴
覚

は
す
べ
て
天
で
あ
る
。
い
ま
こ
う
し
て
話
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
現
に
天
が
存
在

し
て
い
る
。（『
大
学
』
の
）「
顧
諟
（
こ
れ
を
見
る
）」
と
は
、
常
に
（
明
徳
の
）

光
が
燦
燦
と
輝
い
て
目
の
前
を
照
ら
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
せ
る
の
だ
。」　

沈

僴
録
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○
「
看
來
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
看
得
來
」
に
作
る
。

○
「
修
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
脩
」
に
作
る
。

○
「
他
」　

朝
鮮
整
版
本
は
「
佗
」
に
作
る
。

○
「
著
」　

成
化
本
、
万
暦
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
和
刻
本
は
「
着
」
に
作
る
。

○
「
非
道
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
非
說
道
」
に
作
る
。

〔
訳
〕徳

元
（
郭
友
仁
）
が
お
尋
ね
し
た
。「
湯
の
『
盤
銘
』
と
は
、
ど
の
本
で
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
か
。」

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
た
だ
『
大
学
』
で
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

先
生
は
さ
ら
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
成
湯
の
工
夫
は
す
べ
て「
敬
」の
字
に
あ
る
。

思
う
に
、
お
お
む
ね
行
い
が
正
し
く
て
礼
儀
に
合
っ
て
い
る
人
で
あ
り
、
だ
か
ら

当
時
の
人
は
彼
が
行
っ
た
工
夫
を
言
う
の
に
、
非
常
に
明
瞭
に
言
っ
た
。
た
と
え

ば
禹
の「
よ
く
国
に
奉
仕
し
、よ
く
家
で
は
倹
約
し
た
」と
い
う
類
は
、大
綱
を
言
っ

て
い
る
。
湯
に
な
る
と
、「
自
分
を
点
検
し
て
も
ま
だ
し
足
り
な
い
か
の
よ
う
だ
」

と
言
っ
て
い
る
。」

陳
文
蔚
が
言
っ
た
。「（『
書
』商
書
の
）「
義
に
よ
っ
て
事
象
を
制
御
し
、礼
に
よ
っ

て
心
を
制
御
す
る
」
や
「
女
色
を
近
づ
け
ず
、
財
産
を
増
や
さ
な
い
」
な
ど
の
言

葉
に
、
日
々
自
分
を
新
し
く
す
る
工
夫
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。」

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
そ
の
通
り
だ
。
私
が
『
或
問
』
の
中
で
特
に
詳
し

く
掲
載
し
た
理
由
は
、
人
が
知
ら
な
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
、
学
ぶ
者
に
留
意

し
て
ほ
し
か
っ
た
の
だ
。」　

陳
文
蔚
録

傳
二
章

或
問
盤
之
有
銘
一
段

〔
校
勘
〕

○
「
或
問
盤
之
有
銘
一
段
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
或
問
盤
之
有
銘
」
の
下
に
小
字

で
「
云
云
」
と
作
る
。

55
条德

元
問
。
湯
之
盤
銘
、
見
於
何
書
。

曰
。
只
見
於
大
學
。

又
曰
。
成
湯
工
夫
、
全
是
在
敬
字
上
。
看
來
、
大
段
是
一
箇
修
飭
底
人
、
故
當

時
人
說
他
做
工
夫
處
、
亦
說
得
大
段
地
著
。
如
禹
克
勤
于
邦
、
克
儉
于
家
之
類
、

却
是
大
綱
說
。
到
湯
、
便
說
檢
身
若
不
及
。

文
蔚
云
。
以
義
制
事
、
以
禮
制
心
、
不
邇
聲
色
、
不
殖
貨
利
等
語
、
可
見
日
新

之
功
。

曰
。
固
是
。
某
於
或
問
中
、
所
以
特
地
詳
載
者
、
非
道
人
不
知
、
亦
欲
學
者
經

心
耳
。　

文
蔚

〔
校
勘
〕

○
「
只
見
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
只
是
見
」
に
作
る
。

○
「
又
曰
」　

朝
鮮
古
写
本
に
は
無
い
。



一
四
七

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

心
」
上
「
孟
子
曰
。
堯
舜
、
性
之
也
。
湯
武
、
身
之
也
。
五
霸
、
假
之
也
。

久
假
而
不
歸
、
惡
知
其
非
有
也
。」
ま
た
、『
孟
子
』「
尽
心
」
下
「
孟
子
曰
。

堯
舜
、
性
者
也
。
湯
武
、
反
之
也
。」

（
6
）「
說
得
大
段
地
著
」　
「
著
」
は
顕
著
。
用
例
と
し
て
は
下
記
の
条
が
挙
げ
ら

れ
る
。『
語
類
』
巻
五
、二
〇
条
、葉
賀
孫
録
（
Ｉ84

）「
某
因
各
人
解
此
兩
句
、

自
亦
作
兩
句
解
。
後
來
看
、
也
自
說
得
著
、
所
以
迤

便
作
西
銘
等
解
。」

巻
三
二
、一
二
条
、
余
大
雅
録
（
Ⅲ819

）「
要
直
截
見
得
箇
仁
底
表
裏
。
若

不
見
他
表
裏
、
譬
猶
此
屋
子
、
只
就
外
面
貌
得
箇
模
樣
、
縱
說
得
著
、
亦
只

是
籠
罩
得
大
綱
、
不
見
屋
子
裏
面
實
是
如
何
。」

（
7
）「
克
勤
于
邦
、
克
儉
于
家
」　
『
書
』
虞
書
「
大
禹
謨
」「
來
禹
。
降
水

予
。

成
允
成
功
、
惟
汝
賢
。
克
勤
于
邦
、
克
儉
于
家
、
不
自
滿
假
、
惟
汝
賢
。」

（
8
）「
却
是
大
綱
說
」　
「
却
」
は
、
主
語
に
関
し
て
他
と
対
比
対
照
し
て
述
べ
る

語
気
を
示
す
。『『
朱
子
語
類
』
譯
注　

巻
十
四
』
六
頁
注
（
4
）
参
照
。

（
9
）「
檢
身
若
不
及
」　
『
書
』
商
書
「
伊
訓
」「
檢
身
若
不
及
、
以
至
于
有
萬
邦
。」

（
10
）「
以
義
制
事
、
以
禮
制
心
、
不
邇
聲
色
、
不
殖
貨
利
」　
『
書
』
商
書
「
仲
虺

之
誥
」「
惟
王
不
邇
聲
色
。
不
殖
貨
利
。
…
以
義
制
事
、
以
禮
制
心
。」
後
注

（
11
）
の
『
大
学
或
問
』
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）「
某
於
或
問
中
、
所
以
特
地
詳
載
」　
「
特
地
」
は
わ
ざ
わ
ざ
。
湯
の
盤
銘
に

関
す
る『
大
学
或
問
』の
記
載
は
次
の
通
り
。「
或
問
。
盤
之
有
銘
、何
也
。
曰
。

盤
者
、
常
用
之
器
。
銘
者
、
自
警
之
辭
也
。
古
之
聖
賢
、
兢
兢
業
業
、
固
無

時
而
不
戒
謹
恐
懼
、
然
猶
恐
其
有
所
怠
忽
、
而
或
忘
之
也
。
是
以
於
其
常
用

之
器
、
各
因
其
事
而
刻
銘
、
以
致
戒
焉
、
欲
其
常
接
乎
目
、
每
警
乎
心
、
而

不
至
於
忽
忘
也
。
曰
。
然
則
沐
浴
之
盤
、
而
其
所
刻
之
辭
如
此
、
何
也
。
曰
。

〔
注
〕

（
1
）「
德
元
」　
『
朱
子
語
類
姓
氏
』「
郭
友
仁
、
字
德
元
、
山
陽
人
、
寓
臨
安
。

戊
午
所
聞
。」
戊
午
は
慶
元
四
年
（
一
一
九
八
）。
田
中
謙
二
「
朱
門
弟
子
師

事
年
攷
」（『
田
中
謙
二
著
作
集
』
第
三
巻
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）

九
〇
頁
に
郭
友
仁
と
本
条
の
記
録
者
で
あ
る
陳
文
蔚
の
同
席
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
両
者
の
同
席
の
他
の
事
例
と
し
て
は
本
巻
三
二
条
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
2
）「
湯
之
盤
銘
」　
『
大
学
章
句
』
伝
二
章
「
湯
之
盤
銘
曰
。
苟
日
新
、
日
日
新
、

又
日
新
。」

（
3
）「
成
湯
工
夫
、
全
是
在
敬
字
上
」　
『
詩
』
商
頌
「
長
發
」「
帝
命
不
違
、
至

于
湯
齊
。
湯
降
不
遲
、聖
敬
日
躋
。
昭
假
遟
遟
、上
帝
是
祗
。
帝
命
式
于
九
圍
。」

こ
の
『
詩
』
の
内
容
は
湯
の
徳
を
表
す
代
表
的
な
言
葉
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
た
。
例
え
ば
、『
礼
記
』「
孔
子
閒
居
」「
其
在
詩
曰
。
帝
命
不
違
、
至
于

湯
齊
。
湯
降
不
遲
、
聖
敬
日
齊
。
昭
假
遲
遲
、
上
帝
是
祗
。
帝
命
式
于
九
圍
。

是
湯
之
德
也
。」
ま
た
、
本
条
注
（
11
）
の
『
大
学
或
問
』
で
も
湯
の
事
績

と
し
て
「
聖
敬
日
躋
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）「
看
來
」　
「
思
う
に
」
を
意
味
す
る
。『『
朱
子
語
類
』
譯
注　

巻
十
五
』

一
八
七
頁
注
（
5
）
参
照
。

（
5
）「
大
段
是
一
箇
修
飭
底
人
」　
「
大
段
」
は
「
お
お
む
ね
」。「
修
飭
」
は
「
身

を
つ
つ
し
ん
で
励
む
」。
修
飭
の
用
例
と
し
て
は
『
史
記
』
巻
六
「
秦
始
皇

本
紀
」「
皇
帝
臨
位
、
作
制
明
法
、
臣
下
脩
飭
。」『
漢
書
』
巻
五
六
「
董
仲

舒
伝
」「
夫
仁
誼
禮
知
信
五
常
之
道
、
王
者
所
當
脩
飭
也
。
五
者
脩
飭
、
故

受
天
之
祐
、
而
享
鬼
神
之
靈
、
德
施
于
方
外
、
延
及
羣
生
也
。」
堯
舜
と
違
い
、

湯
が
後
天
的
修
為
に
励
む
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
孟
子
』「
尽



一
四
八

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

（
13
）「
經
心
」　
「
注
意
す
る
、
気
に
か
け
る
」
を
意
味
す
る
。

56
条問

。
丹
書
曰
。
敬
勝
怠
者
吉
、
怠
勝
敬
者
滅
、
義
勝
欲
者
從
、
欲
勝
義
者
凶
。

從
字
意
如
何
。

曰
。
從
、
順
也
。
敬
便
竪
起
、
怠
便
放
倒
。
以
理
從
事
、
是
義
。
不
以
理
從
事
、

便
是
欲
。
這
處
敬
與
義
、
是
箇
體
用
、
亦
由
坤
卦
說
敬
義
。　

〔
校
勘
〕

○
「
丹
書
」　

和
刻
本
は
「
周
書
」
に
作
る
。

○
「
箇
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
个
」
に
作
る
。

○
「
由
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
猶
」
に
作
る
。

○
「
坤
卦
說
敬
義
」　

朝
鮮
古
写
本
は
後
に
下
記
の
文
章
が
続
く
。「
因
舉
賊
仁
者

謂
之
賊
、
賊
義
者
謂
之
殘
、
問
。
在
坐
如
何
說
。
王
云
。
賊
仁
、
是
害
心
之
理
。

賊
義
、
是
於
所
行
處
傷
其
理
。
曰
。
如
此
說
、
便
是
告
子
義
在
外
了
。
義
在
內
、

非
在
外
。
義
是
度
事
之
宜
、
是
心
度
之
。
然
此
處
何
以
別
。
蓋
賊
仁
之
罪
重
、

殘
義
之
罪
輕
。
仁
義
都
是
心
之
天
理
、仁
是
根
本
。
賊
仁
、則
大
倫
大
法
虧
滅
了
、

便
是
殺
人
底
人
一
般
。
義
就
一
節
一
事
、
不
合
宜
、
便
傷
義
、
似
手
足
上
傷
損

一
般
、
所
傷
者
小
、
猶
可
補
。」

〔
訳
〕お

尋
ね
し
た
。「
丹
書
に
は
「
敬
が
怠
に
勝
て
ば
吉
、
怠
が
敬
に
勝
て
ば
滅
、

人
之
有
是
德
、
猶
其
有
是
身
也
。
德
之
本
明
、
猶
其
身
之
本
潔
也
。
德
之
明
、

而
利
欲
昏
之
、
猶
身
之
潔
、
而
塵
垢
汚
之
也
。
一
旦
存
養
省
察
之
功
、
眞
有

以
去
其
前
日
利
欲
之
昏
、
而
日
新
焉
、
則
亦
猶
其
疏
瀹
澡
雪
、
而
有
以
去
其

前
日
塵
垢
之
汚
也
。
然
既
新
矣
、
而
所
以
新
之
之
功
不
繼
、
則
利
欲
之
交
、

將
復
有
如
前
日
之
昏
、
猶
既
潔
矣
、
而
所
以
潔
之
之
功
不
繼
、
則
塵
垢
之
集
、

將
復
有
如
前
日
之
汚
也
。
故
必
因
其
已
新
而
日
日
新
之
、
又
日
新
之
、
使
其

存
養
省
察
之
功
、
無
少
間
㫁
、
則
明
德
常
明
、
而
不
復
為
利
欲
之
昏
、
亦
如

人
之
一
日
沐
浴
、
而
日
日
沐
浴
、
又
無
日
而
不
沐
浴
、
使
其
疏
瀹
澡
雪
之
功
、

無
少
間
㫁
、
則
身
常
潔
清
、
而
不
復
為
舊
染
之
汚
也
。
昔
成
湯
所
以
反
之
而

至
於
聖
者
、
正
惟
有
得
於
此
、
故
稱
其
德
者
有
曰
。
不
邇
聲
色
、
不
殖
貨
利
。

又
曰
。
以
義
制
事
、
以
禮
制
心
。
有
曰
。
從
諫
弗

、
改
過
不
吝
。
又
曰
。

與
人
不
求
備
、
檢
身
若
不
及
。
此
皆
足
以
見
其
日
新
之
實
。
至
於
所
謂
聖
敬

日
躋
云
者
、
則
其
言
愈
約
、
而
意
愈
切
矣
。
然
本
湯
之
所
以
得
此
、
又
其
學

於
伊
尹
而
有
發
焉
。
故
伊
尹
自
謂
與
湯
咸
有
一
德
、
而
於
復
政
太
甲
之
初
、

復
以
終
始
惟
一
、時
乃
日
新
為
丁
寧
之
戒
。
蓋
於
是
時
、太
甲
方
且
自
怨
自
艾
、

於
桐
處
仁
遷
義
而
歸
、
是
亦
所
謂
苟
日
新
者
。
故
復
推
其
嘗
以
告
於
湯
者
告

之
、
欲
其
日
進
乎
此
無
所
間
㫁
、
而
有
以
繼
其
烈
祖
之
成
德
也
。
其
意
亦
深

切
矣
。
其
後
周
之
武
王
踐

之
初
、
受
師
尚
父
丹
書
之
戒
曰
。
敬
勝
怠
者
吉
、

怠
勝
敬
者
滅
、義
勝
欲
者
從
、欲
勝
義
者
凶
。
退
而
於
其
几
席
觴
豆
刀
劎
户
牖
、

莫
不
銘
焉
。
蓋
聞
湯
之
風
而
興
起
者
。
今
其
遺
語
、
尚
幸
頗
見
於
禮
書
、
願

治
之
君
、
志
學
之
士
、
皆
不
可
以
莫
之
考
也
。
曰
。
此
言
新
民
、
其
引
此
、

何
也
。
曰
。
此
自
其
本
而
言
之
。
蓋
以
是
為
自
新
之
至
、
而
新
民
之
端
也
。」

（
12
）「
非
道
人
不
知
」　
「
道
」
は
、「
思
う
、
考
え
る
」
を
意
味
す
る
。



一
四
九

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

謂
也
。
且
臣
聞
之
、
以
仁
得
之
、
以
仁
守
之
、
其
量
百
世
、
以
不
仁
得
之
、

以
仁
守
之
、
其
量
十
世
、
以
不
仁
得
之
、
以
不
仁
守
之
、
必
及
其
世
。」
史

記
正
義
と
『
大
戴
礼
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
丹
書
に
書
か
れ
た
内
容
に
異
同

は
な
い
が
、
丹
書
の
来
歴
に
は
異
同
（
史
記
正
義
＝
文
王
が
誕
生
し
た
時
、

赤
い
す
ず
め
が
口
に
く
わ
え
て
き
た
。『
大
戴
礼
』
＝
武
王
の
即
位
後
し
ば

ら
く
し
て
、
太
公
望
呂
尚
が
武
王
に
読
み
き
か
せ
た
）
が
あ
る
。
前
条
注

（
11
）
の
『
大
学
或
問
』
は
『
大
戴
礼
』
に
よ
っ
て
い
る
。

（
2
）「
從
、
順
也
」　
『
礼
記
』
楽
記
「
樂
者
、
敦
和
率
神
而
從
天
。
禮
者
、
別
宜

居
鬼
而
從
地
。」
注
「
從
、
順
也
。」

（
3
）「
敬
便
竪
起
」　
「
竪
起
」
は
「
ま
っ
す
ぐ
立
つ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。『
語

類
』
巻
五
九
、一
七
二
条
、
陳
文
蔚
録
（
Ⅳ1415

）「
孟
子
說
。
先
立
乎
其
大

者
、
則
其
小
者
弗
能
奪
也
。
此
語
最
有
力
、
且
看
他
下
一
箇
立
字
。
昔
汪
尚

書
問
焦
先
生
為
學
之
道
、
焦
只
說
一
句
曰
。
先
立
乎
其
大
者
。
以
此
觀
之
、

他
之
學
亦
自
有
要
。
卓
然
竪
起
自
心
、（
方
子
錄
云
。
立
者
、卓
然
竪
起
此
心
。）

便
是
立
、所
謂
敬
以
直
內
也
。」「
敬
」
が
「
立
」
と
関
連
す
る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
、『
易
』「
坤
卦
」「
直
其
正
也
。
方
其
義
也
。
君
子
敬
以
直
內
、
義
以

方
外
。
敬
義
立
而
德
不
孤
。
直
方
大
、
不
習
无
不
利
、
則
不
疑
其
所
行
也
。」

に
由
来
す
る
。

（
4
）「
怠
便
放
倒
」　
「
放
倒
」
は
「
倒
れ
込
む
」
を
意
味
す
る
。『
語
類
』
巻
八
、

七
四
条
、
黄
升
卿
録
（
Ｉ138

）「
學
者
不
立
、
則
一
齊
放
倒
了
。」『
朱
文
公

文
集
』
巻
四
九
「
答
王
子
合
」
第
七
書
「
今
時
學
者
、
未
論
外
誘
、
多
只
是

因
循
怠
惰
、
自
放
倒
耳
。」

（
5
）「
敬
與
義
、
是
箇
體
用
」　

敬
・
義
と
体
用
の
関
連
付
け
に
つ
い
て
は
、『
周

義
が
欲
に
勝
て
ば
従
、
欲
が
義
に
勝
て
ば
凶
」
と
あ
り
ま
す
。
従
と
い
う
字
の
意

味
は
何
で
す
か
。」

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
従
は
順
で
あ
る
。
敬
と
は
ま
っ
す
ぐ
立
つ
こ
と
で

あ
り
、
怠
と
は
倒
れ
込
む
こ
と
で
あ
る
。
理
に
よ
っ
て
物
事
に
従
事
す
る
の
が
義

で
あ
る
。
理
に
よ
っ
て
物
事
に
従
事
し
な
い
の
が
欲
で
あ
る
。
こ
こ
の
敬
と
義
は
、

體
と
用
の
関
係
に
あ
り
、（『
易
』
の
）
坤
卦
の
敬
と
義
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。」   

徐

録

〔
注
〕

（
1
）「
丹
書
曰
。敬
勝
怠
者
吉
、怠
勝
敬
者
滅
、義
勝
欲
者
從
、欲
勝
義
者
凶
。」   『
史

記
』
巻
四
「
周
本
紀
」「
生
昌
、
有
聖
瑞
。」
史
記
正
義
「
尚
書
帝
命
驗
云
。

季
秋
之
月
甲
子
、赤
爵
銜
丹
書
入
于

、止
于
昌
戶
。
其
書
云
。
敬
勝
怠
者
吉
、

怠
勝
敬
者
滅
、義
勝
欲
者
從
、欲
勝
義
者
凶
。
凡
事
不
強
則
枉
、不
敬
則
不
正
。

枉
者
廢
滅
、敬
者
萬
世
。
以
仁
得
之
、以
仁
守
之
、其
量
百
世
。
以
不
仁
得
之
、

以
仁
守
之
、其
量
十
世
。
以
不
仁
得
之
、不
仁
守
之
、不
及
其
世
。
此
蓋
聖
瑞
。」

ま
た
『
大
戴
礼
』「
武
王
践
祚
」「
武
王
践
祚
三
日
、
召
士
大
夫
而
問
焉
。
曰
。

惡
有
藏
之
約
、
行
之
行
、
萬
世
可
以
為
子
孫
常
者
乎
。
諸
大
夫
對
曰
。
未
得

聞
也
。
然
後
召
師
尚
父
而
問
焉
。
曰
。
昔
黃
帝
顓
頊
之
道
存
乎
。
意
亦
忽
不

可
得
見
與
。
師
尚
父
曰
。
在
丹
書
。
王
欲
聞
之
、
則
齊
矣
。
王
齊
三
日
、
端

冕
奉
書
而
入
、
負
屏
而
立
。
王
下
堂
、
南
面
而
立
。
師
尚
父
曰
。
先
王
之
道

不
北
面
。
王
行
西
折
而
東
面
。
師
尚
父
西
面
、
道
書
之
言
曰
。
敬
勝
怠
者
吉
、

怠
勝
敬
者
滅
、義
勝
欲
者
從
、欲
勝
義
者
凶
。
凡
事
不
強
則
枉
、不
敬
則
不
正
。

枉
者
滅
廢
、
敬
者
萬
世
。
藏
之
約
、
行
之
行
、
可
以
為
子
孫
常
者
、
此
言
之
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者
小
、
尚
可
以
補
。   

淳
。

錄
同
。

つ
ま
り
、
本
条
と
現
行
の
『
語
類
』
巻
五
一
、三
六
条
は
も
と
も
と
同
じ
時
に

記
録
さ
れ
、
ひ
と
ま
と
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

朝
鮮
古
写
本
中
の
「
王
」
お
よ
び
現
行
の
『
語
類
』
巻
五
一
、三
六
条
「
近
思
」

と
は
王
力
行
を
指
す
。
王
力
行
に
つ
い
て
は
『
朱
子
語
類
姓
氏
』「
王
力
行
、
字

近
思
、
同
安
人
。
辛
亥
所
聞
。」
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
辛
亥
は
紹
煕
二
年

（
一
一
九
一
）。
ま
た
、現
行
の
『
語
類
』
巻
五
一
、三
六
条
の
記
録
者
名
を
見
る
と
、

陳
淳
と
徐

が
同
席
し
て
い
た
。
田
中
「
朱
門
弟
子
師
事
年
攷
」
一
四
三
頁
に
よ

れ
ば
、
陳
淳
の
第
一
次
師
事
期
は
「
紹
煕
元
年
（
一
一
九
〇
）
十
一
月
十
八
日
よ

り
翌
二
年
（
一
一
九
一
）
年
五
月
二
日
ま
で
」
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
同
書

一
六
三
〜
一
六
四
頁
に
よ
れ
ば
、
徐

の
第
一
次
師
事
期
は
「
紹
煕
元
年

（
一
一
九
〇
）
五
月
か
ら
翌
二
年
（
一
一
九
一
）
二
月
十
八
日
ま
で
」
で
あ
る
と

い
う
。『
朱
子
語
類
姓
氏
』
の
記
載
が
正
確
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
本
条
お
よ

び
現
行
の
『
語
類
』
巻
五
一
、三
六
条
は
紹
煕
二
年
正
月
一
日
〜
二
月
十
八
日
ま

で
の
間
に
行
わ
れ
た
問
答
で
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

ま
た
、
朝
鮮
古
写
本
「
賊
仁
者
謂
之
賊
、
賊
義
者
謂
之
残
」
の
出
典
は
、『
孟
子
』

「
梁
恵
王
」
下
「
齊
宣
王
問
曰
。
湯
放
桀
、
武
王
伐
紂
、
有
諸
。
孟
子
對
曰
。
於

傳
有
之
。
曰
。
臣
弒
其
君
、
可
乎
。
曰
。
賊
仁
者
、
謂
之
賊
。
賊
義
者
、
謂
之
殘
。

殘
賊
之
人
、
謂
之
一
夫
。
聞
誅
一
夫
紂
矣
、
未
聞
弒
君
也
。」
で
あ
り
、
朝
鮮
古

写
本
「
告
子
義
在
外
」
の
出
典
は
『
孟
子
』「
告
子
」
上
「
告
子
曰
。
食
色
、性
也
。

仁
、內
也
、非
外
也
。
義
、外
也
、非
內
也
。
孟
子
曰
。
何
以
謂
仁
內
義
外
也
。
曰
。

彼
長
而
我
長
之
、
非
有
長
於
我
也
、
猶
彼
白
而
我
白
之
、
從
其
白
於
外
也
、
故
謂

之
外
也
。
曰
。
異
於
白
馬
之
白
也
、
無
以
異
於
白
人
之
白
也
、
不
識
長
馬
之
長
也
、

易
本
義
』「
坤
卦
」「
此
以
學
而
言
之
也
。
正
、
謂
本
體
。
義
、
謂
裁
制
。
敬
、

則
本
體
之
守
也
。」
お
よ
び
『
語
類
』
巻
六
九
、一
四
四
条
、
廖
德
明
録

（
Ｖ　

１
７
３
９
）「
敬
以
直
內
、
便
能
義
以
方
外
、
非
是
別
有
箇
義
。
敬
譬

如
鏡
、
義
便
是
能
照
底
。」
巻
八
七
、一
七
〇
条
、
楊
道
夫
録
（
Ⅵ2262

〜

2263

）「
又
問
。
既
加
存
養
、
則
未
發
之
際
不
知
如
何
。
曰
、
未
發
之
際
、

便
是
中
、
便
是
敬
以
直
內
、
便
是
心
之
本
體
。」
巻
一
二
六
、三
一
条
、
記
録

者
名
缺
（
Ⅷ3015

）「
釋
氏
只
要
空
、
聖
人
只
要
實
。
釋
氏
所
謂
敬
以
直
內
、

只
是
空
豁
豁
地
、
更
無
一
物
、
卻
不
會
方
外
。
聖
人
所
謂
敬
以
直
內
、
則
湛

然
虛
明
、
萬
理
具
足
、
方
能
義
以
方
外
。」

（
6
）「
由
坤
卦
說
敬
義
」　
「
由
」は
音
通
で「
猶
」に
同
じ
。
校
勘
で
も
触
れ
た
が
、

朝
鮮
古
写
本
で
は「
猶
」に
作
る
。「
坤
卦
說
敬
義
」は
本
条
注（
3
）の『
易
』

を
参
照
。

〔
参
考
〕

朝
鮮
古
写
本
の
「
因
舉
賊
仁
者
謂
之
賊
」
以
下
の
部
分
は
、
現
行
の
『
語
類
』

巻
五
一
、三
六
条
、
陳
淳
録
（
Ⅳ1227

）
に
ほ
ぼ
同
じ
。
現
行
の
『
語
類
』
巻

五
一
、三
六
条
は
下
記
の
通
り
。

先
生
舉
賊
仁
者
謂
之
賊
、
賊
義
者
謂
之
殘
、
問
。
何
以
別
。

近
思
云
。
賊
仁
、
是
害
心
之
理
。
賊
義
、
是
見
於
所
行
處
傷
其
理
。

曰
。
以
義
為
見
於
所
行
、
便
是
告
子
義
外
矣
。
義
在
內
、
不
在
外
。
義
、
所
以

度
事
、亦
是
心
度
之
。
然
此
果
何
以
別
。
蓋
賊
之
罪
重
、殘
之
罪
輕
。
仁
義
皆
是
心
。

仁
是
天
理
根
本
處
、
賊
仁
、
則
大
倫
大
法
虧
滅
了
、
便
是
殺
人
底
人
一
般
。
義
是

就
一
節
一
事
上
言
、
一
事
上
不
合
宜
、
便
是
傷
義
、
似
手
足
上
損
傷
一
般
、
所
傷



一
五
一

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

○
「
瑟
兮
僴
兮
者
」　

朝
鮮
古
写
本
は
冒
頭
に
「
大
学
言
」
の
三
字
が
あ
る
。

○
「
忄
」　

成
化
本
、
萬
暦
本
、
呂
留
良
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
朝
鮮
整
版
本
、
和

刻
本
は
「
小
」
に
作
る
。
賀
瑞
麟
「
朱
子
語
類
正
譌
」
は
「
從 

忄 

心
從 

扌 

手
、

原
作
小
才
、
非
。」
と
す
る
。

○
「
扌
」　

成
化
本
、
萬
暦
本
、
呂
留
良
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
朝
鮮
整
版
本
、
和

刻
本
は
「
才
」
に　
　

作
る
。

〔
訳
〕

「「
瑟
た
り
僴
た
り
と
は
、恂
慄
な
り
」
の
「
僴
」
の
字
は
、こ
れ
ま
で
は
「
寛
大
」

の
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
わ
た
し
は
経
子
の
書
物
の
記
載
を
見
て
み

る
と
、
忄
に
作
っ
た
り
、
扌
に
作
っ
た
り
し
て
色
々
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

み
な
武
毅
が
あ
る
様
子
だ
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
わ
た
し
の
注
の
な
か
で
は
た

だ
武
毅
と
だ
け
言
っ
て
い
る
の
だ
。」

わ
た
く
し
道
夫
が
申
し
あ
げ
た
。「
そ
の
よ
う
に
注
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
「
瑟
」
の
文
字
な
ら
び
に
、
続
く
「
恂
慄
」
の
話
と
ぴ
っ
た
り
あ
い
ま

す
ね
。」

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
た
と
え
ば
「
恂
」
の
字
は
、
鄭
氏
は
峻
の
音
と
意

味
で
読
む
と
言
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
は
じ
め
、
こ
れ
は
「
恂
恂
如
た
る
な
り
」

の
「
恂
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
鄭
氏
の
よ
う
に
考
え
る
必
要

は
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
し
か
し
、『
荘
子
』
を
読
ん
で
み
て
、
そ
こ
に
「
木
處

す
れ
ば
則
ち
惴
慄
恂
懼
す
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
こ
で
鄭
氏
の
音
注

の
正
し
い
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
。
こ
の
手
の
話
は
、
わ
た
し
は
『
或
問
』
の
な
か

で
は
言
及
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
は
、
こ
う
い
う
話
は
、
た
く
さ
ん
書
物
を
読
む

無
以
異
於
長
人
之
長
歟
。
且
謂
長
者
義
乎
、
長
之
者
義
乎
。
曰
。
吾
弟
則
愛
之
。

秦
人
之
弟
、
則
不
愛
也
。
是
以
我
為
悅
者
也
、
故
謂
之
內
。
長
楚
人
之
長
、
亦
長

吾
之
長
、
是
以
長
為
悅
者
也
、
故
謂
之
外
也
。
曰
。
耆
秦
人
之
炙
、
無
以
異
於
耆

吾
炙
。
夫
物
則
亦
有
然
者
也
、
然
則
耆
炙
亦
有
外
歟
。」
で
あ
る
。

傳
三
章

復
引
淇
澳
之
詩
一
段

〔
校
勘
〕

○
朝
鮮
古
写
本
は
「
復
引
淇
澳
之
詩
云
云
一
段
」
に
作
る
。

57
条瑟

兮
僴
兮
者
、
恂
慄
也
。
僴
字
舊
訓
寛
大
。
某
看
經
子
所
載
、
或
從
忄
、
或
從

扌
之
不
同
、
然
皆
云
有
武
毅
之
貌
。
所
以
某
注
中
直
以
武
毅
言
之
。

道
夫
云
。
如
此
注
、
則
方
與
瑟
字
及
下
文
恂
慄
之
説
相
合
。

曰
。
且
如
恂
字
、
鄭
氏
讀
為
峻
。
某
始
者
言
、
此
只
是
恂
恂
如
也
之
恂
、
何
必

如
此
。
及
讀
莊
子
、
見
所
謂
木
處
則
惴
慄
恂
懼
、
然
後
知
鄭
氏
之
音
為
當
。
如
此

等
處
、
某
於
或
問
中
不
及
載
也
。
要
之
、
如
這
般
處
、
須
是
讀
得
書
多
、
然
後
方

見
得
。　

道
夫

〔
校
勘
〕
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者
、
俄
且
僩
也
。」
楊
倞
注
「
僴
與

同
、
猛
也
。
方
言
云
、
晉
魏
之
間
謂

猛
為
僴
。
陋
者
俄
且
僴
、
言
鄙
陋
之
人
、
俄
且
矜
莊
有
威
儀
也
。
詩
曰
、
瑟

兮
僴
兮
。
鄭
云
、僴
寛
大
也
、下
板
反
。」（
北
京
国
家
図
書
館
蔵
宋
本
に
拠
る
。）

な
お
、
抱
經
堂
叢
書
本
『
荀
子
』
に
盧
文
弨
が
「
注
撊
字
、
宋
本
作

、
今

従
元
刻
、
與
方
言
合
。」
と
す
る
の
を
参
照
。
楊
倞
注
の
「

」
字
に
つ
き
、

現
行
『
荀
子
』
は
『
荀
子
集
解
』
を
は
じ
め
と
し
て
、元
刊
本
に
従
っ
て
「
撊
」

に
作
り
、
宋
刊
本
系
の
本
は
『
荀
子
』、
北
京
国
家
図
書
館
蔵
宋
刊
纂
圖
互

注
本
、古
逸
叢
書
本
も
並
び
に

に
作
る
。『
方
言
』
卷
二
「
撊

爽
、猛
也
。

晉
魏
之
間
曰
撊
。」
錢
繹
箋
疏
「
撊
僴

、
古
字
並
通
。」

（
5
）「
與
瑟
字
及
下
文
恂
慄
之
説
相
合
」　
『
大
学
章
句
』
傳
三
章
、
朱
注
「
瑟
、

厳
密
之
貌
。
…
恂
慄
、
戦
懼
也
。」

（
6
）「
鄭
氏
讀
為
峻
」　
『
禮
記
』「
大
学
」「
恂
慄
也
。」
鄭
注
「
恂
字
或
作
峻
、

讀
如
嚴
峻
之　
　

峻
。」

（
7
）「
恂
恂
如
也
」　
『
論
語
』「
鄕
黨
」「
孔
子
於
鄉
黨
恂
恂
如
也
、似
不
能
言
者
。」

朱
注
「
恂
、
相
倫
反
。
恂
恂
、
信
實
之
貌
。」

（
8
）「
何
必
如
此
」　

鄭
玄
の
よ
う
に
仮
借
と
考
え
て
無
理
に
文
字
を
変
え
て
読

も
う
と
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

（
9
）「
木
處
則
惴
慄
恂
懼
」　
『
荘
子
』「
斉
物
論
」「
且
吾
嘗
試
問
乎
女
。
民

寢
、

則
腰
疾
偏
死
、
鰌
然
乎
哉
。
木
處
、
則
惴
慄
恂
懼
、
猨
猴
然
乎
哉
。
三
者
孰

知
正
處
。』『
語
類
』
卷
一
六
、四
一
條
、
輔
廣
録
（
Ⅱ321

）「
問
、
恂
慄
何

以
知
為
戰
懼
。
曰
、
莊
子
云
、
木
處
則
恂
慄
危
懼
。」

（
10
）「
此
等
」　

こ
の
よ
う
な
。

（
11
）「
這
般
」　

こ
の
よ
う
な
。

こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
わ
か
る
こ
と
な
の
だ
。」　

楊
道
夫
録

〔
注
〕

（
1
）「
瑟
兮
僴
兮
者
、
恂
慄
也
」　
『
大
学
章
句
』
傳
三
章
「
詩
云
、
瞻
彼
淇
澳
、

竹
猗
猗
。
有
斐
君
子
。
如
切
如
磋
、
如
硺
如
磨
。
瑟
兮
僩
兮
、
赫
兮
喧
兮
、

有
斐
君
子
、終
不
可
諠
兮
。
如
切
如
磋
者
、道
學
也
。
如
硺
如
磨
者
、自
修
也
。

瑟
兮
僩
兮
者
、
恂
慄
也
。
赫
兮
喧
兮
者
、
威
儀
也
。
有
斐
君
子
、
終
不
可
諠

兮
者
、
道
盛
徳
至
善
、
民
之
不
能
忘
也
。」
朱
注
「
恂
、
鄭
氏
讀
作
峻
。
…
僩
、

武
毅
之
貌
。
…
恂
慄
、
戰
懼
也
。」

（
2
）「
舊
訓
寛
大
」　
『
毛
詩
』
衛
風
「
淇
澳
」
毛
傳
「
僴
、寛
大
也
。」『
呂
氏
春
秋
』

高
誘
序
「
故
復
依
先
師
舊
訓
、
輒
乃
為
之
解
焉
。」

（
3
）「
經
子
所
載
」　

古
典
に
載
っ
て
い
る
用
例
、の
意
。「
経
子
」は
經
書
と
子
書
。

「
経
史
」
と
同
様
、
広
く
古
典
籍
全
般
を
指
す
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、こ
こ
で
は
後
述
の
『
荀
子
』
を
意
識
す
る
の
で
「
史
」
で
は
な
く
「
子
」

が
使
わ
れ
る
か
。『
語
類
』
卷
一
〇
四
、一
〇
条
、銭
木
之
録
（
Ⅶ2613
）「
只

五
年
間
、可
以
讀
得
經
子
諸
書
、迤

去
看
史
傳
、無
不
貫
通
。」「
經
史
所
載
」

と
い
う
表
現
は
宋
代
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。『
郡
齋
讀
書
志
』
卷
一
〇
「
家

範
十
卷
。
右
皇
朝
司
馬
光
君
實
撰
、
取
經
史
所
載
賢
聖
修
身
齊
家
之
法
。」

（
4
）「
或
從
忄
」
云
　々
「
扌
」
に
作
る
の
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
十
八
年
傳
「
鄭

之
有
災
、
寡
君
之
憂
也
。
今
執
事
撊
然
、
授
兵
登

。」
杜
預
注
「
撊
然
、

勁
忿
貌
。」
正
義
「
服

云
、
撊
然
、
猛
貌
也
、
方
言
云
、
撊
、
猛
也
、
晉

魏
之
間
曰
撊
。
杜
言
勁
忿
貌
、
亦
是
猛
也
。」「
忄
」
に
作
っ
て
「
猛
」
の
方

向
で
解
釈
す
る
の
は
、『
荀
子
』楊
倞
注
の
み
に
見
え
る
。『
荀
子
』「
榮
辱
」「
陋



一
五
三

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
後
者
は
偉
大
な
様
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
聖
人
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
な
の
だ
。
こ
こ
は
上
文
の
聖
人
文
王
が
「
於あ

あ

緝つ

ぎ
て
熙あ

き
らか

に
し
て
敬
し
て
止
ま
る
」
こ
と
と
関
連
し
て
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ

だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
聖
人
と
い
え
ど
も
手
を
こ
ま
ね
い
た
ま
ま
気
に
も
か
け
な

い
で
そ
の
境
地
に
到
達
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
学
ん
で
こ
そ
は
じ
め
て
そ

れ
を
得
た
の
だ
。
た
と
え
ば
孔
子
は
「
徳
の
修
ま
ら
ざ
る
、
学
の
講
ぜ
ざ
る
、
義

を
聞
き
て
徙
る
能
わ
ざ
る
、
不
善
を
改
む
る
能
わ
ざ
る
、
是
れ
吾
が
憂
い
な
り
。」

と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
聖
人
孔
子
に
と
っ
て
な
に
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

完
全
で
あ
る
は
ず
の
聖
人
が
か
え
っ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
の
は
な

ぜ
か
。
そ
れ
は
、
心
配
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
聖
人
で
あ
る
理
由
だ
か
ら
な

の
だ
。
い
わ
ゆ
る「
生
れ
な
が
ら
に
し
て
之
を
知
る
」と
い
う
の
も
、た
だ
そ
れ（
＝

自
ら
の
不
完
全
さ
を
憂
え
る
こ
と
）
を
知
り
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

だ
か
ら
「
惟
れ
聖
も
念
わ
ざ
れ
ば
狂
と
作
り
、
惟
れ
狂
も
克
く
念
え
ば
聖
と
作
る
」

と
言
う
の
だ
。」　

陳
淳
録　

徐

の
記
録
も
同
じ

〔
注
〕

（
1
）「
切
磋
琢
磨
是
学
者
事
」
云
　々
『
大
学
章
句
』
傳
三
章
「
如
切
如
磋
者
、

道
學
也
。
如
琢
如
磨
者
、
自
脩
也
。」『
大
学
或
問
』「
夫
如
切
如
磋
、
言
其

所
以
講
於
學
者
已
精
、
而
益
求
其
精
也
。
如
琢
如
磨
、
言
其
所
以
修
於
身
者

已
密
、
而
益
求
其
密
也
。
…
盛
徳
至
善
、
民
不
能
忘
。
蓋
人
心
之
所
同
然
。

聖
人
既
先
得
之
、
而
其
充
盛
宣
著
又
如
此
。
是
以
民
皆
仰
之
而
不
能
忘
也
。」

『
朱
文
公
文
集
』
卷
四
四
「
答
江
德
明
」
第
二
書
「
盛
德
至
善
民
不
能
忘
、

此
言
聖
人
之
事
。」

58
条問

。
切
磋
琢
磨
、
是
學
者
事
、
而
盛
徳
至
善
、
或
問
乃
指
聖
人
言
之
、
何
也
。

曰
。
後
面
説
得
來
大
、
非
聖
人
不
能
。
此
是
連
上
文
文
王
於
緝
熙
敬
止
説
。
然

聖
人
也
不
是
挿
手
掉
臂
做
到
那
處
、
也
須
學
始
得
。
如
孔
子
所
謂
徳
之
不
修
、
學

之
不
講
、
聞
義
不
能
徙
、
不
善
不
能
改
、
是
吾
憂
也
。
此
有
甚
緊
要
。
聖
人
却
憂

者
何
故
。
惟
其
憂
之
、
所
以
為
聖
人
。
所
謂
生
而
知
之
者
、
便
只
是
知
得
此
而
已
。

故
曰
、
惟
聖
罔
念
作
狂
、
惟
狂
克
念
作
聖
。　

淳　

同

〔
校
勘
〕

○
「
問
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
問
」
字
の
下
に
「
引
淇
奥
詩
如
」
の
五
字
が
あ
る
。

○
「
也
須
学
始
得
」　

朝
鮮
古
写
本
に
は
「
始
得
」
の
二
字
が
な
い
。

○
「
挿
手
」　

和
刻
本
は
「
揮
手
」
に
作
る
。

○
「
德
之
不
修
」　

成
化
本
、
朝
鮮
古
写
本
は
「
修
」
を
「
脩
」
に
作
る
。

○
「
聞
義
不
能
徙
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
徙
」
を
「
徒
」
に
作
る
。

○
「
聖
人
却
憂
者
」　

傳
経
堂
本
は
「
却
」
を
「
卻
」
に
作
る
。

○
「
何
故
」　

萬
暦
本
は
「
何
何
故
」
に
、
和
刻
本
は
「
如
何
故
」
に
作
る
。

○
「
淳　

同
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「

」
に
作
る
。

〔
訳
〕質

問
し
た
。「「
切
磋
琢
磨
」
は
学
ぶ
者
に
つ
い
て
の
事
柄
で
す
が
、「
盛
徳
至
善
」

に
つ
い
て
、『
或
問
』
で
は
そ
れ
と
は
違
っ
て
聖
人
を
指
し
て
言
っ
て
い
ま
す
が
、

ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」　



一
五
四

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

然
學
不
厭
之
意
多
見
於
此
。
使
有
一
毫
自
以
為
聖
、
任
其
自
爾
、
則
雖
聖
而

失
其
聖
。」
同
卷
二
五
条
、
周
謨
録
（
Ⅲ860

）「
此
是
聖
人
自
憂
也
。
聖
人

固
無
是
四
者
之
憂
。
所
以
然
者
、
亦
自
貶
以
教
人
之
意
。」

（
9
）「
惟
其
憂
之
、
所
以
爲
聖
人
」　
『
周
易
』「
繋
辞
上
傳
」「
鼓
萬
物
而
不
與
聖

人
同
憂
。」『
語
類
』
卷
七
四
、一
三
一
条
、
周
謨
録
（
Ⅴ1901

）「
鼓
萬
物
而

不
與
聖
人
同
憂
、此
言
造
化
之
理
。
如
聖
人
則
只
是
人
、安
得
而
無
憂
。」「
惟

其
…
所
以
…
」は
因
果
関
係
を
示
す
構
文
。『
語
類
』に
は
頻
出
す
る
。『
語
類
』

卷
五
六
、一
條
、
黄
卓
録
（
Ⅳ1323

）「
惟
其
不
信
、
所
以
妄
作
。」

（
10
）「
生
而
知
之
」　
『
論
語
』「
述
而
」「
子
曰
、
我
非
生
而
知
之
者
。
好
古
敏
以

求
之
者
也
。」
朱
注
「
尹
氏
曰
、
孔
子
以
生
知
之
聖
、
毎
云
好
學
者
、
非
惟

勉
人
也
、
蓋
生
而
可
知
者
、
義
理
爾
。
若
夫
禮
樂
名
物
、
古
今
事
變
、
亦
必

待
學
而
後
有
以
驗
其
實
也
。」
同
「
季
氏
」「
孔
子
曰
、
生
而
知
之
者
、
上
也
。

學
而
知
之
者
、
次
也
。
困
而
學
之
、
又
其
次
也
。
困
而
不
學
、
民
斯
為
下
矣
」。

『
中
庸
』
第
二
〇
章
「
或
生
而
知
之
、
或
學
而
知
之
、
或
困
而
知
之
、
及
其

知
之
一
也
。」『
語
類
』
卷
百
二
〇
、四
一
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅶ2894

）「
以
孔

子
之
聖
、
也
只
是
好
學
。
我
非
生
而
知
之
者
、
好
古
敏
以
求
之
者
也
。」
同

卷
一
一
七
、五
二
条
、
陳
淳
録
（
Ⅶ2831

）「
聖
人
雖
是
生
知
、
然
也
事
事
理

会
過
、
無
一
之
不
講
。」
同
卷
二
八
、五
八
条
、
葉
賀
孫
録
（
Ⅱ721

）「
又
問
、

聖
人
生
知
、
其
与
顔
子
不
同
処
、
是
何
如
。
曰
、
聖
人
固
生
知
、
終
不
成
更

不
用
理
会
。
但
聖
人
較
之
顔
子
又
知
得
多
。」

（
11
）「
是
知
得
此
而
已
」　
『
孟
子
』「
告
子
」
上
「
謂
理
也
義
也
、
聖
人
先
得
我

心
之
所
同
然
耳
。」
朱
注
「
程
子
曰
…
孟
子
言
人
心
無
不
悦
理
義
者
、
但
聖

人
則
先
知
先
覺
乎
此
耳
。
非
有
以
異
於
人
也
。」

（
2
）「
説
得
來
大
」　

大
き
な
こ
と
が
説
か
れ
る
、
話
が
広
が
る
。
良
い
意
味
に

も
悪
い
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
。
以
下
の
例
は
悪
い
例
。『
語
類
』
卷

四
一
、九
六
条
、
楊
道
夫
録
（
Ⅲ1068

）「
又
曰
、
有
幾
處
被
前
輩
説
得
來
大
、

今
收
拾
不
得
。
謂
如
君
子
所
過
者
化
、
本
只
言
君
子
所
居
而
人
自
化
。
所
存

者
神
、
本
只
言
所
存
主
處
便
神
妙
。
横
渠
却
云
性
性
為
能
存
神
、
物
物
為
能

過
化
。
至
上
蔡
便
道
、
惟
能
所
存
者
神
、
是
以
所
過
者
化
。
此
等
言
語
、
人

皆
爛
熟
、
以
為
必
須
如
此
説
。
纔
不
如
此
説
、
便
不
快
意
矣
。」

（
3
）「
非
聖
人
不
能
」　
『
孟
子
』「
盡
心
」
下
「
非
聖
人
而
能
若
是
乎
。」

（
4
）「
於
緝
熙
敬
止
」　
『
大
学
章
句
』
傳
三
章
「
詩
云
、穆
穆
文
王
、於
緝
熙
敬
止
。

為
人
君
止
於
仁
、
為
人
臣
止
於
敬
、
為
人
子
止
於
孝
、
為
人
父
止
於
慈
、
與

國
人
交
止
於
信
。」

（
5
）「
插
手
」　

手
を
こ
ま
ね
く
。

（
6
）「
掉
臂
」　

ひ
じ
を
ふ
る
。
か
え
り
み
な
い
様
子
。『
史
記
』
卷
七
五
、
孟
嘗

君
列
傳
「
明
旦
側
肩
爭
門
而
入
、
日
暮
之
後
、
過
市
朝
者
掉
臂
而
不
顧
。
非

好
朝
而
惡
暮
。
所
期
物
忘
其
中
。」（
索
隠
、
忘
者
、
無
也
。）　

（
7
）「
做
到
」　

実
践
の
結
果
あ
る
と
こ
ろ
に
到
達
す
る
。『
語
類
』
卷
一
四
、

一
一
四
条
、
陳
淳
録
（
Ⅰ271

）「
亦
只
是
無
那
至
善
、
見
不
到
十
分
極
好
處
、

做
亦
不
做
到
十
分
極
處
。」

（
8
）「
徳
之
不
修
云
々
」　
『
論
語
』「
述
而
」「
子
曰
、徳
之
不
脩
也
、學
之
不
講
也
、

聞
義
不
能
徙
也
、
不
善
不
能
改
也
、
是
吾
憂
也
。」
朱
注
「
尹
氏
曰
、
德
必

修
而
後
成
、
學
必
講
而
後
明
、
見
善
能
徙
、
改
過
不
吝
。
此
四
者
、
日
新
之

要
也
。
苟
未
能
之
、
聖
人
猶
憂
。
况
學
者
乎
。」『
語
類
』
卷
三
四
、二
四
条
、

葉
賀
孫
録
（
Ⅲ860

）「
徳
之
不
修
、
至
是
吾
憂
也
、
這
雖
是
聖
人
以
此
教
人
。



一
五
五

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

〔
校
勘
〕

○
「
自
修
」　

成
化
本
、
朝
鮮
古
写
本
は
「
修
」
を
「
脩
」
に
作
る
。
以
下
同
じ
。

○
「
一
箇
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
箇
」
を
「
个
」
に
作
る
。
以
下
同
じ
。

○
「
猶
慮
其
未
至
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
未
」
を
「
禾
」
に
作
る
。

○
「
喧
兮
」　

成
化
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
朝
鮮
整
版
本
、
和
刻
本
は
「
喧
」
を
「

」

に
作
る
。（『
大　

学
章
句
』
傳
三
章
、
朱
注
「
喧
、
詩
作

。」）

○
「
有
始
終
條
理
之
別
也
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
也
」
を
「
者
」
に
作
る
。

〔
訳
〕

「「
切
る
が
如
く
磋み

が

く
が
如
し
と
は
、
学
を
道
う
な
り
。
琢う

つ
が
如
く
磨と

ぐ
が
如

し
と
は
自
修
な
り
」
と
は
、
学
ん
で
か
ら
も
な
お
そ
の
学
が
ま
だ
極
め
尽
く
さ
れ

た
も
の
で
な
い
と
思
っ
た
ら
、
さ
ら
に
講
習
討
論
し
て
そ
の
極
地
を
追
求
す
る
こ

と
が
、
た
と
え
ば
骨
や
角
を
細
工
す
る
人
が
、
切
り
出
し
た
あ
と
で
さ
ら
に
こ
れ

を
み
が
き
あ
げ
る
の
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
あ
ら
け
ず
り
の
も
の
を
ち
ゃ
ん
と
切
り

出
せ
た
ら
、
そ
れ
で
よ
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
を
み
が
い
て
つ
る

つ
る
な
状
態
に
さ
せ
る
、
こ
れ
が
骨
や
角
を
細
工
す
る
人
の
至
善
で
あ
る
の
と
同

様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。　

ま
た
、
修
養
し
て
か
ら
も
な
お
そ
の
修
養
が
極
め
尽
く
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と

思
っ
た
ら
、
さ
ら
に
省
察
克
治
し
て
そ
れ
を
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
の
は
、
た
と

え
ば
玉
石
を
細
工
す
る
人
が
、
刻
み
出
し
た
う
え
に
さ
ら
に
ま
た
こ
れ
を
み
が
き

あ
げ
る
の
で
あ
り
、
琢
と
い
う
細
工
は
、
ひ
と
つ
の
あ
ら
け
ず
り
の
も
の
を
ち
ゃ

ん
と
刻
み
出
せ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
を
み
が

（
12
）「
惟
聖
云
々
」　
『
書
經
』「
多
方
」「
惟
聖
罔
念
作
狂
、
惟
狂
克
念
作
聖
。」

書
集
傳
「
聖
而
罔
念
、果
至
於
狂
乎
。
曰
、聖
固
無
所
謂
罔
念
也
。
禹
戒
舜
曰
、

無
若
丹
朱
傲
、
惟
慢
遊
是
好
。
一
念
之
差
、
雖
未
至
於
狂
、
而
狂
之
理
亦
在

是
矣
。
此
人
心
惟
危
、
聖
人
拳
拳
告
戒
、
豈
無
意
哉
。」『
語
類
』
卷

四
七
、七
条
、
金
去
僞
録
（
Ⅳ1178

）「
問
、
性
相
近
習
相
遠
、
惟
上
智
與
下

愚
不
移
、
書
中
謂
惟
聖
罔
念
作
狂
、
惟
狂
克
念
作
聖
、
又
有
移
得
者
、
如
何
。

曰
、
上
智
下
愚
不
移
、
如
狂
作
聖
則
有
之
。
既
是
聖
人
、
決
不
到
得
作
狂
、

此
只
是
言
其
人
不
可
不
學
。」『
語
類
』
卷
七
八
、二
〇
六
条
、
楊
驤
録
（
Ⅴ

2012

）「
自
人
心
而
收
之
則
是
道
心
、
自
道
心
而
放
之
便
是
人
心
。
惟
聖
罔

念
作
狂
、
惟
狂
克
念
作
聖
、
近
之
。」

59
条如

切
如
磋
者
、
道
學
也
。
如
琢
如
磨
者
、
自
修
也
。
既
學
而
猶
慮
其
未
至
、
則

復
講
習
討
論
以
求
之
、
猶
治
骨
角
者
、
既
切
而
復
磋
之
。
切
得
一
箇
樸
在
這
裏
、

似
亦
可
矣
、
又
磋
之
使
至
於
滑
澤
、
這
是
治
骨
角
者
之
至
善
也
。

既
修
而
猶
慮
其
未
至
、則
又
省
察
克
治
以
終
之
、猶
治
玉
石
者
、既
琢
而
復
磨
之
。

琢
是
琢
得
一
箇
樸
在
這
裏
、
似
亦
得
矣
、
又
磨
之
使
至
於
精
細
、
這
是
治
玉
石
之

至
善
也
。

取
此
而
喩
君
子
之
於
至
善
。
格
物
以
求
知
所
止
矣
、
又
且
用
力
以
求
得
其
所
止

焉
。
正
心
誠
意
便
是
道
學
自
修
。
瑟
兮
僴
兮
、
赫
兮
喧
兮
、
到
這
裏
、
睟
面

背
、

發
見
於
外
、
便
是
道
學
自
修
之
驗
也
。

道
夫
云
。
所
以
或
問
中
有
始
終
條
理
之
別
也
、
良
為
此
爾
。
曰
。
然
。　

道
夫
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故
又
引
此
詩
、
以
發
明
之
也
。
夫
如
切
如
磋
、
言
其
所
以
講
於
學
者
已
精
而

益
求
其
精
也
。
如
琢
如
磨
、
言
其
所
以
修
於
身
者
已
密
而
益
求
其
密
也
。
此

其
所
以
擇
善
固
執
、
日
就
月
將
、
而
得
止
於
至
善
之
由
也
。
恂
慄
者
、
嚴
敬

之
存
乎
中
也
。
威
儀
者
輝
光
之
著
乎
外
也
。
此
其
所
以
睟
面

背
、
施
於
四

體
而
為
止
於
至
善
之
驗
也
。」

（
5
）「
正
心
誠
意
便
是
道
学
自
修
」　
『
大
学
章
句
』
経
、
朱
注
に
「
物
格
知
至
、

則
知
所
止
矣
。
意
誠
以
下
、
則
皆
得
所
止
之
序
也
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
八

条
目
の
う
ち
格
物
致
知
は
至
善
の
所
在
を
知
る
営
み
、
誠
意
以
下
は
止
至
善

を
実
現
す
る
営
み
で
あ
る
。
そ
し
て
『
大
学
章
句
』
傳
三
章
の
朱
注
に
「
引

詩
而
釋
之
、
以
明
明
明
徳
者
之
止
於
至
善
。
道
學
自
修
、
言
其
所
以
得
之
之

由
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
道
學
自
修
も
止
至
善
を
実
現
す
る
営
み
と
さ
れ
る
。

「
正
心
誠
意
、
便
是
道
學
自
修
」
と
述
べ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
た

だ
厳
密
に
言
え
ば
、
道
學
自
修
と
等
置
さ
れ
る
の
は
「
正
心
誠
意
」
で
は
な

く
「
誠
意
以
下
」
の
は
ず
で
あ
る
。
賀
麟
瑞
『
語
類
記
疑
』
が
「
正
心
誠
意

便
是
道
学
自
修
、有
誤
。」
と
す
る
の
は
恐
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
り
、元
来
「
道

学
自
修
之
由
」
あ
る
い
は
「
道
学
自
修
之
首
」
な
ど
と
あ
っ
た
も
の
が
脱
落

し
た
可
能
性
も
あ
る
。『
朱
文
公
文
集
』
續
集
卷
四
上
、
答
劉
晦
伯
「
蓋
首

論
正
心
近
似
道
学
也
。」
金
履
祥
『
大
学
疏
義
』「
大
學
條
目
始
於
格
物
致
知
、

而
誠
意
則
以
為
自
修
之
首
、
何
也
。」『
大
学
翼
真
』
卷
六
「
胡
雲
峰
云
、
誠

意
者
自
修
之
首
、
已
兼
正
心
修
身
而
言
矣
。」

（
6
）「
睟
面

背
」　
『
孟
子
』「
盡
心
」
上
「
君
子
所
性
、
仁
義
禮
智
根
於
心
、

其
生
色
也
、
睟
然
見
於
面
、

於
背
、
施
於
四
體
。
四
體
不
言
而
喩
。」
朱

注
「
睟
然
、
清
和
潤
澤
之
貌
。

、
豐
厚
盈
溢
之
意
。
施
於
四
體
、
謂
見
於

い
て
精
細
に
さ
せ
る
、
こ
れ
が
玉
石
を
細
工
す
る
人
の
至
善
で
あ
る
の
と
同
様
で

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
切
磋
琢
磨
を
例
と
し
て
、
君
子
が
至
善
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を

た
と
え
て
い
る
の
だ
。
格
物
し
て
止
ま
る
と
こ
ろ
を
求
め
て
知
っ
た
う
え
で
、
さ

ら
に
ま
た
努
力
し
て
そ
の
止
ま
る
と
こ
ろ
を
追
求
す
る
。
正
心
誠
意
は
、
つ
ま
り

道
学
自
修
で
あ
る
。「
瑟
た
り
僴
た
り
、
赫
た
り
喧
た
り
」
と
は
、
こ
こ
に
到
達

す
る
と
、
清
潤
な
顔
色
と
な
っ
た
り
、
後
ろ
姿
に
あ
ふ
れ
だ
し
た
り
と
、
外
面
に

発
現
し
て
く
る
、
こ
れ
が
道
学
自
修
の
効
験
な
の
だ
。」

わ
た
く
し
道
夫
が
申
し
上
げ
た
。「『
或
問
』
の
な
か
で
、
條
理
を
終
始
す
る
区

別
を
も
う
け
て
い
る
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
う
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
ね
。」
先
生

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
そ
う
だ
。」　

楊
道
夫
録

〔
注
〕

（
1
）「
如
切
如
磋
者
道
學
也
、如
硺
如
磨
者
自
修
也
」　
『
大
学
章
句
』
傳
三
章
「
如

切
如
磋
者
、
道
學
也
。
如
硺
如
磨
者
、
自
修
也
。」
朱
注
「
道
、
言
也
。
學
、

謂
講
習
討
論
之
事
。
自
修
者
、
省
察
克
治
之
功
。」

（
2
）「
在
這
裏
」　
「
上
に
の
べ
る
動
作
・
状
態
の
確
実
さ
を
強
調
す
る
。」（
田
中

謙
二
『
朱
子
語
類
外
任
篇
訳
注
』
一
八
頁
）『
語
類
』
卷
一
〇
六
、一
一
条
、

葉
賀
孫
録
（
Ⅶ2642

）「
朝
廷
有
箇
公
庫
在
這
裏
。」
田
中
訳
「
朝
廷
に
は
ち
ゃ

ん
と
公
使
庫
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
。」

（
3
）「
省
察
克
治
」　

注
（
1
）
を
参
照
。

（
4
）「
取
此
而
喩
君
子
之
至
善
」　
『
或
問
』「
復
引
淇
澳
之
詩
何
也
。
曰
、
上
言

止
於
至
善
之
理
、
備
矣
。
然
其
所
以
求
之
之
方
與
其
得
之
之
驗
、
則
未
之
及
。
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切
如
磋
、
道
學
也
。
却
以
為
始
條
理
之
事
。
如
琢
如
磨
、
自
修
也
。
却
以
為

終
條
理
之
事
。
皆
是
要
工
夫
精
密
。
道
學
是
起
頭
處
、自
修
是
成
就
處
。
中
間
工
夫
、

既
講
求
又
復
講
求
、
既
克
治
又
復
克
治
。
此
所
謂
已
精
而
求
其
益
精
、
已
密
而
求

其
益
密
也
。　

謨

〔
校
勘
〕

○
「
却
以
為
」　

傳
経
堂
本
は
「
却
」
を
「
卻
」
に
作
る
。
以
下
同
じ
。

○
「
自
修
也
」　

成
化
本
、
朝
鮮
古
写
本
は
「
修
」
を
「
脩
」
に
作
る
。

○
「
皆
是
要
工
夫
精
密
」　

朝
鮮
古
写
本
は
「
要
」
字
の
下
に
「
切
」
字
が
あ
る
。

○
「
自
修
是
成
就
處
」　

成
化
本
、
朝
鮮
古
写
本
、「
自
修
」
を
「
脩
身
」
に
、
萬

暦
本
、
和
刻
本
は
「
修　

身
」
に
作
る
。

〔
訳
〕

「
切
る
が
如
く
磋
す
る
が
如
し
と
は
、
学
を
道
う
な
り
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
こ

れ
は
条
理
を
始
め
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。「
琢
つ
が
如
く
磨
く
が
如
し
と
は
、
自

修
な
り
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
こ
れ
は
条
理
を
終
え
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
み
な
取
り
組
み
が
精
密
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。「
道
学
」
と
は
は
じ
め
の
場
面

で
あ
り
、「
自
修
」
と
は
完
成
の
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
取
り
組
み
は
、
講
究

し
た
う
え
で
さ
ら
に
ま
た
講
究
を
か
さ
ね
、
克
治
し
た
う
え
で
さ
ら
に
ま
た
克
治

を
か
さ
ね
る
。
こ
れ
が
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
已
に
精
に
し
て
其
の
益
ま
す
精

な
る
を
求
め
、
已
に
密
に
し
て
其
の
益
ま
す
密
な
る
を
求
む
」
と
い
う
こ
と
だ
。 

動
作
威
儀
之
間
也
。」
な
お
、『
孟
子
』
の
こ
の
条
は
『
大
学
或
問
』
に
も
引

か
れ
て
い
る
。
注
（
4
）
所
引
『
或
問
』
参
照
。

（
7
）「
道
学
自
修
之
驗
」　

注
（
4
）
の
『
或
問
』
を
参
照
。

（
8
）「
或
問
中
有
始
終
條
理
之
別
」　
『
或
問
』
が
、「
如
切
如
磋
」
を
『
孟
子
』

の
「
始
條
理
」
に
、「
如
琢
如
磨
」
を
「
終
條
理
」
に
振
り
分
け
た
こ
と
を

指
す
。
條
理
と
は
、『
孟
子
』
に
お
い
て
は
、
音
曲
の
旋
律
を
指
す
が
、
朱

子
は
そ
れ
を
、「
始
め
と
終
わ
り
が
あ
る
一
連
の
脈
絡
あ
る
工
夫
」
に
あ
て

て
考
え
て
い
る
。『
大
学
或
問
』「
何
以
爲
學
問
自
修
之
別
也
。
曰
、
骨
角
脉

理
可
尋
、
而
切
磋
之
功
易
。
所
謂
始
條
理
之
事
也
。
玉
石
渾
全
堅
確
、
而
琢

磨
之
功
難
。
所
謂
終
條
理
之
事
也
。」『
孟
子
』「
萬
章
」
下
「
孔
子
之
謂
集

大
成
。
集
大
成
也
者
、
金
聲
而
玉
振
之
也
。
金
聲
也
者
、
始
條
理
也
。
玉
振

之
也
者
、
終
條
理
也
。
始
條
理
者
、
智
之
事
也
。
終
條
理
者
、
聖
之
事
也
。」

朱
注
「
始
、
始
之
也
。
終
、
終
之
也
。
條
理
、
猶
言
脈
絡
。
指
衆
音
而
言
也
。

智
者
、
知
之
所
及
。
聖
者
、
德
之
所
就
也
。
蓋
樂
有
八
音
、
金
石
絲
竹
匏
土

革
木
。
若
獨
奏
一
音
、
則
其
一
音
自
為
始
終
、
而
為
一
小
成
。
…
八
音
之
中
、

金
石
為
重
。故
特
為
衆
音
之
綱
紀
。又
金
始
振
而
玉
終

然
也
。故
並
奏
八
音
、

則
於
其
未
作
而
先
擊
鎛
鐘
以
宣
其
聲
、
俟
其
既

、
而
後
擊
特
磬
以
收
其
韻
。

宣
以
始
之
、
收
以
終
之
。
二
者
之
閒
、
脈
絡
貫
通
、
無
所
不
備
、
則
合
衆
小

成
而
為
一
大
成
、
猶
孔
子
之
知
無
不
盡
而
德
無
不
全
也
。」
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周
さ
ん
が
質
問
し
た
。「
切
磋
は
条
理
を
始
め
る
こ
と
、
琢
磨
は
条
理
を
終
え

る
こ
と
で
す
が
、
条
理
を
終
え
る
ほ
う
が
そ
の
と
り
く
み
は
や
や
精
密
で
し
ょ
う

か
。」
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
条
理
を
始
め
る
の
も
終
え
る
の
も
、
ど
ち
ら
も

精
密
で
な
い
と
い
け
な
い
。
学
習
し
た
上
に
さ
ら
に
学
習
し
、
身
を
つ
つ
し
ん
で

励
ん
だ
上
に
さ
ら
に
身
を
つ
つ
し
ん
で
励
む
の
だ
。」　

陳
淳
録

〔
注
〕

（
1
）「
周
問
」　

周
謨
、字
舜
弼
、南
康
人
。『
朱
子
語
録
姓
氏
』
所
収
。（
16-

30
条
）

前
条
が
周
謨
録
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
卷
一
六
、三
〇
条
、
同
五
九
条
の
共

に
陳
淳
録
に
「
周
問
」
が
見
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
両
条
に
い
ず
れ
も
別
記

録
と
し
て
「
謨
録
」
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
本
条
の
「
周
問
」
は
周

謨
を
指
す
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）「
講
貫
」　

学
習
す
る
。『
國
語
』「
魯
語
」
下
「
晝
而
講
貫
、
夕
而
習
復
。」

韋
昭
注
「
貫
、
習
也
。」

（
3
）「
修
飭
」　

身
を
つ
つ
し
ん
で
励
む
。
本
巻
五
五
条
の
注
（
5
）
を
参
照
。

62
条問

。
琢
磨
後
更
有
瑟
僴
赫
喧
、
何
故
為
終
條
理
之
事
。
曰
。
那
不
是
做
工
夫
處
、

是
成
就
了
氣
象
恁
地
。
穆
穆
文
王
、
亦
是
氣
象
也
。　

〔
校
勘
〕

○
「
喧
兮
」　

成
化
本
、
萬
暦
本
、
朝
鮮
古
写
本
、
朝
鮮
整
版
本
、
和
刻
本
は
「
喧
」

周
謨
録

〔
注
〕

（
1
）「
道
學
是
起
頭
處
、
自
修
是
成
就
處
」　
『
語
類
』
卷
九
、三
条
、
湯
泳
録

（
Ⅰ148

）「
聖
賢
説
知
、
便
説
行
。
大
學
説
如
切
如
磋
道
學
也
。
便
説
如
琢

如
磨
自
修
也
。」

（
2
）「
起
頭
」　

も
の
ご
と
の
は
じ
め
の
部
分
。
は
じ
ま
り
。

（
3
）「
中
間
」　

そ
こ
で
、
そ
の
中
で
。

（
4
）「
所
謂
已
精
而
云
々
」　
『
大
学
或
問
』「
夫
如
切
如
磋
、言
其
所
以
講
於
學
者
、

已
精
而
益
求
其
精
也
。
如
琢
如
磨
、
言
其
所
以
修
於
身
者
、
已
密
而
益
求
其

密
也
。」『
論
語
』「
学
而
」「
如
切
如
磋
、
如
琢
如
磨
」
朱
注
「
已
精
而
益
求

其
精
也
。」

61
條周

問
。
切
磋
是
始
條
理
、
琢
磨
是
終
條
理
。
終
條
理
較
密
否
。
曰
。
始
終
條
理

都
要
密
。
講
貫
而
益
講
貫
、
修
飭
而
益
修
飭
。　

淳

〔
校
勘
〕

○
「
修
飭
而
益
修
飭
」　

成
化
本
、
朝
鮮
古
写
本
は
「
修
」
字
を
「
脩
」
に
作
る
。

朝
鮮
古
写
本
は
上
の
「
飭
」
を
「

」
に
作
る
。

〔
訳
〕



一
五
九

『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〜
一
八
訳
注
（
九
）

『
朱
子
語
類
』
巻
一
七
（
29
〜
62
条
）、
訳
注
担
当
者

29
〜
33
条　
　
　
　
　
　
　
　

福　

谷　

彬　

34
〜
38
条　
　
　
　
　
　
　
　

廖　

明　

飛　

39
〜
44
条　
　
　
　
　
　
　
　

小
笠　

智
章　

45
〜
49
条　
　
　
　
　
　
　
　

中　

純　

夫　

50
〜
56
条　
　
　
　
　
　
　
　

岩
本
真
利
絵　

57
〜
62
条　
　
　
　
　
　
　
　

宇
佐
美
文
理　

（
二
〇
一
七
年
九
月
二
十
八
日
受
理
）

（
ふ
く
た
に　

あ
き
ら　

京
都
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）

（
り
ょ
う 

め
い
ひ　

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）

（
お
が
さ　

と
も
あ
き　

京
都
大
学
国
際
高
等
教
育
院
非
常
勤
講
師
）

（
な
か　

す
み
お　

京
都
府
立
大
学
文
学
部
教
授
）

（
い
わ
も
と　

ま
り
え　

千
里
金
蘭
大
学
非
常
勤
講
師
）

（
う
さ
み　

ぶ
ん
り　

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）

を
「

」
に　

作
る
。

○
「

」　

朝
鮮
古
写
本
は
「

」
字
の
下
に
「
淳
録
同
」
の
三
字
が
あ
る
。

〔
訳
〕質

問
し
た
。「
琢
磨
し
た
あ
と
に
、
さ
ら
に
「
瑟
た
り
僴
た
り
、
赫
た
り
喧
た
り
」

と
書
か
れ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
琢
磨
が
条
理
を
終
え
る
こ
と
が
ら
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。」
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
そ
こ
は
と
り
く
む
こ

と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
ん
だ
。
完
成
し
た
と
き
の
気
象
が
そ
の
よ
う
だ
と

言
っ
て
い
る
の
だ
。「
穆
穆
た
る
文
王
」
と
い
う
の
も
や
は
り
気
象
だ
。」　

徐

録

〔
注
〕

（
1
）「
気
象
」　
「
本
来
不
可
視
の
気
が
、
あ
る
可
視
的
・
可
知
的
な
す
が
た
を
取
っ

た
状
態
」（
三
浦
國
雄
『
朱
子
語
類
抄
』
二
一
六
頁
）。
本
条
で
は
、
な
に
か

が
人
に
ど
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
言
葉
で
表
現

す
る
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
、を
示
す
語
。
よ
く
知
ら
れ
る
用
例
に
『
河

南
『
程
氏
遺
書
』
卷
一
八
「
或
問
、
夫
子
賢
於
堯
舜
、
信
諸
。
曰
、
堯
舜
豈

可
賢
也
。
但
門
人
推
尊
夫
子
之
道
、
以
謂
仲
尼
垂
法
萬
世
、
故
云
爾
。
然
三

子
之
論
聖
人
、皆
非
善
稱
聖
人
者
。
如
顔
子
、便
不
如
此
道
、但
言
仰
之
彌
高
、

鑽
之
彌
堅
而
已
。
後
來
如
曾
子
善
形
容
聖
人
氣
象
、
曰
、
子
温
而
厲
、
威
而

不
猛
、
恭
而
安
。
又
郷
黨
一
篇
、
形
容
得
聖
人
動
容
注
措
甚
好
、
使
學
者
宛

如
見
聖
人
。」
が
あ
り
、最
後
の
「
宛
如
見
」
が
、そ
の
語
感
を
よ
く
伝
え
る
。

（
2
）「
穆
穆
文
王
」　

本
巻
五
八
条
注
（
4
）
参
照
。


